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令和６年第１回定例会（２月議会）

福祉環境委員会（分科会）

会議の概要
書記 加 藤 祐 也 録

招集年月日時 令和６年２月１４日（水曜日）

午後１時１５分

招 集 場 所 議事堂 福祉環境委員会室

本定例会（２月議会）における案件（委員会）

１ 議案第３０号

令和５年度自然公園事業に要する経費の一部負

担の変更について

２ 議案第７５号

秋田県子ども・女性・障害者相談センター条例

の一部を改正する条例案

３ 議案第７６号

秋田県社会福祉施設職員福利基金条例を廃止す

る条例案

４ 議案第７７号

秋田県女性自立支援施設の設備及び運営に関す

る基準を定める条例案

５ 議案第７８号

秋田県南部老人福祉総合エリア条例の一部を改

正する条例案

６ 議案第７９号

職員の特殊勤務手当に関する条例及び秋田県精

神科病院の任意入院者に係る症状等の報告の徴収

に関する条例の一部を改正する条例案

７ 議案第８０号

秋田県国民健康保険財政安定化基金条例の一部

を改正する条例案

８ 議案第８１号

秋田県国民健康保険条例の一部を改正する条例

案

９ 議案第８２号

医療法施行条例の一部を改正する条例案

10 議案第８３号

秋田県看護職員修学資金貸与条例の一部を改正

する条例案

11 議案第８４号

秋田県総合生活文化会館条例の一部を改正する

条例案

12 議案第９６号

地方独立行政法人秋田県立病院機構の中期計画

に関する認可について

13 議案第９７号

令和６年度自然公園事業に要する経費の一部負

担について

14 議案第１１８号

秋田県児童福祉施設の設備及び運営に関する基

準を定める条例案

15 議案第１１９号

秋田県軽費老人ホームの設備及び運営に関する

基準を定める条例案

16 議案第１２０号

秋田県養護老人ホームの設備及び運営に関する

基準を定める条例案

17 議案第１２１号

秋田県特別養護老人ホームの設備及び運営に関

する基準を定める条例案

18 議案第１２２号

秋田県指定居宅サービス等の事業の人員、設備

及び運営に関する基準を定める条例案

19 議案第１２３号

秋田県指定介護予防サービス等の事業の人員、

設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準を定める条例案

20 議案第１２４号

秋田県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び

運営に関する基準を定める条例案

21 議案第１２５号

秋田県介護老人保健施設の人員、施設及び設備

並びに運営に関する基準を定める条例案

22 議案第１２６号

秋田県介護医療院の人員、施設及び設備並びに

運営に関する基準を定める条例案

23 議案第１２７号

秋田県指定障害児通所支援事業者及び指定障害

児入所施設の指定等の申請者に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例案

24 議案第１２８号

秋田県指定通所支援の事業等の人員、設備及び

運営に関する基準を定める条例案

25 議案第１２９号

秋田県指定障害児入所施設等の人員、設備及び

運営に関する基準を定める条例案

26 議案第１３０号

秋田県指定障害福祉サービスの事業等の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例案

27 議案第１３１号

秋田県指定障害者支援施設の人員、設備及び運

営に関する基準を定める条例案

28 議案第１３２号

秋田県障害福祉サービス事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例案

29 議案第１３３号
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秋田県障害者支援施設の設備及び運営に関する

基準を定める条例案

30 請願第７号

国立病院の機能強化を求める意見書採択にかか

わる請願について

31 請願第８号

カドミウム汚染地域関係者の健康影響調査を求

める請願について

32 意見書案（請願第７号の採択に伴うもの）

国立病院の機能強化を求める意見書

33 付託案件以外の所管事項

本定例会（２月議会）における案件（分科会）

１ 議案第１号

令和５年度秋田県一般会計補正予算（第８号）

（健康福祉部及び生活環境部の関係部門）

２ 議案第１１号

令和５年度秋田県一般会計補正予算（第９号）

（健康福祉部及び生活環境部の関係部門）

３ 議案第１３号

令和５年度秋田県母子父子寡婦福祉資金特別会

計補正予算（第１号）

４ 議案第２２号

令和５年度秋田県環境保全センター事業特別会

計補正予算（第１号）

５ 議案第２４号

令和５年度地方独立行政法人秋田県立病院機

構施設整備等貸付金特別会計補正予算（第１号）

６ 議案第２５号

令和５年度秋田県国民健康保険特別会計補正

予算（第２号）

７ 議案第４７号

令和６年度秋田県一般会計予算

（健康福祉部及び生活環境部の関係部門）

８ 議案第４９号

令和６年度秋田県母子父子寡婦福祉資金特別会

計予算

９ 議案第６１号

令和６年度秋田県環境保全センター事業特別

会計予算

10 議案第６３号

令和６年度地方独立行政法人秋田県立病院機構施

設整備等貸付金特別会計予算

11 議案第６４号

令和６年度秋田県国民健康保険特別会計予算

令和６年２月１４日（水曜日）

本日の会議案件

１ 会議録署名員及び分科会会議録署名員の指名

２ 審査日程

３ 議案第３０号

令和５年度自然公園事業に要する経費の一部負

担の変更について （趣旨説明）

４ 議案第４７号

令和６年度秋田県一般会計予算 （健康福祉部

及び生活環境部の関係部門） （趣旨説明）

５ 議案第４９号

令和６年度秋田県母子父子寡婦福祉資金特別会

計予算 （趣旨説明）

６ 議案第６１号

令和６年度秋田県環境保全センター事業特別

会計予算 （趣旨説明）

７ 議案第６３号

令和６年度地方独立行政法人秋田県立病院機構施

設整備等貸付金特別会計予算 （趣旨説明）

８ 議案第６４号

令和６年度秋田県国民健康保険特別会計予算

（趣旨説明）

９ 議案第７５号

秋田県子ども・女性・障害者相談センター条例

の一部を改正する条例案 （趣旨説明）

10 議案第７６号

秋田県社会福祉施設職員福利基金条例を廃止す

る条例案 （趣旨説明）

11 議案第７７号

秋田県女性自立支援施設の設備及び運営に関す

る基準を定める条例案 （趣旨説明）

12 議案第７８号

秋田県南部老人福祉総合エリア条例の一部を改

正する条例案 （趣旨説明）

13 議案第７９号

職員の特殊勤務手当に関する条例及び秋田県精

神科病院の任意入院者に係る症状等の報告の徴収

に関する条例の一部を改正する条例案

（趣旨説明）

14 議案第８０号

秋田県国民健康保険財政安定化基金条例の一部

を改正する条例案 （趣旨説明）

15 議案第８１号

秋田県国民健康保険条例の一部を改正する条例

案 （趣旨説明）

16 議案第８２号

医療法施行条例の一部を改正する条例案

（趣旨説明）

17 議案第８３号

秋田県看護職員修学資金貸与条例の一部を改正

する条例案 （趣旨説明）

18 議案第８４号
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秋田県総合生活文化会館条例の一部を改正する

条例案 （趣旨説明）

19 議案第９６号

地方独立行政法人秋田県立病院機構の中期計画

に関する認可について （趣旨説明）

20 議案第９７号

令和６年度自然公園事業に要する経費の一部負

担について （趣旨説明）

21 議案第１号

令和５年度秋田県一般会計補正予算（第８号）

（健康福祉部の関係部門）（趣旨説明・質疑）

22 議案第１号（再掲）

令和５年度秋田県一般会計補正予算（第８号）

（生活環境部の関係部門）（趣旨説明・質疑）

本日の出席状況

出席委員（分科員）

委 員 長（会長） 佐 藤 正一郎

副委員長（副会長） 鈴 木 真 実

委 員（分科員） 加 藤 鉱 一

委 員（分科員） 北 林 丈 正

委 員（分科員） 今 川 雄 策

委 員（分科員） 加 藤 麻 里

欠席委員（分科員）

委 員（分科員） 沼 谷 純

書 記

議会事務局議事課 加 藤 祐 也

議会事務局政務調査課 村 上 忍

健康福祉部福祉政策課 小 玉 遼 平

生活環境部県民生活課 平 柳 悠

会 議 の 概 要

午後１時１３分 開会

出席委員（分科員）

委 員 長（会長） 佐 藤 正一郎

副委員長（副会長） 鈴 木 真 実

委 員（分科員） 加 藤 鉱 一

委 員（分科員） 北 林 丈 正

委 員（分科員） 今 川 雄 策

委 員（分科員） 加 藤 麻 里

欠席委員（分科員）

委 員（分科員） 沼 谷 純

説 明 者

健康福祉部長 高 橋 一 也

健康福祉部次長 片 村 有 希

健康福祉部次長 石 井 正 人

福祉政策課長 元 野 隆 史

生活環境部長 川 村 之 聡

生活環境部次長 古 井 正 隆

生活環境部次長 信 田 真 弓

生活環境部参事 渡 部 仁

生活環境部参事（兼）自然保護課課長

齋 藤 寿 幸

県民生活課長 石 川 由美子

副委員長（副会長）

ただいまから、福祉環境委員会を開会します。

本日の委員会及び予算特別委員会福祉環境分科会

を開きます。

初めに、会議録署名員を指名します。第１回定例

会２月議会を通しての会議録署名員には、今川雄策

委員、加藤麻里委員を、分科会会議録署名員には、

同分科員を指名します。

次に、委員会の審査日程についてお諮りします。

審査日程案及び付託議案一覧表を御覧ください。

審査日程案について御意見等ありませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

副委員長（副会長）

審査日程は、原案のとおり決定して御異議ありま

せんか。

【「異議なし」と呼ぶ者あり】

副委員長（副会長）

御異議ないものと認めます。審査日程は、原案の

とおりとすることに決定されました。

なお、審査の進捗状況によっては、審査日程から

ずれることがありますので、あらかじめ御承知おき

ください。

次に、部局長説明を行います。

議案第３０号、議案第４７号、議案第４９号、

議案第６１号、議案第６３号、議案第６４号、議案

第７５号から議案第８４号まで、議案第９６号及び

議案第９７号、以上１８件について、関係部長の説

明を求めます。

健康福祉部長

【部局関係説明書により説明】

生活環境部長

【部局関係説明書により説明】

副委員長（副会長）

以上で関係部長の説明は終了しました。

ここで、説明者交代のため、暫時休憩します。

午後１時２７分 休憩

午後１時２９分 再開

出席委員（分科員）

委 員 長（会長） 佐 藤 正一郎
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副委員長（副会長） 鈴 木 真 実

委 員（分科員） 加 藤 鉱 一

委 員（分科員） 北 林 丈 正

委 員（分科員） 今 川 雄 策

委 員（分科員） 加 藤 麻 里

欠席委員（分科員）

委 員（分科員） 沼 谷 純

説 明 者

健康福祉部長 高 橋 一 也

健康福祉部次長 片 村 有 希

健康福祉部次長 石 井 正 人

福祉政策課長 元 野 隆 史

感染症特別対策室長 野 村 桃 子

地域・家庭福祉課長 内 田 鉄 嗣

長寿社会課長 伊 藤 幸 喜

障害福祉課長 樋 口 和 彦

健康づくり推進課長 辻 田 博 史

国保医療室長 加賀谷 修

保健・疾病対策課長 渋 谷 清 美

医務薬事課長 石 川 亨

医療人材対策室長 柳 谷 由 己

副委員長（副会長）

委員会及び分科会を再開します。

初めに、健康福祉部関係の国補正予算対応分の議

案に関する審査を行います。

分科会において、議案第１号のうち健康福祉部に

関係する部門の審査を行います。

関係課長の説明を求めます。

地域・家庭福祉課長

【補正予算内容説明書及び提出資料により説明】

長寿社会課長

【議案〔１〕、補正予算内容説明書及び提出資料

により説明】

障害福祉課長

【議案〔１〕、補正予算内容説明書及び提出資料

により説明】

保健・疾病対策課長

【議案〔１〕、補正予算内容説明書及び提出資料

により説明】

副委員長（副会長）

以上で説明は終了しました。

ただいまの説明及び議案に関する質疑を行います。

いかがですか。

加藤鉱一委員（分科員）

職員の処遇改善支援事業ですけれども、職種によ

って開きは、０.３％から１.４％で４倍くらい。県

の交付率は、国の基準そのままですか。

長寿社会課長

国で示してきた基準そのままでございます。

加藤鉱一委員（分科員）

０.３％から１.４％ぐらいまでの差で４倍。これ

は、仕事で違うのですか。障害福祉課では、平均し

て６,０００円という話をしていますけれども、見

るとかなり差がありますよね、０.３％から１.４％

までありますから。平均で６,０００円だとすれば

２,０００円くらいの差になる。そのように差が出

てくるのですか。

長寿社会課長

確かに開きはありますけれども、サービスごとの

介護職員の割合によって、この率が決められており

ますので、こういった開きが出てきます。

加藤鉱一委員（分科員）

割合をどういうふうに捉えているのか。

長寿社会課長

この交付率につきましては、介護サービスの報酬

全体にかかるわけです。サービスによって、人件費

が非常に掛かるサービスとそうでないサービスがあ

りますので、その人件費割合に応じて、この率が決

まっていることになります。

加藤鉱一委員（分科員）

では、平均して６,０００円ぐらいというのは同

じということだ。

長寿社会課長

そういうことです。

加藤鉱一委員（分科員）

そうすれば、障害福祉課も同じか。

障害福祉課長

基本的な考え方は同じでございます。

加藤鉱一委員（分科員）

今、福祉総合エリアのＬＥＤ化の予算が出ていま

す。例えば、中央エリアを考えたら、プールを直し

たりしていますけれども、介護施設ではない、単独

の宿泊施設がありますよね、Ａ棟とかＢ棟とか、百

何十人。介護ではないね。要するに、一定の高齢者

が所得によって住まいにする施設があるではないで

すか。これは、そういう施設も全て含めてのＬＥＤ

化ですか。

長寿社会課長

こちらにつきましては、あくまでも中央エリアの

管理棟といいますか、コアな部分です。委員がおっ

しゃっているのは、軽費老人ホーム、あるいは特別

養護老人ホームとか、いろんな施設があのエリアに

ありますけれども、そういったエリアは県の施設で

はないので、対象外となっております。

加藤鉱一委員（分科員）

だって、総合エリアの中にあるではないですか。

センターエリアが真ん中にあって、左側に４階建て、

３階建て、それから介護施設が後ろのほうにあるで

はないですか。あれは、県が建てた施設ではないの。
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長寿社会課長

中央エリアの管理棟やプールとかの部分は県が整

備しましたけれども、その周りのいろんな施設につ

いては、秋田市なり、あるいは社会福祉法人なりが

建てて経営しているという状態になっています。

加藤鉱一委員（分科員）

そうですか。県の中央福祉エリアとなっているか

ら、すっかりあの辺は県の事業団がやっているもの

だと思っていました。勘違いしていました。分かり

ました。

加藤麻里委員（分科員）

感染症対策事業のことでもいいですか。

副委員長（副会長）

はい、どうぞ。

加藤麻里委員（分科員）

強化事業となっていますけれども、これは、まだ

こういった部分について発生に備えた対応、設備等

ができていないといいますか……。していただきた

いけれども……。こういった事業が可能になるよう

な医療機関は、県内では今どれくらいの割合になっ

ているのでしょうか。

保健・疾病対策課長

これまでコロナのときは、いろいろと施設整備や

機材等を準備しました。今回の感染症予防計画にお

きましては、新興感染症が発生したときに備えて、

医療機関、あるいは入院医療機関の病床確保、ある

いは発熱外来を整備するものです。今までは特定の

医療機関にばかり偏っていた傾向がありましたので、

各地域に満遍なく医療機関について協力していただ

くことにしております。

その際に、今回見込んだものとして、施設整備に

つきましては３医療機関分、これは令和３年の入院

の初動における補助金のときに申請してきたものを

想定しております。

それから、外来については、１０医療機関分を準

備しております。これにつきましては、事前に計画

に係るアンケートをとったときに、１０医療機関が

施設整備について補助等していただければ、協定を

結んで協力できるという回答であったため、こうい

ったところにつきまして予算措置したものです。

加藤麻里委員（分科員）

今回１０医療機関ということで、さらにこの後増

えるというか、増えてくれればいいことですよね。

保健・疾病対策課長

もちろん増えてくればいいのですが、コロナのと

きに大方の整備は終わっているところがありますの

で、今回はこの分を見込んでいるというところです。

加藤鉱一委員（分科員）

障害児・者施設整備補助事業では、事業内容に４

つほど載っていますが、井川町で１か所と由利本荘

市で３か所、整備区分が「創設」、つまり新しく造

るということですよね。これは、どういうわけで新

しく今、行うのですか。

障害福祉課長

整備区分が「創設」となっておりますけれども、

実際は現在ある施設が老朽化しておりますので、場

所を変えて新たに造るという趣旨でございます。

加藤鉱一委員（分科員）

そうすると、これは、コロニー 西目町の大き

い施設が分けて移転という話が出ていますけれども、

それと関係ありますか。

障害福祉課長

今回の施設整備につきましては、先ほど申し上げ

ましたとおり、施設の老朽化あるいは耐震化が不十

分な施設ということで、既存の施設を新たに移転し

て造るというものでございまして、県の心身障害者

コロニーの話とはまた別の話になってございます。

加藤鉱一委員（分科員）

ここの入所者は、コロニーに通所しているのでな

かったですか。

障害福祉課長

コロニーに入所施設はございますけれども、今回

のグループホームにつきましては、新しく移転改築

をしまして、今、入所している方は、引き続き入っ

ていただく形になっております。

副委員長（副会長）

ほかにございますか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

副委員長（副会長）

ほかにないようですので、以上で健康福祉部関係

の議案に関する質疑を終了します。

説明者交代のため、暫時休憩します。再開は、午

後２時１０分とします。

午後１時５９分 休憩

午後２時 ７分 再開

出席委員（分科員）

委 員 長（会長） 佐 藤 正一郎

副委員長（副会長） 鈴 木 真 実

委 員（分科員） 加 藤 鉱 一

委 員（分科員） 北 林 丈 正

委 員（分科員） 今 川 雄 策

委 員（分科員） 加 藤 麻 里

欠席委員（分科員）

委 員（分科員） 沼 谷 純

説 明 者

生活環境部長 川 村 之 聡

生活環境部次長 古 井 正 隆
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生活環境部次長 信 田 真 弓

生活環境部参事 渡 部 仁

生活環境部参事（兼）自然保護課長

齋 藤 寿 幸

県民生活課長 石 川 由美子

環境管理課長 近 江 賢 治

八郎湖環境対策室長 大 石 勝

温暖化対策課長 田 口 好 信

環境整備課長 大 門 洋

生活衛生課長 永 須 昭 夫

副委員長（副会長）

委員会及び分科会を再開します。

初めに、生活環境部関係の国補正予算対応分の議

案に関する審査を行います。

分科会において、議案第１号のうち生活環境部に

関係する部門の審査を行います。

関係課長の説明を求めます。

生活衛生課長

【議案〔１〕、補正予算内容説明書及び提出資料

により説明】

副委員長（副会長）

以上で説明は終了しました。

ただいまの説明及び議案に関する質疑を行います。

加藤鉱一委員（分科員）

水道管の耐震化は全額国庫ですけれども、基準と

しては、何年経過したものが対象になりますか。

生活衛生課長

耐用年数は４０年とされております。

加藤鉱一委員（分科員）

県内の水道の普及はほぼ１００％に近いでしょう。

１００％ということはないけれども、４０年たって

いるのは、大体何％くらいあるのですか。

生活衛生課長

耐用年数を超えた管路の割合は、１４％です。

加藤鉱一委員（分科員）

そうすると、この４事業の水道については、４０

年を超えた１４％の一部という考え方でよろしいで

すよね。それで、この補助残については有利な起債

とか、あるいは単独負担、過疎地域かどうかとか、

いろんな問題があると思いますが、その辺りのシス

テムはどのようになっているのか。県が補助率でか

さ上げしているのかという辺りを教えてください。

生活衛生課長

国の今回の補助率は、いろんな事業があり、かな

りきめ細かく分かれています。３分の１から、少な

いのは１０分の４だとか４分の１とか様々あります。

まず、交付金としての補助の部分があります。残り

は公営企業ですので、公営企業債で借金として水道

事業者が負担する部分もありますし、一般財源から

繰り入れて、水道事業に使うという市町村もあるか

と思います。一般会計から繰り入れた分については、

所管ではないのですが、普通交付税措置で、後から

償還金に対しての交付金措置はあるかと思います。

この水道事業に対して県単独での補助はございませ

ん。

北林丈正委員（分科員）

水道管の耐震化は、古いものを単に新しく取り替

えるということですか。それとも、ちょっと材質を

替えるとか何か、つなぎの部分が多少揺れてもいい

ようなものに替えるとか、そういうものはあるので

すか。

生活衛生課長

材質が一番の要素ですが、本県は耐用年数を超え

る管路の割合が低い県でして、水道の普及がほかの

都道府県よりも遅かったというのもあるのですが、

ちょうど普及したときは、まだ今の基準の耐震性能

が求められていない時代にいったん敷いてしまって

いますので、老朽管の更新に合わせて、耐震性能を

持つ耐震管に順次入れ替えているというのが実情で

ございます。

北林丈正委員（分科員）

技術的な話ですが、材質が古いものはどういうも

ので、今度の新しいものはどういうものか分かりま

すか。

生活衛生課長

水道管は様々あるようで、昔は石綿セメント管が

使われた時代もあったようですが、今、一番いいと

されているのは新しい素材でダクタイル鋳鉄管や、

揺れても簡単に外れない柔軟性のある、フレキシブ

ルな継ぎ手も開発されているようで、そういったも

のが耐震性が高いとされているようです。

加藤麻里委員（分科員）

事業名が３つありますが、これは読んで字のとお

りかなと思いつつも、最初の事業は水道管路なので、

今お話しになったようなものかと思います。仙北市

が対象の事業は、仙北市が未普及地域だから、水道

がまだのところに増やすということですか。事業の

詳しい意味がちょっと……。生活基盤近代化という

のも何だろうと思ったりしたのですけれども、教え

ていただけますか。

生活衛生課長

委員のおっしゃるとおり、水道未普及地域解消事

業は、読んで字のごとく、水道の引いていないとこ

ろに仙北市が延ばすと。水道を普及させる、まだの

ところに水道を引く事業に充てる交付金でございま

す。

残りは、国が決めた補助事業の名前ですので、な

かなか読んですっと入ってはこないのですが、説明

したとおり、水道管路耐震化等推進事業は、大まか
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に水道管路が川を渡るときは水道橋の更新に充てま

すし、生活基盤近代化事業は、浄水施設の一つで、

今回は大潟村の貯水池等、いわゆる管路ではない部

分の更新費用に充てるといった事業の仕分になって

おります。

加藤麻里委員（分科員）

すると、毎年こうやって継続して事業を進めてい

くと、県内では何％かが、この事業によって改善さ

れているということですね。

生活衛生課長

県内の市町村が要望した分は、国から全額内示を

受けて進めております。来年度当初もこのぐらいの

額で、毎年継続して、市町村が優先順位を決めて事

業を要望してくるわけです。少しずつではあります

が、進んでいるという状況です。

副委員長（副会長）

以上で生活環境部関係の議案に関する質疑を終了

します。

本日はこれをもって散会し、２月２６日月曜日、

午前１０時に委員会及び分科会を開き、健康福祉部

及び生活環境部の補正予算関係の議案に関する審査

を行います。

散会します。

午後２時１８分 散会
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令和６年２月２６日（月曜日）

本日の会議案件

１ 議案第１１号

令和５年度秋田県一般会計補正予算（第９号）

（健康福祉部の関係部門） （趣旨説明・質疑）

２ 議案第１３号

令和５年度秋田県母子父子寡婦福祉資金特別会

計補正予算（第１号） （趣旨説明・質疑）

３ 議案第２４号

令和５年度地方独立行政法人秋田県立病院機構

施設整備等貸付金特別会計補正予算（第１号）

（趣旨説明・質疑）

４ 議案第２５号

令和５年度秋田県国民健康保険特別会計補正予

算（第２号） （趣旨説明・質疑）

５ 議案第１１号（再掲）

令和５年度秋田県一般会計補正予算（第９号）

（生活環境部の関係部門） （趣旨説明・質疑）

６ 議案第２２号

令和５年度秋田県環境保全センター事業特別会

計補正予算（第１号） （趣旨説明・質疑）

７ 議案第３０号

令和５年度自然公園事業に要する経費の一部負

担の変更について （趣旨説明・質疑）

本日の出席状況

出席委員（分科員）

委 員 長（会長） 佐 藤 正一郎

副委員長（副会長） 鈴 木 真 実

委 員（分科員） 加 藤 鉱 一

委 員（分科員） 北 林 丈 正

委 員（分科員） 今 川 雄 策

委 員（分科員） 加 藤 麻 里

委 員（分科員） 沼 谷 純

書 記

議会事務局議事課 加 藤 祐 也

議会事務局政務調査課 村 上 忍

健康福祉部福祉政策課 小 玉 遼 平

生活環境部県民生活課 平 柳 悠

会 議 の 概 要

午前９時５９分 開議

出席委員（分科員）

委 員 長（会長） 佐 藤 正一郎

副委員長（副会長） 鈴 木 真 実

委 員（分科員） 加 藤 鉱 一

委 員（分科員） 北 林 丈 正

委 員（分科員） 今 川 雄 策

委 員（分科員） 加 藤 麻 里

委 員（分科員） 沼 谷 純

説 明 者

健康福祉部長 高 橋 一 也

健康福祉部次長 片 村 有 希

健康福祉部次長 石 井 正 人

福祉政策課長 元 野 隆 史

感染症特別対策室長 野 村 桃 子

地域・家庭福祉課長 内 田 鉄 嗣

長寿社会課長 伊 藤 幸 喜

障害福祉課長 樋 口 和 彦

健康づくり推進課長 辻 田 博 史

国保医療室長 加賀谷 修

保健・疾病対策課長 渋 谷 清 美

医務薬事課長 石 川 亨

医療人材対策室長 柳 谷 由 己

委員長（会長）

ただいまから、本日の委員会及び分科会を開きま

す。

初めに、健康福祉部の補正予算関係の議案の審査

を行います。

分科会において、議案第１１号のうち健康福祉部

に関する部門並びに議案第１３号、議案第２４号及

び議案第２５号に関する審査を行います。

関係課長等の説明を求めます。

福祉政策課長

【補正予算内容説明書及び提出資料により説明】

感染症特別対策室長

【議案〔３〕及び補正予算内容説明書により説

明】

地域・家庭福祉課長

【議案〔３〕、補正予算内容説明書及び提出資料

により説明】

長寿社会課長

【議案〔３〕、補正予算内容説明書及により説

明】

障害福祉課長

【補正予算内容説明書により説明】

健康づくり推進課長

【補正予算内容説明書により説明】

国保医療室長

【議案〔３〕及び補正予算内容説明書により説

明】

保健・疾病対策課長

【議案［３］及び補正予算内容説明書により説

明】



- 9 -

医務薬事課長

【議案［３］及び補正予算内容説明書により説

明】

医療人材対策室長

【補正予算内容説明書により説明】

委員長（会長）

以上で説明は終了しました。

ただいまの説明及び議案に関する質疑を行います。

質疑は各課室、一括して行います。

北林丈正委員（分科員）

保健・疾病対策課にお聞きします。先ほどの内説

７６ページの説明で、心はればれ県民運動推進事業

で１,１００万円余りの減額という話だったのです

が、この減額の内容について、もうちょっと教えて

いただけますか。

保健・疾病対策課長

心はればれ県民運動推進事業の減額につきまして

は、市町村に交付している補助金について、実績見

込みを市町村から聴取したところ、額が少なくなっ

て減額になるということです。

北林丈正委員（分科員）

市町村で、心はればれ県民運動に対する事業が予

想よりも少なかったということでしょうか。

保健・疾病対策課長

こちらで予算措置していたものよりは若干少なか

ったということで、当初申請した時点より大分少な

かったということではないです。

北林丈正委員（分科員）

当初、予算は全体でどのぐらい見ていたのですか。

保健・疾病対策課長

市町村の分ですよね。全体で。

北林丈正委員（分科員）

全体で。

保健・疾病対策課長

全体では、当初予算としては１億１,６００万円

です。

北林丈正委員（分科員）

１億１,６００万円で、県の補助がいくらですか。

保健・疾病対策課長

市町村に対する補助としましては、５,３００万

円になっておりました。５,３７２万６,０００円で

す。

（※１５ページで発言訂正あり）

北林丈正委員（分科員）

５,３００万円の補助のうち、大体１,２００万円

近くが減額ですから、２０％ぐらい少なかったとい

うことですか。

保健・疾病対策課長

はい、そうです。

これにつきまして補足ですが、国の交付金が当初

で見込んだときより２割くらい減額という通知が来

ました。それで、それに合わせて市町村にも通知し

たところ、大体こういった額で申請が来たところで

す。

加藤麻里委員（分科員）

地域・家庭福祉課のところでお伺いしたいと思い

ます。

子どものための自立支援資金貸付事業ですけれど

も、これは何人ぐらいの方が、この貸付けを利用さ

れたのでしょうか。

地域・家庭福祉課長

この事業は、児童養護施設等を対象とした方、あ

とは独り親に対する貸付けの２つの事業でございま

して、延べ人数でいきますと、これは見込みも含め

て答えさせていただきたいと思います。児童養護施

設等を対象とされる方の貸付事業につきましては、

生活支援費と家賃支援費、それから資格取得支援費

ということで、それぞれ合計しますと延べで２２名

を見込んでおります。

それから、独り親の家庭、高等職業訓練促進資金

貸付事業につきましては、入学準備金が３人、それ

から就職準備金３人、これも見込みの方も含めまし

て延べ６名を見込んでおります。

加藤麻里委員（分科員）

この人数は、分母からしてどの程度の割合になる

のでしょうか。

地域・家庭福祉課長

分母は、非常に大きい数になりますので、割合と

しては非常に少なくなると思います。独り親世帯は

相当の数がいますので、それに対する人数としての

割合は非常に少ないと思いますけれども、やはり資

格を取得しての、例えば入学準備金であったり就職

準備金でございますので、そこについては限られた

必要な方に対して貸付けを行っていくという趣旨で

あり、割合は少なくなってきております。

加藤麻里委員（分科員）

この予算は一般となっていますけれども、県の事

業ということですか。

それと、希望があればあった分だけ、多くなれば

多くなった分だけ事業としてサポートしていただけ

るということでいいのでしょうか。

地域・家庭福祉課長

実施主体は県の社会福祉協議会で、説明でも若干

触れさせていただきましたが、国が９割、県が１割

と、資金を出して貸付けを行っていますので、希望

があれば、それに対応できる分の資金は県社協に行

っているものと認識しております。

沼谷純委員（分科員）

私から何点かお願いします。

補正予算の資料として頂いている原油価格の高騰
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等についてです。指定管理料で運営している施設、

あるいは利用料金併用制で運営されている施設と分

かれています。この利用料金併用制で利用料金その

ものの値上げ等々を行ったような施設はあるのでし

ょうか。

地域・家庭福祉課長

当課所管の社会福祉会館につきましては、利用料

金併用制を採用しておりますけれども、利用料金の

値上げ等は現在のところ行っておりません。

長寿社会課長

南部エリアにつきましても、利用料金の値上げは

行っておりません。

健康づくり推進課長

ユフォーレに関しては、値上げの検討を一時した

ようですけれども、値上げはしていないと聞いてお

ります。

沼谷純委員（分科員）

全ての施設の利用料金は条例で定めるものですよ

ね。だとすると、今のこの立てつけでいくと、指定

管理料、例えば４０％であれば、残りの６０％のと

ころは、いわゆる光熱費が上がった部分、原油価格

が上がった部分は、利用料金等々で自分たちで何と

か頑張ってくださいということだと思うのですが、

実際、利用料金に反映されていない、利用料金の値

上げがなければ、この図でいくところの６０％とか

値上がり分の６割というのは、どうやって各施設で

は吸収するのか、上げるのか、その辺はどういう対

策をとられていますか。

福祉政策課長

利用料金を値上げするとなると、県との協議にお

いて条例を改正して上げることになると思いますの

で、自由度という点では、それほどあるわけではな

いのですけれども、昨年度も同じように、公費負担

割合ということで計算しておりました。趣旨として

は、ある程度、経営の自由度が指定管理料制よりは

あるということで、このような算定の仕方にしたと

いうことでございます。

沼谷純委員（分科員）

パーセントですので、金額が８００万円とか、場

所によっては１,５００万円とかとなりますけれど

も、いずれそれが４割相当だとすると、残り６割相

当は……。例えば南部エリアでは、これが４割だと

すれば、これ以上の金額をどこかで吸収すると。条

例事項ですから利用料金は上げられないとすると、

１,５００万円あるいは２,０００万円という金額を

どこかで吸収しなければいけなくて、物販とか、な

いことはないでしょうけれども、エリアで物を売る

といってもなかなか……。結局、現実的にはこうい

う福祉関係の施設ですと、利用料金以外で売上げを

上げて、この２,０００万円を吸収しましょうとい

うのは、例えば今、南部エリアの話ですけれども、

かなり厳しいのではないかと感覚的にそう思います。

だとすると、いっときの原油価格あるいは光熱費の

高騰であればいいのですが、そうでないでしょうか

ら、県民負担にはなりますけれども、利用料金その

ものをきちんとある程度見直すこともやっていかな

いと、結果的に指定管理でコストを吸収するという、

どこかを削って吸収するというだけの対応になって

しまうのではないかと思うのですが、その辺の懸念

は、見通しとしてどうですか。

福祉政策課長

確かに委員おっしゃるとおりだと私も思います。

全庁的な取組でございますので、総務部とも検討し

てみたいと思います。

沼谷純委員（分科員）

この問題は最後にしますけれども、例えば観光施

設とかであれば、いろんな意味で物販とか売上げを

伸ばしましょうということがやりやすいと思うので

すが、福祉を中心とした施設なので、なかなか稼ぎ

ましょうでは吸収できない部分が多いと思います。

全庁的にはこのルールだと思いますけれども、やは

り施設の種別ごとにそこら辺は少し検討を。対応が

違ってもいいのではないかなという気もしましたの

で、是非そういう視点も踏まえて、総務部財政課と

検討していただければと思います。これはお願いで

終わりです。

福祉政策課長

使用料の額の変更については、条例の使用料の上

下２割の範囲で設定可という規定がございますので、

それに基づいてある程度、自由度があるということ

でございます。

沼谷純委員（分科員）

次に、５ページの資金の貸付けです。これは、実

際には減額ということですから、ある意味では良か

ったとは思いますけれども、参考までに教えていた

だきたいです。金額は分かったのですが、件数的に

はどのぐらいの件数、例えば免除になった件数

免除は非課税世帯とかだと思いますけれども、免除

になった件数、あるいはこれから償還していく件数

などが、今この場でお答えできればと思いますが、

もし難しければ後でと思います。

あともう一つ、５４％の償還予定ですが、償還が

順調にいくのか、今、滞っているケースもやっぱり

あるのか、その辺の実態を分かれば教えてください。

地域・家庭福祉課長

まずは、件数についてお答えいたします。生活福

祉資金特例貸付の件数については、全体で

４,０６２件でございます。そのうち返還免除にな

った件数は、１２月末時点で１,８６０件、約

１,９００件弱と、割合としては４５.８％くらいが
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免除になっております。

特例貸付については、緊急小口貸付と総合支援と

いうことで、実は最大で、緊急小口が１回と総合支

援が３回、借りることができたと。それで、貸付け

の期間についても、時期によって、令和５年１月か

ら償還が開始されているものと、令和６年１月から

開始されたもの、それから一番最後が令和７年１月

から償還されるものがございまして、重なる方もい

ますけれども、それぞれ償還の時期も異なっており

ます。ただ、ここで償還免除額が全体として４６％、

それから件数としても大体同じくらいの率になって

おり、住民税非課税世帯等について免除を行ってお

りますけれども、非常に償還が厳しい状況です。そ

ういう状況もありますので、県の社会福祉協議会、

それから福祉事務所、市町村の社会福祉協議会が連

携を図りながら、伴走的な支援を、自立に向けた支

援も併せて行うことにしております。非常に償還が

厳しい方もいると思いますので、免除以外にも猶予

という形をとっている方もいますので、そこについ

てはきめ細かく関係機関と連携を図りながら対応し

ていきたいと思っております。それぞれいろいろな

状況があるということでございます。

沼谷純委員（分科員）

今の御説明では、４５％から４６％の免除になっ

た方々が、それはそれで免除だと。償還が今、始ま

った方、これから始まる方、来年から始まる方とい

る中で、既に始まっている方々でも、あるいはこれ

から始まるであろう方々でも、かなり返済が厳しい

のではないかという件数も、２,０００件ちょっと

の中では相当数あるのではないかという御説明です

ね。分かりました。

その上で、伴走という話がありましたけれども、

いずれ償還、猶予はあっても免除にはもうならない

わけですか。１０年なら１０年の償還期限のどこか

で、何らかのサポートをしながら、就業など何かし

ながらも、いずれ返済してもらうというゴールは変

わらないのですよね。

地域・家庭福祉課長

償還に関しては、その時々で事情が異なってくる

可能性もありますので、その状況で償還が難しい、

例えば住民税非課税世帯等になるとか、そういう状

況になった場合については、今、償還が始まってい

る人であったとしても、その後、償還免除という形

で移行する場合もあります。やはり今後、免除につ

いては割合が高くなってくるものと考えております。

沼谷純委員（分科員）

あと最後に１点といいますか、繰越明許のところ

で、先ほど長寿社会課からは社会福祉施設、医務薬

事課からは医療施設と、それぞれ災害復旧のお話が

あって、国の災害査定や、補助金関係の検査といい

ますか、そういうものでちょっと遅れているという

ことでした。どうしても国の査定が予想よりも遅れ

てきているのはやむを得ないことですけれども、実

際にそれぞれの介護あるいは医療施設の運営には、

どういう影響が出ているのか、出ていないのか、そ

の辺を教えてもらえますか。

長寿社会課長

介護施設の復旧については終わっておりますので、

営業に関しては元どおりとなっていますが、確かに

費用は掛かっておりますので、その分の借入れ等の

負担は生じていると思います。

医務薬事課長

７月１４日の災害の段階で、医療機関７９施設が

被害を受けたと報告を頂いています。今回の補助金

の申請につきましては、２０施設を対象として、大

口の大きい医療機器等を対象にしています。一部の

医療機関で、被害が大きくクリニックでの診療をや

めたところもありましたけれども、それ以外ではだ

んだん復旧が進んでいって、基本的には事業を展開

しているという認識でございます。

沼谷純委員（分科員）

そうすると、実際、国からの補助金等が査定の後

に入ってくるまでには、まだ時間が相当掛かると思

うのですが、その辺の資金繰り等々は、それぞれの

医療施設、介護施設で金融機関なりとしっかりやれ

ているということでいいのですね。

長寿社会課長

そのように認識しております。

医務薬事課長

同じように認識しております。

鈴木真実委員（分科員）

障害福祉課のところで、施設に係る補助金等につ

いて、１件取下げがあるという表現の項目がござい

ました。それは、具体的にはどういうスケジュール

でやっていて減額になったかというか、１件対象に

ならなかったのか、その対象の原因を教えていただ

きたいと思います。

障害福祉課長

今回２月補正予算で減額させていただいた案件に

ついては、先ほど御説明したものと合わせて２件ご

ざいます。それぞれ６月補正で計上したものですけ

れども、年度が替わって改めて国に、今年度予算の

協議をしていました。ただ、国から今回については

採択にならなかったということで、改めて減額をさ

せていただいたということでございます。

鈴木真実委員（分科員）

６９ページの施設整備費の障害児・者施設整備補

助事業ですけれども、２件ということでよろしいの

ですね。

障害福祉課長
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不採択になったものについては２件でございます。

鈴木真実委員（分科員）

２件で、採択されなかったものが１件……。

障害福祉課長

今回、７,４００万円ほど減額させていただいて

おります。これにつきましては、先ほど御説明申し

上げました就労継続支援事業所の１件とほか１件、

合わせて２件が不採択になったというものでござい

ます。

鈴木真実委員（分科員）

減額された理由は、もう一回聞きますけれども、

どういうことでしょうか。

障害福祉課長

６月補正で改めて予算を計上させていただいた２

件でございます。計上させていただいて、国庫と県

費が入っておりますので、国に協議をさせていただ

いておりました。その国の協議で、不採択になった

ことから、今回執行しないということで減額をさせ

ていただくものでございます。

鈴木真実委員（分科員）

不採択の原因は何か、もしよければ教えていただ

きたいと思いますが。

障害福祉課長

国からは、今回不採択になった理由については特

に話としては来ていません。国も一定の予算の枠が

あろうかと思いますので、その中で他県の協議があ

ったもの等を含めて、今回こちらから協議をした２

件については不採択になったと認識しております。

鈴木真実委員（分科員）

国に申請して不採択になって、その理由も聞かな

いで、施設では納得しているものでしょうか。

障害福祉課長

理由を県としても聞くことができて、それを事業

所に伝えることができればよいのですが、その辺に

ついては、国に具体的な理由はなかなかお聞きする

ことができないということでございます。いずれこ

の２件、令和４年度の経済対策の分で、１回、国に

協議はさせていただいたのですけれども、そこで１

回不採択になって、改めて６月補正で計上した２件

でございます。ですので、国で全体的な協議のあっ

た案件の中から見れば、優先順位が高いほうではな

かったのかなと認識しております。

鈴木真実委員（分科員）

国との関係もありますし、国で明らかにしていな

いところがあるかと思いますが、申請に当たっても

施設では非常に時間を掛けて、入念に２年も掛けて

やっているわけですので、その辺りは私たち県民と

しても、それから行政サービスとしても、その原因

等については明らかにしていただきたいという要望

でございます。何て言えばいいか、そういう事例だ

ということが今、初めて分かりましたが、そういう

申入れ等はやるべきではないかなと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。

障害福祉課長

今、委員の御指摘を踏まえて、可能な限り国とコ

ミュニケーションをとりながら対応していきたいと

思います。

鈴木真実委員（分科員）

医療人材対策室にお伺いしたいと思います。

今回、３,２６３万円の減額です。医療計画だと

か県立病院機構など、１２月議会から今までにいろ

いろと、医療人材の確保とか養成、育成について話

題になっているところですが、特に医療人材対策室

としては、様々な分野で人材の確保や育成をしてい

るという理解でよろしいのですよね。いかがでしょ

うか。

医療人材対策室長

２月補正予算におきまして減額とはなりましたけ

れども、引き続き医師、看護師、それからその他の

従事者も含めまして確保対策を継続しておりますし、

来年度も引き続きやれるところをより一層力を入れ

て進める予定にしております。

鈴木真実委員（分科員）

国からの補助金、それから一般財源等でやられて

いると思うのですけれども、例えば一般財源等を充

てることにおいては非常に重要性を感じてやってい

らっしゃると思いますが、私は目いっぱい使って、

なるべくだったら必要な部分については、養成につ

いて頑張っていただきたいなと。特に看護師や看護

補助の方々など、医者もですけれども、そういう部

分でやっていただきたいと思いますが、このように

全体的に不用額が出ている要因は何なのか、教えて

いただきたいと思います。

医療人材対策室長

今回の減額では、４款４項２目、事業名０６、東

北で育てる秋田の医師養成事業が減額としては少し

大きくなっております。内訳としましては、東北医

科薬科大学の医学生に対する修学資金の貸付けの予

算でございました。毎年度７名分の新規の枠を計上

しているのですが、実際には今年度は２名しか、こ

の枠で修学資金を借りる方がいなかったため、実績

減となっております。

例えば秋田大学であれば、入学の時点から秋田大

学の地域枠の学生という形で入ってくるのですけれ

ども、東北医科薬科大学医学部の場合は少し違う形

でして、宮城県以外の東北５県でもって２０名の枠

があり、入学後にどこの県の修学資金を借りるかを

ある意味、学生が選ぶやり方をとっております。そ

の中で、もちろん秋田県の魅力を、実際に入学した

学生に対して説明をする場を設けてもらって、いろ
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んなＰＲはしているのですけれども、結果として秋

田県の修学資金を借りて、卒業後は秋田で勤務をし

たいという希望を持ってくれる学生を思ったほど確

保できなかったというのが実情でございます。例え

ば、東北医科薬科大学の医学生であっても、折々に

秋田に来てもらって、秋大の医学部の学生と交流す

る場を設けるという事業を、近年は少し力を入れて

おります。そういったことで既に在学している先輩

から、秋田がいいよというような魅力を伝えてもら

えるような形でもって、新たに入学する子に対して、

秋田に来たいという意欲を持ってもらえるような取

組を続けることで、この辺のところは少し改善して

いきたいと思っているところです。一つの例として

御説明いたしました。

鈴木真実委員（分科員）

あさって辺りから、当初予算の審査が始まります。

医療人材対策の在り方みたいな議論がずっと続いて

きていますけれども、より一層踏み込んだ対策が今、

求められている。人口減少もあっていろいろ大変で

すが、そういう面からもまた頑張っていただきたい

と思います。県単でやっているところについては、

実績等を上げていただきたい。特に、東北で育てる

秋田の医師養成事業につきましては強力に進めて、

やっぱり秋田としての成果を上げていってほしいと

思います。それからあと、臨床研修体制強化支援事

業等もありますので、その辺りの分析をきちっとや

って、今後に生かしてほしいと思います。

加藤鉱一委員（分科員）

子ども・女性・障害者相談センターの件です。こ

の事業について、当初から地盤が悪いことが懸念さ

れていたと思います。今回このようにきちんと最終

的な申出を受けてやられたということですが、まず

お聞きしたいのは、あのクラスの建物で、当初から

地盤が悪ければ悪いなりの工法があったと思うので

す。今回、申出が出てきた件数が随分多かったよう

な気がしますが、この辺りはどのように認識されて

いますか。

福祉政策課長

申出というのは、工損調査の申出ということです

か。

加藤鉱一委員（分科員）

工損調査です。

福祉政策課長

外壁にひび割れが結構多く、工事の前はなかった

けれども、工事の後で亀裂があったというところが

当初の調査対象でございました。確かに地盤が軟弱

という要因はあるかと思いますけれども、そういう

振動によって亀裂が入ったというふうに今回の調査

結果でも見られております。

加藤鉱一委員（分科員）

あのクラスの建物で、普通であれば、近隣にこう

いう被害が出たというのはあまり聞かないのですけ

れども、例えばマンションを建てるのであれば、も

っと重量ですよね。これは一連の流れの中で結果的

にこうなり、最終的に取りまとめて、３月に支払い

することで決まったわけで、それはそれで一つ落着

したと思います。

それで、１件申出を取り下げたということで、

１,６００万円の減額がありますけれども、これは

当初どういうことで申し出て、取り下げたのですか。

福祉政策課長

センターの正面玄関の斜め向かいに９階建ての集

合住宅がございまして、そこの管理者と今回の事後

調査に先立って事前協議を行ったのですけれども、

その中で先方から、仮にこの因果関係が認められた

場合、県で補修工事を行ってもらえないかという申

出がありました。それに対して、県としては、あく

まで金銭補償が原則であることをお伝えしたところ、

ちょっと検討させてくれということで、その後、先

方から取下げというお返事が来たものです。理由に

ついては、先方の都合でございますので何とも申し

上げられませんが、そのような経緯でございました。

加藤鉱一委員（分科員）

今後もこういう工事が出てくると思うのですが、

こういう工事をやる場合、やっぱり基礎調査、地質

調査は基本だと思うのです。だから、調査がちょっ

と不足していたのかなと。最終的にこのように６件

も出るのはあまりない。県の仕事で私は記憶にない

です。これからまた福祉施設関係は出てきますから、

基礎調査をきちんとやるべきだと私は思います。あ

そこはそんなに密集地ではないけれども、密集地で

なくてもこんなに出てくるのですから、特に住宅密

集地については、皆さんよく心に留めて、今後また

出てきますから、しっかりやっていただきたいと思

います。

佐藤正一郎委員（分科員）

私からも１点、確認の意味で質問したい。

障害福祉課の施設関係補助事業の採択について、

基本的には事業を計画する方は、市町村や、県の出

先機関等とも協議して一つの計画を作ってきますよ

ね。全く独自に関係なく計画書を作ったりしない。

それぞれ地域の実情もありますから。これ一般論で

すよ。そうやって県に申請して、最初に県の段階で

審査を受けて、採択されるかどうか、その時点で一

定の判断をされて、今度は国に申請して、国でもさ

らにそれを審査して、採択、不採択と分ける。過去

の例を見ると、国の場合、予算の枠があって、例え

ば１００分の１００、国の補助がでなくても、出て

きている事業は非常に有効性があるということで、

全体の枠の中で調整して、若干補助率を下げてでも
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全てを対象にするというケースもありました。です

から、実際に事業者、計画している者にとっては、

県の段階での審査も、どういう評価を受けて、例え

ば自分は不採択になったのかとか、あるいは先ほど

鈴木委員が言われたように、国でも不採択となった

のはどういう原因なのか、どこを改善すればいいの

かとか、非常にそれは当事者としては悩むと思うの

です。その点で、県の段階での審査の結果といった

ものと、国の段階のものと、そこら辺については実

際にどう行われていますか。不採択でしたと、単な

る一方的な通知で終わりですか。

障害福祉課長

県の段階で国に協議を上げる前に中身を審査させ

ていただいておりますけれども、これまでそれほど

不採択は多くなかったと思います。仮に不採択にな

ったものがあれば、その理由も少し付記しながら説

明させていただいている状況にございます。ただ、

国に協議を上げて、その結果、不採択になったもの

については、特段、国からはその理由については県

には来ておりません。最近特に、国の予算の関係か

と思いますが、国に協議を上げてもなかなか採択さ

れないケースが多くなってきてございましたので、

県としてもここ最近は国に要望を上げながら、でき

る限り本県の事情を酌み取って採択していただける

ようにお願いはしているところでございます。

佐藤正一郎委員（分科員）

市町村の介護福祉計画などに関わるようなものだ

と、施設の新設等については非常に慎重にならざる

を得ないケースもありますが、こういう障害児・者

の施設は、まだまだ地域では不足していて、そうい

う声が出ているし、またそういったものを事業とし

て取り組もうという方々もそんなにいっぱいいるわ

けではないので、是非ともそういう声には応えてい

ただきたいと私は思うのです。

具体的な一つの例ですが、湯沢雄勝でも、ここ２

年ぐらいの間に、障害児・者の放課後デイサービス

だとか様々なものを企画した民間の方がおられまし

たけれども、市や福祉事務所等とも十分協議しなが

ら計画を作ってきても、県の段階で審査が通らなか

ったということで、どういうことだろうとすごく怒

っていた方がいました。その方はどうしたかという

と、そういった事業に取り組みたいという意欲が非

常にあって、自費で実際にその施設を造って、間も

なくオープンするのです。ですから、そういう一生

懸命な方もいらっしゃるので、片や今のように県の

ところは通っても国の事情で採択にならなかった方

もいて、非常にそこら辺が様々なので、やっぱりあ

る程度、事業を計画する方も理解できる採択の基準

みたいなものがないと、せっかく準備されても困る

のではないかと思うのです。ですから、そういった

点については、この後も様々、こういう施設の要望

は出てくると思いますけれども、実際にどうこれを

進めていくかということについて、むしろ聞きたい

です、部長。

健康福祉部長

もちろん県の審査の段階で落とす場合であれば、

当然いろんな基準に合致しているかという部分の審

査が主ですので、逆に言えば県の段階で落とすこと

はほぼないと思っております。雄勝湯沢の例は、細

かいところは承知しておりませんが、一定の施設基

準等を満たしていないもの等であれば、県の段階で

ここが違いますよという指導はあるかと思います。

県としては、どれを落とすということは基本的には

なくて、基準と合致していれば国には上げていると。

ただ、国では、各都道府県、市町村から上がってき

ますので、特に今、おっしゃったように障害者施設

等の申請が各県で多くなっているような状態であり

ます。ですので、まずは国全体で予算を確保してい

ただくというお願いは当方からも当然していきたい

と思いますが、個々の施設の不採択の理由は、いわ

ゆる内示段階で予算がない中で落ちていきますので、

正式申請で落とすということではなく、いわゆる枠

の問題です。国に対して、なぜですかと聞いても、

全体の枠の話ですということしか返ってきませんの

で、県とすれば必要な予算の確保に重点を置いて、

お願いをしていきたいと思っております。

佐藤正一郎委員（分科員）

国予算の枠の考え方ですが、一定の枠の中で補助

するかどうか決めるのは当然ですけれども、申請が

多い場合だと全体の補助率を下げて、全てを該当さ

せるケースも実際にあると思うのです。でも、そう

ではなくて、その枠の中で１つでも予定額がはみ出

してしまうと、どこか不採択のものを選ばなければ

いけないことになってくる。事業を計画する人にと

っては非常に残念なことだと思うのです。その辺の

やり方については、この後ひとつ検討してもらいた

いと希望しておきます。

次にもう一点、医務薬事課の医療ネットワーク推

進事業について、９,１００万円ほど決算見込みで

減額されています。これはまた次の繰越明許……。

そっちでも新しく出ていませんでしたか。その点に

ついて中身を教えてください。

医務薬事課長

医療ネットワーク推進事業につきましては、令和

５年度で７病院の整備計画を予定しておりました。

７病院のうち、３病院を更新し、残りの４病院分は

令和６年度以降、整備するという形で計画設計して

おります。その３病院のうち１病院につきましては、

整備する過程でベンダーとかが入り組んで整備して

いく形になるため、設計等にちょっと時間が掛かり、



- 15 -

来年度の６月に完成することとなり、１医療機関だ

け繰越しということで上げさせていただいておりま

す。

佐藤正一郎委員（分科員）

これも当初予定した半分も実際に実施できないと。

年度の途中でこういう補正をせざるを得ないのは、

予算を組む時点までの準備はどうだったのだろうか

と。そういった点ではどうですか。

それから今回、当初予定した７つのうち４つ、い

わゆる半分以上ができなかった。これらは、この後

どういう計画ですか。

医務薬事課長

中核の医療機関の機器更新になりますので、全体

として１２の医療機関が随時更新してきております。

先ほども言いましたとおり、今年度は残りの７病院

を更新しようということで予算繰りしたのですけれ

ども３病院だけと。残りの４病院は、令和６年度の

当初予算で整備することで予算計上する予定で、こ

の後、審査していただくことになります。財源につ

きましては、医療介護基金を確保しておりますので、

病院側の意向を踏まえながら、計画に載せたものを

粛々と整備していく流れで進めております。

佐藤正一郎委員（分科員）

いずれ今、医療圏の見直しなどで、お互いの病院

同士の連携とかが非常に重要視されて、これからま

たそれをしっかりやっていくということですので、

速やかにこうした事業が行われるように希望してお

きます。

委員長（会長）

ほかにありませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

保健・疾病対策課長

先ほど北林委員からの御質問で、心はればれ県民

運動の市町村に対する交付金を５,３００万円と答

えましたが、ほかのお金も入っておりまして、正し

くは市町村に対しては３,８６１万円になります。

訂正願います。大変失礼しました。

（※９ページの発言内容を訂正）

委員長（会長）

以上で、健康福祉部の補正予算関係の議案に関す

る質疑を終了します。

説明者交代のため、暫時休憩します。

再開は、午後１時１５分とします。

午前１１時３０分 休憩

午後 １時１３分 再開

出席委員（分科員）

委 員 長（会長） 佐 藤 正一郎

副委員長（副会長） 鈴 木 真 実

委 員（分科員） 加 藤 鉱 一

委 員（分科員） 北 林 丈 正

委 員（分科員） 今 川 雄 策

委 員（分科員） 加 藤 麻 里

委 員（分科員） 沼 谷 純

説 明 者

生活環境部長 川 村 之 聡

生活環境部次長 古 井 正 隆

生活環境部次長 信 田 真 弓

生活環境部参事 渡 部 仁

生活環境部参事（兼）自然保護課長

齋 藤 寿 幸

県民生活課長 石 川 由美子

環境管理課長 近 江 賢 治

八郎湖環境対策室長 大 石 勝

温暖化対策課長 田 口 好 信

環境整備課長 大 門 洋

生活衛生課長 永 須 昭 夫

委員長（会長）

委員会及び分科会を再開します。

次に、生活環境部の補正予算関係の議案の審査を

行います。議案第３０号を議題とします。

また、分科会では、議案第１１号のうち、生活環

境部に関係する部門並びに議案第２２号に関する審

査を行います。

関係課室長の説明を求めます。

県民生活課長

【議案〔３〕及び補正予算内容説明書により説

明】

環境管理課長

【議案〔３〕及び補正予算内容説明書により説

明】

八郎湖環境対策室長

【議案〔３〕及び補正予算内容説明書により説

明】

温暖化対策課長

【議案〔３〕及び補正予算内容説明書により説

明】

環境整備課長

【議案〔３〕及び補正予算内容説明書により説

明】

生活衛生課長

【議案〔３〕及び補正予算内容説明書により説

明】

生活環境部参事（兼）自然保護課長

【議案〔３〕、議案〔７〕及び補正予算内容説明

書により説明】

委員長（会長）
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以上で説明は終了しました。

ただいまの説明及び議案に関する質疑を行います。

質疑は各課室、一括して行います。

加藤鉱一委員（分科員）

環境整備課で、３億２,４００万円の基金積立て

と説明がありました。この基金は、どのように積み

立てるのか。条例上で幾ら積み立てなければいけな

いのか。余ったから積み立てるのではなくて、条例

上というか、何かの規則で積み立てるのか。

環境整備課長

環境保全センターの基金ですよね。

加藤鉱一委員（分科員）

はい。

環境整備課長

こちらにつきましては、保全センターの後年度維

持管理のための積立をしております。処分場が閉鎖

になった後、埋立終了になった後の管理、水処理の

ために掛かる経費を積立てしていくものですけれど

も、その会計年度において前年度の繰越し、余剰金

を積み増ししていくような形で、一定額を積み増し

するというような形ではないです。

加藤鉱一委員（分科員）

協和にあるところですよね。

環境整備課長

はい。

加藤鉱一委員（分科員）

水処理とかいろんなことで掛かるから、まず将来

のために。そうすると、この積立ての法的な根拠は、

どうなっているのか。ただ余ったからという単純な

ものですか。

環境整備課長

基金につきましては、条例で定めさせていただい

ております。

加藤鉱一委員（分科員）

条例ね。多分あるなと思ったけれども。それは、

剰余金が出た場合、金額関係なく積み立てることに

なっているのですか。

環境整備課長

基金は条例で定められておりまして、積み立てる

金額は一定額ではなくて、その剰余金を積立てして、

後年度の維持管理に充てるものになります。

加藤鉱一委員（分科員）

では、恐らくこれはまだまだ続くと思うけれども、

基金は条例で幾らまで積み立てるとなっているの。

幾らまでというのは、要するに目標があるわけでし

ょう。余ったから積み立てるのは条例にのっとって

いいけれども、ただ無制限に積み立てるのではなく

て、どこまでを目標にして積み立てるのですか。

環境整備課長

環境保全センターにつきましては、今現在も埋立

中でございますが、今、供用開始しているところの

計画区域でも、まだ５０年ぐらい使える予定になっ

ていまして、大体３０億円相当を積立てして、後年

度に回したいという目標を持ちながら、まずできる

だけ経営を安定化させつつ、剰余金を積立てさせて

いただいているところでございます。

加藤鉱一委員（分科員）

では、今回の３億２,４００万円余を積み立てれ

ば基金は幾らになるのですか。

環境整備課長

令和４年度末で今２４億６,０００万円ほどにな

っております。

加藤鉱一委員（分科員）

昨年末。

環境整備課長

昨年度末です。

加藤鉱一委員（分科員）

２４億円。

環境整備課長

はい。

加藤鉱一委員（分科員）

では、２４億円に３億円、約２８億円ぐらいにな

る。２７億いくらか。

環境整備課長

今のところはそういう予定となっています。

加藤鉱一委員（分科員）

すると、まず考え方としては、３０億円の基金だ

と、あともう少しで、２億いくらかあれば３０億円

になるわけです。では今度、剰余が出ても、これは

減額すると。３億幾らというのは、恐らく利用者の

利用の関係で、一種の売上げみたいなものがあった

から、このように積立てができると思うのです。で

すから、今は当初予算審査ではないけれども、予算

的にセンターは、例えば令和５年度であれば、当初

予算にも運営費みたいな何かあるのでしたか。

環境整備課長

毎年度の保全センターの運営費は、予算で計上さ

せていただいております。

加藤鉱一委員（分科員）

幾らぐらい。

環境整備課長

令和５年度の当初予算で、４億９,７６６万

６,０００円を計上させていただいております。

加藤鉱一委員（分科員）

処理場として４億円を予算措置していて、利用者

が多かったから３億幾ら余る、剰余が出たと。毎年

そのくらい出るのですか。二十何億円を今までため

てきた経緯からすると、５０年使えるけれども、

３０億円を目標にした場合、当初予算の組み方が…

…。決算ではないけれども、そのくらいもしかして
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要らないのかもしれないし。別に、悪いとかと言っ

ているわけではないです。ただ、考え方として、４

億幾らで３億幾らかを積み立てるというのはちょっ

と……。私からすれば、この収支はあまりにも、し

っかり見込みをしていないのではないかという感じ

も若干するわけです。どのように今年度は売上げに

つながって、３億幾ら積み立てられるようになった

のかという詳しい状況は、私は分からないです、む

しろ決算に近い考えですから。今年度は特別多かっ

たという考え方でいいですか。

環境整備課長

今年度の補正というか、昨年度の剰余金を今回積

み立てているわけですけれども、昨年度は県南の成

瀬ダムの工事で出たリサイクルできなかった建設汚

泥系のものが保全センターに入ってきておりました。

あとＴＤＫ社宅造成工事で、例年にはない、経常的

にあるものではないものが、令和４年度の収益とい

うか、受入れ量が多くなって、３億円ちょっとぐら

いを積み上げたと。

加藤鉱一委員（分科員）

経常的でないというのはどういうことなの。

【何事か呼ぶ者あり】

委員長（会長）

暫時休憩します。

午後 １時４８分 休憩

午後 １時４８分 再開

委員長（会長）

再開します。

環境整備課長

毎年度の環境保全センターの管理運営事業費で、

４億円規模で予算計上しておりますが、当初から３

億円を積み立てできるという見込みではなくて、幾

ら入ってくるか分からないものの、予算上、数字を

立てないといけないので、一つを１,０００円とし

て計上し、維持管理積立金という形で予算書に起こ

しております。毎年の受入れ状況によってそこが増

減するのですけれども、令和４年度の剰余金などを

積み上げた結果、今回３億円相当のものを基金に積

立てさせていただきたいということになっています。

（※１９ページで発言訂正あり）

加藤鉱一委員（分科員）

別に否定するものでもないので。たださっき話に

あったように、成瀬ダムのものと、由利本荘市だと

思うけれどもＴＤＫのもの。ＴＤＫのものの造成は

田んぼです。要するに水田を造成したのです。

環境整備課長

造成というか、社宅建設工事に伴った廃棄物です。

加藤鉱一委員（分科員）

建設工事のものはないという判断ですよね。

環境整備課長

保全センターの使用に当たっては、事前に使用許

可をとっていただくことになります。大体１年から、

長いものでは３年の使用許可になっていますけれど

も、固定されて排出されるものもあれば、突発的に

どうしても受入れしてほしいと来るものがございま

す。そういう関係で、毎年いろいろ、相手方も受入

れ量も変わりますし、当然その収入も変わってくる

という形になります。

加藤麻里委員（分科員）

環境管理課にお伺いします。

田沢湖の水質検査、改善でしたか。１,２８０万

円の減額になっていますが、どのような理由からで

すか。

環境管理課長

これにつきましては、田沢湖酸性水の中和処理を

行うために、国、東北電力、それから県の協定に基

づいて、国で管理している中和処理施設の維持管理

に関して、国に委託費を支払っているものでありま

す。そこで石灰石を使って中和処理を行っておりま

すが、この購入費の実績見込み、請負差額による減

額でございます。

加藤麻里委員（分科員）

今年度は中和のための薬剤といったものの使用が

多くなくてよかったということでいいのですか。

環境管理課長

これは当初、国から示された金額で予算を組んで

支払いをしておりますけれども、その実績見込みが、

量的にはそれほどのものではなかったため、当初の

見込みよりも金額が低く済んだということです。

最初に国で設定した単価が若干高かったので、入

札をしたところ、実績でそれが減ったということで

す。

佐藤正一郎委員（分科員）

生活衛生課の水道関係の生活基盤について、内説

の９４ページです。これが１億７,０００万円ほど

減額になって、そしてその後、繰越明許費で同じぐ

らいのものが出てきていますが、これはどういう事

情で減額になって、この事業ができなかったのか。

さらに、そのできなかった分をこの後どうするのか、

その点を教えてください。

生活衛生課長

まずは、１億７,０２９万５,０００円の減額です

が、これは単純に各市町村が発注して、工事の上が

りと言えばいいでしょうか、特に理由もなく、決算

見込みの積み上げで１億７,０２９万５,０００円に

なったというものです。

もう一つ、額が近いのですが、前回に足してさら
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に行う繰越しは、電気ケーブルの関係が急に納入で

きず、繰り越さなければいけないものと、工事をや

って土の中に管を通そうとしたら、障害物が予定外

にあって、工事が難航して、工期的に来年度に工事

しなければいけないという、２か所の工事の関係の

分で１億４,１１９万７,０００円を繰り越さなけれ

ばならなくなった市があったことから、今回の予算

計上になっております。

佐藤正一郎委員（分科員）

では、これは減額することと繰越しの部分とはリ

ンクしていない、全く別のものだということですね。

生活衛生課長

そういうことになります。

佐藤正一郎委員（分科員）

次に９６ページ、自然保護課の関係ですけれども、

自然公園の整備で、全体で３,２００万円ほど減額

になっています。公園の整備については需要といい

ますか、要望も結構多くて、是非ともいっぱい整備

してほしいと思うのですが、こういう減額が出た理

由は主にどういうことですか。

生活環境部参事（兼）自然保護課長

自然公園等施設整備事業は、国から国立公園の場

合は５０％、それから国定公園の場合は４５％の交

付金の交付を受けながら、公園施設の整備をしてい

るものでございます。

この中で、国立公園につきましては、今年度

６,３５０万円を要望し、国から６,１００万円の内

示があって、ほぼ予定どおりの事業を実施すること

ができました。一方で、国定公園につきましては、

５,０００万円を要望したところ、これに対して

２,０００万円の交付の内示となり、４０％という

ことで、その分について事業が実施できなくなった

ことによって、国定公園の分と国立公園の分、合わ

せて３,２５０万円を減額するものでございます。

佐藤正一郎委員（分科員）

こういうのは、予算を組む段階で前もって、国は

どれぐらい配分するかとかは分からないものですか。

結果的に計画を立ててみたけれども、国が一方的に

予定したものの半額しか補助の対象にしないとか、

ここら辺の流れはどうですか。

生活環境部参事（兼）自然保護課長

県の予算編成と併せまして、国から要望額の聞き

取りなどもございまして、要望額の申請をしている

ところですけれども、実際、国からの内示は３月頃

になるため、どうしても国の予算の提示状況を見な

がら県の予算編成をするのが難しい状況でございま

す。

佐藤正一郎委員（分科員）

そうすると、今、言った３月というのは、新年度

直前ですよね、内示的なものが出てくるのは。そう

すると、こっちは予算を１２月ぐらいから組んでし

まっているので、そういうズレが出てくるわけだけ

れども、今、年度末でなくても、もっと早い時点で

こういったことは想定されるわけですか。今、年度

末が近いので、いったん整理して、歳入歳出のバラ

ンスをとることは、それはそれでいいと思うのです

けれども、実際こういったものは、年度途中、夏頃

からこういった形で事業の規模が縮小されるような

ことは決まってしまうのですね。

生活環境部参事（兼）自然保護課長

そのとおりです。国から提示された内示額に合わ

せて事業内容を調整して実施するように事業を進め

ており、内示額から請負差額などが生じれば、さら

に減額して、２月で補正するという形になります。

佐藤正一郎委員（分科員）

やっぱり地域の方々は期待していて、今年はこう

いうところをやってもらえるという心積もりがある

ではないですか。それが今のような形で、結果的に

内示額が少なくて、半分以下になってしまったり、

あるいはその場所が今回該当せず、また先送りされ

るようなケースだと、非常に皆さん残念に思ってい

るので、是非ともそういったところの差がないよう

に、この後、努めていただきたいと思います。希望

しておきます。

生活環境部参事（兼）自然保護課長

県では、春の国要望において、公園施設整備の予

算について、きちんと確保するよう毎年要望してお

ります。継続して要望してまいりますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。

鈴木真実委員（分科員）

９４ページの生活衛生課の動物愛護管理対策費で

す。秋田県では動物愛護を非常に大事にして今まで

やっておりますけれども、その説明で、決算見込み

による補正とあり、クラウドファンディングとふる

さと納税という言葉が出てきました。それについて、

その仕組みと、この事業で使ったことによる効果的

なところを教えてほしいと思います。

生活衛生課長

今回の補正の一番大きなところがクラウドファン

ディング型ふるさと納税 ちょっと分かりにくい

のですが、動物愛護団体が活動資金としてクラウド

ファンディング等で寄附を集めるという活動がある

かと思うのですが、その集めた寄附をふるさと納税

の控除に使える仕組みが、このクラウドファンディ

ング型ふるさと納税でございます。実際は２団体に、

各団体２００万円、合計４００万円を目標にクラウ

ドファンディングを実施するのですが、ふるさとチ

ョイスという事業をやっていただいているところに

事務手数料を支払わなければいけない関係で、予算

上は各３００万円の６００万円の予算を計上して事
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業を行いました。

このクラウドファンディング型ふるさと納税を行

うに当たって、県の事業でこういう仕組みをするこ

とによって、寄附が税控除できる、普通のふるさと

納税のような控除ができるということです。寄附し

やすい環境を整えることによって、多くの寄附が集

まって、動物愛護団体の支援につながるのではない

かということで、そういう仕組みを使った今年度か

らのスタート事業です。こういった形になりますが、

補正になるのは、どれだけ集まるか分からないとい

うこともありまして、目標２００万円で、実際手数

料を払う関係で、先ほど３００万円、要は２００万

円を超すことを目標で頑張るけれども、３００万円

以上いってしまいますとストップしなければいけな

くなるということもありますので、今回は合計

４５０万円ぐらいだったのですが、ちょうどいいぐ

らいの集まり具合で事業を終えられたのかなと考え

ております。

鈴木真実委員（分科員）

新しい形の事業の在り方かと思いますし、来年度

も多分やるのではないかなと思いますが、分かりま

した。

環境整備課長

先ほど加藤委員からの御質問で、環境保全センタ

ー維持管理基金の積立金の予算計上において、今年

度予算を１,０００円計上しておりますと答弁させ

ていただきましたが、すみません、その点について

訂正をさせてください。

積立金につきましては、積立基金の運用益と、前

年度剰余金、その二本立てになっておりまして、運

用益で１９万３,０００円の予算、それと前年度剰

余金で１,０００円の予算、合わせまして１９万

４,０００円を今年度の予算として計上させていた

だいておりました。すみません、訂正させてくださ

い。

（※１７ページの発言を訂正）

委員長（会長）

いいですか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で、生活環境部の補正予算関係の議案に関す

る質疑を終了します。

本日はこれをもって散会し、２月２８日水曜日、

予算特別委員会終了後に委員会を開き、補正予算関

係の討論・採決を行います。

散会します。

午後２時４分 散会
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令和６年２月２８日（水曜日）

本日の会議案件

１ 議案第３０号

令和５年度自然公園事業に要する経費の一部負

担の変更について

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

本日の出席状況

出席委員

委 員 長 佐 藤 正一郎

副委員長 鈴 木 真 実

委 員 加 藤 鉱 一

委 員 北 林 丈 正

委 員 今 川 雄 策

委 員 加 藤 麻 里

委 員 沼 谷 純

書 記

議会事務局議事課 加 藤 祐 也

議会事務局政務調査課 村 上 忍

健康福祉部福祉政策課 小 玉 遼 平

生活環境部県民生活課 平 柳 悠

会 議 の 概 要

午後１時４分 開議

出席委員

委 員 長 佐 藤 正一郎

副委員長 鈴 木 真 実

委 員 加 藤 鉱 一

委 員 北 林 丈 正

委 員 今 川 雄 策

委 員 加 藤 麻 里

委 員 沼 谷 純

説 明 者

健康福祉部長 高 橋 一 也

健康福祉部次長 片 村 有 希

健康福祉部次長 石 井 正 人

福祉政策課長 元 野 隆 史

生活環境部長 川 村 之 聡

生活環境部次長 古 井 正 隆

生活環境部次長 信 田 真 弓

生活環境部参事 渡 部 仁

生活環境部参事（兼）自然保護課課長

齋 藤 寿 幸

県民生活課長 石 川 由美子

委員長

ただいまから、本日の委員会を開きます。

初めに、各委員からの発言通告がありませんので、

補正予算関係の付託議案に関する質疑は終局したも

のと認めます。

補正予算関係の付託議案について、討論・採決を

行います。議案第３０号を議題とします。

まず、討論を行います。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長

討論は、ないものと認めます。

採決します。議案第３０号は、原案のとおり可決

すべきものと決定して、御異議ありませんか。

【「異議なし」と呼ぶ者あり】

委員長

御異議ないものと認めます。議案第３０号は、原

案のとおり可決すべきものと決定されました。

以上をもちまして、当委員会に付託されました案

件のうち、補正予算関係の議案の審査は全て終了し

ました。

本日はこれをもって散会し、明日２月２９日木曜

日、午前１０時３０分に委員会及び分科会を開き、

健康福祉部の当初予算関係の議案に関する審査を行

います。

散会します。

午後１時４分 散会
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令和６年２月２９日（木曜日）

本日の会議案件

１ 議案第４７号

令和６年度秋田県一般会計予算（健康福祉部の

関係部門） （趣旨説明・質疑）

２ 議案第４９号

令和６年度秋田県母子父子寡婦福祉資金特別会

計予算 （趣旨説明・質疑）

３ 議案第６３号

令和６年度地方独立行政法人秋田県立病院機構施

設整備等貸付金特別会計予算 （趣旨説明）

４ 議案第６４号

令和６年度秋田県国民健康保険特別会計予算

（趣旨説明）

５ 議案第７５号

秋田県子ども・女性・障害者相談センター条例

の一部を改正する条例案 （趣旨説明・質疑）

６ 議案第７６号

秋田県社会福祉施設職員福利基金条例を廃止す

る条例案 （趣旨説明・質疑）

７ 議案第７７号

秋田県女性自立支援施設の設備及び運営に関す

る基準を定める条例案 （趣旨説明・質疑）

８ 議案第７８号

秋田県南部老人福祉総合エリア条例の一部を改

正する条例案 （趣旨説明・質疑）

９ 議案第７９号

職員の特殊勤務手当に関する条例及び秋田県精

神科病院の任意入院者に係る症状等の報告の徴収

に関する条例の一部を改正する条例案

（趣旨説明・質疑）

10 議案第８０号

秋田県国民健康保険財政安定化基金条例の一部

を改正する条例案 （趣旨説明）

11 議案第８１号

秋田県国民健康保険条例の一部を改正する条例

案 （趣旨説明）

本日の出席状況

出席委員（分科員）

委 員 長（会長） 佐 藤 正一郎

副委員長（副会長） 鈴 木 真 実

委 員（分科員） 加 藤 鉱 一

委 員（分科員） 北 林 丈 正

委 員（分科員） 今 川 雄 策

委 員（分科員） 加 藤 麻 里

委 員（分科員） 沼 谷 純

書 記

議会事務局議事課 加 藤 祐 也

議会事務局政務調査課 村 上 忍

健康福祉部福祉政策課 小 玉 遼 平

生活環境部県民生活課 平 柳 悠

会 議 の 概 要

午前１０時２８分 開議

出席委員（分科員）

委 員 長（会長） 佐 藤 正一郎

副委員長（副会長） 鈴 木 真 実

委 員（分科員） 加 藤 鉱 一

委 員（分科員） 北 林 丈 正

委 員（分科員） 今 川 雄 策

委 員（分科員） 加 藤 麻 里

委 員（分科員） 沼 谷 純

説 明 者

健康福祉部長 高 橋 一 也

健康福祉部次長 片 村 有 希

健康福祉部次長 石 井 正 人

福祉政策課長 元 野 隆 史

感染症特別対策室長 野 村 桃 子

地域・家庭福祉課長 内 田 鉄 嗣

長寿社会課長 伊 藤 幸 喜

障害福祉課長 樋 口 和 彦

健康づくり推進課長 辻 田 博 史

国保医療室長 加賀谷 修

保健・疾病対策課長 渋 谷 清 美

医務薬事課長 石 川 亨

医療人材対策室長 柳 谷 由 己

委員長（会長）

ただいまから、本日の委員会及び分科会を開きま

す。

健康福祉部の当初予算関係の議案に関する審査を

行います。議案第７５号から議案第８３号までの９

件及び議案第９６号、以上１０件を一括議題としま

す。

また、分科会では、議案第４７号のうち、健康福

祉部に関係する部門並びに議案第４９号、議案第

６３号及び議案第６４号に関する審査を行います。

初めに、健康福祉部次長の説明を求めます。

健康福祉部次長

【提出資料により説明】

委員長（会長）

次に、関係課室長の説明ですが、福祉部門及び保
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険・医療部門に分けて、それぞれの部門ごとに一括

して説明を聞き、質疑は課室ごとに行う形で進行し

ます。

それでは、福祉部門の福祉政策課、感染症特別対

策室、地域・家庭福祉課、長寿社会課、障害福祉課

関係についての説明を求めます。

福祉政策課長

【議案〔７〕、当初予算内容説明書及び提出資料

により説明】

感染症特別対策室長

【当初予算内容説明書及び提出資料により説明】

地域・家庭福祉課長

【議案〔５〕、議案〔７〕、当初予算内容説明書

及び提出資料により説明】

長寿社会課長

【議案〔７〕、当初予算内容説明書及び提出資料

により説明】

障害福祉課長

【議案〔７〕、当初予算内容説明書及び提出資料

により説明】

委員長（会長）

以上で説明は終了しました。

ただいまの説明及び福祉部門の議案に関する質疑

を行います。質疑は課室ごとに行います。

初めに、福祉政策課関係の質疑を行います。

暫時休憩します。

午前１１時２２分 休憩

午前１１時２３分 再開

委員長（会長）

再開します。

鈴木真実委員（分科員）

令和５年度に稼働し始めました、子ども・女性・

障害者相談センターにつきましてお伺いしたいと思

います。

福祉政策課で運営管理費を全部持っているわけで

すけれども、地域・家庭福祉課や障害福祉課で持っ

ていたものを来年度から全部、福祉政策課に一括さ

れるものになりますか。

福祉政策課長

福祉政策課におきましては、旧福祉相談センター

の部分について持っておりまして、その他女性相談

であるとか、児童相談あるいは精神保健相談につい

ては地域・家庭福祉課、それから障害福祉課で持っ

ていることになっております。

鈴木真実委員（分科員）

その一部が移管されるという話をちょっと聞いた

のですけれども、そこはどうですか。

委員長（会長）

暫時休憩します。

午前１１時２４分 休憩

午前１１時２４分 再開

委員長（会長）

再開します。

福祉政策課長

福祉政策課におきましては、旧福祉相談センター

の部分について移管を受けたということでございま

す。あと全体的な管理も福祉政策課ですが、その他

の女性相談、児童相談、それから精神保健相談につ

いては、地域・家庭福祉課と障害福祉課で持ってい

ることになっております。

鈴木真実委員（分科員）

令和５年度３,０００万円弱だったのですが、令

和６年度は４,６０７万４,０００円という額です。

増減分は１,８００万円ぐらいですが、それはどう

なっていますでしょうか。内容を教えてください。

【「暫時休憩」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

暫時休憩します。

午前１１時２５分 休憩

午前１１時２６分 再開

委員長（会長）

再開します。

福祉政策課長

この４,６００万円の子ども・女性・障害者相談

センター費については、福祉相談部門の会計年度任

用職員であるとか、あるいはセンター全体の光熱費、

電話、それから車両維持費などが含まれております。

鈴木真実委員（分科員）

令和５年度より１,８００万円ぐらい増えていま

すけれども、その中身を教えてください。

福祉政策課長

すみません。後ほど整理してお答えしたいと思い

ます。

鈴木真実委員（分科員）

増額になっていますし、新しい施設の事業でもあ

りますので、そこのところを教えていただきたいと

思います。

委員長（会長）

では、後で報告してください。

加藤鉱一委員（分科員）

内容説明書６８ページにある、小規模法人のネッ
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トワーク化による協働推進事業の社会福祉連携推進

法人の設立に対する助成については、今現在、申込

みがあるという前提ですか。

福祉政策課長

今年度、１件設立しましたけれども、その他２番

目の法人については現在、申請があるものではござ

いません。申請を見込んで予算をとっているもので

ございます。

加藤鉱一委員（分科員）

今、医療連携推進法人が推進されていますけれど

も、この社会福祉連携推進法人の実態は特異で、い

ろんな組織がありますから、私もよく分かりません

が、業態がどうであるのか、必要性が出てきている

背景など、今現在、予算化する辺りについて、福祉

関係の施設も非常に厳しい経営だとか一部報道も出

ていますけれども、どう連携推進法人で効果を出す

のかという視点を、県としてはどのように考えてい

ますか。

福祉政策課長

社会福祉法人の経営が大変厳しくなっている中で、

例えば合併、あるいは経営譲渡だとかをするにはハ

ードルが高いということで、その一歩手前で、複数

の法人、連携する法人を立ち上げて、相互の法人間

での経営支援であったり、あるいは人材採用の共同

でのＰＲや、採用試験の共同化であるとか、合同の

研修など、経営を少しでも良くしようという狙いの

制度でございますので、県としてもこちらを推進し

ていければと考えております。

加藤鉱一委員（分科員）

そういう連携推進法人を作る場合に、当然どこか

が連携をするための事務局みたいな役割を果たさな

ければいけないわけでしょう。実際に昨年、１つ連

携推進法人が許可された。１年間やってみて、その

辺りの把握をして、どのように改善されたり、メリ

ットが出ているのかという実例は出ていますでしょ

うか。

福祉政策課長

実例としては、まだ設立されて１年もたっていな

いので、例えば経営改善的なものは手元にはないで

す。昨年７月の大雨のときに、潟上の社会福祉法人

で大きな被害を受けて、当時はまだ申請の途中でし

たが、同じ連携推進法人の他の社会福祉法人で避難

者を受け入れたという災害支援のところでは大きな

効果があったと考えております。

加藤鉱一委員（分科員）

社会福祉連携推進法人、医療連携推進法人につい

て、国では、社会福祉法人だけではなく、医療関係

も含めた連携推進法人を一体的に目指しているので

はなかったですか。

福祉政策課長

医療連携推進法人が先行しておりまして、社会福

祉連携推進法人が令和４年度から制度が始まったた

め、後追いの状態であり、今、別々の制度として進

んでいる状況でございます。

健康福祉部長

加藤委員おっしゃるとおり、医療と介護の連携の

推進は、まさに国の方針であり、医療連携推進法人

は、改正により、介護施設が入ることができるよう

になっておりますので、医療、福祉と両方入るとす

れば、医療連携推進法人で進めることになるかと思

います。今回の社会福祉連携推進法人は、まだ社会

福祉法人のみの立てつけになっておりますので。も

ちろん連携推進法人と医療機関との連携は、推進法

人とは別に進めても構いませんが、制度上はそうい

った形になっております。

加藤鉱一委員（分科員）

こういう連携推進法人を作るのが目的でなく、や

はり効率化とか、人材が不足する中で連携推進法人

を作って、それがどう効果を出して福祉政策を進め

るのかというところに焦点を当てる。国から全部、

１００％来るからトンネルで流すというだけでは、

うまくないと思うので、こういう予算がある以上は

きちっと、長寿社会課も関係すると思いますが、目

的をきちんとしていかないと、ただ作って終わりで

は私はあまり意味ないと思うので、しっかりやって

いただきたいと思います。

委員長（会長）

ほかに。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で福祉政策課関係の質疑を終了します。

それでは、感染症特別対策室関係の質疑を行いま

す。

鈴木真実委員（分科員）

提出資料の６ページ目、５類に移って、世の中も

アフターコロナという言葉が使われ始めて、何とな

く落ち着いている感じはしますけれども、コロナの

発症者の現状を今のところどのように県では把握し

ているのでしょうか。第８波辺りまではすごい勢い

で患者が増えていましたが、今はどんな形であると

県は認識しているのか教えてください。

感染症特別対策室長

現在、患者数については落ち着いている状況と把

握しております。夏に１度、感染拡大しまして、冬

にもまた波が来たと報道されており、全国的にも一

時期、患者数が増加したところがありました。秋田

県におきましては、先週も１定点当たり１０人を超

える程度と、若干、増加傾向にありましたが、現在

は落ち着いている状況と捉えております。

ただ、入院患者数につきましては、直近では増え
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てきている状況になっており、医療機関での集団発

生等もありますので、そういったことが原因になっ

ているのかなと思っております。

また、社会福祉施設等での集団発生も最近は増え

ていますので、感染状況を今後も注視してまいりた

いと考えております。

鈴木真実委員（分科員）

あまり外部的には大きなことにはなっていないけ

れども、やっぱり施設とかでは、そういう集団発生

みたいなことは、まだ依然としてあると捉えていい

のですね。

感染症特別対策室長

おっしゃるとおりです。波が収まると感染対策に

対する意識が若干低下するところが見受けられます

ので、患者数、感染者が増えてきたような状況にあ

っては、感染対策に注意するように県民の皆さんに

も呼びかけてまいりたいと思っております。

鈴木真実委員（分科員）

この６ページでは、県民への啓発事業等について

は、何番の事業だと受け止めておけばいいのでしょ

うか。

感染症特別対策室長

来年度事業の予算に関しましては、事業内容２の

（１）の検査体制整備事業において、健康環境セン

ターで発生動向調査を行っており、毎週、週報で感

染状況を公表しております。その中でトピックスな

どを設けながら、県民の皆さんに注意喚起をしてま

いりたいと考えております。

鈴木真実委員（分科員）

そういう中で、（６）番に副反応対応体制確保事

業とありますが、これは非常に重要な事業と思って

おります。副反応に関しての県内の状況というので

すか、把握している状況、概要等、説明できるとこ

ろがあれば教えてください。

感染症特別対策室長

（６）の事業は、今年度も実施している事業とな

ります。今年度は秋田大学医学部に委託しておりま

すが、現在のところ件数としてはゼロ件となってお

ります。個別の診療所等で、副反応で、もし診療し

ているところがあれば、そこは把握していない状況

となっております。

鈴木真実委員（分科員）

秋田県内ではゼロ件という数字が出ていることは、

喜ばしいことであると思います。

先ほどの説明で、ワクチンについては６５歳以上

とか一定の基礎疾患を持っている方に、季節的にで

すか、またワクチン接種を実施するという話を伺っ

たのですが、例えば、今までみたいなワクチン接種

ではなくて、今年はどんな形を考えていますか。各

市町村から通知が来たりして、何回目とかとやって

きましたけれども、今後はどんな形になるのですか。

特に来年度は、どんな形になるのでしょうか。

感染症特別対策室長

来年度の接種に関しましては、インフルエンザと

同様の分類になり、今年度のように全員が無料では

ございませんので、通知等に関しては全員には行か

ないことになります。市町村で体制を整備して実施

することになります。

鈴木真実委員（分科員）

では、確認ですが、県の負担はなくて、各市町村

でどうやるかを決定するということですね。

感染症特別対策室長

おっしゃるとおりです。

鈴木真実委員（分科員）

今の状況が続くのであれば、その体制でもいいと

思いますが、また何かあったときにはきちっと対応

していただきたいと思います。

加藤麻里委員（分科員）

関連して、（５）に新型コロナウイルス感染症罹

患後症状対策事業とあります。今、鈴木委員が質問

したように、秋大の附属病院ではゼロ件ということ

であり、それが喜ばしいということでもありました

が、もしかしたら、そういう症状がありながら、医

療機関につながっていない方も中にはいらっしゃる

かもしれないと思います。それで、この広報活動と

いいますか、そういった医療機関にどのような形で

これまで行ってきたのか、そこの部分についてお知

らせください。

感染症特別対策室長

罹患後症状の対策につきましては、今年度も実施

している事業になります。今年度、医療機関向けに

２回ほど研修を実施しまして、外部の専門家を招い

て診療へのアプローチなどについてハイブリッド研

修で実施したところです。そのほか、医療機関など

で掲示するようなポスターを作成して、その症状が

罹患後症状と気づかないような方に関しても、もし

かしたらその可能性があるということを周知するた

めの事業を今年度実施したところです。

加藤麻里委員（分科員）

すると、そういった場合はほとんどの医者といい

ますか、病院、個人の医院とかの先生方もみんな参

加して、その研修を受けられるということですか。

感染症特別対策室長

いわゆる病院だけではなくて、個人のクリニック

のドクターも参加されております。

加藤麻里委員（分科員）

それから、ここには学校や事業所等ともあります

が、学校関係にはどのような形でお知らせしている

のでしょうか。

感染症特別対策室長
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教育庁と連携を図っていくことにはなりますけれ

ども、学校現場において、学校医は生徒たちと直接、

接する機会があると思いますので、そういった機会

を捉えて、学校医の先生が集まる研修会などに、罹

患後症状というテーマを設けていただきながら、知

識や診療の在り方とかを啓発していければいいかな

と考えております。

加藤麻里委員（分科員）

もう一点、罹患後症状があった場合や、いろいろ

とそういった症状が出た場合、仕事に行けなくなっ

てしまった方もいるように聞いています。県内のこ

とではありませんし、直接、私が聞いたわけではあ

りませんが。事業所にもこういった周知を図るとあ

りますが、では事業所からもそういったことで長期

の休職に入っているという実態についての報告はな

いということでよろしいですか。

感染症特別対策室長

今年度に関しましては、特に事業所とターゲット

を絞った展開はしていないのですが、そういった症

例は全国的にもありまして、来年度につきましては、

産業医を対象として、先ほど申し上げた学校と同じ

ような形で、産業医の研修会などにそういったテー

マを設定できればいいかなと思っております。

加藤麻里委員（分科員）

産業医は全ての事業所にいるものですか。

感染症特別対策室長

恐らく事業所の規模によって異なるかとは思いま

すけれども、小規模の事業所につきましては、例え

ば商工会議所や商工会連合会などと連携を図ってい

ければと考えております。

加藤麻里委員（分科員）

是非そういった部分も徹底して、そのことで仕事

を辞められている人がいないかにも目配りをしてい

ただけたらと思います。よろしくお願いします。

佐藤正一郎委員（分科員）

この４月以降、これまでの医療や負担についても

応援があったものから、がらっと変わりますよね、

通常のインフルエンザと同じように。例えば、こう

いう場合のお金については、今までも言われてきま

したし、ここにも表はあるけれども、実際にこの４

月以降、自己負担がすごく増えたりする。いろんな

分野ごとの一覧とかはあるものですか。例えばワク

チンについても、純粋に今度は一切補助がなければ、

単価はすごく高いらしいではないですか。そういっ

たものは、４月から罹患者の負担はどうなってくる

のですか。

感染症特別対策室長

医療費につきましては、例えば薬剤費ですと、こ

れまで公費支援があったわけです。よくお聞きにな

ると思いますけれども、ラゲブリオなどの薬に関し

ましては、例えば３割負担の方ですと２万

８,０００円辺りの自己負担が発生してしまいます。

ただ、入院医療費につきましては、高額療養費の制

度がありますので、その中で患者さんの保険の自己

負担割合に応じた形で上限が設定されて、負担をす

ることになります。一覧表は、まだ国から正式に示

されておりませんので、ありません。

それから、ワクチンの助成額につきましては、各

市町村で決定をすることになっております。国から

は７,０００円を上限に設定となっており、その中

で幾ら助成できるかは市町村の裁量となります。

佐藤正一郎委員（分科員）

もう一点。この何年かの間にＰＣＲ検査だとか、

いろんな機器なんかも相当、県内に普及しましたよ

ね。実際にこういう検査体制は、今はどれくらいの

規模の病院でＰＣＲ検査の機器が配備されているも

のですか。その点はいかがでしょうか。

感染症特別対策室長

少々お待ちください。

佐藤正一郎委員（分科員）

最初の頃は、県の施設あるいは県南と県北と、県

内でもＰＣＲ検査をやれる場所が非常に少なくて、

検体の輸送も大変だったではないですか。その後、

結構ＰＣＲ検査の機器は導入されてきたと思うので

す。ですから、この３年の間に、今は各医療圏でそ

ういったものが、近くで検査できるような体制は整

ったのですか。

感染症特別対策室長

ある程度、規模の大きい病院におかれましては整

備されたと認識しております。ただ、５類移行にな

り検査は必須ではなくなりましたので、例えば感染

者が多い状況においては、病院によっては検査をし

ないという病院も出てきておりますので、検査をし

ないで診療を行うところもあると聞いております。

佐藤正一郎委員（分科員）

一種のみなし感染みたいな形で、もう症状から判

断するというケースですね。

感染症特別対策室長

そのような病院もあると伺っております。

佐藤正一郎委員（分科員）

いずれ５類になって、非常に今までと感覚が違っ

て、仮にそういう症状があっても、検査も受けやす

くなったり、対応が身近なところでできるようにな

ったのは、それはそれで良かったと思うのですけれ

ども、特にこの後、負担の問題が大きく変わってく

るので、そういった意味では状況の把握を、この後

もしてもらいたいと思います。希望しておきます。

委員長（会長）

いいですね。

【「なし」と呼ぶ者あり】
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福祉政策課長

先ほど鈴木委員から御質問のありました相談セン

ター費、令和５年度２,８００万円だったのが令和

６年度４,６００万円になった、その差額の理由は

何かということでございましたが、令和５年度は精

神保健福祉分、児童相談所分、それから女性相談所

分につきまして、庁舎の共通経費について面積案分

いたしまして、地域・家庭福祉課と障害福祉課に割

り振っていたのですけれども、それが令和６年度、

全て福祉政策課に移すということで、増になったも

のでございます。

鈴木真実委員（分科員）

ということは、これからセンターの所管は福祉政

策課で一本でやるということでよろしいのでしょう

か。各事業は、みんなそれぞれやるのでしょうけれ

ども事務所費、それから人件費等、全て福祉政策課

でやるということで理解してよろしいですか。

福祉政策課長

庁舎の部分については福祉政策課ですけれども、

令和６年度の内容説明書のとおり、人件費につきま

しては、それぞれ分かれております。

委員長（会長）

管理運営の部分ね。いいですか。

鈴木真実委員（分科員）

了解しました。

委員長（会長）

以上で感染症特別対策室関係の質疑を終了します。

ここで、昼食のため暫時休憩します。再開は午後

１時３０分とします。

午前１１時５１分 休憩

午後 １時２７分 再開

出席委員（分科員）

副委員長（副会長） 鈴 木 真 実

委 員（分科員） 加 藤 鉱 一

委 員（分科員） 北 林 丈 正

委 員（分科員） 今 川 雄 策

委 員（分科員） 加 藤 麻 里

委 員（分科員） 沼 谷 純

欠席委員（分科員）

委 員 長（会長） 佐 藤 正一郎

説 明 者

健康福祉部長 高 橋 一 也

健康福祉部次長 片 村 有 希

健康福祉部次長 石 井 正 人

福祉政策課長 元 野 隆 史

感染症特別対策室長 野 村 桃 子

地域・家庭福祉課長 内 田 鉄 嗣

長寿社会課長 伊 藤 幸 喜

障害福祉課長 樋 口 和 彦

健康づくり推進課長 辻 田 博 史

国保医療室長 加賀谷 修

保健・疾病対策課長 渋 谷 清 美

医務薬事課長 石 川 亨

医療人材対策室長 柳 谷 由 己

副委員長（副会長）

委員会及び分科会を再開します。

休憩前に引き続き、健康福祉部の議案の審査を行

います。

初めに、執行部から発言を求められておりますの

で、これを許可します。

感染症特別対策室長

午前中に鈴木委員から新型コロナワクチンの副反

応に関する御質問がありましたけれども、それに補

足でお答えしたいと思います。

委員会提出資料の（６）に記載の専門医療機関へ

つないだ今年度の件数はゼロ件ではありましたけれ

ども、予防接種法に基づいて、医療機関から副反応

疑いのある症例ということで、厚生労働大臣へ報告

する制度がございます。秋田県内の医療機関からの

報告件数につきましては、現時点で１９８件と把握

しております。副反応が疑われる患者さんは、医療

機関で相談や治療をして、専門的な対応が必要にな

った場合には（６）の事業で対応することになりま

すので、来年度も引き続きそういった体制の確保に

努めてまいりたいと思っております。

鈴木真実委員（分科員）

１９８件ですね。これは、コロナ発生からずっと

の間ということでいいのですか。１年間だけという

ことですか。

感染症特別対策室長

コロナワクチンの接種に関して、累計でその件数

となっていると把握しております。

鈴木真実委員（分科員）

ゼロ件というのは、この６番の委託事業に関する

ところであって、全体的には１９８件ということで

すね。

では、１つだけ。１９８件ある中で、例えばすご

く重症化しているとか、そうでもないとかという分

析等はされているものですか。

感染症特別対策室長

国が一元的に情報を把握しており、県へは情報提

供ということで来ますので、その方のその後につい

ては把握しておりません。

鈴木真実委員（分科員）

把握はしていないということですね。例えばその

後、死亡に至ったケースとかも全く分からないとい
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うことですね。それが原因で、どなたかというのも

分からないのですね。

感染症特別対策室長

副反応の報告で、死亡という報告が来た場合に関

しては、死亡ということで把握しております。

鈴木真実委員（分科員）

昨日も同じような事例があったのですけれども、

国から秋田県内はこうですよという状況の情報だけ

が来て、中身については分析されていないというか、

統計とかはとっていないということで理解していい

のですね。

感染症特別対策室長

県としましては、件数以外は集計していないです。

鈴木真実委員（分科員）

分かりました。

副委員長（副会長）

では引き続いて、地域・家庭福祉課関係の質疑を

行います。何かございますか。

北林丈正委員（分科員）

内容説明書７２ページの一番下のところに、成年

後見制度利用促進事業で１,２９５万２,０００円の

予算が上がっています。これは、制度利用促進のた

めの体制整備等に要する経費と書かれていますけれ

ども、この事業の内容を詳しく教えてください。別

に説明資料はないですよね。

地域・家庭福祉課長

成年後見制度利用促進事業につきましては、国の

成年後見制度の基本計画に基づいて、ＫＰＩが定め

られています。目標に想定されるものになりますけ

れども、そのＫＰＩに沿って、まずは事業を進めて

いるところであります。具体的には、市町村の体制

整備支援事業として、県の社会福祉協議会に委託す

る事業と、あとは直営でやっている事業がございま

す。いろいろと事業を行っているところではありま

すけれども、具体的には、全県や各圏域で関係団体

等連携会議をやりながら体制を整備していくという

ところもありますし、市町村の体制整備ということ

で、中核機関として窓口になって、全てではないの

ですけれども、いろいろと調整を図る体制を整備し

ている市町村がございます。１８だったと思います

けれども、まだ未整備のところもありますので、そ

ういうところに整備していくように、巡回相談であ

ったり、会議を開いたりしています。あとは、市町

村長申立てに必要な手続等について実務研修をやっ

たり、様々な研修または連絡会議を開催していると

ころです。また、法人後見受任体制ということで、

法人後見を行う市町村社協もございますので、そう

いうところも広げながら取り組んでおり、実際のと

ころは、成年後見制度を普及するために必要な体制

整備等について、研修または会議を開きながら取り

組んでいるものです。

来年度については、市民後見人の養成研修がＫＰ

Ｉにありますので、その研修制度について、どのよ

うにやっていくのか、そういうところの研修を市町

村や関係機関と連携を図りながら進めていきたいと

考えております。

北林丈正委員（分科員）

後見制度については、いろいろ問題も指摘されて

いて、テレビでも、一回裁判所で後見人が決まると

なかなか変更できなくなったり、家族が本人のため

に預金を引き出そうとしても、全くそれができなく

なるとか、いろんな問題点も指摘されています。そ

れで国も今、制度改正を検討しているようですけれ

ども、その辺の問題点だとか、例えば県内で今、こ

の制度がどのくらい利用されていて、その中でどう

いった問題が起きているか、どういった効果が上が

っているかとか、後見人制度のそういったことにつ

いて、県では把握しているのか、調査したりしてい

るのか。私はＫＰＩは見たことないですし、国がど

のぐらいの目標を定めてこれをやっていこうとして

いるのか分からないですけれども、実際にやるのは

市町村だとしても、県の後見人制度に対する認識に

ついて、ただ国のこういうのがあるから、これを進

めていこうとしているのか、その辺についてお聞き

したいです。

地域・家庭福祉課長

最高裁判所の資料になりますけれども、北林委員

おっしゃるとおり、成年後見制度の秋田県の申立て

件数は、全国で最も少ない状況になっています。そ

ういうこともあり、体制を整えていこうと、種々の

取組を実施しているところではありますが、なかな

か難しい部分もある複雑な制度でもありますので、

市町村の中核機関 一定の窓口を設ける体制整備

をとりながら、制度普及も含めて取り組んでいかな

ければいけないと思っているところではあります。

令和４年のデータですけれども、件数的にいくと、

やはり全国で一番少ない状況になっております。

北林丈正委員（分科員）

少ないという話ですが、何件か分かりますか。

地域・家庭福祉課長

県内の申立て件数は、令和４年で１７７件でござ

います。全国の総数が３万９,５７０件ということ

で……

北林丈正委員（分科員）

１９７ですか。

地域・家庭福祉課長

秋田県の総数が１７７件です。全国の総数が３万

９,５７０件となっています。

副委員長（副会長）

５７９ですか。３万九千五百……
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地域・家庭福祉課長

５７０です。

北林丈正委員（分科員）

少ないとはいえ１７７件あります。いろんな事例

があると思いますが、市町村から何か、この制度に

対してこういうことがあったとか、また家族の考え

や感想、相談など、そういったものは県では把握し

ていないですか。

地域・家庭福祉課長

現時点では、私の知る限りでは把握できておりま

せん。

北林丈正委員（分科員）

その辺のいろんなメリット、デメリットをきちっ

と説明してやるということであればいいのですけれ

ども、国が進めているからどんどん体制整備をして

件数を増やしていこうということについては、もう

ちょっと慎重であるべきではないかなと思うのです

けれども、部長、どのようにお考えですか。

健康福祉部長

報道等にありますように、この制度はいったん決

めると変えられない、あるいは司法書士等のプロに

頼むと経費がけっこう掛かってしまうといったよう

ないろいろな問題があるのも事実であります。ただ

一方で、財産処分の関係等でどうしても後見人を使

わないといけない方々もいることも事実であります

ので、県としましては、まず制度自体はきちんと周

知を図り、問題点等もあるとすればそれも含めて周

知をした上で、どうしても使わなければいけない方

々が使えるようにしていく。あるいは市民後見人制

度という、一般市民の方が後見人になる制度もあり、

その方々を養成するのもこの事業にありますので、

そういったことをやっていく。一方で、国の制度改

正の実態については情報把握しながら、適宜それに

ついてもお知らせをしていきたいと考えております。

北林丈正委員（分科員）

私も地元の市町村との意見交換会で、市の事業に

この後見人制度を普及させる事業があって、ちょっ

と話を聞いたのですけれども、ほとんど問題意識を

持っていなくて、ただこれを広めたいというような

認識だったように私は捉えたので、果たしてそれで

いいのかなと感じました。ですから、先ほど話しま

したけれども、この中身をよく説明して、後からや

らなければよかったということに県民がならないよ

うに、十分理解を広めるように。それから、やはり

いろんな問題点があって、国も制度改正をするでし

ょうから、あまり慌てなくても、国の状況もしっか

り見極めながら進めたほうがいいのではないかと思

いますけれども、どうでしょうか。

健康福祉部長

そういったところをきちんと押さえた上で、市町

村に対しても、そういう実情を丁寧に説明していき

たいと思います。

今川雄策委員（分科員）

同じく内説の７３ページ、今の項目と同じ地域福

祉活動推進費の０７になりますが、一番上の再犯防

止推進事業についてお伺いしたいと思います。

いろいろ国の方針もありまして、都道府県でも再

犯防止の推進計画を立てると。年数も過ぎまして、

いろいろと具体化、それから国もその計画の推進に

いろいろな事業を展開しているという状況で、これ

は国の予算になると思いますが、進行管理で、犯罪

をした者の相談支援等、県の推進計画にもうたわれ

ておりますけれども、どのような概要として捉えて

いますか。

地域・家庭福祉課長

再犯防止推進事業とありましたけれども、実は再

犯防止関係でいきますと、この再犯防止事業と、も

う一つ、地域生活定着支援事業が関連性のある事業

でございます。

副委員長（副会長）

何ページですか。

地域・家庭福祉課長

７２ページの地域福祉活動推進費の０３になりま

す。刑務所出所者等の福祉サービス利用支援等に要

する経費で、保護観察所等、国の機関と連携を図り

ながら、実際にはそういうところからの要請等で、

県で委託をしている地域生活定着支援センターにお

いて、まず福祉へのつなぎであったりとか、住居関

係の相談を受けて、フォローアップしていったりす

る事業が１つあります。これが再犯防止計画でも、

載っているところでございます。

それで、先ほどの再犯防止推進事業は、今年度か

ら、例えば過去に犯罪を犯していて、いろいろな課

題があったりして、今まではあまりそういう相談体

制が整っていなかったケースについても相談できる

ように、窓口を開設しております。国の交付金事業

を活用して、そういう形で犯罪等を過去に犯してい

たとか、犯罪のおそれがあったとか、そういう方に

ついても相談を受け付けられるような体制を今年度

から講じており、それについては来年度も引き続き

実施していきます。また、市町村との会議等を実施

して、市町村に理解を深めていただくというところ

も交付金事業に入っており、自治体に事業等を理解

してもらうということで今年度実施しておりますの

で、来年度も引き続き実施してまいりたいと考えて

おります。

さらに、再犯防止推進計画については、来年度ま

での計画でございまして、来年度、見直しを行う予

定でおります。その見直し、策定に関する有識者等

の会議費用についても、再犯防止推進事業で計上さ
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せていただいているところでございます。

今川雄策委員（分科員）

計画の最終年度、そして来年度の見直しとあり、

関係する部署や関係団体、関係者や有識者との意見

交換や会議を開きながら、新たな再犯防止計画を立

てていくのだろうと思います。先ほど課長からお話

のあった国の機関、それから市町村の意見も聞き、

協力を得ながら、少しでも推進して、最終年度、そ

して新しい再犯防止計画の計画期間を迎えていただ

きたいと思いますので、是非そこら辺も工面してい

ただいて、よろしくお願いしたいと思います。

地域・家庭福祉課長

やはり国の機関と県の機関も幅広く関わっており

ますし、教育庁や警察など、関わる機関が非常に多

い事業でございますので、しっかりと検証した上で、

次期の計画に向かってまいりたいと考えております。

加藤鉱一委員（分科員）

地域・家庭福祉課は、ジャンルがいっぱいありま

すけれども、福祉人材の確保推進は地域・家庭福祉

課だよね。福祉人材が非常に不足するということは、

マスコミでもこれから大変だとよく言われています

し、県内においても福祉人材が非常に不足して、な

かなか大変だという話は聞いています。実際に予算

が二、三割アップしていますけれども、これはどこ

に重点を置いているのですか。マッチング機能強化

事業とか、項目が４つあるではないですか。

地域・家庭福祉課長

委員会提出資料（４）の福祉人材マッチング機能

強化事業については、やはり力を入れていかないと

いけないということで、令和５年度も福祉人材キャ

リア支援専門員３名を配置させていただき、きめ細

かに福祉人材を確保する取組を進めております。求

職者を確保していかないといけませんし、求人も確

保していかないといけないと。それでハローワーク

や事業所に出向いて、求職、求人とのマッチングを

強化しているところであります。福祉保健人材・研

修センターは、実はホームページを持っておりませ

んので、アナログの形で、足を運びながら進めてい

るのですけれども、やはりなかなか難しいところも

ありまして、今回ホームページを作成して、求職者

とのマッチングのところを強化していくため、ホー

ムページの作成経費について増額させていただいて

いるところです。

あわせて、求職者、求人、人材センターの求人情

報に加えまして、介護等の福祉の仕事に関する情報

も重要ではないかということで、そういう情報も一

緒に発信し魅力を伝えながら、求職者を増やしてい

く取組に力を入れているところでございます。

加藤鉱一委員（分科員）

基本的に、仕事であればハローワークで、ある程

度の一定の給与……。平均した場合、介護人材は給

与がちょっと低いと言われていて、少しアップの傾

向はありますけれども、それでもまだ低いから人が

いないのか、絶対数が少ないのか。政策としては、

よく分かるのですけれども、社会福祉協議会に今ま

でみたいに丸投げして、マッチングという。この辺

りが、どういうふうにマッチングするのかなという。

マッチングするとすれば、ある程度、資格を持って

いる人ですよね。社会福祉協議会で、介護職の資格

を持っているのに働いていない人をちゃんと把握し

ていて、そういう人たちに当たるということなのか、

それとも……。施設を回ると書いていますよね、定

着支援は県内の福祉事業所と巡回をすると。この辺

りはどのようにしてやるのですか。このマッチング

のイメージが湧かないのです。人が足りなくて大変

だというのは全国的にそうなので、まだまだ足りな

くなるということ、医療人材もそうですね、福祉だ

けでないわけです。この辺り、こういう事業だけで

いいのか、あるいは海外からの人をもっと育てると

いう方向に行かなければいけないのか。長寿社会課

とも関係あると思うのですけれども、この辺り、事

業をやったからというだけで、果たしてどういうふ

うに成果が出るか、非常に悩ましいところがあると

思うのです。総体的に給与体系がどのようになって

いくのかということを皆さんはある程度、想定され

てやっているのか、部長、その辺りはどうですか。

ちょっと大きな話になってしまうけれども。

健康福祉部長

人材獲得競争は、まさに福祉だけではなくて、建

設等も含めまして、それぞれ大変な状況にあります。

給与体系そのものは、いわゆる保険料等で決まって

いく業界であり、報酬改定等で進めている中でも、

若干まだ職種平均より低いのは事実であります。

そうした中で、いわゆる介護業界、福祉人材業界

のイメージアップを図っていくのがまず１つです。

あと具体的なマッチングにつきましては、人手不足

と言いながらも、相変わらず事務職については求職

者が多いというところがあります。一般的に事務を

希望している方に、ハローワーク等で介護の仕事も

いいですよ、ありますよといったことを勧めていた

だくという形で、専門員は各ハローワークを回って、

その際に具体的な業務内容等が分かっていないとい

けないので、福祉施設も回っていくと。確かに介護

も福祉も医療も人材は足りないのですが、一方で、

事務職希望の方が余っているということがあります

から、そういうミスマッチのところを一つ狙ってい

くのも手かと思います。

外国人材の活用については、県として新たに雇用

労働政策課で、全体的な海外人材の活用を目指した

センターを作るようですので、そういったところに



- 30 -

も当然うちのほうも参画し、情報を得ながら、そち

らも進めていきたいと思っております。

加藤鉱一委員（分科員）

成果というのはなかなか難しいと思うのですが、

潜在的に今、部長がおっしゃったように、事務職志

向が実際に多い。ただ、介護関係は、資格がなくて

もやれる仕事は結構あると思うのです。ある程度、

高齢者でも元気な方もいらっしゃいますから、そう

いう元気な６０代でも７０代でも高齢者が介護の場

で働けるような、そういうシステムを是非、私は作

っていくべきでないかと。高齢者が支え合う地域社

会で、少し社会福祉協議会もそういう視点も大事に

しないといけない。若い人に入れと言っても、人が

いないのだから。そこをどう乗り越えるのかは、そ

う簡単ではないと思うのです。元気な人は、死ぬま

でというのは語弊があるけれども、動ける人は動い

て、それなりの仕事をしてもらう体制を秋田県は一

番に作らなければいけないのです。高齢化が一番進

んで、支えられる人が多くて、支える人が少ないの

ですから。７５歳になっても８０歳になっても支え

る側に回れる元気なお年寄りには、支えてもらうよ

うなシステムを作ることが一番大事だと思います。

ただマッチング、マッチングと言っても、その辺り

のマッチングの仕方をよく考えていただきたい、と

いう要望にしておきます。

鈴木真実委員（分科員）

私も福祉人材確保推進事業について、（４）番の

ところで、今年度からスタートしたという話があり

ました。この成果については、今どう分析されてい

ますか。

地域・家庭福祉課長

この福祉保健人材・研修センターは、実はコロナ

禍の時期に非常に落ち込みました。採用数は、令和

４年度に３３名の採用にとどまってしまったと。令

和元年度がここ最近では一番多い１０７名、令和３

年度は２８名と、非常に少なくなった。その要因と

しては、専門員がいないことも一つの課題でしたの

で、今年度の予算に計上して取り組んでおります。

それで、現在１００人を目指して取り組んでおり

ますが、１２月末現在で４９名採用ができていると

いうことで、一定の成果は数字としては上がってい

るのかなと。ただ、まだ１００名までは届いており

ませんので、やはりホームページの作成であったり、

福祉業界の魅力などをセットでＰＲをしながら、さ

らなる採用等に結びつけていきたいと考えていると

ころです。

鈴木真実委員（分科員）

支援専門員の３人の内訳というか、年齢や経歴と

かはどんな感じになっていますか。

地域・家庭福祉課長

配置されている場所は、県北は大館市の社会福祉

協議会、中央は社会福祉会館、県南は横手市社協と

聞いておりますが、年齢、性別については、今、情

報を持ち合わせておりませんので、後で回答させて

いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

鈴木真実委員（分科員）

この文章の中で、県内の福祉事業所等を巡回とい

う話がありますけれども、福祉事業所等を巡回とは

どういう意味なのかイメージが湧かないのですが。

もう勤めている人を引っ張ってくるのですか。

地域・家庭福祉課長

求職者と求人、事業所と働く人をつなげないとい

けないということで、例えば介護保険事業所や福祉

事業所などに足を運びながら、求人があるかとか、

求職者と求人のマッチングを図るために事業所を回

っているということでございます。

鈴木真実委員（分科員）

やはり長寿社会課の２０ページと７ページの人材

確保というところで、同じような組織の中で採用す

るとか事業を展開するとか、そういう視点が非常に

大事だと思うのですが、県内どこも担い手不足、人

材不足が叫ばれている中で、県として個々に、別個

にやっていていいものかどうか。これは金額的にも

７,２００万円だったり、２,３００万円だったり、

これだけで１億円になるわけですよね。何かもっと

相乗効果を持ってやるべき人材確保事業でなければ

ならない、そういう局面に来ているような気がする

のですが、どうでしょうか。

地域・家庭福祉課長

予算、事業は別々になっておりますけれども、例

えば、中学校で仕事のセミナーを開催するとか、そ

ういう共通するようなところについては、同じ組織

でありますので、当然協力をしながら、例えば共同

で文書を出すとか、連携を図りながら進めていると

ころでございます。

鈴木真実委員（分科員）

本当に財源が少ない中で、もっときちっと点を定

めて、線と面をつなぐというか、そういう視点が今

は物すごく必要ではないかなと思うのです。そうし

ないと、医療、福祉関係の人材がますます縮小して

いく。先ほど私がびっくりしたのは、福祉人材確保

推進事業の２番のところで、令和５年度と同様の事

業ですという言葉が出てきているのです。それでは

間に合わない状況の中で、もっともっと挑戦するよ

うな事業等を組み立てていってほしいと思うのです

けれども、今回、もうこのように上がってきていま

す。その辺りについて、今後の在り方として考えて

いることがあれば、教えてください。

健康福祉部長

これまでの様々な事業を実施した経緯もあって、
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介護、福祉等それぞれでやっている部分があること

はやむを得ない部分もあるのですが、委員おっしゃ

るとおり、健康福祉部という一つの部ですので、部

内でも、来年の事業で、今、課長が申したとおり、

協力してやる部分、あるいは一緒にしてやったほう

が効率が上がる部分は当然一体化していきたいと思

います。また、次の年度に向けて、そういった人材

確保の部分は大きな視点で見直しをしながら、どう

いったものが一番効率的なのか検討してまいりたい

と思います。

鈴木真実委員（分科員）

人材確保については、雇用労働政策課もあるでし

ょうし、どの部もあると思うので、その辺りの大き

な枠での在り方みたいなのも是非、今後の課題とし

て検討していただきたいと要望いたします。

加藤麻里委員（分科員）

１２月の一般質問でも伺いましたが、ちょっと再

質問する時間もなくて、この場でお伺いしたいと思

います。

困難女性支援法に基づく基本計画の策定スケジュ

ールを伺いましたけれども、その際の御答弁には、

来年度中にＤＶ法に定める基本計画と一体的に策定

することにしているという中で、１２月議会後に開

催予定のＤＶ防止対策推進連絡会に民間の支援団体

も参加していただく、毎回そういった場を持つと。

それを踏まえて、新年度には多様な主体で構成する

策定委員会において具体的な議論を重ねていくとあ

りました。では、この予算は、どこの部分に入って

いるのか、そしてまた令和７年度４月スタートとい

う基本計画が出てくるのか、そういった部分につい

て、なかなか自分では見つけられなかったのですが、

どのような形で進めていく計画なのか教えていただ

けますか。

地域・家庭福祉課長

１２月議会以降に改めて計画の策定に関するスケ

ジュール等も含めて検討を行っております。それで、

実際のところ、今年度中に策定委員会を立ち上げま

して、今、調整中ですが、１回目の策定委員会を開

催したいと思っております。それを受けて、来年度、

予算としては５回の開催を予定しております。ＤＶ

計画のときも民間団体が１団体、入っておりました

けれども、今回は民間団体にある程度、足を運びな

がら、委員にできるだけ参加していただくというこ

とで、今、調整を進めているところです。今回の法

律の趣旨には、民間との協働というところもありま

すので、そういう点を考慮しながら、できるだけ民

間団体に入っていただいた上で議論を重ねて計画を

策定していきたいということで、策定委員会として

は５回の予算を計上しているところです。実際のと

ころ、それほど大きな金額ではないため、説明でも

その点については触れていませんけれども、委員会

の開催として報償費と旅費を来年度当初予算の女性

福祉費に計上させていただいており、来年度５回の

議論を重ねながら、ＤＶ計画と一体となった女性支

援計画を策定してまいりたいと考えております。

加藤麻里委員（分科員）

策定委員はメンバーが決まったということでよろ

しいのですか。

地域・家庭福祉課長

策定委員については、まだ決まっておりません。

候補等については、まだ検討段階でございます。今

後、調整をしながら策定委員会をしっかりと設置し

たいと考えております。

加藤麻里委員（分科員）

今のお話で、公開議論ですか、策定委員会の行っ

た会議の内容はインターネット上で公開されるとい

うことでよろしいのですか。

地域・家庭福祉課長

情報公開条例等に基づいて、会議の内容が個人的

な部分に入るとかであれば、非公開という場合もあ

るとは思いますけれども、公開の形で、資料につい

てはできるだけホームページ等で公表してまいりた

いと考えております。

加藤麻里委員（分科員）

もう一点、この計画策定については、県民へのパ

ブリックコメント等は行われるのですか。

地域・家庭福祉課長

計画ですので、計画の素案等、順を追って議会に

も説明をさせていただいて、策定時期が来ましたら、

１２月議会後になるとは思いますけれども、パブリ

ックコメント、意見募集をしながら、計画の策定を

してまいりたいと思います。

加藤麻里委員（分科員）

すると、素案とかは、次の６月議会にスケジュー

ル等が明示されるということでいいのですか。

地域・家庭福祉課長

素案については、ＤＶ計画と一体ということで、

今年度もたくさんの計画を策定しておりますけれど

も、スケジュールとしましては、通常の計画とほぼ

同様に考えております。ただ、なかなか難しい計画

でございますので、通常の計画よりも回数を多く見

て計画を策定していくということで、今のところの

スケジュールとして、委員会に計画の骨子を報告さ

せていただくのは、９月議会を予定しているところ

です。

沼谷純委員（分科員）

私も先ほどの鈴木委員の質問とかぶるところがあ

るのですけれども、ちょっとお伺いします。

まず、福祉人材のマッチングですけれども、この

部分、長寿社会課の事業とも重なるので、そこの部
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分だけ、副委員長、すみません、長寿社会課にも質

問してもいいですか。

副委員長（副会長）

いいです。どうぞ。

沼谷純委員（分科員）

では、２つ比較しながらというか、先に長寿社会

課にお伺いしますが、そちらの支援員は何人、どこ

に配置されているのでしょうか。

長寿社会課長

鷹巣阿仁福祉環境部に１人、長寿社会課に２人、

平鹿福祉環境部に１人ですが、北の１名については

現在、欠員です。

副委員長（副会長）

欠員は、いないということですね。

沼谷純委員（分科員）

そうすると、長寿社会課では本庁にお二人いらっ

しゃって、県南の横手はお一人でやられていると。

地域・家庭福祉課では、先ほど大館、横手、秋田と。

まず、地域的には横手は重なりがある、秋田、中央

もあるわけですけれども。

次にお伺いしたいのは、求職者を開拓と書いてい

ますけれども、地域・家庭福祉課の支援員３名は求

職者をどうやって探してくるのでしょうか。

地域・家庭福祉課長

ハローワークに出向き、そこで求職者とマッチン

グする機会を設けていただいていますので、ハロー

ワークを活用しながら、求職者の獲得に向けて取り

組んでおります。

沼谷純委員（分科員）

そうしますと、ハローワークに求職者が仕事を探

しに来られて、福祉の仕事をしたいという人もいれ

ば、先ほど部長がおっしゃったように、事務的な求

職の方もいるかもしれませんが、ハローワークの場

を使って、求職者の方々に福祉の仕事もそうですし、

福祉以外の仕事を求職している人に対しても、この

支援員３名が何か定期的にアプローチする仕組みに

なっているのか。ハローワークから、例えばこうい

う人が求職に来たので、お話しに来ませんかみたい

な話になるのか、どっちからどうアプローチするの

か、教えてもらえますか。

地域・家庭福祉課長

ハローワークで定期的にそういう機会を設けると

伺っております。正確な情報については後ほど答え

させていただきますけれども、ハローワークにも福

祉人材に関する職員がいまして、飛び込みで行くと

いうことではなくて、そういう機会をセッティング

していただいて、そこに対してこちらから説明等を

行っている状況と伺っております。

沼谷純委員（分科員）

長寿社会課では、今の話について、どのようにし

て掘り起こしといいますか、求職者の方を探すので

しょうか。

長寿社会課長

地域・家庭福祉課の専門員は、令和５年度から新

たに配置されましたが、長寿社会課は令和２年度か

らです。基本的には、ハローワークに求職者がいる

わけですが、例えば、介護の仕事がしたいという方

も中にはいらっしゃいます。そういった方々に具体

的にセミナーという形で介護の仕事を紹介して、そ

れが終わった後で個別に具体的な仕事の内容、ある

いは事業所の問合せ等については、面談という形で

具体的にお知らせすることにしておりました。

あわせて、地域では学校に伺って、生徒の就職先

や生徒の希望先といったところを確認した上で、介

護の仕事についての説明をしたり、あるいは各地域

振興局にも雇用関係の業務をやっている方がいます

ので、そういった方々と一緒に各事業所を回ったり

といった活動をしておりました。

沼谷純委員（分科員）

次にお伺いしたいのは、今度は求職者はいずれの

事業でも中高生とか学生は別にして、ハローワーク

を経由してといいますか、ハローワークの情報をベ

ースに活動していることは分かりました。今度は、

求人をしている事業所については、先ほど、例えば

令和５年度は４９名という話がありました。そうい

うのは恐らくハローワークベースでの

４９名なのかなと思いますけれども、求人を出して

いる福祉事業所、介護事業所についてはどのように

情報をとるのか、それもハローワークで情報をとら

れるのですか。

地域・家庭福祉課長

先ほどの説明が若干、足りなかったかもしれませ

んけれども、実際、採用については全てハローワー

ク経由ということではございません。秋田県福祉保

健人材・研修センターについては、社会福祉法等に

基づく無料職業紹介所として指定されております。

県社協の窓口に直接来て求職、求人などの活動もも

ちろん行っておりまして、全てハローワーク経由と

いうことではありませんけれども、求職者、登録者

を増やしていく過程で、平成２１年度からハローワ

ーク秋田に福祉人材コーナーが設置され、介護労働

専門官が配置されており、そういう専門官や長寿社

会課の支援員とも連携を図りながら進めているとこ

ろでございます。

沼谷純委員（分科員）

要は、僕が２つの事業でお伺いしたかったのは、

今、独自の職業紹介もできる機能を持っていると。

別の話になりますけれども、アトリオンにあるナー

スセンターもそうですが、独自の機能を持っていて

も、実際はほとんど活用されていないとか、いわゆ
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る求職者の方々からあまり登録なり、活用したいと

思われていない、あまり稼働していないということ

は、よくある話です。

言葉は悪いですけれども、今、実際にはハローワ

ークですら機能が低くなってきています。それは介

護業界だけではありませんけれども、ハローワーク

を通さずに人材紹介とか、民間のいろんなサイトと

か、そちらから手軽にポンポンと自分のやりたい仕

事とか求職情報を入れてマッチングする機能が、か

なり民間の方が強くなってきているので、ハローワ

ーク自体の機能がすごく弱くなってきていると。そ

こに今、違いはあるしイコールではないのでしょう

けれども、地域・家庭福祉課も長寿社会課もハロー

ワークと連携をして動いていく方がそれぞれ３人い

らっしゃると。僕は、先ほどの鈴木副委員長の話で

はないですけれども、地域的にも仕事の中身として

もそうですし、連携とか協力ではなくて、すみ分け

をちゃんとしなければいけないのではないかと。地

域的に重なってしまって、逆に空白地域が今あるわ

けです。大館には１人いるけれども、横手に２人い

て、本庁とか秋田には３人いてというように。そう

すると、この方々が３人で、何か所の事業所を回れ

るのかということもあるのですけれども、もうちょ

っとエリア的にもすみ分けるとか。求人をしたい事

業所は、ほぼハローワークに求人を出しているはず

です。福祉の求職をしたい方は、ハローワークであ

ればハローワークで見て、その事業所の面接を受け

るわけなので、ハローワークをベースにしたマッチ

ングというのは、言葉はあれですけれども、屋上屋

になる可能性があると僕は思っていて、ハローワー

クではない機能、ハローワークではないところでこ

ういう人材を確保するとか、中高生でも学生でもい

いのですけれども、むしろそっちに力を入れていた

だきたいと思うのです。求職で来ている人と求人を

出している事業所を会わせるのは、それはやれると

いうか、そこに県がさらに予算を掛けなくても、ハ

ローワークでもそういう人材を置いている。この辺

は今すぐこれを整理整頓という話ではないのですけ

れども、介護事業所からすると一番苦しいのは、ハ

ローワークに出しても人が来ないと。さらに言うと

２５％、３０％の中間手数料を払って採用しても、

半年、１年でまた転職すると。せっかくの予算です

から、エリア、役割、配置、機能など、もうちょっ

と別のものを１年掛けて検討して、令和７年度には、

ハローワークはハローワークでこういうことをやり

ますが、県は県として、そこ以外のところでこうい

う強化をしますというような検討を是非していただ

きたいと思うのですが、これは部長から御答弁お願

いします。

健康福祉部長

今、御指摘されたことを視点に置きながら、もち

ろん今までの効果とかも見た上で、事業構築をきち

んと、最も効率的な事業展開を図れるように注力し

たいと思います。

沼谷純委員（分科員）

次の事業で、災害ボランティアの活動支援という

ことで、新規でセンターの運営事業があります。確

認ですが、これは大規模な災害が発生した場合、あ

るいは多くのボランティア活動が必要となった場合

に設置するということなのか、常設するということ

なのか、そこの整理をお願いします。

地域・家庭福祉課長

今年度の大雨災害を踏まえて、これは大規模な災

害が発生して、多くのボランティアが必要になった

場合に活用するため、あらかじめ予算を計上させて

いただいているところで、常時あるものではござい

ません。

沼谷純委員（分科員）

その上で、この隣に参考と書いているのですが、

もしまた何らかの大規模災害が来年度に発生した場

合、このセンターが立ち上がるわけですけれども、

去年７月の大雨災害を踏まえて、県あるいは広域調

整も、市町村単位もそうですけれども、何が災害ボ

ランティアのところで一番の課題になったのか、も

し何かあったときに、このセンターが立ち上がれば、

その課題が解消、解決されるのか、その辺の検証と、

これによってどうなるのかというところを教えても

らっていいですか。

地域・家庭福祉課長

実は様々な課題がありました。実際に秋田市でも

なかなか経験がないこともありましたし、規模が非

常に大きかったというところで、県社協の支援セン

ターを立ち上げまして、北海道、東北、他県からも

ノウハウのある社協の職員を派遣していただいたわ

けですけれども、やはり初動対応であったりとか、

いろいろニーズを頂いても、経験不足もあって、最

初は混乱した部分がありました。ただ、徐々にそこ

については対応できたかなと思っております。

今回、この事業ではございませんが、委員会資料

も出させていただいています、災害福祉広域支援体

制整備事業で、広域的な支援体制のネットワークを

構築したいということで、大雨災害の課題、災害時

のボランティアセンターの運営、その後の災害ケー

スマネジメント、それから要配慮者の調整を広域的

にどのように平時から体制を整えていくのかという

ところを、県社協を中心に、関係機関、有識者らを

含めて、来年度検討してまいりたいということで、

予算を計上させていただきました。初動対応等、い

ろいろな課題はございましたし、ボランティア活動

も長期間にわたり課題はありましたので、今回改め
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て平時の体制をどのようにしていくのかを検討して

まいりたいと考えております。

沼谷純委員（分科員）

今、次の事業との関わりも含んでおられたのです

が、私が伺いたかったのは、支援センターそのもの

で、どういう機能を持つのかということです。資料

に、派遣調整やボランティア活動状況の把握、情報

の発信とありますが、災害ボランティアそのものは

災害が起きたとき、すぐには受け入れられないでは

ないですか。やっぱり現場の混乱があるので、一定

期間たってからでないと入っていけないというか、

受入れもできないではないですか。そうすると、初

動が遅れたという今の話と、スムーズな災害ボラン

ティアのマネジメントは、翌日から現場に入れるわ

けではありませんし、この辺はどう考えておられま

すか。

地域・家庭福祉課長

委員会提出資料の右にイメージ図で、県と県社協、

それから市町村と市町村社協とありますけれども、

実際には今回７月１４日からの大雨で、７月１７日

に県の要請に基づいてセンターは立ち上がっており

ます。県社協、市町村社協も、反省点や課題は把握

しておりますので、そういうところを踏まえて、す

ぐに支援センターが立ち上がって、さらに市町村社

協のボランティアセンターが立ち上がって、そうい

う体制をしっかりと対応できるように、検討を進め

ていると考えております。

沼谷純委員（分科員）

今の御説明では、３日後、１７日には県の要請で

県社協にはセンターが立ち上がったと。これは、県

としては迅速というか……。僕が聞きたいのは、つ

まりその３日後では遅かったと考えているので、よ

り早く立ち上げるために、この予算を計上している

とか、あるいは３日後に立ち上げたときに人員、あ

るいは物が足りなくてとか、何か不足のものがあり、

去年７月はゼロ予算でやったので、それでは人も物

も動くこともできなかったから、あらかじめ予算を

置いておきたいとか、去年７月の何が欠けていたか

ら、この１９３万円になったのかというのを知りた

いのです。

地域・家庭福祉課長

初めての経験で、さらには休日だったこともあり、

また、予算も持っていませんでした。そういうこと

もありまして、速やかに体制を整えるためには、予

算措置であったり、協定書であったりとか、そうい

う事前の対応が非常に重要だということが分かりま

した。いつ災害があるか分かりませんので、それに

対応できるような予算措置、それから必要な事務手

続についてとっていくという趣旨で予算を計上させ

ていただいているところでございます。

沼谷純委員（分科員）

その上で、いつ何どき起きるか分からない、いつ

何どき起きたときでも速やかに体制を取れるように

あらかじめ予算を置いておくとして、この１９３万

円という金額が速やかに、かつ必要な体制をとるの

に十分な予算だということでいいのですか。要は、

去年７月のような大雨の場合、鈴木副委員長もそう

ですし、僕もそうですけれども、そういうところに

実際に住んでいた人間からすると、正直、必要であ

れば１,０００万円をここに置いておいても、それ

で十分に動いていけるのであれば、使わないにこし

たことはない予算で、余るだけの予算なので、必要

なお金であれば、必要な分だけ置いておいたほうが

いいのではないかなと思うものですから、本当に１

９３万円で今のお話のとおり動けるのかなと、逆に

心配になったのですが。

地域・家庭福祉課長

この金額につきましては、今回の大雨災害で最低

限必要といいますか、ある程度の期間、３週間くら

いは必要だということで認識しておりまして、それ

に対応できる予算を計上させていただいているとこ

ろでございます。

沼谷純委員（分科員）

この予算で十分かどうかは別にして、大丈夫だと

考えておられると受け止めました。

その上で、次の災害福祉広域支援体制整備事業で

も１点だけお伺いしますが、資料の右側です。大規

模災害時における要配慮者支援について、ネットワ

ーク協議会の事業内容としては、要配慮者支援の調

整に関することとなっているのですが、実際に災害

が起きたときの要配慮者支援の調整とは何をどのよ

うにやるのでしょうか。要配慮者は様々な方がいる

わけですけれども、どのようにこのネットワーク協

議会が動くのでしょうか。

地域・家庭福祉課長

まずＤＷＡＴの派遣体制の整備 要配慮者の状

況を確認して、避難所において緊急的な措置を講じ

たり、避難所で環境整備が必要であれば環境整備を

行う、必要に応じて福祉施設につなぐという役割を

担うチームがＤＷＡＴと認識しております。まだ歴

史が浅いこともあり、今回初めて能登に派遣したと

ころでありますが、要配慮者を福祉施設等につない

でいく役割をＤＷＡＴは担っていると認識しており

ます。そういう体制整備の中で、どのように要配慮

者の調整を行うのか。施設が被災して、その施設か

ら別の施設へというところも当然想定していかない

といけないと思いますので、ＤＷＡＴに限らず、い

ろいろな調整が必要になってくると思います。この

ネットワークに関しては総合防災課も入っておりま

すし、それから社協、大学の有識者、防災関係の有
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識者が入りまして、どのように平時の体制をとって

いくのか、それから災害時にどのような体制をとっ

ていくのかを、来年度、集中的に検討していきたい

という予算でございます。

沼谷純委員（分科員）

そうしますと、要配慮者を複数、例えば介護施設

なのか避難所なのか、個人か団体か別にして、要配

慮者が各地で被災されている状況で、それを効率よ

く、どの順番でどう支援をして、どこにつないでい

くかということの検討を、このネットワーク協議会

で来年度していくと。それが一定の何らかの仕組み

が出来上がって、今度はその仕組みを使って、ＤＷ

ＡＴが現場に入っていくようになるという理解でい

いのですか。

地域・家庭福祉課長

大規模災害時は、長期間にわたりますので、災害

ケースマネジメントが非常に重要だとも言われてお

ります。そういうところも含めて、平時からどのよ

うな体制がとれるのか総合的に検討していくという

ことです。ＤＷＡＴは一つの手段でございますので、

ＤＷＡＴに限らず、ボランティア支援センターも含

めて、平時からどのような形で災害に対応できるの

かを集中的に検討していきたいということでござい

ます。

沼谷純委員（分科員）

難しいことですけれども、実際の災害時にきちん

と機能する仕組みといいますか、そのネットワーク

を作っていただきたいということだけお願いをして、

最後にもう一つだけ、「我が事・丸ごと」の地域づ

くり推進事業です。この中で、重層的支援体制とい

う言葉があります。非常にいいことをやられようと

しているとは思うのですが、何が出来上がると重層

的支援体制というものになるのかが、実はちょっと

イメージが湧いていないです。そこを教えてくださ

い。

地域・家庭福祉課長

障害であったり高齢であったり、様々な属性の方

がいらっしゃいますし、近年、複雑化、多様化する

課題を抱えている人が多いということで、今までは

個々に、障害の相談であれば障害、高齢の相談であ

れば高齢、それから子供であれば子供と分けていた

ところを、包括的に体制を整えて、隙間のないよう

に支援をしていきましょうという趣旨でございます。

それで、実際に交付金の事業に関しては、それぞ

れでやっている体制について、多機関で連携を図り

ながら会議を開いて、例えばアウトリーチでその状

況を把握する。それから参加支援として活動しても

らうとか、そういうところを関係機関が連携を図り

ながら包括的に体制を支援していく事業でございま

す。

沼谷純委員（分科員）

例えば、障害をお持ちのお子さんで、独り親家庭

で、そこに貧困の状況もあったりというような状況

は、まさに一つの家庭で複数の支援が必要になって

くるわけですけれども、そうすると、今まではそれ

ぞれ、貧困の話であれば貧困の相談、障害のお子さ

んであれば障害にと、別に相談をしていたものが、

その御家庭、例えばお母さんでもお父さんでもいい

ですが、どこか一つのところに相談に行けばいいよ

うになるのですか。それとも、その家庭は複数の困

難に対して複数の窓口にやっぱり行かなければいけ

なくなるのですか。

地域・家庭福祉課長

一つのパターンではないとは思いますけれども、

基本的には障害の相談に行った場合に、それが高齢

の介護の問題も抱えているとすれば、それは自ら行

くということではなくて、行政側でそこはしっかり

とつなぐと。場合によっては、高齢と障害、そうい

うところの相談機関で、合同で会議を開きながら、

どのような支援をしていきましょうかということで、

利用者が自らそれぞれ足を運ぶという形ではなくて、

行政側でしっかりと連携体制を整えて支援をしてい

くという事業でございます。

沼谷純委員（分科員）

そういう体制を作るのは、主に現場を持っている

市町村に体制を作っていってもらいたいと交付金が

あるわけですけれども、今、７市１町１村となって

います。理想を言えば２５市町村なのか、ある程度、

広域的なのか分かりませんが、この最終ゴールは、

こういう体制が２５市町村という意味なのか、もう

少し少なくてもいいのかということと、マンパワー

や専門知識とかという意味で、そういう体制を単独

の市町村単位でとれないところもあると思うのです。

その辺の最終ゴールのイメージを教えてください。

地域・家庭福祉課長

最終的なイメージとしては、共同でということも

あるかもしれませんけれども、２５市町村ができる

だけ早く包括的な体制を整えていくことを目指して

おります。

沼谷純委員（分科員）

それは時期的にはいつとか、あるいは７市１町１

村以外、もう既に体制がとれているところもあるの

かもしれませんが、今、何分の何で、２５分の２５

にいつぐらいまでにしたいという思いはあるのです

か。

地域・家庭福祉課長

大変申し訳ないのですけれども、後ほど回答させ

ていただきたいと思っています。実は、地域福祉支

援計画の中で重層的、包括的支援体制の目標を掲げ

ております。所管事項審査で説明をさせていただく
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予定でしたけれども、本日は資料を持ってこなかっ

た関係で、すみませんが、後ほど回答させていただ

きます。

鈴木真実委員（分科員）

私も災害ボランティア活動支援事業と広域支援体

制整備事業に関連して、被災地を持っている地域で

選出されている議員として、お伺いしたいと思いま

す。

社会福祉協議会に災害ボランティア支援センター

を設置するとか、各市町村の社会福祉協議会と連携

して様々な事業をやるというお話を先ほど伺いまし

た。こういう大きな災害は久しぶりで、この事業は、

それがあったからこそ出来ている事業だと思います。

昨年の現場に出向いた経験から、お話をさせていた

だきたいと思います。

民間の全国組織であるボランティアの方々が入っ

てきて、物すごい勢いで全国から大学生等の人を集

めて、どんどんやってくるのです。地元の各市町村

の社会福祉協議会や市町村は、もう忙しくて相手す

ることができない、県の社会福祉協議会も慣れてい

ないせいもあって大変だという状況で、全国組織の

ボランティアのＮＰＯ組織が行っていく。それから、

民間の企業が自ら立ち上がって、住民の方々の安全、

安心、一日も早い復旧、復興をということで、どん

どん動いている。皆さんもそれは見ていたと思うの

ですけれども、そういう中からこういう事業が構築

されていかないと……。幾らでも被災者にとっては

早いほうがいいし、前に進んだ形でのボランティア

が欲しいと言っている中で、そういう方々とちゃん

と話し合っているのだろうか、連携しているのだろ

うか。連携のない中でこういう事業をやったとして

も、また同じように後手後手というのが起こるので

はないかと思うのですが、その辺についてはいかが

感じますでしょうか。話し合っていらっしゃるので

しょうか。

地域・家庭福祉課長

ＮＰＯ法人と県社協、県の機関、県外ＮＰＯなど

の関係機関が情報共有するような場を設定して、今

回の大雨災害で情報交換をしたということがありま

す。ただ実際のところは、災害が起きて少し期間が

たってから開催されましたが、やはりＮＰＯ団体と、

ボランティアセンターをやっている県社協、市町村

社協との連携は非常に重要だというところが今回の

課題でもありました。福祉だけでやるのは限界があ

りますので、防災、福祉、それから県庁の組織でい

くと、ＮＰＯを所管する地域づくり推進課において、

それぞれ連携を図りながら取り組んでいくことが、

災害対応では重要だという認識を持っておりますの

で、それについてもしっかりと検証しながら取組を

進めていきたいと考えております。

鈴木真実委員（分科員）

まだ、その連携はとっていないのか、もう連携を

とって、この事業を立ち上げているのかどうか、確

認します。

地域・家庭福祉課長

先ほどの会議とかもありますので、連携は少しず

つとれてはいます。それから、県庁でも当然、連携

をとりながら進めておりますけれども、まだまだし

っかりと議論をして詰めていかないといけないとこ

ろがありますので、そこはしっかりと３部局、３課

が連携を図りながら、対応をしていきたいと考えて

おります。

鈴木真実委員（分科員）

実際に災害が起きて、次の日やその次の日には、

もう全国ボランティアの人たちやＮＰＯが入ってき

て、どんどんやっていっている。地元に話しても通

用しないとか、それから県社協に話してもなかなか

うまくいかないという相談もいろいろと受けました。

そういう事態で一番被害を受けるというか、災害で

被害を受けたほかに、精神的にも大変なのがやっぱ

り被災者であると思いますので、そこのベースにな

るところをもっと整備して、この事業に取りかかっ

ていっていただきたいと思いますが、部長、いかが

でしょうか。

健康福祉部長

昨年の大雨災害、今回の能登半島地震を受けて、

県としての対応にいろんな課題があることは確かに

明らかになったところで、今、現実に対応できるか

といえば、まだまだできていないところがあります

ので、次年度以降、早期に庁内関係部局と話をしな

がら、大災害に対応できる体制を構築するよう頑張

ってまいります。

鈴木真実委員（分科員）

本当に災害はいつ起こるか分からない中、事前の

準備が最大の防御になりますので、どうぞよろしく

お願いしたいと思います。

地域・家庭福祉課長

先ほどの沼谷委員の御質問について、包括的支援

体制が整備される市町村数につきましては、現状、

交付金を使っている、いないは別にしまして、１３

市町村整備されています。

それで、地域福祉支援計画の最終年度、令和１１

年度末までには、全市町村が包括的支援体制を整備

できるように取り組むべく、目標値の案として取り

まとめておりますので、所管事項のときに御説明さ

せていただきたいと思っております。

副委員長（副会長）

以上で地域・家庭福祉課関係の質疑を終了します。

ここで暫時休憩いたします。再開は、午後３時５

分とします。
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午後２時４９分 休憩

午後３時 ４分 再開

出席委員（分科員）

休憩前に同じ

欠席委員（分科員）

休憩前に同じ

説 明 者

休憩前に同じ

副委員長（副会長）

委員会及び分科会を再開します。

休憩前に引き続き、健康福祉部の議案の審査を行

います。

初めに、執行部から発言を求められておりますの

で、これを許可します。

地域・家庭福祉課長

休憩前に後ほど回答させていただくとしていた、

人材センターの専門員の経歴についてお答えいたし

ます。

まず１人目が元労働局のＯＢの方、もう一人が市

の嘱託職員で、採用担当をしていた方、それから市

の社協の人材担当の職に就いていた方と、３名の経

歴についてはそのような方でございます。

副委員長（副会長）

では引き続き、長寿社会課関係の質疑を行います。

加藤鉱一委員（分科員）

先ほどもちょっと出ました介護人材のところで、

上位認証評価制度を構築すると、新規事業で予算を

盛っていますけれども、介護業界のレベルアップを

図るために評価、認証すると。こういう評価や認定

をする場合には、具体的な基準があると思いますが、

この基準は全国的な基準でやられるのか、それとも

県独自でそういう評価の基準を作っているのか、あ

るいは協議会で検討した結果とか、この辺りはどう

なっているのですか。

長寿社会課長

認証制度は、各県で行っておりますけれども、全

国的に標準的な基準はありません。各県独自に決め

ております。その基準を定めるに当たって、先行す

る都道府県のものを参考にしたり、あるいは各県で

認証制度の推進委員会を作りまして、その中でどう

いった基準が適切なのかといった辺りを検討した上

で決定しております。

加藤鉱一委員（分科員）

では、秋田県では独自に認証、評価するための基

準を作って、第三者機関みたいな方々が集まって行

うという考え方でよろしいですか。

長寿社会課長

第三者機関といいますか、学識経験者といった方

々に集まっていただいて、その中で決定したという

ことです。

加藤鉱一委員（分科員）

要するに、評価された事業所はそれなりに名前が

出ると思うのです。例えばＡＢＣだったら、Ａに評

価されましたとか出ると思うのですけれども、その

辺りはどうなるのですか。

長寿社会課長

現行の評価制度では、そういったランク付けはな

くて、認証したか、しないかというところです。

加藤鉱一委員（分科員）

県内でもかなり多くありますが、どの程度を認証

するという目標とか考え方を課長はお持ちですか。

長寿社会課長

ちょっとお待ちください。

副委員長（副会長）

暫時休憩します。

午後３時９分 休憩

午後３時９分 再開

副委員長（副会長）

再開します。

長寿社会課長

介護保険事業支援計画の令和５年度の目標は、

８０としております。

加藤鉱一委員（分科員）

８０を認証する予定であるというわけで、そうす

ると、認証された８０の施設は、新聞等で公表され

ますでしょう。

長寿社会課長

現在６８事業所を認証しておりまして、全てウェ

ブで公開しております。

加藤鉱一委員（分科員）

これは新規事業でなくて、前にもこういうことが

ありましたか。こういう認証みたいな。これ新規と

書いているけれども、前にもそんなのありましたか。

副委員長（副会長）

２０ページの３、（１）の②のことですね。

加藤鉱一委員（分科員）

そうです。

副委員長（副会長）

新規事業です。そのことを言っていますので、そ

れについてお答えください。

長寿社会課長

認証評価事業は、平成２９年から今までもやって

おりました。それで一定程度、年数もたってきた。
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他県でも一定程度経過しますと、さらなる上位の認

証制度を設けているところもあります。例えば介護

の現場ではありませんけれども、厚生労働省で「え

るぼし」や「くるみん」といった制度もあります。

それも、通常のものと、ランクが上のものというと

ころで制度を設けております。そうした介護の事業

所でも、さらに上のランクを目指していただいて、

介護事業所の全体のレベルアップをしたいというこ

とで、今回、上位認証制度ということで、予算を提

案させていただいたところです。

加藤鉱一委員（分科員）

認証する、評価するということは、競争ではない

けれども、いい意味で切磋琢磨ですね。そういうこ

とで、私は大変いいと思います。企業誘致も先行し

て、ある程度、所得の高い企業があって、ましてや

介護人材不足の中で、県内の企業も頑張るというこ

とが、福祉の世界でも一定程度、必要ではないか。

ですから、これは別に悪いということでなくて、大

いに良いわけですけれども、評価される企業を目指

す支援策も一緒にないと。例えば、ＡＩとかいろん

なものを使ってやることが評価された場合、是非う

ちでもそういうのを使ってやりたいと、視察に訪れ

るようなシステムにしないと、評価して終わりでは

駄目だと思うのです。

委員会調査で見た、能代の特養では、若い女性が

東京からＵターンしてきて、どんどん人を連れてき

ているのです。忘れたけれども、能代の駅前の特養

だった。そういういいところは、いいなりの評価の

理由を付けて、お互いに刺激になるようにして、全

体がレベルアップする。あるいは、秋田県はそうい

う面では評価がいいので、都市からも空いているベ

ッドに来るくらいに。高齢化が１番というのはもう

変わらないですから、逆にそういうことを大いにア

ピールできるくらいの評価にして、アピールすべき

だと。そのためには、上位認証評価制度を新規に構

築するのですから、評価の仕方も含めて、よく考え

て皆さん行っていただきたいと思うのです。ただ作

ったからいいではないよ、これは。

長寿社会課長

今、委員から指摘があった部分については、まさ

に介護事業所からも言われているところであります

し、認証評価制度の推進委員会からも意見として言

われているところです。そういったところを踏まえ

て、上位認証制度を作るからにはしっかりと客観的

に、どういった基準が評価されたのかという辺りが

分かるように、外にアピールできるような仕組みに

したいと考えております。

加藤鉱一委員（分科員）

先ほど、えるぼし認定やくるみん認定という話が

ありましたが、これは女性活躍推進の中で企業が女

性活躍とか子育てしやすい環境の取組を認定する制

度ですけれども、介護施設の中でそういう評価はあ

るの。これは、働く人ということでしょう。私はそ

うとったのですが、そういうことですよね。えるぼ

し認定、くるみん認定をとっている福祉施設はある

のですか。

長寿社会課長

介護事業所でも、とっているところはあります。

加藤鉱一委員（分科員）

さっきの地域・家庭福祉課、長寿社会課の人材も、

まさにそこですよね。若い女性がわざわざ東京に行

かなくても、給与がそんなに変わらないのであれば、

秋田で働いてもらう。若い人材が少ないですから、

そこをうまくアピールできるように、競争する、い

いところをまねる。是非、今回頑張ってもらいたい

のです。

おととし、能代の社会福祉法人で、実際に働いて

いる皆さんに、東京からこういう条件で来ていると

話を聞いてきました。一般質問をしたこともあった

けれども。とにかく新規の事業だから、形だけでは

なくて、是非、頑張ってほしい。部長、どうですか。

健康福祉部長

強いエール、熱いエールをありがとうございます。

きちんと委員の思いに応えられるよう、事業展開で

きるように頑張ってまいります。

沼谷純委員（分科員）

今の熱いエールの後でちょっと話ししづらいとこ

ろがあるのですが、まず①の認証評価制度について

です。現行の認証評価制度の対象となるのは、事業

者単位ですよね。事業所か事業者なのか分かりませ

んけれども、どのぐらいの対象があるのでしょうか。

長寿社会課長

事業所で約２,４００、法人数としては７００く

らいです。

沼谷純委員（分科員）

そうすると、事業所で２,０００を超えて、法人

で７００で、今この現行の認証評価制度を受けてい

る事業所、事業者は、それぞれどのぐらいですか。

長寿社会課長

事業者数は６８、事業所数はちょっとお待ちくだ

さい。

副委員長（副会長）

暫時休憩します。

午後３時１８分 休憩

午後３時１８分 再開

副委員長（副会長）

再開します。
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沼谷純委員（分科員）

事業所は分からなくて、事業者が大体７００のう

ちの６８ということは、全事業者のうちの１０％が

今、取得をしている状況ですが、この制度創設から

丸７年たっての１０％という数字をどう評価されて

おられますか。

長寿社会課長

目標には達しておりませんので、少ないと考えて

おります。

沼谷純委員（分科員）

目標はどのぐらいでしたか。

長寿社会課長

令和５年度で８０です。

沼谷純委員（分科員）

８０だとしても十数％ということですが、逆に言

うと、９０％の事業者がこの認証評価制度に手を出

さない理由をどう考えておられますか。

長寿社会課長

まずは、手が回らないというのが非常に大きい意

見です。あとは、認証評価制度が事業所で浸透して

いないとか、事業所において、例えば現場の方々と

管理者の方と意識が違うといったことで、なかなか

手を挙げないという話は伺っております。

沼谷純委員（分科員）

私も同じ認識です。伴走型でいろんなサポートし

ていただけるとは思うのですが、申請に向けて手が

回らないというか煩雑さ、その煩雑さを超える具体

的なメリット、インセンティブがなかなか見えない

ということを、私もよく介護事業者の方々から言わ

れます。セミナーへの参加とか、いろんな広告にお

いて県で紹介してもらったりはしてもらえるけれど

も、大変な割に、それ以上の何かがないので、こう

いう評価をとっている事業所だと紹介してもらうだ

けでは、なかなかメリットとしては感じづらいと言

われてきました。

先ほどの加藤委員の話とまた逆の話になってしま

うのですが、ここからさらに上位認証評価制度、今、

７００分の６８分の１０なのか２０なのか分かりま

せんが、さらにこの６８の中から飛び越えてもいい

のですが、より厳しいと思います。より厳しい認証

を受けようとするトップの十数件の事業者も大事で

すが、新規ではない部分、手が伸びてこない９０％

の事業者の底上げ、レベルアップについては、どの

ように考えておられますか。

長寿社会課長

そういったところにつきましては、従来の認証評

価制度の中で、いろんな研修とかセミナーといった

ところでＰＲし、それから理解を求めていくと考え

ております。

沼谷純委員（分科員）

新規事業は、これはこれでいいですし、現行の認

証評価制度の申請基準を緩めてくださいという話で

はないのですが、手続、あるいは取得した後のメリ

ット、インセンティブなど、現行制度の見直しもや

らなければ、上位だけ作っても、結局、介護業界全

体の底上げにはつながらないのではないかと懸念し

ているのです。そこはいかがでしょうか。

長寿社会課長

私は、現行の認証につきましては、そんなに面倒

な基準であるとか、大変な基準を設けているという

意識はありません。いわゆる普通の事業者として事

業を行っている以上は、当然に備え付けておかなけ

ればいけない規則、あるいはルール、研修体制、人

事体制、給与の昇給の部分、そういったところをし

っかりしてほしいというところで、現行の基準は決

まっておりますので、非常に高いハードルではない

と。

現行の認証制度でメリットがないという話も伺っ

てはおりますが、これは何のためにやるのか、メリ

ットを求めてやるということではなくて、要は事業

所・者、自ら、従業員が働きやすくするためにはど

ういったところが必要なのかというところを振り返

ってもらうのが一番大きなところだと思っています。

ですので、そもそもそこでメリットという話が出て

くること自体、この制度を理解していただいていな

いと、私自身はそう思っています。

一応のメリットとしましては、認証を取得してい

ただければ、生産性向上のための介護ロボットの導

入を優先的に受けていただく、あるいはいろんなＰ

Ｒをする際に、例えば県のウェブに載せるとか、新

聞紙上に認証事業所として紹介するとか、そういっ

た形でメリットといいますか、ＰＲしていくことに

現行ではしております。

沼谷純委員（分科員）

理想としてはそうだと思います。でも、介護事業

所の現場の状況からすると、まさに課長がおっしゃ

るのは理想の姿で、こういうものに手を伸ばしてと

か、手を挙げて取得してほしいという思いがあるの

は分かりますが、言葉はあれですが、やはり介護事

業所もビジネスなので、手間暇を上回るメリットが

あるかないかで判断してしまうのも現実にあって、

それが７００分の６８になっているのではないかな

と思います。今、課長がおっしゃった、何か機器を

導入する際に優先的にということもそうですし、現

行のほかの事業や制度と組み合わせながら、この評

価をとることによって、何らかのそういった新しい

事業なり、新しい何かを導入するときに、今おっし

ゃったように優先的にでもいいのですが、そこを逆

にきちんと打ち出していただくと。これを取得しな

いとこういった補助金はなかなか通らないよとか
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それがいいかどうか分かりませんけれども そ

ういう何か、これを取得することによるメリットが

あることによって進むと思いますので、そこはまだ

まだ考えていただきたいなと、まずお願いをしてお

きます。

もう一つ、同じ事業の中で、先ほどの話に近いと

いうか、重なるところではあるのですが、専任職員

の配置のところで、どこに配置されているかと確認

したところ、ハローワークという話を伺いました。

その上で、ここに掘り起こしという言葉が入ってい

たので気になったのですが、既にハローワークに登

録して求職している方であれば、私は掘り起こしで

はないと思っているのです。それはもう既に顕在化

している求職者なので、掘り起こしとは言わない気

がしていて、ここで掘り起こしという言葉を使って

いただいているので、何らか潜在的な介護職の求職

者といいますか、潜在のところを掘り起こすことを

やっておられるのかなと思ったものですから、そこ

があれば教えてください。

長寿社会課長

今の御質問につきましては、非常に私自身も課題

だと思っているところです。要は潜在的な掘り起こ

し、需要はどこにあるのかをつかむのは非常に難し

いと思っていまして、現在は実態として、ハローワ

ークに求職される方の中から、介護に興味ある方に、

さらに介護に興味を持っていただくというところに

力を入れているところでありますので、ここにつき

ましては、今回は当初予算で盛らせてもらいました

けれども、どういった形で需要を開拓していくのか

といった辺りは、かなり考えていかないといけない

と思っているところです。

沼谷純委員（分科員）

私も同じ思いです。例えば介護事業所がもし求人

を出すとすれば、ハローワークとか、そういった業

者の方に仲介していただくとか、いずれ顕在化して

いるところにしか事業者はタッチできないわけで、

顕在化していないところが一番、事業者ができない

ことから、掘り起こしはほぼ不可能です。どのよう

にやるかは難しいのですが、まさに行政、県がいろ

んな手だてで、健康福祉部だけではなく、ほかの部

局 先ほど部長おっしゃったように、事務を希望

されている方の中にも潜在需要がある可能性もあり

ます。そういう意味では職種あるいは業種、業界を

超えて、掘り起こしていくのは行政にしかできない

ことで、事業者、介護事業所ではできませんので、

そこを是非お願いします。

最後に外国人のところですが、②の事業の環境整

備、翻訳機、日本語研修費と、③の日本語研修費と

ありますが、対象が経済連携協定で来る介護福祉士

を目指す方か、そうではない外国人材かでの違いで

しょうか。対象とか中身がかなり近く見えたもので

すから。

長寿社会課長

おっしゃるとおりです。ＥＰＡかそうでないかの

違いです。

沼谷純委員（分科員）

細かいですが、その上で、ＥＰＡで来る方々につ

いては翻訳機が入っていませんが、これはどういう

意図ですか。③の翻訳機を外しているのはなぜです

か。

副委員長（副会長）

暫時休憩します。

午後３時２８分 休憩

午後３時２９分 再開

副委員長（副会長）

再開します。

長寿社会課長

ＥＰＡの方々につきましては、翻訳機とかそうい

ったハード部分はなくて、日本語学習する経費、要

は研修の機会、研修しながら学習する、あるいは喀

痰研修をする、介護福祉士になるための研修をする

とか、そういった経費を盛っておりますので、翻訳

機の経費はＥＰＡの方々には盛っていないというこ

とです。

沼谷純委員（分科員）

私の素人の受け止めとしては、ＥＰＡという枠組

み制度で来る方と、そうではない外国人材の方々で、

例えば日本語のレベルが違うとか、そういう何か明

らかなものの違いがあればまた別ですが、こういう

語学的なことの対応の対象だとすれば、翻訳機を外

さなくてもよかったのかなと、単純にそう思ったも

のですから、後で結構ですが、教えていただきたい

と思います。

最後に、受け入れた介護事業者がその外国人材に

対して日本語研修を受けさせるわけですが、秋田で

は、まだ外国人材は現場でなかなか少ない中、日本

語研修はどこでどのように受けるのでしょうか。

長寿社会課長

民間の業者を使って研修していると聞いておりま

す。

それと、先ほどのＥＰＡの方の翻訳機ですけれど

も、制度上は翻訳機はありますが、来年度予算上は、

翻訳機の需要がないので、盛っていないということ

です。

副委員長（副会長）

ほかにございますか。

【「なし」と呼ぶ者あり】
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長寿社会課長

先ほど沼谷委員から御質問のあった認証事業所の

事業所数ですけれども、約５５０です。

副委員長（副会長）

７００ではなくて。

長寿社会課長

対象の法人数は７００、そのうち６８が認証を受

けておりまして、約２,４００の事業所のうち、約

５５０が認証となっているということです。

副委員長（副会長）

では、あとほかにないようですので、次に障害福

祉課に入りたいと思います。

沼谷純委員（分科員）

コロニーの修繕について、修繕そのものと関係な

いかもしれませんが、コロニーの定員が「３４０人

ほか」となっています。給食センターは、コロニー

に入所されている方々のためだけの給食を作るセン

ターでしょうか。

障害福祉課長

定員は３４０人でございますが、コロニーに今、

入所している方は３００人前後でございます。その

方々の食事をこの給食センターで調理しているとい

うことでございます。

沼谷純委員（分科員）

どういう体制、形でやっているかまでは分かりま

せんが、３００人の方々のために、給食センターを

ここでずっと独自に維持していくのも大変かなとい

う気もします。この修繕とは関係ないかもしれませ

んが、この給食センターはずっとこのコロニーで維

持していくべきものですか。介護とは違いますけれ

ども、今いろんな事業所とか介護施設も、自前での

調理、厨房を持たないようにしてきており、コスト

的な意味でもあるのですが、このコロニーはずっと

これで行きますか。

障害福祉課長

コロニーに入所している方には、いろんな障害特

性を持つ方のほか、高齢で障害の重い方もいらっし

ゃいますので、同じような食事形態を提供するわけ

にもいかない部分もございます。そういったきめ細

かい食事を提供するという意味で、給食センターを

通じて食事を提供している状況でございます。

加藤鉱一委員（分科員）

コロニーの整備検討会は、去年も開催したのです

ね。去年からですか。開設してから５０年ぐらいた

っていますよね。前にも聞いたような気もするので

すけれども、今、給食センターの空調を直すとあり、

これは今現在、使っているからだと思いますが、今

後の構想としては、何年にという具体的な考え方は

持っているのですか。

障害福祉課長

コロニーは開設以来５０年経過しておりまして、

今年度に検討会をやっている状況でございます。

いつまで今のものを使って、新たにいつ頃、整備

するのかにつきましては、前回も少し述べさせてい

ただいたかと思うのですが、現時点ではまだはっき

りしたことは申し上げられない状況でございます。

加藤鉱一委員（分科員）

現時点で、はっきり言われないけれども、では検

討会はいつまでやるの。大体こういうのは、普通、

何年を目指してとか、目標があるものではないです

か。いつやるかは分からないけれども、検討会を開

くというのは、おかしいのではないの。

障害福祉課長

在り方検討会でコロニーの現状、課題を踏まえま

して、今後コロニーについて引き続き、例えば入所

機能を維持していくのか、あるいは今の施設の場所

でいいのかどうかとか、今年度１年掛けて、そうい

った議論をさせていただいております。報告書につ

きましては、年度内に取りまとめる予定ですけれど

も、いずれそういった議論を受け、来年度につきま

しては、具体的に在り方検討会で頂きました御意見

を前提として、コロニーの細かい機能について議論

を深めさせていただければありがたいと思っており

ます。いずれ何年度をめどにという、今、具体的な

目標はございませんけれども、現状として非常に老

朽化が進んでおりまして、また、入っている方も高

齢であったり、障害の程度が重い方がいらっしゃい

ますので、現状のコロニーでいいのかどうかという

議論を少し踏み込んでさせていただきたいと思って

おります。

加藤鉱一委員（分科員）

委員の皆さんは、今コロニーがある場所がどうい

うところか、分からないと思うのです。私は当該地

域の人間ですから、孫七山も何度となく行っていま

す。５０年前は、こういう福祉とか障害施設はちょ

っと離れたところに、特養なんかもちょっと離れた

山裾にとか、そういう時代です。ですから、孫七山

も景観は非常にいいのですが、人里からちょっと離

れているわけです。あそこにまた設置するのは、皆

さんもそれはあり得ないと思っているでしょうけれ

ども、実はコロニーに関して、由利本荘市から通所

されている方とか、市内に通っている方とか、いろ

いろ５０年の間にあるわけです。ですから、それが

スパッとなくなるのは非常に大変で、いろんな影響

があり過ぎるのではないか。ただ、機能的に事業団

としてどういう考え方でやるのか、どういう機能を

持たせるのかについては、いろんな学識経験者の考

え方があると思います。今までどおりでいいと私は

決して申し上げるつもりはないですけれども、ただ

スパッとなくなって、５０年間もあった施設が由利
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本荘市からなくなると……。その辺りは、何かしら

きちんと考えていただきたいと思います。検討会を

これからやるのでそれは言えないと言うかもしれま

せんが、是非、頭に置いていただきたいと思うので

すが、その辺りはどうですか。

障害福祉課長

今、まさに加藤委員から御指摘のあった部分につ

いて、今回の在り方検討会でも委員の方々からいろ

んな意見を頂いてございます。後ほど所管審査にお

いて、今の検討状況を少し説明させていただきたい

と思っておりますけれども、いずれ今のコロニーの

施設が由利本荘市にあるということ、コロニーで働

いていらっしゃる地元の方もかなりいるということ、

これまでの歴史的な経緯も踏まえてしっかり議論し

ていく必要があるという御意見を頂いておりますの

で、そういった報告書になるのかなと思っておりま

す。

加藤麻里委員（分科員）

２点お伺いします。

医療的ケア児支援センター事業費が前年度より

１４５万４,０００円減額になっていますが、これ

はどういった点で減額になっているのかということ

と、同様にひきこもり地域支援事業も大分カットに

なっています。ひきこもりの実態調査等を行うので

しょうか。新年度で行うのか、その辺のところも含

めて、減額の理由などを教えていただければと思い

ます。

障害福祉課長

１点目の医療的ケア児のお話ですが、これは今年

度、医療的ケア児の御家族の方、あるいは支援の方

が使えるようなガイドブックを作り、年度内に出来

る予定ですので、来年度は、その部分はなくなって

ございます。

それから、ひきこもりにつきましては、センター

運営事業そのものは変わってございませんが、市町

村のモデル事業につきまして、これまで市町村の相

談窓口をしっかり立てようということを行ってきて

おり、おおむね全市町村で窓口の体制が出来ました

ので、次のステップとしまして、先ほど委員からお

話がございました実態調査の在り方も含めて、検討

させていただきたいということで、予算を作ってご

ざいます。

加藤麻里委員（分科員）

今年度の予算内で予定していたものが終わったの

で、新年度にはその部分が削られているということ

でいいですね。

障害福祉課長

そういう予算になってございます。

鈴木真実委員（分科員）

ひきこもりについて伺いますけれども、今、ひき

こもりは何人ぐらいいると把握していますか。

障害福祉課長

ひきこもりの人数自体は、国でも推計値としてし

か出してございませんので、国の推計を踏まえて本

県の人口に置き換えますと、大体１万人ぐらいはい

らっしゃるのかなと思っております。ただ、これは

あくまでも全国ベースの推計でございますので、そ

れがそのまま本県に当てはまるのかどうかというの

は、不確かなところがございます。

鈴木真実委員（分科員）

ひきこもりというのは、１８歳以上を限定してい

るものですか。それとも、全世代において、ひきこ

もりというのでしょうか。

障害福祉課長

国の推計調査では、１５歳以上ということで推計

してございます。

鈴木真実委員（分科員）

事業目的に「ひきこもり当事者に社会参加の機会

を提供し」と書かれているのですが、その前段に、

「一般企業や事業所（職親）の協力の下」と書かれ

ております。これは、具体的にどういうことを想定

すればいいのでしょうか。

障害福祉課長

今のお話は、社会とのつながり支援（職親）事業

のお話ということで理解してよろしいでしょうか。

ひきこもりになっている方につきまして、社会に

つながりを持って出ていただくことが、ひきこもり

から回復する大きな流れになってございます。そう

した中で、県内の８０を超えるいろんな企業から、

ひきこもりの状態にある方を受入れて、社会参加と

いう形で少し働いていただきながら、社会とのつな

がりを持っていただき、いずれは社会に出ていただ

くような取組をしているところでございます。

鈴木真実委員（分科員）

ひきこもりの方々は、自宅とかで引き籠もってい

ると思うのですけれども、そこから職場、一般企業

の事業所に行くまでがすごく難儀なのではないかと

考えるのですが、その辺りはどうでしょうか。

障害福祉課長

ひきこもり当事者、御家族の方からいろいろお話

を伺う機会がございます。そこでお話を伺いますと、

御家庭の中でも、自分の部屋から出て、御家族の方

とお話しすることがない方が相当いらっしゃるとい

うことで、まずは御家庭の中、親子の間でコミュニ

ケーションをとることに、非常に難儀されているよ

うなケースがございます。ですので、そういう方を

すぐに社会にということは非常に難しいのですが、

社会とつながりを持ちたいという方につきましては、

こういった制度を使いながら、県として支援をして

いきたいと思っております。
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鈴木真実委員（分科員）

新聞とかを見ていると、メタバースによるひきこ

もりの解消というのが非常に話題になっていて、こ

の事業に盛り込んでみても面白いのではないかなと

いうのが私の提案です。秋田にもそういう企業がご

ざいますし、そのアイデアをもって、ひきこもり解

消にアプローチしていくようなことを考えても何ら

おかしくない。今そういうときに来ているのではな

いかなと。といいますのは、これはずっと従前たる

事業ですよね。やっぱり前向きに挑戦していくよう

な、きっかけづくりのときに来ていると思うのです。

特にコロナの後で、大変革の時代と言われています

けれども、一人でも多くの人に社会参画してもらう、

それがまた日本の国づくりや、秋田の県づくりとか

になっていくと思うのですけれども、そういうアイ

デアについてはどう考えますか。というか、考えて

いなかったでしょうか。私が聞きに行ったときには、

もう既に、あきた未来創造部でもそういうアイデア

等が出ているのです。そういうのを横の連携でやれ

ないものだろうかと思いましたが、ひきこもりだけ

ではなくて、職に就けない人とか、いろいろいます

が、そういう方々について、そういうことを考えた

ことがなかったでしょうか。どうですか。

障害福祉課長

ひきこもりに限らず、孤独、孤立ということで、

広い視点になるかと思います。当課のひきこもりと

いうことでお話をさせていただきますけれども、令

和５年度にメタバースを利用して、ひきこもり対策

を先行的にやっている他県の事例も承知してござい

ます。課内でも少しそういった議論をさせていただ

きました。実際にメタバースを使ってやるとなった

場合のいろんなハードルといいますか、場合によっ

ては誹謗中傷とか、あるいはその中で御自身をどこ

まで打ち明けてコミュニケーションをとれるのかど

うかとか、メタバースの仮想空間の中で、どのよう

にひきこもりの方々同士をうまくサポートしながら

社会につなげていくのかとか、そういった当事者と、

それを支える支援者の方々のしっかりした役割分担

といいますか、気持ちがないと非常に難しいという

ことで、全く検討していないということではないの

ですが、そういった先行事例ももう少しいろいろ研

究しながら、ひきこもり対策を進めていければと考

えてございます。

鈴木真実委員（分科員）

ひきこもりの方々は、人に会うところがまず一つ

の非常に高いハードル、障害があると伺っておりま

す。そういうのを考えると、仮想空間とか、こうい

うパソコンレベルやスマホレベルでできるようなこ

とも、一つのきっかけづくりにはなるのではないか

なと思っていました。

他県の例も参考にしながらいろいろと検討された

ということですが、それからメリット、デメリット

というところまで踏み込んで検討はされたのですね。

どうですか。

障害福祉課長

具体的に本県でというところまでではないのです

が、他県の先行事例を少し研究して、どういった取

組をしているのかとか、あるいはその際にどういっ

たやり方があるのかといったことを少し参考にしな

がら、課内でいろいろ意見を出し合って、話合いを

したというところでございます。

鈴木真実委員（分科員）

部長にお伺いします。

いろいろと新しいやり方がどんどん出てきており

ますけれども、今、言ったような、例えばメタバー

ス関係についての研究みたいなところへの踏み込み

についてはどう考えますか。

健康福祉部長

ひきこもりをするような方々にとってみると、そ

ういうメタバースとの親和性が、もしかするとある

のかもしれませんし、障害福祉課長が申したとおり、

私自身ものぞいたことはあるのですけれども、他県

で実際に導入している事例について検討もしており

ます。ただ、当県ですぐできるかというと、メリッ

トもあれば、デメリットの部分あるいは運営主体、

当人に与える影響という部分では、まだまだ課題が

多いというところもありますので、決して現状の手

法だけに固定するわけではなくて、そういった新し

いものについても情報収集しながら、当県でできる

ものは積極的に取り入れていきたいと思っておりま

す。

鈴木真実委員（分科員）

次に、委員会提出資料２６ページの障害児・者施

設整備補助事業のところで、放課後等デイサービス

を能代市に創設する事業がございます。実は、こう

いう話は結構ありまして、障害を持っている方々の

御両親、保護者の方々が働きたいとか、いろいろや

りたいというときに、預かってくれる場所がないと

の相談もよく受けます。これは、全県でどのくらい

あるものですか。

それから、２,８５３万円の予算額ですけれども、

この能代市に創設したきっかけみたいなもの こ

ういうふうに国、県等で助成が出るのであれば、Ｐ

Ｒできるいいきっかけになるのかなと思って、この

事業について、県が呼びかけていたのか、それとも

国の制度があったから、手を挙げてこういうふうに

なっていったのか、その辺りをお伺いしたいと思い

ます。

障害福祉課長

県内で放課後等デイサービス事業を行っている事
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業所数を申し上げますと、この１月現在で９７事業

所ございます。事業所数自体は年々増えてきており

まして、一定のニーズがある現状でございます。

今回の能代市の件は、国の制度があったこともあ

りますが、地域の中で放課後等デイサービスの需要

が非常に高くなってきていることも踏まえまして、

市ともいろいろ調整をしながら、今回の事業として

上がってきたという経緯がございます。

鈴木真実委員（分科員）

どこと調整しながらと言ったのですか。

障害福祉課長

事業主体が能代市といろいろ調整をしながら、今

回、国の事業を活用してということで、県において

予算措置をしたものでございます。

鈴木真実委員（分科員）

先ほど９７の事業所があるとおっしゃいましたけ

れども、障害児・者を対象というところが９７でし

ょうか。

障害福祉課長

障害児を対象にする事業所で、放課後等デイサー

ビスのほかに、児童発達支援事業所とか、様々ござ

います。そういったくくりの中で、今回のような放

課後等デイサービスを提供している事業所が、県内

に９７あるということでございます。

鈴木真実委員（分科員）

今、子供が少なくなっていて、例えば小学校だと

か保育所、幼稚園とかの廃校舎を使ってやっている

ところも把握していますか。そこまでは把握してい

ませんか。

障害福祉課長

具体的な施設をどこに置いているかとか、どうい

ったものを使っているかというところまでは、承知

してございません。

加藤麻里委員（分科員）

もう一つ、ひきこもりのことでお伺いしたいと思

います。

ひきこもり相談支援センター運営事業ですけれど

も、ここに「ひきこもり支援コーディネーター（３

名）を配置し」とありますが、これは前年度と同じ

でしょうか。この方たちの配置場所はどこかという

ことと、金額が少ないなと。この人たちがやらなけ

ればいけないことを考えたときに、この金額でこの

事業ができるのかなと思うのですけれども、３名で

この金額はどういった計算なのか、その部分につい

て教えてください。

障害福祉課長

事業のひきこもり相談支援センターの相談員につ

きましては、令和５年度と同じ３名でございます。

相談員の業務は、ひきこもりに関する電話相談で

すとか、場合によっては、来所相談を受けて対応す

ることと、市町村等からいろんな研修、あるいはノ

ウハウの助言を頂きたいといった場合に、こういっ

た相談員が専門的な助言をするという業務になって

ございます。

加藤麻里委員（分科員）

金額が少ないのはどういった理由……。例えばこ

の方たちは女性ですか。

障害福祉課長

このセンターに配置しておりますコーディネータ

ーにつきましては、３名全て女性でございます。

加藤麻里委員（分科員）

先ほどの、福祉人材マッチング機能強化事業の福

祉人材キャリア支援専門員３名の予算は、お一人幾

らで、仕事の内容が違うということですか。この方

たちは男性ですか。

地域・家庭福祉課長

男性２名と女性１名です。

加藤麻里委員（分科員）

どの方も非常に重要な仕事をされていると思いま

すが、電話相談となった場合に、どうしてこんなに

金額が少ないのかなと思うのですけれども、電話で

あろうとも、ひきこもりに対する相談活動も非常に

重要な仕事であると思いますし、ひきこもりの人数

も決して秋田は少なくないと思います。コロナを終

えて、なおさら、ひきこもりとかの相談の必要性が

ある方は増えていると思います。令和５年度よりは

若干金額的には増えてはいますが、もしかしたら時

間的な何か、もっと別な理由かもしれませんけれど

も、この金額の少なさというのが気になります。そ

の部分については、どのようにお考えですか。

障害福祉課長

このひきこもり相談支援センターの予算の大半が

人件費でございます。業務につきましては、先ほど

申し上げましたとおり、いろんな相談対応ですとか、

専門的な助言を行っていただくということでござい

ますので、必要な人件費につきましてはこの予算で

見ながら、相談、助言、指導といったものを併せて

実施していただいているということでございます。

加藤麻里委員（分科員）

すると、この方たちは、ひきこもりの相談だけを

されているということでいいのですね。

障害福祉課長

基本的にはひきこもり相談、あるいはひきこもり

の専門的な助言をしていただくために、この事業で

お願いしている方々でございます。

加藤麻里委員（分科員）

では、ほかの相談事業も兼務しているということ

ではありませんよね。

障害福祉課長

ひきこもりに関連して、いろんな相談が来るかと
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思いますけれども、基本的にはひきこもり相談をお

願いしてございます。

加藤麻里委員（分科員）

「基本的には」というところが非常に気になりま

すけれども、いろんな女性特有の相談ですとか、ひ

きこもりだけではないものがあった場合に、こうい

った相談活動は、その人の専門性だとか、長く続け

てきた経験だとか、いろんなことが、この人でなけ

ればできないものであろうかと、個人的には思いま

す。

この方たちは時給ですか。どういう雇用形態にな

っているのですか。

障害福祉課長

この方たちの雇用の身分的な位置づけにつきまし

ては、いわゆる会計年度任用職員でございますので、

会計年度任用職員の報酬に従って、給料や期末・勤

勉手当を支給する給与体系になってございます。

加藤麻里委員（分科員）

会計年度任用職員ということは、一応３年で更新

するとか、そういった形の方かと思いますが、やは

り相談員という方は非常に専門性があると私は思っ

ていますので、本来であれば正規の雇用といった形

で、現場できちんと働いていただきたいものだと思

います。県としては、ここの部分について、そうい

った改善といいますか、雇用形態を変える見込みは

ないですか。

障害福祉課長

ひきこもり相談を専門的にやっていただいている

方々でございますので、非常に専門性を必要とする

業務をしていただいております。正職員がいいのか

会計年度任用職員がいいのかというところは、いろ

んな議論がありますけれども、基本的には専門性を

しっかり生かしながら仕事をしていただくという意

味で、この３名の方々につきましては、会計年度任

用職員ということで、専門性を発揮した仕事をして

いただいている状況でございます。

加藤麻里委員（分科員）

しつこいかもしれませんけれども、今の方たちに

関していうと、何年働いていらっしゃるのでしょう

か。

障害福祉課長

ちょっと今、手元に資料はないのですけれども、

少なくとも心理職ですとか福祉職の専門性を持った

方々に働いていただいておりますので、１年とか２

年ということではございません。

加藤麻里委員（分科員）

では、後で教えてください。

副委員長（副会長）

以上で障害福祉課関係の質疑を終了します。

ここで、暫時休憩します。再開は、午後４時１５

分とします。

午後４時 ４分 休憩

午後４時１１分 再開

出席委員（分科員）

委 員 長（会長） 佐 藤 正一郎

副委員長（副会長） 鈴 木 真 実

委 員（分科員） 加 藤 鉱 一

委 員（分科員） 北 林 丈 正

委 員（分科員） 今 川 雄 策

委 員（分科員） 加 藤 麻 里

委 員（分科員） 沼 谷 純

説 明 者

健康福祉部長 高 橋 一 也

健康福祉部次長 片 村 有 希

健康福祉部次長 石 井 正 人

福祉政策課長 元 野 隆 史

感染症特別対策室長 野 村 桃 子

地域・家庭福祉課長 内 田 鉄 嗣

長寿社会課長 伊 藤 幸 喜

障害福祉課長 樋 口 和 彦

健康づくり推進課長 辻 田 博 史

国保医療室長 加賀谷 修

保健・疾病対策課長 渋 谷 清 美

医務薬事課長 石 川 亨

医療人材対策室長 柳 谷 由 己

委員長（会長）

委員会及び分科会を再開します。

次に、保健・医療部門の健康づくり推進課、国保

医療室、保健・疾病対策課、医務薬事課、医療人材

対策室関係についての説明を求めます。

健康づくり推進課長

【当初予算内容説明書及び提出資料により説明】

国保医療室長

【議案〔５〕、議案〔７〕、当初予算内容説明書

及び提出資料により説明】

委員長（会長）

審査の途中ですが、本日はこれをもって散会し、

３月４日、午前１０時から委員会及び分科会を開き、

引き続き健康福祉部関係の審査を行います。

散会します。

午後４時３９分 散会
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令和６年３月４日（月曜日）

本日の会議案件

１ 議案第４７号

令和６年度秋田県一般会計予算（健康福祉部の

関係部門） （趣旨説明・質疑）

２ 議案第６３号

令和６年度地方独立行政法人秋田県立病院機構施

設整備等貸付金特別会計予算

（趣旨説明・質疑）

３ 議案第８０号

秋田県国民健康保険財政安定化基金条例の一部

を改正する条例案 （質疑）

４ 議案第８１号

秋田県国民健康保険条例の一部を改正する条例

案 （質疑）

５ 議案第８２号

医療法施行条例の一部を改正する条例案

（趣旨説明・質疑）

６ 議案第８３号

秋田県看護職員修学資金貸与条例の一部を改正

する条例案 （趣旨説明・質疑）

７ 議案第９６号

地方独立行政法人秋田県立病院機構の中期計画

に関する認可について （趣旨説明・質疑）

８ 請願第７号

国立病院の機能強化を求める意見書採択にかか

わる請願について （現況説明・質疑）

９ 健康福祉部関係の付託案件以外の所管事項

（趣旨説明・質疑）

本日の出席状況

出席委員（分科員）

委 員 長（会長） 佐 藤 正一郎

副委員長（副会長） 鈴 木 真 実

委 員（分科員） 加 藤 鉱 一

委 員（分科員） 北 林 丈 正

委 員（分科員） 今 川 雄 策

委 員（分科員） 加 藤 麻 里

委 員（分科員） 沼 谷 純

書 記

議会事務局議事課 加 藤 祐 也

議会事務局政務調査課 村 上 忍

健康福祉部福祉政策課 小 玉 遼 平

生活環境部県民生活課 平 柳 悠

会 議 の 概 要

午前９時５８分 開議

出席委員（分科員）

委 員 長（会長） 佐 藤 正一郎

副委員長（副会長） 鈴 木 真 実

委 員（分科員） 加 藤 鉱 一

委 員（分科員） 北 林 丈 正

委 員（分科員） 今 川 雄 策

委 員（分科員） 加 藤 麻 里

委 員（分科員） 沼 谷 純

説 明 者

健康福祉部長 高 橋 一 也

健康福祉部次長 片 村 有 希

健康福祉部次長 石 井 正 人

福祉政策課長 元 野 隆 史

感染症特別対策室長 野 村 桃 子

地域・家庭福祉課長 内 田 鉄 嗣

長寿社会課長 伊 藤 幸 喜

障害福祉課長 樋 口 和 彦

健康づくり推進課長 辻 田 博 史

国保医療室長 加賀谷 修

保健・疾病対策課長 渋 谷 清 美

医務薬事課長 石 川 亨

医療人材対策室長 柳 谷 由 己

委員長（会長）

ただいまから、本日の委員会及び分科会を開きま

す。

２月２９日に引き続き、健康福祉部の当初予算関

係の議案の審査を行います。

説明に先立ちまして、執行部から発言を求められ

ておりますので、これを許可します。

障害福祉課長

２月２９日の福祉環境委員会の議案審査において、

加藤麻里委員から御質問のありました、ひきこもり

相談支援センター運営事業で雇用しておりますひき

こもり支援コーディネーター３名のセンター勤務年

数についてですが、この３月末でそれぞれ３年、２

年、１年６か月となります。

委員長（会長）

次に、保健・医療部門の保健・疾病対策課、医務

薬事課、医療人材対策室関係についての説明を求め

ます。

保健・疾病対策課長

【当初予算内容説明書及び提出資料により説明】

医務薬事課長

【議案〔５〕、議案〔７〕、当初予算内容説明書

及び提出資料により説明】

医療人材対策室長

【議案〔７〕、当初予算内容説明書及び提出資料
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により説明】

委員長（会長）

以上で、説明は終了しました。

保健・医療部門の関係課室長の説明及び議案に関

する質疑を行います。

質疑は課室ごとに行います。

まず、２９日に説明がありました健康づくり推進

課関係の質疑を行います。

加藤鉱一委員（分科員）

健康寿命日本一を目指す秋田県として、成果は幾

らかは出てきているように思っていましたが、最近

はどういう順位ですか。

健康づくり推進課長

直近のデータは、令和元年のデータになります。

男性の健康寿命は全国２６位で、女性は１５位とな

ってございます。国民生活基礎調査が３年に１度行

われておりますが、これまで健康寿命は順調に延伸

をしてきております。直近では令和４年度調査をし

ておりますが、まだ国から公表されておりません。

恐らく近々公表されるのではないかと思っておりま

すが、直近のデータは令和元年になります。

加藤鉱一委員（分科員）

宣言してから良くなって、順位は上がっていると。

自分がそう思えば上がるわけですから、このとり方

もいろいろ問題があり……。それはまあ、絶対値と

いうことはないのですけれども。そういう気持ちの

問題で、上がってきているのは大変いいことです。

それで、随分とそういう疾病が多いということで、

減塩についていろいろ取組をされてきたのですが、

減塩音頭を作られましたよね、二、三年前。最近は

さっぱり動きが見えないけれども、どう利用されて

いるのですか。最初に作ったときは、一生懸命やっ

ていたけれども、その後ピタッと途絶えてしまって、

減塩に対する取組はダウンしているのではないかと

思っています。資料にも県民の「秋田スタイル健康

な食事」の推進とありますが、その辺りはどういう

ものですか。

健康づくり推進課長

まず、新・減塩音頭は、３年前に制作しておりま

す。当時は、スーパーやショッピングセンター、道

の駅などで放送をお願いして、大分かけておりまし

た。あとは、デジタルサイネージで、県庁の正面玄

関や空港、銀行などといった場所で放送させてもら

っておりました。その後は、御指摘のようにかける

機会がなかなかないのですけれども、実は昨年度、

それをＣＤ―ＲＯＭ媒体に落とし込んで、例えば、

高校生用にも作成して学校現場に、それから地域で

食生活改善をやっている方々に配って、活用してい

ただいております。また、県のホームページにも掲

載をして、掲載の呼びかけもしているところです。

それから、「秋田スタイル健康な食事」ですけれ

ども、ちょうど先週の金曜日、３月１日に、今年度

の認定申請があって認証したのですけれども、昨年

度までは県内２６店舗の１１２のメニューだったも

のが２店舗増えまして、１３３のメニューに少し増

加しております。保健所単位でこの呼びかけをして、

申請いただいて認証する事業ですが、今、飲食店は

なかなか厳しい中で、この減塩に対する協力は、い

ま一歩かなという感じはしてございます。

加藤鉱一委員（分科員）

１０年間で健康寿命日本一の県にしようと目標を

掲げて、健康づくりを進めてきたのですけれども、

やっぱりトーンダウンしているのではないかと。指

標も若干上がってはきているものの、減塩による効

果、健康への取組というのは、ある意味では、高齢

期を迎えてからだんだん出てくるわけです。毎年予

算を上げて推進協議会を作ってやっているけれども、

減塩音頭ではないが、全体的にも少し、１位を目指

すという意気込みがトーンダウンしている。私だけ

ではなく、ほかの方もそれは感じていると思うので

す。もう少し積極的にＰＲする。予算を増やせとい

うよりは、やる気の問題で、民間にどう波及させる

かという問題ですから、その辺りをよく工夫して、

もう少し積極的にやってください。

健康づくり推進課長

令和２年、令和３年、令和４年と、コロナの時期

でありまして、なかなか健康の普及啓発に力を入れ

ることができなかった期間がありますけれども、コ

ロナを経験して、やはり健康って大事だなというこ

とは我々も再認識しましたし、それから県民の皆さ

んも思われたと思っております。

委員の御指摘のように、様々な民間企業からオフ

ァーを頂いて、特に減塩について、食品産業系の企

業だけではなくて、放送業界からも一緒にタイアッ

プしてやろうという声を頂いております。予算がな

くても一緒に県民にＰＲできる機会はありますので、

そういった機会を十分に活用して、これから県民に

健康の重要性をＰＲしていきたいと思います。

委員長（会長）

ほかにありませんか。いいですか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

ないようですので、以上で健康づくり推進課関係

の質疑は終了します。

次に、国保医療室関係の質疑を行います。

鈴木真実委員（分科員）

国民健康保険事業についてお伺いいたします。

全体的なことですが、国保医療室は健康づくり推

進課の一つの室としてやっていらっしゃいますが、

連携についてはどのように感じていますか。去年か
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ら国保医療室になって、その効果をどう感じており

ますか。

国保医療室長

国保医療室では、医療給付費の適正化といったと

ころと併せまして、様々な健康事業を実施しており

ます。例えば、委員会提出資料３６ページにありま

す国保ヘルスアップ事業等で、レセプトデータや特

定健診データ等を基に各二次医療圏ごとの医療費を

分析したり、あるいは現在、保険者協議会としまし

て、社会的処方というものを実施しております。具

体的には、認知症や糖尿病、高血圧であったり、様

々な疾病を持つ患者がかかりつけ医にいらしたとき

に、問診票を作り、あるいは保健師や看護師、社会

福祉士の方々が、通いの場であったり、そうした社

会的資源につなげながら、医療以外の部分で健康を

回復していくといった様々なものに取り組んでおり

ます。

こうしたものにつきましては、健康づくり推進課

といろいろと情報交換したり、今回、医療費適正化

計画、あるいは国保運営方針を策定するに当たりま

して、受動喫煙防止であったり、能代山本の合同の

健診であったり、国保連で運営する支援・評価委員

会といったもので、市町村の職員に対する保健事業

のアドバイスをする部分で、健康づくり推進課と連

携を密にして、一緒に取り組んで、そうした現状を

確認しながら進めている状況でございます。

鈴木真実委員（分科員）

医療費指数や所得指数とかがあるのですが、将来

的には各市町村が統一的なパーセンテージというか

指数で国保を運営できるように、平成３０年から市

町村で組織を作ってやっています。それは今後どう

いう計画で、何年頃を目指して、どのようにしてや

っていくのですか。

国保医療室長

今、委員からもお話ありましたように、国民健康

保険制度につきましては、平成３０年度に都道府県

単位化されまして、令和５年度まで激変緩和期間と

いうことで、国と県とで激変緩和措置等を講じてま

いりました。

市町村と話し合いまして、今回の第３期国保運営

方針では、令和６年度から令和１５年度までの１０

年間掛けて、その事業費納付金ベースで、これまで

医療費、所得、被保険者数で案分していたものを、

医療費に関するものについては少しずつ反映をなく

して、県内のどこに住んでいても同じような所得水

準で、同じような世帯構成であれば、同じような保

険料率を目指すといったところで合意を進めており

ます。令和６年度から１０年間掛けて、段階的に進

めていくものですけれども、それにつきましては保

険料、保険税が急激に上昇することのないよう、医

療費、あるいは中間所得層であるとか、様々なイン

センティブが働くような激変緩和措置といったもの

も進めながら、統一に向けて進めてまいりたいと考

えております。

鈴木真実委員（分科員）

３６ページ、３７ページ辺りのことを今、聞いた

り、答えていただいているわけですけれども、ただ

県民の感情としては、どこの市町村も非常に国保税

が高いと感じているというところが１つあって、そ

れから各市町村によっても、例えば額等も違ってき

ていますよね。令和６年度の１人当たりの国保理論

値ですか、そこ辺りを緩和しながら、先ほど言った、

県内でどこに住んでいても同じような率で、納付す

る額が決まっていくというのが、まだまだ周知され

ていない感じがするのです。各市町村によっては、

自分だけが高いという感じを受けているように思う

のですが、そこ辺りの周知徹底はどうやっているも

のでしょうか。

国保医療室長

国保税に関しましては、昨年度と比較して

１００.９１％とやや上がっております。１人当た

り医療費が１００.９１％に上がっている背景とし

ては、医療の高度化、あるいは被保険者が高齢化し

ているという部分、いわゆる国保に加入されている

方が減少しているといった部分があって、上昇して

いるところであります。

ただ、我々は市町村とともに、この国保運営に対

して向かっているわけですけれども、市町村とは担

当者会議を今年度６回、あるいは課長会議も５回行

い、こうした分析等について逐次相談しながら、い

かにして安定的に国保を運営できるか、あるいは保

険料を軽減できるかといったことについて、取り組

んでまいりたいと考えております。

保険料は医療給付費を基に算定されるわけですが、

取組も市町村によって比較的温度差がありまして、

例えば県南等であれば特定健診の受診率が高いとい

った部分もあって、医療費が少ない部分もあります。

そうした現状等をお伝えしながら、全県に医療費そ

のものが低くなるような形で進めていけるよう相談

しながら、一緒に寄り添って進めてまいりたいと考

えております。

鈴木真実委員（分科員）

国保医療室が医療の面から取り組んでいくのだと

いうところをもっと前面に出しながら、ここに書い

てありますが、健康長寿日本一には一つのバロメー

ターとしての医療費、国保税もあると思いますので、

そこのところをきちっと踏まえながら、事業を進め

ていただきたいと思います。また、これは先ほどい

ろいろと質問しました健康づくり推進課とも一緒に

なってやるべきことであり、健康長寿日本一に向か
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っての、一番の目安になると思いますので、課と室

ががっちり組んでやっていただきたいと思います。

そして、もう一つ、１０年間掛けてと言っていま

すけれども、そんなに掛かるものですか。

国保医療室長

委員から御指摘もありましたし、１２月の委員会

でも佐藤委員長から、国保運営方針は、令和６年か

ら令和１１年までの期間だけれども、その期間内で

進められないのかというお話を頂いたところでした。

今回、国でも、保険料水準の統一化に向けた加速

化プランがあって、令和１２年度と示されたところ

ではあったのですが、市町村にアンケートをとった

り、意見交換した上で、特に本県の場合、様々な市

町村がございまして、特色が違うといったところか

ら、できるだけ急激に上がることのないよう、前回

の運営方針のまとめでは、１０年間に向けて進めて

ほしいという意見が過半数を占めました。我々とし

ましては、様々な激変緩和措置等を講じながら、今

後また、見直しの期間に御提案申し上げたいと考え

ておりますが、現時点で市町村と合意したところで

は、まず１０年間で進めていくというものでありま

す。

また、他県の状況等も確認しましたら、秋田県の

みならず、鹿児島県とかでも令和１５年度という目

標年度を出しておりますので、まずはそれに向けて

進めてまいりたいと考えております。

鈴木真実委員（分科員）

全国の都道府県は、どのレベルでというか、何年

度というのはどんな傾向にあるのでしょうか。

国保医療室長

目標年度を定めるということにつきましては、前

回の第２期運営方針のところでは、実は全国で１８

県しか定めておりませんでした。秋田県は定めてい

るほうでした。今回、先ほど申し上げました国の加

速化プランで、第３期運営方針に全て目標年度を掲

げるということで、現在、作業中であると伺ってお

ります。ただ、中間報告の他県の取りまとめ等を見

ますと、令和１２年度とか令和１５年度辺りが多い

と伺っております。

鈴木真実委員（分科員）

是非、県民が納得して納められるような国保税の

在り方を追求してほしいと思います。そこにはまず、

我々の健康も必要だと思いますので、やっていただ

きたいと思います。

沼谷純委員（分科員）

福祉医療費の助成のところで、まず簡単な確認か

らで申し訳ないですが、３５ページで、福祉医療費

補助金の乳幼児・小中高生の受給者数９万

６,０００人、所要額約１０億円となっていまして、

その下の拡充分のところで、高校生まで １５歳

から１８歳まで延ばしたと。高校生分と所得制限撤

廃分ということで、受給者数の２万６,０００人と

いうのは、上の９万６,０００人の内数でいいのか

ということが一つ。もう一つは、所要額も約１億円

ぐらいですけれども、上の１０億円に入っているこ

とでいいのかということ。そうすると、全体で１０

億円、拡充分が２万６,０００人で、３０％ぐらい

拡充対象者がいるのですが、所要額としては１０億

円のうち１億円分ぐらいの拡充額になっていて、人

数と予算上の所要額が合わなくはないのですが、ど

ういう計算になっているのかを教えてほしいです。

国保医療室長

委員からお話がありましたように、受給者数、所

要額ともに、この拡充分を含んでおります。受給者

数について申し上げますと、現在、小中校生７万

２,０００人ですが、例えば高校生であれば、

７,０００掛ける３学年で２万１,０００人、それか

ら所得制限撤廃で約５,０００人増えて、合わせて

２万６,０００人増えるのですが、人口減少、少子

化等もありまして、約２,０００人減るという試算

であります。だから、７万２,０００人に２万

６,０００人足されるのですけれども、２,０００人

減りまして、それで合計９万６,０００人といった

形でございます。

所要額につきましては、９,０００万円をもう既

に足したものでありますが、減少分を加味した結果、

こうした金額になっているという現状でございます。

沼谷純委員（分科員）

そうすれば、拡充分の所要額としては約１億円が

拡充分になるということで、２分の１ですから、市

町村分も合わせると、県、市町村合わせて全体で２

億円ぐらいの拡充になるという理解でいいですか。

国保医療室長

委員おっしゃるとおりです。

沼谷純委員（分科員）

その上でまた教えていただきたいのですが、以前

の御説明で、秋田市と大館市を除く２３市町村は、

もう既に高校生まで延伸していて、かつ所得制限も

なくて、かつ自己負担分も無償にしていると伺って

いたと思います。そうすると今度、秋田市、大館市

の所得制限は県の措置によってなくなると思うので

すが、いわゆる自己負担のところはどのように考え

ておられるか、現状を教えてもらえますか。

国保医療室長

秋田市、大館市それぞれに確認したところ、秋田

市は当初予算、大館市は６月補正といった形で、所

得制限撤廃に向けて進めたいと伺っております。

それと、自己負担につきましては、現時点では秋

田市も大館市も、今のところ改正予定はないと伺っ

ております。
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沼谷純委員（分科員）

そうしますと、秋田市、大館市は自己負担が継続

すると仮定してですが、この対象世帯の皆さんから

すると、２３市町村については、市町村独自の財源

が県の財源に切り替わることで、受けられる恩恵と

いう意味では変わらずと。秋田市、大館市にお住ま

いの対象の方々については、所得制限がなくなる部

分だけは拡充になるが、自己負担は続くとなると、

印象的には財源が県か市町村かの違いということに

はなるけれども、大半の対象者にとっては、あまり

変更がないという感じがあります。その上で以前の

御説明で、そういった既に行っている市町村につい

ては、ほかの子育て支援策に今回の県の財源が充て

られることを踏まえて、ほかの子育て支援を拡充し

てほしいという説明があったと思うのですが、今、

２３市町村でその辺はどう進んでいるか、分かりま

すか。所管でない部分も入ってくるかもしれません

が。

国保医療室長

委員おっしゃるように、今回新たな部分としまし

ては、秋田市と大館市の所得制限撤廃部分と考えて

おります。昨年１１月の市町村協働政策会議で申し

上げました、県と市町村が一緒に力を合わせて、子

ども医療費について、こうした形で取り組んで拡充

していこうと。あわせて、金額的にバーターではな

いのですが、それぞれの市町村の特色とか実情に応

じた形で、子育て支援事業についても重層的に進め

ていきましょうという合意をとったところでありま

す。

そうした市町村の新聞報道とか議案書等を具体に

私どもも確認させていただいた中で、医療的ケア児

の保育支援事業であったり、零歳児の子供に対する

おむつとか、あるいは木製品の送付、学校給食費の

無料化、保育料の無償化、それから出会いの機会を

増やすといった形でインターネットマッチングサー

ビスに対する補助、こうしたものを新規あるいは拡

充という形で、令和６年４月から進める方向と伺っ

ております。

沼谷純委員（分科員）

青森県では給食費を全県で無償化するということ

で、既に無償化している市町村については相当分の

８割を交付して、別の子育て支援に充当してくださ

いとか、いろいろと段階を付けてやっている市町村、

一部やっている市町村、全額やっている市町村、や

っていない市町村と分けて施策を打っています。そ

れがいいかどうかは話は別ですけれども、２３市町

村も、せっかくですから何らかの拡充といいますか、

子育て支援の拡充に踏み出していっていただけるよ

うに、協働政策会議なのか別の場か分かりませんが、

是非そこは継続的に市町村の取組状況を確認して、

何らかのそういった拡充につながっていかならなけ

れば、財源が変わっただけになってしまいますので、

これは部長から御答弁をお願いしたいと思うのです

が、いかがでしょうか。

健康福祉部長

県費を拡充してやる事業でありますので、是非、

秋田市、大館市だけではなくて、全県の県民の方が

その拡充の効果を具体的に享受できるような形で、

あきた未来創造部とも協働しながら、協働政策会議

等で呼びかけをしていきたいと思っております。

佐藤正一郎委員（分科員）

国民健康保険事業の予算額９１４億円、大変大き

な額ですよね。他の部署でもないぐらい、１つのと

ころでこれだけの給付事業をやっています。幸いに

も事務的なミスとかはなく、順調にやっていると思

いますけれども、こういう多額な交付金等を出して

いく手順において、内部の積算とかチェックといっ

た負担行為まで行く中で、どういうところに気を遣

っていますか。

国保医療室長

委員おっしゃるように、特に事業費納付金につき

ましては多額なものということで、非常に職員もプ

レッシャーがかかるところであります。そうした中

で、これまでも国保連等ではミスもありましたし、

私ども職員も、非常にプレッシャーかかった場面が

ございました。そこにつきましては業務改善という

形で、１人だけではなく、正担当、副担当、あるい

はリーダー、そして室長みんなで、様々な視点で間

違いないかを確認するというところと、市町村に対

しても仮算定、本算定といった形で、担当者会議あ

るいは課長会議、相互に資料を提供させていただき

ながら、市町村からも意見を伺って、間違いがない

かを確認しております。内部であったり、県市町村

連携の中で、そうした正確さとプレッシャーといっ

たところで取り組んでいる状況でございます。

佐藤正一郎委員（分科員）

最先端の窓口である連合会が最初のチェック、レ

セプトなんかもしますから、そういった意味でいく

と、そこから上がってきて、最終的に県は交付金で

いいわけですが、やっぱり今、言われたように、特

定のところだけに負担がかかってプレッシャーがか

かってしまわないように、全体でしっかりチェック

して、間違いがない事業執行ができるように希望し

ておきたいと思います。

委員長（会長）

ほかにないですね。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で国保医療室関係の質疑を終了します。

次に、保健・疾病対策課関係の質疑を行います。
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北林丈正委員（分科員）

心はればれ県民運動推進事業についてお聞きしま

す。

自殺者数の推移について、ここに参考資料として

載っています。令和５年は前年よりも３０人減った

ということで、取組の成果が表れたという説明もあ

ったのですが、男女別に見ると男性が４１人減った

のに対して、女性が１１人増えているということで

す。男女の割合が非常に違うのですけれども、これ

について、県としてはどのように分析していますか。

保健・疾病対策課長

男女別の令和４年と令和５年を比較しますと、確

かに全体で落ちている中で、女性は増えております。

全国の状況を見ましても、女性がコロナ禍において

増えた傾向があります。これまでも秋田県では遅れ

て現れてくる傾向がありましたので、そういった影

響が出ているものかと思います。

ちなみに、年齢構成はまだ警察から公表されてお

りませんので、こういった形で県では分析しており

ます。

北林丈正委員（分科員）

全国から遅れてくるのはいいのですが、例えばコ

ロナは非正規の人にどうしても影響が行くので、女

性は非正規の割合が高く経済的に困窮する人が多か

ったのではないかと、テレビ報道等でもいろんな人

の話を聞きます。もちろん断定はできないのですが、

県としてどういう推測をしているか、もしあったら

お聞かせください。

保健・疾病対策課長

北林委員がおっしゃったとおり、コロナ禍におい

て全国でも女性の自殺者数が増えており、非正規、

あるいは収入の少ない無職の女性が多くなっており

ます。県としましても同様に、そういった形が原因

となっているか、あるいは女性の原因として多い、

子育て関係のことも影響しているかと思います。

北林丈正委員（分科員）

１９歳以下の子どもも減ってはいますが、４人い

ます。事業の（７）番、秋田大学自殺予防センター

事業を見ますと、主な事業内容で、①中高生へのＳ

ＯＳの出し方教育とあり、「実践的研究に対する補

助」と書いています。事業内容を見ると、出し方教

育とか、現場での事業も入っているのですけれども、

実際にこの中高生のＳＯＳの出し方教育は、どうい

う形で行うのでしょうか。

保健・疾病対策課長

ＳＯＳの出し方教育につきましては、困っている、

様子がおかしい生徒さんに声をかけるだけではなく、

悩みがあったり、不安があるということを自分から

も発信しなければならないということを教えており

ます。

それで、大学につきましては、このＳＯＳの出し

方教育を受ける前と受けた後の調査も併せて研究し

ておりますので、そういったところが大学の調査研

究という形になっております。

また、生徒だけではなく、学校の先生に対しても、

こういった教育を併せて実施しております。

北林丈正委員（分科員）

この前、医師会主催で自殺予防対策の勉強会があ

って、当委員会からは私と今川委員と２人参加して、

医師会の方からいろいろと話を聞いたのですが、自

殺関係の会議とかいろいろなものがあっても、なか

なか教育庁の参加がないという話がありました。で

すから、そういう教育を行うとすれば、実際は学校

がやるわけだから、教育庁が入らなければいけない

と思うのですが、その辺、教育庁との連携はどのよ

うになっているのですか。

保健・疾病対策課長

教育庁との連携につきましては、大学がこの事業

を行うときに、まず教育庁にも相談をして、学校の

指定や推薦をしていただくことになっております。

県の会議でも、教育との連携が必要だと意見が出

ておりますので、保健・疾病対策課としましても、

事業をするときは、高校教育課あるいは保健体育課

等に依頼をしているところですが、やはり学校もい

ろいろな行事が多いということで、なかなか手が回

らないと聞いており、こういったところは教育との

連携がちょっとうまくいっていないところではない

かと思っております。

ただ、いじめの問題等もあり、学校関係の自殺に

結びつくところにつきましては、どうしても学校や

教育庁との連携、協力が必要となっておりますので、

今後も事業を行う際には、大学と保健・疾病対策課、

教育庁で協議しながら進めたいと思っております。

北林丈正委員（分科員）

ＳＯＳの出し方教育はどのぐらいの学校で、どの

ぐらいの時間を掛けて行っているかとか、その辺は

県として分かるものですか。

保健・疾病対策課長

高校については、年間五、六校をめどに行ってお

ります。小中につきましても、市町村にお願いして、

同程度で行っているものと認識しております。時間

は、大体１時間から９０分ぐらいで行っていると聞

いています。

北林丈正委員（分科員）

秋大の自殺予防総合研究センターの先生からも話

をいろいろと聞いたのですが、最終的に県と教育庁

との関わりがすごく大きいと感じてきまして、数が

足りないというのもあるのですけれども、スクール

カウンセラーを呼ぶかどうかも校長先生が決めるら

しいのです。校長先生が呼ぶと言わないと、当人と
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か保護者からそれを呼ぶことはできないという話も

あって、その辺、教育庁と保健・疾病対策課ともっ

と連携してやらなければいけないと思いますので、

どうかよろしくお願いします。

保健・疾病対策課長

このＳＯＳの出し方教育については、年間、大体

五、六校をめどにと言いましたが、直接、学校に訪

問するとなると、その辺が限度となるのです。それ

で、令和６年以降は、オンラインによる教育といっ

たことも大学では考えていると聞いておりますので、

どんどん広げていきたいと思っております。

加藤麻里委員（分科員）

関連して、女性の自殺者数が増えているというこ

とは、全国的でもあると言いますが、多分、全国的

な傾向では、若年女性の自殺が多くなっています。

来年度から困難女性支援法の具体的な計画という

ことで行うわけですので、女性の自殺者が増えてい

ることも重く捉えていただいて、この後の相談活動

ですとか、計画でもこういった部分にきちんと目を

向けて、対策等に取り組んでいただきたいと思いま

すが、この点についてはどうでしょうか。

地域・家庭福祉課長

困難女性支援法の計画について加藤委員からお話

がありましたが、おっしゃるとおり、女性の自殺に

ついても、新しい計画では民間との協働という観点

も重要視して計画を立てていきますので、その点に

ついても考慮しながら計画を策定してまいりたいと

考えております。

保健・疾病対策課長

女性の自殺相談については、全ての年代というわ

けではないのですが、ＬＩＮＥで相談する傾向が高

くて、例えば県で行っている電話相談だと、男性が

大体６５％で、女性が３５％である一方で、ＬＩＮ

Ｅは逆に女性が７割になっているのです。そうした

ことを考えまして、来年度、ＬＩＮＥの相談員の研

修でそうしたところを強化するほか、県でＮＰＯ法

人に委託している女性健康支援センターと、相談機

関である民間の蜘蛛の糸と連携して、蜘蛛の糸の相

談で女性に関わることでちょっと対応できないこと

があれば、女性健康支援センターにつないでいく形

の取組もしておりますので、そういったところを強

化していきたいと思っております。

沼谷純委員（分科員）

私も関連で、先ほど中高生のＳＯＳの出し方教育

について北林委員からお話がありました。ちなみに、

資料の右の表で、１９歳以下が前年度から減ったこ

とは喜ばしいことですが、前年度に６人、あるいは

今年度は４人ということについては、例えばＳＯＳ

が出ていたかどうか、どういう形でそのＳＯＳを把

握していたかといった辺りの実態はどんなものです

か。個人情報も絡むのでなかなか難しいかもしれま

せんが。

保健・疾病対策課長

１９歳以下のところにつきましては、学生以外の

者も含まれておりますので、実態については把握し

ておりません。

沼谷純委員（分科員）

把握できない部分も、もちろんあると思います。

１９歳以下の全てが中高生の６人、４人ではないと

思うのですが、何人というのはともかくとして、中

高生も含まれているとは思うのです。ＳＯＳの出し

方教育という事業をやる以上は、まさにそういった

状況に陥ってしまった御家族、親御さんもいらっし

ゃると思いますので、そういうところの何らかの状

況の把握がなければ、ただ秋田大学にお願いをして

教育を実施したり、あるいはモデル的にやってみた

りというだけでは、ちょっと弱いのかなという気が

して今お伺いしました。

もう一つ併せて、先ほどの北林委員の話ともつな

がるのですが、このＳＯＳの出し方教育は、この流

れからいくと、健康福祉部から秋田大学に委託をし

て、委託を受けた秋田大学が、今度は教育委員会に

協力をお願いして一緒にやっていくみたいな形にな

るのでしょうけれども、教育委員会内部の、まさに

自前の事業として、本来やっていくべきものではな

いかなと。秋田大学を経由して教育委員会に戻って

くる話ではなくて、教育委員会自前でこういうもの

をやらなければいけないと思うのですが、これは健

康福祉部にあえてお伺いすると、教育委員会でこう

いったことに関する取組をやっている、やっていな

いという辺りは把握されていますか。

保健・疾病対策課長

まず最初の学生の自殺の原因等につきましては、

遺書や周りの状況から判断されるものもあるのです

が、何もなくて急に亡くなられた場合は、警察の統

計からも原因不詳として扱われます。その辺の絡み

もありまして、そこがもしはっきりしているもので

あれば、やはり教育現場も交えてのそういった取組

は必要かと思います。

次にＳＯＳの出し方教育ですが、こちらは委託で

なく補助でやっているもので、文科省からも学校に

は、この事業について取り組むように通知が出てい

るはずですので、学校でもそういった意識はありま

す。そのほか、報道機関でもＳＯＳの出し方講座を

行っております。そういったものを含めまして、学

校側としても、こういったことをやらなければなら

ないという意識は持っていると思いますが、そのや

り方について分からなかったり、どういったことを

すればいいかという部分について、手助けを大学で

行って、実施しているものと認識しております。
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沼谷純委員（分科員）

そうすると、逆に健康福祉部としては、中高生の

ＳＯＳの出し方としては、どこに、どういうツール

で、どういう出し方で、というような、一つの形と

いうのですか、中高生にはこういうふうにＳＯＳを

出してほしいといった、目指すべき、到達する形と

しては、どういうものを想定されていますか。

保健・疾病対策課長

ＳＯＳの出し方教育の実施につきましては、県の

自殺対策の計画でも５０％以上が行うという目標を

設定しております。大学の事業につきましても、補

助ではありますが、やはり県で補助金を出す限り、

内容に合致したものでないとこちらでは出せません

ので、そういったものを事前に協議しながら行って

おります。

ちなみに、ただ学校に行ってやるだけではなく、

ＤＶＤの作成だとか、先ほどお話ししました動画に

よる配信だとか、そういった形をこちらと協議して、

決定しております。

沼谷純委員（分科員）

私の質問と少し違う。教育委員会でも、こういう

ことをやらなければいけないと認識していると思う

と、先ほど御答弁がありました。あるいは文科省か

らも通知がある、あるいは秋田大学としてもという

話もありました。それぞれの主体で、それぞれやら

なければならないという意識があることは分かりま

したが、秋田大学にこれを補助金としてやっていた

だく、あるいは教育委員会でも何らかの取組をやっ

てもらえるのではないかというのは、それぞれ別の

主体の話です。ちゃんとＳＯＳが出ていても、なお

防げなかった場合もあるかもしれませんが、どのよ

うにしてＳＯＳを出してほしいとか、どこにＳＯＳ

を出してほしいとか、そういった出し方を中高生に

対して教育するわけですよね。つまり、教育するか

らには、県の事業ですから健康福祉部として、こう

いうふうに出してほしいとか、こういうときにはと

いう一つの形がなければいけないのではないかなと。

そこはどうお考えですか。

保健・疾病対策課長

やはり生徒の立場に立ちますと、一番ＳＯＳを出

しやすい人は友達あるいは家族、そして学校の先生

等だと思います。そういったところに相談できない

場合については、民間団体のＬＩＮＥや電話を使っ

て相談する、そしてそういった不安を取り除いて進

んでいくという形で行っていただきたいと思ってお

ります。

沼谷純委員（分科員）

最後にしますが、これは教育委員会の理解、取組

を是非しっかりと把握をしていただいて、無駄とか

重複がないようにしていただきたいということと、

教育委員会でもこれは当然に認識ある、「と思いま

す」ではなくて、「ある」ということと、どういう

取組をやるかということもしっかり詰めた上で、健

康福祉部ではここをやりますと、しっかりと連携、

分担をして、防止という意味では、学校も非常に大

事な場になりますので、学校で何ができるのか、学

校以外のところで当局が何ができるかをしっかりと

詰めて、進めていただきたいとお願いをしたいと思

います。これについては部長、お願いします。

健康福祉部長

子供に関わることであり、当然、教育委員会も主

体的に取り組んでいると思いますので、そういった

点はきちんと確認しながら、学校でやっていただく

こと、それ以外の施設等でやっていただくことなど

をきちんと押さえて、役割分担をはっきりさせなが

ら、効果的な事業の執行に努めたいと思います。

鈴木真実委員（分科員）

４０ページの妊娠・出産への健康づくり支援事業

についてお伺いいたします。

秋田県の少子化においては、直接的に最前線に位

置する事業だと思います。その中で、（２）番に幸

せはこぶコウノトリ（不妊治療総合支援）事業があ

りますが、たしかこれは十七、八年になるのではな

いかと思います。４３歳未満とか内容は変わったり

していた記憶がありますが、例えばこの事業をやる

ことによってどのくらい子供が増えたか、成功した

か、成功というのか、言葉がちょっと悪いのですが、

子供が欲しいという人にそういう……

【「実績」と呼ぶ者あり】

鈴木真実委員（分科員）

実績かな。実績をどのくらいだと県は考えていて、

この事業を続けていらっしゃるのか、そこを教えて

ください

保健・疾病対策課長

不妊治療総合支援は、今、鈴木委員がおっしゃっ

たとおり、県の妊娠・出産への健康づくり支援事業

では一番の目玉の事業になっております。

昨年度から保険適用となりまして、人口減少と比

較すると、前より申請件数は増えております。あく

までも比較した場合ですけれども。そういったこと

を考えますと、県民に対しては、県が助成している

効果は現れていると思います。ただ、最終的な目標

が出生数の増だとすれば、その辺の判断は厳しいの

ではないかと思っております。

鈴木真実委員（分科員）

厳しいと判断されている数字等の内容については、

公表というか、しゃべれるものでしょうか。

保健・疾病対策課長

はっきり言いますと、人口、出生数を増やすため

の事業だとすれば、出生数は減っているわけですの
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で、そこはいい成果は出ているとは言い難いかもし

れませんが、県でこういったものがあるというＰＲ

の面を考えると、そこは成功していると思います。

そしてさらに、市町村につきましても、これに追加

して事業も行っておりますので、その点を考えます

と、全県の子供が欲しい方に対しては、こういった

事業があるということをＰＲしている分については

うまくいっているかと思います。

委員長（会長）

暫時休憩します。

午前１１時４５分 休憩

午前１１時４８分 再開

委員長（会長）

再開します。

保健・疾病対策課長

特定不妊治療における着床率が１８％から２２％

の間でこれまで推移してきました。それが令和４年

におきましては２７％まで上がったということ。そ

れから、件数につきましても、令和３年度は保険適

用に係る駆け込みで一気に増加しておりますが、そ

れをイレギュラーとして除きますと、令和２年から

令和４年におきましては４４４件から４９２件とい

う形で５０件近く上がっておりますので、そういっ

た効果はあると思います。

鈴木真実委員（分科員）

すみません、最後、何が５０件増えたと今おっし

ゃったのですか。

保健・疾病対策課長

申請件数です。

鈴木真実委員（分科員）

すみません。令和３年が……

保健・疾病対策課長

令和２年が４４４、令和３年が５７２、令和４年

が４９２です。

鈴木真実委員（分科員）

本当にメインの事業ですので、これについてもっ

とＰＲしていただいて、子供が欲しいとおっしゃる

方に県が手を差し伸べる、それに市町村も補助等を

加算して、皆が使えるということをもっと丁寧に御

説明をお願いします。先ほど言ったように、２７％

の着床率という実績も出ておりますので、その辺り

も県民が分かるようにお伝えしながら、この事業を

進めていっていただきたいと思います。本当に大事

な事業だと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。

続いて御質問いたします。４２ページの（３）番

の難聴児支援事業で、お子さんのきこえのハンドブ

ック作成、それから私も１２月議会で、リトルベビ

ーハンドブックとして提案させていただいたのです

けれども、（７）番の新規事業、母子健康手帳プラ

スブック作成事業について、それぞれ県職員が作る

ハンドブックになるのでしょうか。

保健・疾病対策課長

県が作って、市町村等に配付するものです。ただ、

きこえのハンドブックにつきましては、市町村配付

ではなく、産科とか聴覚支援学校、あとオリブ園に

配付する予定としております。

鈴木真実委員（分科員）

例えばリトルベビーハンドブックは、他県の状況

を調べたときに、作成までに関わる方々がたくさん

いて、作ってから配付するのがどうではなくて、作

るまで、出来上がるまでの過程を、ほかの県は大事

にしているというお話がありました。なぜかという

と、それに参画するこのような子供さんを持つお母

さん方が、こういう事業に参画した、それから専門

的な分野の方々、見識ある方々がそれに加わって、

秋田県版のこういうものを作り上げていくという視

点が大事だと思うのですが、それについてはいかが

ですか。

保健・疾病対策課長

リトルベビーハンドブックはプラスハンドブック

というものですが、これにつきましては他県でも前

例がありますので、まずそのいいところを参考にす

るほか、秋田県内の医療機関、日赤や秋田大学附属

病院、あとＮＩＣＵにお子さんが関わったお母さん

の会があるので、そういったところからも意見を聞

いて、秋田県にマッチするものを作成しようと考え

ております。

鈴木真実委員（分科員）

予算的に１００万円弱の予算でありますが、どち

らもそういう会合を開くことが、一歩踏み出すとき

に大事なことだと思いますので、そういう検討会み

たいなものをきちんと事前にやっていただきたいと

提案しますが、いかがでしょうか。

保健・疾病対策課長

ハンドブックの作成につきましては、正直なとこ

ろ検討会を大々的に開くのではなく、関係の方々の

意見をまとめて作成しようとしております。ただ、

その中でいろんな意見が出てきた場合は、また関係

する方に聞いたりして、作成していきたいと思って

いるところです。

鈴木真実委員（分科員）

県民参加型の県政をと日々言っている中で、その

辺につきましては是非そういう検討会を、作成委員

会みたいなものを設けてやっていただきたいと思い

ますが、部長、いかがでしょうか。

健康福祉部長
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具体的に○○検討会という名称を付けるかどうか

は別にしまして、きちんと関係者の方、民間の方を

含めた御意見を伺う機会を必ず設けたいと思ってお

ります。

鈴木真実委員（分科員）

是非、名前を付けて、取材をしていただいて、県

民にＰＲしていただければ大変ありがたいと思いま

す。よろしくお願いします。

委員長（会長）

ここで、昼食のため暫時休憩します。

再開は午後１時１５分とします。

午前１１時５４分 休憩

午後 １時１２分 再開

出席委員（分科員）

休憩前に同じ

説 明 者

休憩前に同じ

委員長（会長）

委員会及び分科会を再開します。

休憩前に引き続き、健康福祉部の議案の審査を行

います。

初めに、医務薬事課関係の質疑を行います。

加藤鉱一委員（分科員）

今回も佐藤委員長が代表質問をしていましたが、

病院機構の４期計画で循脳センターの予算が１９億

円増えています。知事説明にもありますけれども、

医師が不足している、設備はきちんとしたものがあ

る、医療連携の関係の話もちらちらと出てきている。

そういう中で、将来こういうふうにしたいという数

値目標もいろいろと出てきています。医師は２２人

不足しているのでしたか。この４期計画で医師がい

なければ、今の循脳センターの設備や機能を生かす

のは無理だということでよろしいですか。

医務薬事課長

３期計画の段階では、医師を増やすことで機能強

化を図っていくということでしたが、高い計画目標

のため、それに達成していなかったということにな

ります。

今、現状で考えている循脳センターの役割や医療

提供体制の在り方は、基本スタンスは変わらず、県

としても支援していくというスタンスの中で、まず、

今いる医師数は確実に確保しながら、循環器部門に

ついては、関係大学と連携を図り、医師の取り込み

作業につきまして、今までは循脳センター独自で取

り組んできたところもありますが、今後は、県も一

緒になって連携して、循脳センターの機能を十分に

生かせるような形で取り組んでいきたいという方向

性でございます。

加藤鉱一委員（分科員）

課長は今、県も積極的に介入して、医師の確保に

努めていきたいという話をしましたが、その見通し

といいますか、協議会を作って話合いをする中で、

医師の見通しをどのように考えているものですか。

医務薬事課長

まずは、今の医師数を最低限キープ、確保しなが

ら、秋田大学とか関係大学と協議し、充足できるよ

うな形で、県もコミットして進めていくというスタ

ンスでございます。

加藤鉱一委員（分科員）

課長は、一口で連携しながらと言うが、そういう

のであれば、もっと早くそういう体制が作れたので

はなかったかと逆に思うのですが、それができなか

ったから今の状況になっているわけで、そう簡単に

……。秋田大学と連携したからなんて、簡単にいく

のかなという疑問が１つあります。

それから、この病院は三次救急医療になっていま

すから、三次救急医療としての機能を備えているわ

けですよね、いろんな手術、設備。最近においては、

三次医療としての役割をどのように果たしてきたの

ですか。要するに多種類、いろんな病気を持ってい

るから総合病院に行く人が多いという説明は前にも

していますよね。けれども、三次救急の医療機関で

す。利用というのはおかしいけれども、どのように

三次医療として活用されてきているのか、そういう

数値はありますか。

委員長（会長）

暫時休憩します。

午後１時１８分 休憩

午後１時１８分 再開

委員長（会長）

再開します。

医務薬事課長

まず、循脳センターは、脳と循環器の包括的な医

療提供体制を作る三次救急医療だということです。

救急患者については、令和２年、令和３年、令和４

年辺りはコロナの関係で減ってきておりますが、令

和５年度の救急患者数の見込みは１,３１９件とな

っております。ただ、コロナ前につきましては

１,５００件程度と多かったので、そういう意味で

は救急患者数も減ってきていると感じておりますが、

是非ともコロナ前の件数になるような形で進めてい

けるようにというのが１つです。

あと、周辺の医療機関も循環器関係の医療提供体
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制も進んできたということがありますので、その辺

は市内の医療機関との役割分担と連携、どういうふ

うにして整備していくのかという協議の場を設けて、

うまく分担が進むような形で進めていければと考え

ております。

加藤鉱一委員（分科員）

今、課長おっしゃるような、そういう三次救急医

療としての一定の救急患者の受入れは、ある程度分

かりましたが、皆さんからも考え方として、去年の

１２月議会あたりから、地域との連携という言葉は

盛んに出てくるわけです。ここではないけれども、

連携病院のことも医務薬事課の項目にありますよね。

そういう意味では、県立病院機構として民間との連

携という、どちらかといえば、ほかの病院ではでき

ない政策医療的という考え方が当初はあったのです

が、逆に言えばそういう連携が進んでいなかったと

いう裏返しにもなるのではないですか。その辺りは

どうですか。

医務薬事課長

委員のおっしゃるとおりといいますか、その辺の

協議が十分進んでいなかったと考えております。現

時点でも、循脳センター、リハセンにおきましては、

紹介、逆紹介、それから画像診断の取組を通じまし

て、県内の医療機関との連携は築いているという状

況でございますが、第４期計画期間中は機構側には

さらなる連携の取組を進めてほしいと認識しており

ます。例えば、資料の７３ページの右側の点線にあ

りますが、県としましては地域医療構想調整会議な

どの協議の場で深めるとともに、特に秋田市内につ

きましては急性期医療を提供する病院が集中してい

る状況もありますので、解決に向けて、県が市内の

病院間での協議の場をさらに設けるなどして、連携

の在り方については議論していきたいと考えており

ます。

加藤鉱一委員（分科員）

今、課長おっしゃったような連携の在り方を模索

していくことは、地域連携拠点病院としての連携の

在り方を模索していくという考え方でいいですか。

医務薬事課長

連携拠点病院といいますか、役割分担と連携のと

ころの協議をして、さらに循脳センターの持つ医療

提供体制といいますか、その機能といいますか、そ

の辺も十分に主張しながら、ここは取り組んで、こ

こはお願いするという形で、その役割分担と連携が

進んでいけばいいかなと思っております。その中で、

紹介、逆紹介とか、高度医療機器の利用といった形

で増やしていくというように進めていきたいと考え

ております。

加藤鉱一委員（分科員）

新しい視点での取組内容、新規に取り組む事項と

して、リハセンを入れれば４つぐらい項目が出てい

ます。県内医療機関と連携した専門医療の安定的な

提供ということで、地域の医療機関、介護・福祉施

設等との連携強化が１つ、あとはリハビリと、協議

会を作って県も入る、それから法人の役員も入る。

私はこういう事態になれば、やっぱり医療の専門家

というか、コンサルではないけれども、専門の方を

入れて協議して、貴重な資源を有効にもっと活用

せっかくこのくらいの規模の病院を建てて、循脳

センターを造って、それで利用者が少ない、ベッド

の利用率は救急で５３％……。皆さんはこれから協

議会を作ってやっていくと言います。それはいいこ

とですが、こういう状態で、これを何とかして打ち

破ってやらなければ、とてもでないが、県と理事者

とでできるのですか。私はちょっと、どうだろうと

思うけれども。

医務薬事課長

２月７日の委員会で鈴木委員からも、外部の専門

家を入れるべきだという意見もありましたので、そ

の辺を踏まえて、経営管理会議と病院機構の将来の

あり方検討会議という２つの会議で、外部の意見も

入れていきたいと考えております。

経営管理会議においては、独法制度や病院の経営

に詳しい医療コンサルの方に入っていただくと。そ

れから、病院機構の将来のあり方検討会議におきま

しては、県内の医療関係者だったり、医療以外の有

識者などにも参加していただき、意見を伺って、そ

れぞれの会議の取りまとめ、意見を反映する形で進

めていきたいと考えております。

加藤鉱一委員（分科員）

そういう考え方で私もいいと思いますが、計画に

は事務部門の職員の確保という項目もあるのです。

ということは、経営について、病院、医療ではなく、

そういう事務部門の体制が今、確実に不足している

という認識でいいのですか。だから、そういうのが

必要だという判断をしているのか。

医務薬事課長

今回は、現金預金が不足ということで、大きな額

の運営交付金とかがありました。そういった意味で、

今、御意見にありましたとおり、経営に優れた職員

の養成が必要ということで、採用であったり育成と

いったことを機構としても組織体制も含めて進めて

いくということで、計画に盛り込ませていただいて

おります。

加藤鉱一委員（分科員）

それから効率的な運営体制という言葉もよく出て

きているのですが、効率的とはどういうことですか。

効率的な運営体制とは、つまり利益の上がる体制と

いうことか。これはどういうことなのか。

医務薬事課長
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今、診療報酬改定がありますが、診療報酬上で、

病院における医療提供体制のより上位のというか、

より有利な形で診療報酬を得られるよう的確に対応

するということが１つと、それからもう一つは費用

の削減、重複する薬剤は１個に集約するとか、契約

内容は工夫しながら入札のときに医療機器を低く抑

えるとか、そういう収入と費用の削減を一体的に進

めていくという考え方でございます。

加藤鉱一委員（分科員）

私も２年に１回ぐらいＰＥＴ検査で行くけれども、

受付案内の前を通っても、レントゲン、ＣＴだとか、

とにかくこれで間に合うのかと、利用してみて実感

しているのです。フロアにはそれなりにいますが、

本当にこれで病院経営は成り立っているのかなと思

うくらい、人が案外いないです。簡単に言えば、机

上の空論にならないようにしてほしいということで

す。現場をよく見て、どういう動きをしているのか。

職員の皆さんは暇だから話をしているという感じで

す。だって、人が来ないのだもの。本当に皆さん、

危機感がない。実感としてそういうふうに思うので

す。ですから、この４期計画は本当に立て直しとい

うよりも、県民の県立病院ですから、県立病院とし

てやらなければいけないこと、県民のための医療、

健康寿命のために、他の病院との連携など、いろん

なことをいっぱい書いていますから、これを本当に

きちんとやるように、皆さんも腹を据えて頑張って

いただかなければ、また持ち出しがどんどん増える

可能性ありますので。

それから、もうちょっとＰＲすべきですよね、Ｐ

ＥＴ検査でも何でも。あそこが独自に持っているも

のがあるではないですか。あそこでなければできな

いものがあるのです。ＰＥＴとかの機器や手術でも。

そういうのをもう少し県民の皆さん、あるいは県外

とか。大体ＰＥＴ検査なんて県外から宣伝に来て、

県外に行っている人もいます。盛岡の病院とか。正

直なことを言えば、ここは親方日の丸ですから、そ

ういうことはしない。

だから、民間のノウハウとかを学んで、そういう

経営をしっかりやってほしいと思いますが、最後に

部長の見解をお願いします。

健康福祉部長

今度の第４期計画については、私どもはもちろん

のこと、機構も緊張感と覚悟を持って、目標必達と

いうことで向かいたいと思いますし、その際にはＰ

Ｒも含めて、いわゆる民間の経営センスを生かせる

ような仕組み、あるいは会議等の場で意見を求める

などして、これまでにない、タブーのない取組をし

ていきたいと思っております。

佐藤正一郎委員（分科員）

私も代表質問で機構の循脳センターの件を取り上

げたのですが、この４期中期計画を見ましても、一

番肝腎なのは医師の確保で、医療スタッフ、医師が

欠けてきているのが非常に大きいと思うのです。私

も実際そこで検診を受けて、関わりがある者として

思うのですが、話を聞くと、今、東北大学から派遣

されている手術を担当できる循環器の先生も４月か

らは来なくなる。あるいは実際に今、循環器を担当

されている先生の中には、３月いっぱいで退職され

る方もいる。そういう話も実際に聞いていて、私も

非常に危機感を持って、この前、質問したのですが、

この中期計画を見ると専門医療の提供体制を推進す

るという大きな基本的な考え方はあるけれども、医

師のことは一言も出てこない。これは、先生方がい

なければ、実際こういう病院は全く機能しないので

はないかと思うのですが、この点はどうですか。

医務薬事課長

循環器部門の医師ということで、東北大学からの

派遣を受けていますが、４人ほどいまして、病院機

構にその辺を確認しました。その人数については、

令和５年度段階の一定の医師数は確保するというこ

とで、今、作業を進めていると伺っております。

佐藤正一郎委員（分科員）

その部分がしっかりしないと、幾ら立派な施設あ

るいは医療機器を持っていても、あるいは医療スタ

ッフをいっぱい抱えていても、病院が機能しないと

か、そういう心配があります。これはこの後も継続

していくことですから、医師スタッフの確保につい

ては全力を挙げて取り組んでもらって、そこが回復

すると、また患者さんも増えてくると思うのです。

実際、今そういったことに対応できなくて、どんど

ん先細りの状況になってこうなってきたと思います

から、そういった点で医師の確保については強く希

望しておきます。

健康福祉部長

医師の確保は、経営の根幹部分に関わることであ

りますので、当面、令和６年度に向けては令和５年

度の体制が維持できるような見通しを付けていると

ころではありますが、中長期的にも安定して医師が

確保できるように、いろいろな関係機関の協力も得

ながら進めてまいります。

鈴木真実委員（分科員）

７０ページの第４期中期計画（案）の概要を説明

していただいたときに、これを県から提案して、機

構でおっしゃったこと、答申としておっしゃったこ

と、案はオーケーだとおっしゃったこと、そのほか

もう一回確認させてください。何ておっしゃったか

教えてください。

医務薬事課長

中期計画（案）に対しまして、秋田県地方独立行

政法人評価委員会からの評価といいますか、答申を
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得た内容になります。先ほど言いましたとおり、中

期計画（案）を認可することについてはおおむね内

容としては妥当だろうと、ただし、次期計画の遂行

に当たっては、病院機構が県立病院として果たす役

割を明確化し、地域医療構想の実現に向け、他の医

療機関との役割分担や連携強化を一層推進するとと

もに、病院機構の有する優れた医療資源を十分活用

することにより、その取組が本県の医療水準の向上

と県内医療の充実に資するよう、県と病院機構が一

体となって取組を進めることということで答申を頂

いたことを説明いたしました。

鈴木真実委員（分科員）

今までの質問の中で、県としてやりたいと思うこ

とが、そこに全部込められているような気がするの

ですが、機構の評価委員会でありますので、機構そ

のものとしてはどんな感触でしょうか。機構そのも

のの存在が前面に出てきていないのですが、実際は

機構と県がやるべきことだと思いますし、それから

第３期のときに県はどんな関わりだったのかを、も

う一回確認させてください。

医務薬事課長

県の関わりでは、中期目標を県が策定します。そ

の中期目標に従ってといいますか、その内容を踏ま

えて、機構側が中期計画を策定する形になります。

よって、中期目標に定める内容については、基本的

には計画の中で踏襲されていますし、今回の経営の

こともありますので、その辺は内容として網羅され

ているということになります。

あともう一つ、３期の実績に関しては、２月７日

の委員会でもありましたが、県側も、機構側もそう

ですが、新型コロナウイルス感染症の拡大とかがあ

ったにしても、財務面、特に現金預金の見通しにつ

いては、深く分析していくべきだったと考えており

ます。そういった意味で、第４期は経営が維持でき

る最低限の交付金を交付することとしておりまして、

病院機構と定期的に経営の状況とか資金状況、ここ

にあります経営管理会議、それから将来の在り方の

検討も踏まえながら、着実な取組を進めていくと。

さらに、病院機構側についても同様に、着実にここ

に盛り込まれている内容については実施していただ

くということで、双方合意している状況でございま

す。

鈴木真実委員（分科員）

先ほど部長も、今回の問題の根幹は医師確保では

ないかということをはっきりおっしゃられました。

医師を確保して安定的にやるということが今後の病

院機構の在り方の一番基になるということですが、

先ほど佐藤委員長が実際に病院に行くと、患者さん

が少ないのにスタッフが多いのではないかという話

がありましたよね。

【「加藤さん」と呼ぶ者あり】

鈴木真実委員（分科員）

加藤委員から。それで、医師についてはどうかと

いうときに、課長の答弁では、辞めた代わりに東北

大学から４人いらっしゃるということでしたよね。

そうだったと思います。秋田大学がすぐ近くにあり

ますので、秋田大学との関連性というか、秋田大学

との医師の関係というか、医師を出してもらえれば、

もっと医師を確保できるような気がすると思います

が、そこ辺りの関係はどうなっているのでしょうか。

医務薬事課長

先ほど循環器の医師の部分で、４人ドクターがい

て、うち３人は東北大からの派遣だという話であり

ました。それは、リカバリーされると伺っていると

いうことでございます。

ただ、秋田大学との連携については、いろいろと

やり取りはしているのでしょうけれども、医師確保

に関しましては、協議といいますか、その辺が十分

でなかったという反省もありますので、今後は県と

しても、医師確保に関する度合いも深めながら高め

ていって、医師の取り込みといったものは大学側と

も協議していきたいという趣旨で説明させていただ

きました。

鈴木真実委員（分科員）

運営交付金として１９億円を持ち出すことは、非

常に県民の負担が大きくなっているということです

ので、ありとあらゆることを機構と連携しながら関

与していただき、周辺の医療機関ともぎっちり情報

交換しながら、あるべき姿というのですか、昔の脳

血管センターみたいな感じに近づけるように。ああ

いうときもあったのですから。後ろを振り向いても

仕方ない話でありますが、目指す目標は、ああいう

形ではないかと思いますので、頑張っていただきた

いと強くお願いいたします。

加藤鉱一委員（分科員）

今回、医務薬事課で、新規で在宅医療推進支援事

業と、同じ名称の事業が２つあるけれども、１つは

医師会への委託と、もう一つは看護協会への委託で

すよね。新規事業といっても、ほかのところでもや

っている事業です。県の医師会がナラティブブック

をやっていました。それで、ほかの病院もそれを活

用している秋田県独自の 医師会の伊藤先生がナ

ラティブブックのソフトを開発して医師会がやって

いるあの取組と、この事業は関連するのですか。

医務薬事課長

ナラティブブック、オンライン診療の事業は、今

年度まで実証事業という形で進めてまいりました。

在宅医療モデルだったり、へき地のモデル、介護施

設のモデル、それから訪問看護ステーションと連携

したモデル事業ということで、これまで３か年ぐら
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い掛けて実証事業を実施しています。今年度、標準

仕様書とか経費の部分を取りまとめて、来年度から

はいよいよ実装に動くという形になります。

その中で、委員会提出資料４７ページの在宅医療

推進センター運営事業に（４）の研修会の開催とい

うのがありますが、この中でＩＣＴを活用した連携

として、ナラティブブックなり、在宅医療に関する

ＩＣＴの部分を実務研修といいますか、活用につな

げていただく形で研修会を開催して、実際の現場で

広く使っていくということで進めていきたいと考え

ています。関連性でいけば、この部分になるかと思

います。

加藤鉱一委員（分科員）

２つの新しい頭が在宅医療推進支援事業で、看護

協会と医師会、これは別々です。別々で委託するの

はいいのですが、別々に委託しても、最終的には機

能しないといけないわけでしょう。それは、エリア

としては８医療圏みたいな感じになるのかな、分か

らないけれども。今の人口減少や高齢化とかを地域

で考えれば、私は由利本荘でエリアが広いから、鳥

海から岩城まで、ずっと見ていれば、在宅の必要性

というのは着実に増えてくる。しかも、在宅でみと

り、私はうちで、という人が増えてきているのです。

そういうことになった場合に、県内でも、秋田市の

医師会ならエリアは非常にコンパクトでいいわけで

す。でも、雄勝の医師会といったら結構広い。ほか

も意外とみんな広いです。そういう中で、同じ目線

で、同じ基準で医師会というのは、この辺りを県は

どういうふうに考えるか。だって、実際に委託した

場合、効率が全然違うでしょう。

医務薬事課長

在宅医療の推進に関しては、今おっしゃったとお

り、医療圏の再編とは、身近な医療を充実させると

いうことで、専門的な医療と身近な医療を両輪で進

めていく形で医療計画を進めていくことにしており

ます。その意味で、在宅医療につきましては、圏域、

地域包括ケアシステムと親和性が高いので、基本的

には市町村単位で構築すべきだろうと考えており、

我々とすれば今回、８つの圏域で進めていくことで

在宅医療は進めております。そういった中で、在宅

医療の協議会であったりとか、（２）の医療・介護

連携推進協議会につきましては、それぞれ８圏域の

中で進めていくということで、市が大きいというの

はありますが、身近な圏域の中で進めていくと考え

ております。

それとあわせて、当県は県土が広いものですから、

へき地だったり遠いところに関しまして、そういっ

た意味でＩＣＴといいますか、オンライン診療も活

用しながら、医療資源を有効に活用することで進め

ていきたいということで、この事業があります。さ

らに、訪問看護ステーションに関しても、在宅医療

の分野で力を発揮していただくということで、今回、

在宅医療推進支援事業の項目として、ワンセットで

事業提案させていただいたものございます。

加藤鉱一委員（分科員）

地域包括ケアシステムの中でということですが、

何年前かな、由利本荘市が誕生して間もなく訪問介

護ステーションを作ったのです。そこはやめました。

要するに間に合わないのです、遠くて効率が悪いか

ら。８圏域でやるという方針を今、県が立てるのは

いいです。ただ、現場の医師会と看護協会にこうい

うのを委託して、研修会とかＤＸなどいろんなこと

をやる。医療の点数は今までどおりの形では間に合

わないのです。だって、由利本荘を例にとれば悪い

けれども、私は県庁まで三十何分だけれども、同じ

選挙区でも鳥海の奥のほうだと１時間といくらか掛

かるのです。秋田市だってそのくらい違う。いろい

ろあるのです。

丸投げというよりも、この辺りを県としてどう考

えるのか。ポリシーがないと駄目なような気がする

のです。丸投げして、地域包括ケアシステムと支援

制度があるから、それで看護協会と医師会でやって

なんて、そんな簡単なものではないような気がする。

けれども、せっかくこうして基金を取り崩して

６,０００万円近いお金を出してやるのだから、こ

こは丸投げだと、投げたからいいというものではな

いということを、皆さんよく考えてやってほしい。

そのくらい大変なことだし、医師も効率性は悪い。

そこに医師がいればいいけれども、訪問看護をやる

医師はやっぱり専門 だって、医師だって稼がな

ければ、稼ぐというのはおかしいけれども。診療報

酬をきちんと上げるためにも３０分、４０分掛けて

……。今はまだ医者は大体いるけれども、その辺り

を皆さん、こういうのを作るのはいいが、絵に描く

のはいい、国も推進している、だとすれば、仙北市

がやった、何だっけ……

【「車ね」と呼ぶ者あり】

加藤鉱一委員（分科員）

慢性的な病気であれば、医療カーとか、国でもこ

れからはＩＣＴという時代ですから、医師専門のそ

ういうものを作るとか、圏域に合ったことを逆に県

は提案していくべきだと思う。これは丸投げでは駄

目だと思う。そこはどう思いますか。

健康福祉部長

今回、県医師会と県看護協会への委託事業になっ

ておりますが、当然、委員がおっしゃるように丸投

げではなくて、県としても積極的に関わっていきま

すし、統括は県医師会でやりますが、今、課長から

説明があったとおり、実際の動きは各圏域、郡市医

師会レベルで行うと。これまで当県は市町村の関わ
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りが医療に関しては少し弱かったかなと。ですので、

その関係で介護福祉との連携も進んでいない部分が

ありますので、今回の在宅医療につきましては郡市

医師会に、市町村も積極的に入っていただいて、介

護福祉にもつながるような形での事業スキームを考

えております。特に、アドバイザーも専門の方をお

願いして、他県でも進めているような先進的なもの

も取り入れたいと思っております。

看護協会も、二重には見えますが、看護協会は看

護協会で訪問看護ステーションがあり、委員おっし

ゃるとおり、効率が悪くて、実際、小さい事業所ほ

ど経営が苦しいという部分があります。そういった

経営面まで見ていくようなスタンスで、今回の事業

は組んでおりますので、当県の地域の実情に応じた

細やかな対応がとれるような事業展開にしてまいり

ます。

加藤鉱一委員（分科員）

そういう部長のお話でまず了解しますが、国、厚

労省でも、こういう体制は、これからの時代を乗り

切るために推進しているわけです。それで、この基

金を取り崩してやるというのがちょっと分からない。

こういうのは基金ではなくて、国でちゃんと予算を

盛っているではないですか。これは、基金を取り崩

さなければできない事業ですか。

医務薬事課長

医療介護基金のメニューに在宅医療の推進という

のがあり、まさしくこれは在宅医療を推進するため

の事業です。そういった場合については事業提案し

て、基金を活用して実施するということですので、

財源も医療介護基金を使うことになります。

沼谷純委員（分科員）

私も今の在宅医療のところで何点かお伺いしたい

のですが、地域包括ケアシステムということで、描

いていただいている絵はとても美しい絵なわけです

が、例えば圏域ごとに在宅医療が必要な方がそれぞ

れ何人ぐらいいらっしゃるかというのは、今すぐお

答えいただかなくても、それは把握されているとい

うことですか。今、具体な数字でなくてもいいので

すが。

医務薬事課長

全県単位での数字とか、細かい圏域単位での事情

把握はしております。

沼谷純委員（分科員）

そうすれば、圏域単位で在宅医療が必要な方の数

字をまず把握していて、これからそれがまた増えて

いくだろうという推計もされているということでい

いですか。

医務薬事課長

在宅医療の需要については、増えていくという方

向でございます。

沼谷純委員（分科員）

逆に、そこに対する供給という意味では、医療と

看護、介護とあるわけですけれども、これは長寿社

会課に伺ったほうがいいと思いますが、いわゆる在

宅介護はヘルパーですね。こういう事業者は、増え

ているのでしょうか、減っているのでしょうか。圏

域ごとでなくてもいいのですが。私の感覚ですと、

いわゆるヘルパー事業は、今回の介護報酬の改定も

マイナス改定だったので、訪問介護は合わないとい

うことで、ヘルパー事業から撤退していっている事

業者さんは結構多いなと秋田市でも感じるのですが、

その辺の実情はどうかなと思いまして。

長寿社会課長

経年の変化については、ちょっと手元に資料がご

ざいませんので、後ほど提供したいと思います。

沼谷純委員（分科員）

逆に、訪問看護ステーションは全県的には増えて

いますか、減っていますか。

医務薬事課長

令和５年現在で５１あるということで、小規模の

ものが新設したりしますので、数はその辺、凸凹と

いう形で推移しています。

（※６２ページで発言訂正あり）

沼谷純委員（分科員）

これは私の感覚ですので、違う認識であればいい

のですが、訪問看護も訪問介護も非常に厳しい経営

状況の中で、この在宅医療、在宅介護、地域包括と

いうものを維持していく、その支え手のところの事

業者が非常に細ってきているところに、介護であれ

ばマイナス改定みたいなことがあったりして、この

絵のとおりになかなかならないところをどうしてい

くのかと。それは、医師会ですとか看護協会に、こ

ういう事業を行っていただくだけでは、難しい世界

ではないかなと思っています。加藤委員とも重なり

ますが、そこを是非、在宅の介護であれ訪問看護で

あれ、地域の事業者がいなくなっていくというとこ

ろ、あるいは圏域によっても大分ばらつきがあると

思いますので、そこを細やかに見て、ネットワーク

といいますか、具体的な絵を描いていっていただき

たいというお願いをします。

その上で、次の４８ページの訪問看護ですけれど

も、訪問看護ステーションの様々な課題と書いてい

ますが、ここで想定している様々な課題とはどうい

うことでしょうか。

医務薬事課長

訪問看護事業所は、どうしても小規模なところが

多いので、経営的なもので非常に事業者自体が苦労

されていると伺っております。また、離職者も出た

りして、訪問看護ステーションがなくなったという

話を聞いておりますので、その辺、一定の数といい



- 61 -

ますか、それを維持できるような形で進めたいとい

うところでございます。

沼谷純委員（分科員）

今お話しいただいた小規模なところが多いという

ことと、離職者が多いということは、原因と対策も

それぞれ違ってくると思うのです。小規模な事業者

が多いところに関しては、どういう解決策が考えら

れますか。

医務薬事課長

今回の事業の趣旨は、看護協会に委託してという

ことにはなりますが、そういった事業者が経営、運

営していく中で、問題点について相談受付や必要な

アドバイスとかをしていくということ、さらにはこ

こに書いてありますように、新規の開設や管理運営

に関する相談対応に取り組んでいくということでご

ざいます。

沼谷純委員（分科員）

今の看護協会の体制が分からないのですが、この

１,３００万円の事業費で看護協会にどういう体制

を作ろうとしているのか。私は看護協会の役割の一

端しか分かっていないかもしれませんが、看護協会

が経営とか管理運営といった経営的な部分に関して、

経営されている方々に、経営的な視点から何かアド

バイスするとか、小規模であればくっついて、例え

ばＭ＆Ａではないですが、そういうことの指導がで

きる体制に、いささか疑問を感じるのですが、それ

を看護協会に行っていただくのですか。

医務薬事課長

看護協会でも、センターが出来る以前から、訪問

看護に関する役員といいますか、理事とかがいて、

いろいろ調査したりアドバイスをしてきました。今

回の事業に関する人員としましては、専門の方１名、

それから非常勤といいますか、０.５、０.５の３人

体制で運営していくと伺っております。経営の在り

方についても、一定の支援はできるということで、

この事業を立てつけさせていただいたところでござ

います。

沼谷純委員（分科員）

先ほど全県で５０というお話がありましたので、

看護協会を経由してというよりは、５０であれば、

医務薬事課で５０の訪問看護ステーションに聞き取

りなり、足を運ぶなりされて、経営実態がどうなの

か、どういう意向を持っているのか、そういうとこ

ろを直接伺うとか、看護協会でない、活性化センタ

ーがいいとは言いませんが、そういう経営的なこと

や資金調達、資金繰りとか、そういうことも含めて

アドバイスする、そういった面からのアプローチを

しないと、看護協会がステーションの経営、運営の

ことをあれこれいうのは、人を配置してもなかなか

難しい。繰り返しになりますが、本当にできるのか

なと、私は非常に疑問を感じるということと、もう

一つ、ナースセンターのことも書いていただいてい

ますが、これはアトリオンのナースセンターですよ

ね。ちなみに、ナースセンターの実績として、令和

４年度とか令和５年度は、どのぐらいのマッチング

の実績があるのでしょうか。

医療人材対策室長

ナースセンターのマッチングの実績につきまして

は、ナースセンターに来所していただいての相談対

応もありますし、電話もあります。あともう一つ、

ｅナースセンターといいまして、来所せずともイン

ターネットを経由してマッチングするという仕組み

も出来ております。それらをトータルしてのマッチ

ングにはなりますが、令和５年度は１２月末までの

間で１１８件、令和４年度は１５９件、マッチング

の実績となっております。

沼谷純委員（分科員）

これは、いわゆる求人と求職のマッチングの件数

ということでよろしいのですよね。だとして、その

数字は良い数字か、どのように評価されていますか。

医療人材対策室長

マッチングの件数は、それだけあってもなお求人

がはるかに多いという状況でして、ここ数年、およ

そ求人倍率が３倍を少し超える程度という状況にな

っております。ですので、正直申し上げますと、十

分な実績というところまではまだいっておらず、も

っと力を入れなくてはいけない部分になっているか

と思います。

沼谷純委員（分科員）

その上で、３倍ですから５００件とかの求人があ

って、求職されている百何十人がその中でマッチン

グしたとして、さきの在宅医療に話は戻るのですが、

離職するとかして、訪問看護ステーションで不足し

ているのだと。そうすると、御本人の希望ももちろ

んあるのですが、そういった訪問看護ステーション

に、県としては政策として優先的に看護師を配置し

ていきたいという促しとか誘導とか、そういうこと

をナースセンターでされていくのか、単純にナース

センターの素直なマッチングということでやってい

くのか。要は足りないということであれば、そうい

うことまで踏み込んでいかないといけないような気

もするのですが、これはいかがでしょうか。

医務薬事課長

看護師不足の状況については、我々も十分承知し

ているところです。そういった中で、訪問看護に取

り組もうという方、それからもし仲間がいれば、新

たに事務所を立ち上げてやってみたいというニーズ

に対しては、積極的にコミットしながら、事業運営

につなげていただきたいということが１つございま

す。そういった意味で、人材不足という観点もあり
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ますが、ニーズとやってみたいというところであれ

ば、是非とも研修とか、相談をいただきながら、今

後の訪問看護の需要も踏まえまして、数を増やすな

りの形で進めていければと考えております。

それから、先ほど訪問看護ステーションの数を５

１と話ししましたが、すみません、誤りで、令和５

年度８１施設でございます。医療計画では、訪問看

護ステーションを９０ぐらいのところで維持してい

きたい、維持できるようにいろいろ取組を進めてい

きたいと考えております。

（※６０ページの発言を訂正）

沼谷純委員（分科員）

私も７０ぐらいあったような気がしていたもので

すから、あれと思いましたけれども、８１というこ

とですね。いずれ、新しく立ち上げて頑張ろうとい

う方も大事ですが、今の８０の事業者が継続できる、

いわゆる人、物、金という部分で、それがしっかり

継続できるように、どこに課題があるのか、看護協

会への委託ですけれども、県としても、ステーショ

ンの実態の把握をしっかりした上で、効果的な事業

の執行に努めていただきたいとお願いだけして終わ

ります。

長寿社会課長

先ほど沼谷委員から御質問ありました訪問介護事

業所の数でございますが、ここ５年間の推移を申し

上げます。

平成３１年は２６４、令和２年は２６２、令和３

年は２６４、令和４年は２５５、令和５年は２５２

といった形で、微減傾向にはなってございます。

委員長（会長）

ほかにないですか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

なければ、以上で医務薬事課関係の質疑を終了し

ます。

次に、医療人材対策室関係の質疑を行います。

鈴木真実委員（分科員）

５２ページ関係になるかと思います。

少しでも県内に医師を確保しようということで、

この事業はずっと行っているわけですが、これまで

何人を対象に（１）の貸与事業をやっていて、今後、

秋田県にはそのうち何人が就業されるかどうか、秋

田県としてどのくらい実績が上がっているものか、

見込みも含めて教えてください。

医療人材対策室長

今ごらんいただいております５２ページの右側の

表が、平成１８年度に修学資金の貸与を始めてから

の状況になっております。トータル５７２名に貸与

しており、貸与を終えて医師免許を取得した後、９

年間は少なくとも県内で勤務していただくという取

扱いにしております。既にその９年間を終えた方が

義務終了というところの欄にあります。９年間を過

ぎた１０２名のうち、把握している限りにおいて、

８８名は義務を終えても県内に残っていただいてい

る状況になります。

９年にあって、義務履行中というところに掲げて

いる人数ですが、勤務を継続している先生が２２２

人いらっしゃって、そのほかに今、貸与を受けてい

る学生が１９５名いるという状況です。

ここ数年につきましては、まずは秋田大学の地域

枠の２９名というところ、プラス岩手医科大と東北

医科薬科大のそれぞれの枠でもって、毎年度３８名

の修学資金枠を、新規の枠として予算計上させてい

ただいているのですが、その方々が毎年度、春にな

ったら医師になって出てくるということを繰り返し

ていって、かつ９年間の義務期間を終えてもずっと

残っていただけるとすれば、毎年それぐらいの人数

が増えることになります。

しかし、残念ながら、今お話ししたように、９年

を超えても全員が秋田県に残っていてくれるという

状況ではないものですから、まずは新しく医師にな

って、秋田県で働き始めた人たちが、ずっと秋田を

離れずに勤務を継続してもらえるように取り組んで

いきますと、毎年三十数名が増える計算にはなりま

す。ただ、秋田県は、非常に医師の高齢化も進んで

いるものですから、当然、一定程度の医者は現役を

退くこともありますので、そこら辺の兼ね合いをこ

れから見ていく必要はありますが、まずは修学資金

を貸与した方の着実な県内定着を目標としていると

ころです。

鈴木真実委員（分科員）

９年間の義務終了後１０２名のうち、８８名が残

っているというお話が現実としてあるということは、

私はそれなりの評価はあるかと思いますが、この事

業は、何年度からやっていましたっけ。

医療人材対策室長

平成１８年度から始まっております。

鈴木真実委員（分科員）

ということは、もう十五、六年はなるということ

ですね。その中で、この事業についての県としての

評価はどのようになっていますか。

医療人材対策室長

秋田県の医師全体が、大体２年間で二十数名増え

てきている状況にあります。２年に１度の医師・歯

科医師・薬剤師統計で正確な数を把握しているとこ

ろですが、ここ数年はずっと増加傾向にあることに

ついては、やはり一定程度、この修学資金貸与制度

が功を奏しているのではないかなと考えているとこ

ろです。

鈴木真実委員（分科員）
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平成１２年に医師法の改正があって以降、どんど

ん医師が減っていく傾向にあったと思っているので

すが、それに一つの歯止めにはなっているという理

解でよろしいでしょうか。

医療人材対策室長

そう考えております。

鈴木真実委員（分科員）

残っている方々と、県外に行かれた方々、どうい

う理由で残ったり、それから出ていっているという

調査はしているものでしょうか。

医療人材対策室長

そういった形の調査ではないですが、例えば修学

資金を貸与した後、９年たたずに県外に行ってしま

う先生もいらっしゃいまして、そういう方々につい

ては、その理由を確認させていただいております。

そうしますと、正直申し上げまして、県外にゆかり

のある先生とかであれば、やはり県外に帰りたくな

るといいますか、戻りたくなるケースもございます

し、近年は秋田県の地域枠が大きい割合を占めてお

りますが、もともと秋田県の出身の方であっても、

やはり秋田県ではない、例えば、首都圏ならではの

技術を習得したいというようなこともあって、県外

の就職という道を選ぶ方もいらっしゃいます。様々

ではあるのですが、いずれ秋田県ではない、秋田県

では得られないものをというような方が一定程度い

らっしゃることは確かです。

鈴木真実委員（分科員）

ここで是非、私がお話ししたいのは、先ほどの秋

田県立病院機構の最先端の医療の在り方、医師、質

の高さですね 看護師もそうですが 全てにわ

たって、県立の機構でもありますので、ここにそう

いうものが既存としてこれから出来ていくのであれ

ば、医者も県外に行かなくてもいろんなことを習得

できる、循環型というのですか、県内の医療のある

べき姿を求めなければいけないのではないかなと思

うのです。県立病院機構の在り方だけではなくて、

ましてや医師や医療関係者の確保が必要だというと

きに、部一体となって、機構の在り方も存在の重さ

もあるかと思うのですが、是非そういう見方でやっ

ていっていただきたいと思います。医療人材対策室

もずっとあるわけですから、そういう効果も出てき

ているとはいうものの、根本的に何が必要かという

ところをもう一回見詰め直してほしいと思いますけ

れども、いかがでしょうか。

健康福祉部長

医師確保については、当然、医療人材対策室のみ

で進めるものではなく、部を挙げて取り組むという

ことです。

病院機構につきましては、いわゆる専攻医の養成

の関係で、現在、総合病院でないとなかなかカリキ

ュラムはとれないのですが、当然、循脳センターも

おっしゃるとおり最先端の器械等も持っております

ので、総合病院の協力病院として組んでいるところ

も何か所もございます。そういった循脳センターの

特徴を生かした人材育成という部分では、もちろん

貢献できる部分がありますから、そういったものの

中で情報共有をしながら、進めていきたいと考えて

おります。

鈴木真実委員（分科員）

本当に難しい分野でありますし、秋田県にとって

もすごく大事な部分だと思いますので、どうか本当

に全員で駆使して頑張っていただきたいと思います。

沼谷純委員（分科員）

医師地域循環型キャリア形成支援システム推進事

業の２枚目の５３ページですが、医療ＭａａＳのこ

とでお伺いします。先ほどの御説明で、この医療Ｍ

ａａＳには、秋田大学医学部の研修医の方が乗って

というようなお話をされていたと思います。仙北市

もそうですが、一般的に医療ＭａａＳは遠隔診療で、

お医者さんは乗らないのが普通なのかと思っていま

したが、そうした経緯というか、理由は何ですか。

医療人材対策室長

確かに御指摘のとおり、仙北市では、看護師が乗

っていて、医師は診療所にいて、看護師と一緒にい

る患者さんを遠隔で医師が診るというやり方で進め

ているとお聞きしております。

今回、秋田大学で医療ＭａａＳを導入して取り組

もうとしている内容としましては、あくまでも対面

診療が原則だというのが、そもそもの診療の大原則

にあります。医師がまずはその地域に行って、それ

ぞれの地域でどういった医療が行われているのか、

どういった形で患者さんたちが生活していて、周り

はどういう状況にあるのかということも含めて、そ

れを把握しながらというか、感じながら、その患者

に相対するということでもって、本当の地域医療を

学ぶことができるのではないかということです。今

回の導入のきっかけといいますか、まずは何に使お

うかとなったときに、若い医師を乗せていって、実

際に現場でそういったことを行ってもらいながら、

当然まだ十分に研修を重ねていない段階の先生でも

行けるように、大学とオンラインでつないだ上で、

必要に応じてちゃんと指導もできるという形で進め

ていこうということです。ある意味、将来的には恐

らくＭａａＳは医師が乗っていくケースもあれば、

看護師さんが乗っていって、オンラインでやるケー

スもあるなど、様々な使い方がされるものだと認識

しておりますが、今、始めようとしているものにつ

いては、医師が乗っていって、その地域を見ること

も含めての教育を行おうということを目的としてお

ります。
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沼谷純委員（分科員）

当然そこに医師が１人乗りますから、貴重な医療

資源という意味では、そこに１人割くわけですが、

秋田大学としては、そういう形での運用ということ

に対して、十分理解されているということでいいで

すか。

医療人材対策室長

今回の事業につきまして、秋田大学との間で何度

かやり取りをして、どういったことをやるのかとい

うお話を直接伺っております。その中で、正直申し

上げまして、総合診療医の分野というのが比較的新

しい考え方と申しますか、そういう意味では、総合

診療的な指導できる医師が今はまだそんなに多くな

いということもございます。ですので、逆に指導医

が直接同行しなくても、大学にいたまま指導しなが

ら、若い先生に現場に行ってもらえるということに

ついては、秋田大学も効率の良い指導ができるので

はないかと考えていただいているという状況です。

沼谷純委員（分科員）

仙北市ですと、何となく医療ＭａａＳがどう使わ

れるのかが想像しやすいのですが、秋田大学で１台

導入したときに、実際には、どこにどういう形で運

用されていくのでしょうか。

医療人材対策室長

先ほど来、地域医療というお話を申し上げており

ますので、当然、秋田県内の様々な地域でというこ

とが理想ではありますが、まず始めるに当たっては、

今まで秋田大学の総合診療医センターというところ

で総合診療医を地方に置いているといいますか、地

方で勤務してもらっている総合診療医を育てている

というような経緯もありますので、そういった足が

かりがあるところからスタートしようかという点に

おきまして、男鹿南秋地域の辺りが比較的なじみが

あるといいますか、やる上では理解を得られやすい

のではないかということで、その辺から始めようか

というお話をしているところです。

委員長（会長）

ほかに。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

それでは、以上で健康福祉部の当初予算関係の議

案に関する質疑を終了します。

次に、健康福祉部関係の請願の審査を行います。

しおりの２６番、請願一覧表の５ページをお開きく

ださい。

請願第７号「国立病院の機能強化を求める意見書

採択にかかわる請願について」を議題とします。

執行部の現況説明を求めます。

医務薬事課長

【請願一覧表により説明】

委員長（会長）

以上で説明は終了しました。

請願第７号について御質問等ございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で請願についての審査を終了します。

ここで、暫時休憩します。

再開は午後２時４５分とします。

午後２時２７分 休憩

午後２時４３分 再開

出席委員（分科員）

休憩前に同じ

説 明 者

休憩前に同じ

委員長（会長）

委員会及び分科会を再開します。

健康福祉部の所管事項に関する審査を行います。

初めに、執行部から発言を求められておりますの

で、これを許可します。

健康福祉部次長（片村有希）

【提出資料により説明】

地域・家庭福祉課長

【提出資料により説明】

長寿社会課長

【提出資料により説明】

障害福祉課長

【提出資料により説明】

健康づくり推進課長

【提出資料により説明】

国保医療室長

【提出資料により説明】

保健・疾病対策課長

【提出資料により説明】

医務薬事課長

【提出資料により説明】

医療人材対策室長

【提出資料により説明】

委員長（会長）

以上で、説明は終了しました。

ただいまの説明及びその他の所管事項に関する審

査を行います。質疑は各課室一括して行います。

加藤鉱一委員（分科員）

先ほど健康づくり推進課長の説明で質問をしなか

ったのですが、まず、がん医療の緩和ケア機能を持

つ施設数が１から３になるという計画が出ています

よね。具体的に言うと、外旭川病院は緩和ケア専門
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病棟があります。あと、大学と平鹿だっけ。緩和病

棟を持っている病院は、今、３つあるではないです

か。私はそう捉えていたのですが、違うのですか。

健康づくり推進課長

委員おっしゃるように、緩和ケア病棟を持ってい

る病院は、秋田市内でいきますと外旭川病院、それ

から市立秋田総合病院、それから大曲の厚生医療セ

ンター、この３つが緩和ケア病棟あるいは緩和ケア

病床を持ってございます。

緩和ケアセンターは、今、県内には秋田大学医学

部附属病院に１つあります。これは、都道府県のが

ん拠点病院に置くこととされているセンターで、そ

こ１か所です。このセンターの機能は、緩和ケアを

行う施設ということだけではなくて、地域の介護施

設や通常の診療所といったところからの相談を受け

たり、アドバイスをする機能を持つ施設です。それ

が今、秋大の緩和ケアセンター１か所にございます。

これから医療の再編が行われていく中で、やはり

県南、県北にもその地域、その圏域における指導的

な立場の機能を持つセンターをそれぞれ１か所ずつ

設置したいということで、今回、目標値に設定した

ところでございます。

加藤鉱一委員（分科員）

秋田大学に緩和医療機能強化事業費補助金を補助

率１０分の１０で７５０万円の予算が行くわけです

が、秋田大学の緩和ケアセンターが県南と 県南

でしょう、厚生医療センター。平鹿ではなくて大曲

と。民間の外旭川はそれとして、あと県北はどこで

すか。

健康づくり推進課長

実は、センターをどこの病院にするかはまだ想定

していません。これから地域の構想会議とかで、ど

この病院にしていくか検討されていくということで

すが、まずは県南、県北にも緩和ケアの中心的な役

割を担う病院を整備する。そのために、先ほどの午

前中の資料にありますが、大学病院に専門の医者を

１人張りつけて、そこで県北と県南にセンターを整

備するための指導的な役割を担う医師の人件費

７５０万円を、今回計上させてもらったということ

でございます。

加藤鉱一委員（分科員）

実はこの前、がん議連で、緩和ケアでは最先端で

やっている大阪の淀川キリスト教病院を視察してき

たのですが、やっぱり秋田県は、がんになって、も

う回復しないけれども、痛みとか人間らしく最後ま

で生きるとか、そういう緩和ケアに対しての取組は、

すごくまだ遅れているのではないかと感じてきまし

た。

そういう面で、まだ場所は決まっていないという

ことですが、そういう患者さんはどうしても出てく

るわけですから、これはしっかりとした取組が必要

です。その辺りは配置というか、県内は広いですか

ら。難しいのかな。３つの医療圏になったら、やっ

ぱり３つだと、私は何となくそう思うけれども、こ

れから決めるということですから、やっぱり計画で、

絶対ここでなければいけないと、我々もよく分から

ないけれども、根拠があって決めていくのでしょう

から、そこはよく検討するべきではないかと思うの

です。いかがでしょうか。

健康づくり推進課長

まずは、人員の配置が一番難しいのです。特に緩

和ケアを目指すドクターも、実は最初からいるわけ

ではなくて、最初は外科とかを担当していて、途中

から緩和ケアに移っていく先生が多いのですが、や

はり人員の確保が難しいのです。緩和ケアは、従来

は終末期といいますか、厳しい状況になってからの

緩和ケアというところが多かったのですが、最近は

がんと診断された時点で精神的なショックといいま

すか、そういった状況に陥るものですから、がんと

診断されたときからのケアが必要だということで、

体の身体症状を扱う緩和ケア医と、それから精神的

な部分をカバーする精神科医といいますか、精神の

専門の先生と、両方のチームワークによって行われ

るものと認識をしていますが、本県の場合は、御指

摘のとおり緩和ケア病床が東北各県と比べても非常

に少ないのです。本県は、がんと診断される方々が

非常に多いわけですので、是非、全県的にがんの緩

和ケア医療を広めていきたいということで、今回の

予算措置、そして計画にも盛らせていただいたとい

う経緯がございます。

加藤鉱一委員（分科員）

私も行ってみて感じたのは、そういう心のフォロ

ーをする体制がきちんとよくできていると思ってき

ました。そういう面では、全国的にも有名な病院で

すから、当然と言えば当然ですが、その点、秋田県

は一定のがんの罹患率は高いわけですよね。当然緩

和ですから、なった人の身を考えれば、痛みとかを

感じないで最後まで、その辺りはきちんと、ある一

定の水準までは持っていくように是非、計画が看板

倒れで終わらないように、センターの機能とかをよ

く大学との協議で検討していただきたいと思います。

健康づくり推進課長

今、委員から御指摘あった内容については、患者

会からも実は強い要望がございます。大学病院中心

に緩和ケアセンターが置かれておりますので、先生

方とそこは十分話し合って、県南、県北と全県域に

ケアのサービスが届くように検討してまいりたいと

思います。

鈴木真実委員（分科員）

今日の魁新聞で、１面トップに災害派遣福祉チー
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ム受入れの記事がありました。各県でどう受け入れ

ているか、設置しているか、それからどう対応して

いるかという記事だったのですが、一番最初の知事

の挨拶とか、それから今回の委員会での説明でも、

ＤＷＡＴ、災害派遣福祉チームについては触れられ

ているのですが、この記事では、本県、北海道など

４道県は応援受入れを想定していないというように

書かれておりました。これについては、検討してい

るのではないかと受け取っていたものですから、そ

れについてはいかがでしょうか。

地域・家庭福祉課長

本日の魁新報の記事でございますが、当該調査は

昨年の１月末時点の内容で回答するという国の調査

でございました。

それで、昨年の１月末の時点におきましては、Ｄ

ＷＡＴの他県からの受入れにつきまして、派遣を要

請する機関等が定まっていないことなどから、受入

れを想定していないといった状況でございました。

他県からＤＷＡＴを受け入れたくないという趣旨で

はなく、派遣を要請する機関等が定まっていないこ

となどを理由として、想定していないという状況で

あったことを回答したということでございます。

しかしながら、昨年の本県の大雨災害、それから

今般の能登半島地震におきまして、ＤＷＡＴの重要

性が改めて認識されるとともに、能登半島地震にお

きましては、国から委託を受けた全国社会福祉協議

会で受入れの調整等が行われているという状況を踏

まえまして、先週も御説明させていただきましたが、

ＤＷＡＴの受入れ態勢につきましても、今後、予算

検討の際に、秋田県災害福祉広域支援ネットワーク

協議会等で検討を進めてまいりたいと考えておりま

す。

鈴木真実委員（分科員）

本県は想定せずというのは去年の１月段階だった

ということで、今はもう全然変わってきて、受入れ

の態勢も整っているから、秋田県としても、きちっ

とやりたいということで理解してよろしいですね。

地域・家庭福祉課長

委員おっしゃるとおりでございます。

鈴木真実委員（分科員）

今後いつ何どき災害があるか分かりません。この

受入れ態勢等についても、手順とかがすごく大事だ

という説明が先週からもいろいろありましたので、

実際に私が所管しています五城目町でも、本当にこ

ういうことは物すごく大事だったと。情報が錯綜し

たり、車を持っていなかったり、自治体職員のノウ

ハウもなかったし、様々なことで、被害者の方々も

大変だったので、きちっとやっていただきたいと思

っております。

委員長（会長）

ほかに。いいですか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

なければ、以上で健康福祉部の所管事項に関する

質疑を終了します。

本日はこれをもって散会し、明日３月５日火曜日、

午前１０時から委員会及び分科会を開き、生活環境

部関係の審査を行います。

散会します。

午後３時４３分 散会
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令和６年３月５日（火曜日）

本日の会議案件

１ 議案第４７号

令和６年度秋田県一般会計予算（生活環境部の

関係部門） （趣旨説明・質疑）

２ 議案第６１号

令和６年度秋田県環境保全センター事業特別会

計予算 （趣旨説明・質疑）

３ 議案第８４号

秋田県総合生活文化会館条例の一部を改正する

条例案 （趣旨説明・質疑）

４ 議案第９７号

令和６年度自然公園事業に要する経費の一部負

担について （趣旨説明・質疑）

５ 請願第８号

カドミウム汚染地域関係者の健康影響調査を求

める請願について （現況説明・質疑）

６ 生活環境部関係の付託案件以外の所管事項

（質疑）

本日の出席状況

出席委員（分科員）

委 員 長（会長） 佐 藤 正一郎

副委員長（副会長） 鈴 木 真 実

委 員（分科員） 加 藤 鉱 一

委 員（分科員） 北 林 丈 正

委 員（分科員） 今 川 雄 策

委 員（分科員） 加 藤 麻 里

委 員（分科員） 沼 谷 純

書 記

議会事務局議事課 加 藤 祐 也

議会事務局政務調査課 村 上 忍

健康福祉部福祉政策課 小 玉 遼 平

生活環境部県民生活課 平 柳 悠

会 議 の 概 要

午前９時５９分 開議

出席委員（分科員）

委 員 長（会長） 佐 藤 正一郎

副委員長（副会長） 鈴 木 真 実

委 員（分科員） 加 藤 鉱 一

委 員（分科員） 北 林 丈 正

委 員（分科員） 今 川 雄 策

委 員（分科員） 加 藤 麻 里

委 員（分科員） 沼 谷 純

説 明 者

生活環境部長 川 村 之 聡

生活環境部次長 古 井 正 隆

生活環境部次長 信 田 真 弓

生活環境部参事 渡 部 仁

生活環境部参事（兼）自然保護課長

齋 藤 寿 幸

県民生活課長 石 川 由美子

環境管理課長 近 江 賢 治

八郎湖環境対策室長 大 石 勝

温暖化対策課長 田 口 好 信

環境整備課長 大 門 洋

生活衛生課長 永 須 昭 夫

委員長（会長）

ただいまから、本日の委員会及び分科会を開きま

す。

生活環境部の当初予算関係の議案に関する審査を

行います。議案第８４号及び議案第９７号を一括議

題とします。

また、分科会では、議案第４７号のうち生活環境

部に関係する部門並びに議案第６１号に関する審査

を行います。

関係課室長の説明ですが、７課室を二つに分けて、

前半、後半でそれぞれ一括して説明を聞き、質疑は

課室ごとに行う形で進行します。

まず、県民生活課、環境管理課、八郎湖環境対策

室、温暖化対策課関係についての説明を求めます。

県民生活課長

【議案〔７〕、当初予算内容説明書及び提出資料

により説明】

環境管理課長

【当初予算内容説明書及び提出資料により説明】

八郎湖環境対策室長

【議案〔５〕、当初予算内容説明書及び提出資料

により説明】

温暖化対策課長

【当初予算内容説明書及び提出資料により説明】

委員長（会長）

以上で説明は終了しました。

ただいまの説明及び議案に関する質疑を行います。

質疑は課室ごとに行います。

まず、県民生活課関係の質疑を行います。

今川雄策委員（分科員）

２点ほどお伺いしたいと思います。

１つ目は、委員会資料７ページの生活センターの

集約についてですが、相談体制を強化していかなけ

ればいけないと。いろいろな状況の変化によって、

相談内容も増えているのだろうと思いますが、年間

で大体何件ぐらいの相談件数があるものですか。
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県民生活課長

消費生活相談の現状では、全県では６,０００件

前後で推移しております。そのうち、県の生活セン

ターで受け付けしているのが

２,０００件前後で推移しているところでございま

す。

今川雄策委員（分科員）

今回、３つを１つに集約すると。いろんな部分を

広く強化していくための集約だと。ただ、かなりの

件数もあるので、３つのものを１つにすると。体制

を見れば少しは簡単になったように思いますが、相

談件数も変わってきたし、いろんな媒体も含めて相

談に乗っていくと、そのため、さらにきめ細かい相

談体制を構築していく目的で、１つにするというこ

とでよろしいですか。

県民生活課長

消費生活相談の体制につきましては、平成２３年

に北部、南部相談室を設置してございます。それに

関しては、国を挙げて身近なところで消費生活相談

を受けられるように、市町村の整備を進めるという

方針の下、進めていくことになったことから、相談

を受けるというのも一方にありますが、市町村を支

援するという目的を持って設置してございます。

国の交付金も十分に活用しながら、特に市が整備

を進めてきておりまして、県内では全市に消費生活

センターを設けることができましたので、南部、北

部についてはそういった機能は十分、役割は果たせ

たのではないかと考えているところです。

今後の相談につきましては、地元での相談は市町

村に対応していただく方向で進めていく必要がある

のだろうと思っておりますし、いま一度、生活セン

ターの在り方や、県に何が求められるのか、何を強

化しなければいけないのか、県の役割を整理した上

で、県ができる悪質事業者への指導や強化、市町村

の難しい案件への支援などを目的として、こういっ

た体制で進めていきたいと考えているところでござ

います。

今川雄策委員（分科員）

もう一点、委員会提出資料に消費者教育の推進と

あります。これは、成人年齢が１８歳になり、いろ

んな消費者トラブルが年齢的にも下がってきている

と。なぜ１８歳が成人なのか私は分かりませんが、

教育委員会の関係では、学校に対する説明だとか、

１８歳人口が成人になったことに対して、いろいろ

な対応もしていますね。教育委員会、あるいは県警

との連携の部分について、これからさらに密にして

いかなければいけないと認識しますが、そこら辺の

流れはどのように考えていますか。

県民生活課長

成人年齢の引下げは、２０２２年４月から成年年

齢を２０歳から１８歳に引き下げる民法改正があっ

たことによるものであり、５年間の経過措置期間を

もって、２０２２年４月から改正されているところ

であります。これにつきましては、改正が決まった

時点から教育委員会と連携しながら、取組をこれま

でも進めてきております。

この成人年齢引下げに合わせて、学校での授業、

教育でも取り入れられることになり、テキストや副

読本の提供などを続けてきておりますし、今年度か

ら、学校現場では弁護士会の専門家、それから生活

センターの専門家を招聘しての事業も展開していた

だいておりますので、民法の改正に合わせて、教育

委員会と連携して消費者教育に取り組んできている

ところでございます。

今川雄策委員（分科員）

今、最後に課長がお話しになったとおり、県内の

弁護士会がいろいろと出前といいますか、高校に出

向いて子供たちに教えているということですが、そ

ういった派遣はあくまでも、県あるいは教育委員会

云々でなくて、弁護士会の方々が自発的に行ってく

れているということでよろしいですか。

県民生活課長

こちらは、教育委員会の事業として取り組んでい

ただいておりまして、希望する学校が県の弁護士会

に依頼をして、講師派遣をした上で取り組んでいる

事業でございます。

今川雄策委員（分科員）

最後に、いろんなトラブルに巻き込まれる低年齢

化といいますか、こういった部分も含めて、総体的

な消費者教育の推進をしていくということで、教育

委員会あるいは市町村、県警、そしてまた弁護士会

等々の団体とも連携をしながら、さらに行っていく

ということでよろしいですね。

県民生活課長

来年度、消費者施策推進計画を策定する中での大

きな柱としても消費者教育の推進を掲げて、今後、

施策について検討していくことにしております。恐

らくその中でも、全県で関係機関がどのように取り

組んでいくかを、改めて検討させていただく機会も

大変多くなるのではないかと思っております。

北林丈正委員（分科員）

生活センターの集約について、もう少しお聞かせ

ください。

北部と南部をやめて、基本は中央に１か所にする

ということですね。今、相談員は３か所にそれぞれ

何人ぐらいいるのですか。

県民生活課長

今年度の消費生活相談員の配置についは、中央が

７名、北部が１名、南部が２名、全員で１０名でご

ざいます。
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北林丈正委員（分科員）

そうすると、集約後はどのようになるのですか。

県民生活課長

当然、集約後も消費生活相談員の業務は増えると

見込んでいるところでありますので、現在の人員１

０名を維持しながら中央センターに集約するという

ことで、予算案にも人件費を計上しているところで

ございます。

北林丈正委員（分科員）

１０名全部を中央に配置して対応すると。

それで、さっきのお話で、基本的には市町村が窓

口だということで、今度、地域振興局にまた置く意

味はどういうことですか。

県民生活課長

当然、地方での相談もしておりましたが、大部分

がこの何年かの間に電話相談にシフトしてきていて、

対面はそんなに数は多くなくなってきているのです

が、ある一定数、対面での相談が必要な方がいると

いう認識をしておりまして、そういった方について

は、きちんと対面で対応する必要があるのだろうと

考えております。

ただ、北部、南部を廃止いたしますと、対面での

相談を受け付ける機会がなくなってしまいますので、

そこにつきましては対面での相談を受け付ける方法

として、生活センターと秋田を除く各地域振興局を

結んで、オンラインでの相談を取り入れる事業とし

て実施することを考えており、中央の生活センター

にいる相談員が対応いたします。相談を希望される

方は、地域振興局に来ていただいて、オンライン相

談という形での相談を実施することにしてございま

す。

北林丈正委員（分科員）

各地域振興局に消費生活相談窓口として、どこか

の課にそういうところを設けるということですか。

県民生活課長

課を設けるというよりは、生活センターに取次ぎ

をしていただくという手法を考えておりますので、

地域振興局内の相談室の一室をお借りして、タブレ

ット等の機器を準備する計画にしております。タブ

レットを活用して、ズームの会議システムを用いて、

生活センターと結んでの相談の実施を計画してござ

います。

北林丈正委員（分科員）

細かい話ですが、相談する側からすると、どこに

行ったらいいのか。今まで市町村だと言っていて、

今度は振興局だと。振興局のどこに行ったらいいの

かと、ちょっと戸惑うと思うのですが、その辺はど

のように周知するのですか。

県民生活課長

その周知につきましては今回の予算にも計上して

おりまして、委員会提出資料の８ページをごらんい

ただきたいと思いますが、概要（２）番のアの消費

者行政強化事業の「生活センターのオンライン相談

の実施」に、先ほど説明をした機器の整備のほかに、

周知活動の経費も計上してございます。こちらに計

上している周知としましては、県の広報紙に新しく

オンライン相談ができることと、そのオンラインの

相談窓口については地域振興局に出来る旨を広報い

たしますし、リーフレットを作成しまして周知する

予算を計上しているところでございます。

【「振興局のどこなの。振興局っていっぱい…

…」と呼ぶ者あり】

県民生活課長

失礼しました。振興局の総務企画部です。

【「そこを言ってくれないとね」と呼ぶ者あり】

県民生活課長

失礼しました。言っているつもりで、申し訳あり

ません。

【「一言も言っていないよ。振興局としか言って

いない」と呼ぶ者あり】

県民生活課長

地域振興局の総務企画部でございます。

北林丈正委員（分科員）

あと１点、８ページの消費生活安全・安心事業の

①で高齢者の特殊詐欺被害の防止、②で全世代向け

特殊詐欺被害の注意喚起とあります。特殊詐欺被害

が高齢者と全世代というので、微妙に文言が違うの

ですが、これは実際に違うのですか。「防止」と

「注意喚起」と。言葉のあやというか、この分けた

意味がよく分からないのですが。

県民生活課長

特殊詐欺被害につきましては、高齢者の方が被害

を多く受けているということもあるのですが、昨今

は全世代で被害が拡大していることもあります。ま

ずは、これまで実施してきている高齢者に向けての

特殊詐欺被害の防止対策を継続事業ということで、

あらゆる媒体を使っての広報活動に加えて、高齢者

に関しては、これまでも行ってきております直接注

意喚起を届けるという手法を継続していくことと、

高齢者向けのテレビＣＭとか、バスの車内放送に取

り組んでいっているところでございます。特にテレ

ビコマーシャルは、県警で取り組んでいる部分の費

用になっておりまして、県警で高齢者向けのテレビ

ＣＭを放映している事業でございます。

②番につきましては、かなり特殊詐欺の被害が多

くなってきておりますので、今年度から全世代向け

の特殊詐欺の注意喚起として取り組んでいますテレ

ビＣＭの部分を、本数でいうと２倍に拡充して、注

意喚起を行う計画にしております。

北林丈正委員（分科員）
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特殊詐欺が相当増えていると聞いていますが、そ

ういう意味で今までと違った対策もとらなければい

けないと思うのですけれども、これを見る限り、①

はテレビＣＭで県警の事業という話でしたよね。②

は県民生活課の事業ということでしたが、内容的に

はどっちもテレビＣＭで、何か違いがあるのですか。

県民生活課長

県警で実施するテレビＣＭにつきまして、流す素

材については、警察庁から配付される秋田県版のテ

レビＣＭを流す費用でございます。

②番のテレビＣＭにつきましては、当課で素材を

作成いたしまして、その内容を放映するものになり

ますので、その放映時期に多い手口ですとか、新し

い手口といったものを取り込んだ形でのテレビＣＭ

による注意喚起を行う予定にしております。

加藤鉱一委員（分科員）

先ほど１つに集約するという説明の中で、北部と

南部で市町村が育ってきたというか、出来上がって

きたと。消費者相談は、ネット通販とかで増えてき

ているとデータで出ていますが、詐欺まがいのこと

は、警察が盛んに宣伝していますね。振興局の総務

企画部は、ずっと入って奥の局長室の前にあって、

私はあそこに行って相談するというイメージになら

ないです。ですから、相談業務で市町村がきちんと

できたというのであれば、市町村に一義的にして、

そこで相談したけど県の相談窓口に行ったほうがい

いというなら、そうなればいいけれども、そこが非

常に分かりにくいと思うのです。もう少し……。７

振興局の局長室前の総務企画部に行って相談するの

は、普通の人にとって相談する体制としてはどうな

のかなと。一義的には市町村でということですが、

市町村ができたということであれば、皆さんとの連

携の中で、どのような体制でしっかりと対応できる

のですか。

県民生活課長

消費生活相談については、受け付けた相談窓口が

対応することを原則としてございます。よって、相

談の対応が難しいというようなことで県に相談を上

げているとか、そういう流れのものではございませ

ん。あくまで受け付けた市町村が対応するのを原則

にしていますので、市町村が難しい案件に当たって

しまったことにつきましては、県は相談を受けなが

ら様々な対応の方法などを助言し、あくまで受け付

けた市町村が対応していくものでございます。一回、

市が受け付けたものを県がまた受け付けるようなこ

とは、原則としてないのが消費生活相談でございま

す。

加藤鉱一委員（分科員）

そういうことですか。最初から市町村に相談する

とすれば、そうであればあるほど、県の振興局に置

くという、その置き場所について、皆さんよく考え

たほうがいいと思います。置き場所というか、相談

窓口というか。もうちょっと親切に。振興局に入っ

て、相談する人にとっては何か敷居が……。振興局

に行って相談する場合は、奥のほうに行って探すと

いうのでなくて、もう少し分かりやすい相談窓口の

在り方みたいなものを是非、検討してほしいと思い

ます。要望しておきます。

県民生活課長

相談の対応につきましては、委員のおっしゃると

おり、振興局ともよく相談しながら進めてまいりた

いと思います。対面の相談につきましては、原則で

きるだけ予約制を推奨しておりますので、相談の進

め方についても、振興局がどういう形で受け付ける

か、予約を入れた相談者の方には、案内も丁寧にし

てまいりたいと思います。

生活環境部長

振興局での相談体制について、なかなかイメージ

が湧かないということでございましたが、今のとこ

ろ考えているのは、振興局には取次ぎをしていただ

いて、実際の相談は振興局内の会議室で、単独で行

っていただくことを考えていますので、例えば、由

利の局長室の前で相談を受けるということはござい

ません。個別の部屋を用意して、プライバシーに配

慮した形で相談をさせていただきたいと考えていま

す。

鈴木真実委員（分科員）

私もこの件について質問いたします。

マスコミ、新聞、テレビ等で報道されていますが、

高齢者を狙った巧妙で悪質な手口によって、お金を

いっぱいとられているわけですよね。県民の財産が

搾取されているという実態を毎日のように見ます。

これについて、先ほど相談件数は６,０００件ある

と言いました。それから、センターで受け付けたの

が２,０００件と言ったのですが、どのくらいの割

合で特殊詐欺に認定されるような被害はあるもので

しょうか。

県民生活課長

特殊詐欺につきましては、県、それから市町村で

も注意喚起の啓発等に取り組んでいるところですが、

県警と連携して広報活動、周知活動をしていること

もありまして、被害の相談といったものについて、

消費生活相談に寄せられることは、現在のところほ

とんどなく、警察署に届出が出るケースがほとんど

でございます。

鈴木真実委員（分科員）

センターや市町村の相談室には、ほとんどないと

いうことで理解してよろしいのですね。

県民生活課長

そのとおりでございます。
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鈴木真実委員（分科員）

７ページの集約後の業務について、一番最初に悪

質事業者への指導監督強化という話になっています

が、その悪質事業者とはどういう人たちでしょうか。

特殊詐欺以外の悪質事業者という区分になるのか。

いかがでしょうか。

県民生活課長

県民生活課、生活センターで、消費者保護関連の

法律を所管しておりますので、そこに違反する事業

者への対応というところであり、県の消費生活条例

の取引行為の違反や、特商法の違反事例など、そう

いった事業者に対しての対応という業務でございま

す。

鈴木真実委員（分科員）

例えばどういう取引がありますか。

県民生活課長

今年度、県の条例で勧告させていただいた事例が

１件あります。委員の皆様にも情報提供させていた

だいたかと思いますが、中古の自動車販売事業者が

お金だけ先払いさせて、なかなか納品しないという

事例があり、そういった商取引を繰り返す事業者が

ございましたので、そういう事業者がいるという情

報提供や指導をしているケースでありました。特に

条例につきましては、悪質な取引行為をかなり細か

く規定してございますので、そういった行為に当た

るものにつきましては、速やかに指導していきたい

と考えております。

鈴木真実委員（分科員）

では、ここ数年、悪質事業者への指導監督はどの

くらい行っていらっしゃるのか。

県民生活課長

まず、特商法に関しては、今年度は１件、令和３

年度に１件という状況です。それから、県条例の指

導につきましては、令和３年度に１件、今年度は、

今のところ３件といった状況にございます。

鈴木真実委員（分科員）

消費生活問題については、いたちごっこの部分が

あると思うのですが、悪質事業者への指導はすごく

少ないという感じがいたしました。

大きな声になっていない相談とかもあり、悪質商

法のうち、１割か２割程度しか相談がないのではな

いかということは、昔からよく言われておりますが、

それについてまだまだ本当に……。他県はもっと相

談が多いものですか。全国はいかがなものですか。

増えているものですか。

県民生活課長

先ほど説明したとおり、公表できる数字としては、

秋田県も他県も、大きな差はないと認識しておりま

す。

鈴木真実委員（分科員）

増えているわけではないのですね。

県民生活課長

委員おっしゃるとおりでございます。

鈴木真実委員（分科員）

泣き寝入りしないように……。１０人の相談員が

一生懸命やるというお話を聞きました。各地域振興

局と市町村との関わりみたいなところも、消えてな

くなるわけではないのですよね。

県民生活課長

今回のこの見直しに関しまして、今後、必要な生

活センターの在り方を整理したというのは、先ほど

御説明したとおりです。生活センターの在り方の見

直しに当たっては、今、６割を占める相談を受けて

いる市町村との連携が非常に重要と考えているとこ

ろでもありましたので、この悪質事業者の対応につ

きましては、センターを集約して機能を強化するだ

けではなくて、市町村の窓口との連携を一層強化す

るという、消費者行政ネットワークのようなものを、

この１年間掛けて構築しております。先ほど委員が

おっしゃられたとおり、相談に来る方は少ない、ご

く一部の方だということもありますので、１件でも

２件でもそういった悪質性が疑われる案件があった

ときには、速やかに生活センター、県に情報提供し、

案件を上げていただくというネットワークを併せて

構築しておりますので、その部分での取組も進めて

まいりたいと考えております。

鈴木真実委員（分科員）

今後、ＤＸや効果的な消費者教育、啓発活動など

いろいろと行っていく中で、今おっしゃった市町村

との関わりは、きっちり構築していくところが一つ

の鍵として、この見直しになることを約束していた

だきたいと思います。次のページにあります、秋田

県消費者施策推進計画と今後ますます結びついてい

くと思いますので、どうかそこに市町村との関わり

一人も泣き寝入りしないような形での計画の在

り方を模索して、構築してほしいと思います。

県民生活課長

委員のおっしゃるとおり、こういった体制を新し

くするだけではなくて、あくまで全県としてどのよ

うに取り組んでいくかが非常に重要なことと思って

おり、実効性を高める、計画的に推進することにお

いては、こういった計画を策定することは非常に意

義があるのだろうと考えておりますので、この計画

を来年度策定することにしているところでございま

す。この計画策定でも、今回の見直しでも、市町村

とも十分いろんな意見を頂いたり、いろんな協議を

してきたところであり、来年度はこの計画策定に当

たって、市町村から十分に意見を頂いたり協議しな

がら、進めてまいりたいと思います。

沼谷純委員（分科員）
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センターの関係について私もお伺いしたいと思い

ます。

まず確認ですが、先ほど、全県といいますか、ト

ータルで６,０００件で、県としてセンターで受け

付けしている分が２,０００件だと。私もちょっと

勘違いをしていたところがありまして、６,０００

件の大部分とは言いませんが、かなりの割合で特殊

詐欺の相談が占めるのかなと勝手に思っておりまし

た。ただ、それはほとんどないと。だとすれば、

６,０００件の中で、どういった相談が一番多いの

でしょうか。パーセントというと変ですが、半分ぐ

らいはこういうものだとか、３０％ぐらいはこうい

うものだとか。特殊詐欺を除いた相談が６,０００

件というイメージがちょっと湧かなくて、すみませ

ん。

委員長（会長）

暫時休憩します。

午前１１時６分 休憩

午前１１時７分 再開

委員長（会長）

再開します。

県民生活課長

生活センターに寄せられる相談で、特に多いのが

業者のサービスの提供方法についてということで、

不審な電話が自宅にかかってきたけれども、対応す

るのはどうだろうかとか、こんなメールが来たけれ

ども、それに乗っていいのか情報提供を受けたいと

か、通信販売でのトラブルの解決に向けてアドバイ

スを受けたいといったもの、それから、健康食品に

ついて高額なので途中で解約できないか、解約する

にはどうしたらいいかの相談など、本当に消費生活、

購入契約の全般に関しての相談が多く寄せられてお

り、それが大部分という内容になっております。

沼谷純委員（分科員）

今、幾つかお話しいただいたうち、例えば不審な

メールとか電話は、結果的に特殊詐欺につながるよ

うな内容のものもあるような気が、私はしたのです

が、それはさておいて、逆に言うと、買ってしまっ

たものや契約してしまったものに関する相談もかな

りあるという理解でいいのですね。

県民生活課長

解約をしたいとか、契約をどのようにしたらいい

かとかをアドバイスしていく件数が、消費生活相談

では上位に上がってございます。

沼谷純委員（分科員）

県のセンターでは２,０００件、全体で６,０００

件とありますが、こういった相談を受けて、解決で

きたとか、あるいは何か未然に防ぐことができた、

つまり相談件数が何件かというよりは、そこから救

済といいますか、解決といいますか、それができた

かどうかというところが大事だと思います。その辺

は最終のところまでトレースをかけていなければ、

なかなか難しいと思うのですが、そういった把握み

たいなものはできるもの、あるいはしているもので

すか。

県民生活課長

市町村の相談まではなかなか難しいのですが、県

の生活センターで受け付けている相談に関しては様

々な分析をしておりまして、既にそちらも公表して

おります。令和４年度でいいますと、契約解除、返

金になったもの、きちんと回復されたものは１７３

件で金額は１,７６５万６,０００円、それから法律

に基づくクーリングオフという制度で解約できたも

のが３５件で金額は６６８万９,０００円、それか

ら未然防止できたものは２０件で６３９万

４,０００円と、生活センターではそういった分析

をしており、センターの概要という形の統計で公表

しているところでございます。

沼谷純委員（分科員）

今、数字を全部、足し上げてはいませんが、

２,０００件のうち１７３件、足していって２００

件ぐらいか分かりませんが、そうすると相談あった

うちの１０％ぐらいは何らかの解決、ゴールまで行

ったけれども、残り９割は解決できなかったのか、

追いかけられなかったのか、そこの精度も大事かと

思うのですが、どうですか。

県民生活課長

前段の処理結果も当然、２,０００件の分析をし

ておりまして、令和４年度だと、助言をして自主的

に交渉したもので４０８件ですとか、様々な情報提

供が１,１７０件、困難事例につきましては、セン

ター自らが事業者交渉を行って問題解決を図るケー

スがありますが、そちらが２９８件とか、そういっ

た各処理結果の統計を２,０００件分まとめて、併

せて公表しているところでございます。

沼谷純委員（分科員）

確認ですが、先ほど、ほかの委員もおっしゃって

いましたが、２５市町村に全て、いわゆるセンター

があるということでいいのですよね。

県民生活課長

消費者安全法に定める消費生活センターの要件を

満たす相談窓口は市のみでありまして、全ての１３

市には置いてありますが、町村につきましては消費

生活窓口という扱いになります。

沼谷純委員（分科員）

いわゆる法の要件に合致するセンターと窓口とで

違うわけですが、そうすると市ではない町村の窓口
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は、例えば機能的に何かできること、できないこと

とか、あるいは何らか県で補完をしなければならな

いような部分があるのか、そこを教えてもらってい

いですか。

県民生活課長

法の要件を満たす消費生活センターには、専任の

消費生活相談員を置いておりますが、それを満たさ

ない町村については、相談員のいないところもあり、

その相談については行政の職員が対応している町村

が大変多いと。件数はそんなに多くありませんが、

相談があれば行政職員が対応している町村が多いも

のの、きちんと消費生活相談窓口を設けております。

先ほど御説明したとおり、受けた相談につきまして

は、そこの相談窓口で対応する、解決することにな

りますので、専門の相談員がいないと解決もなかな

か難しい面もあり、そういった町村については生活

センターの助言、支援を受けながら、解決を図って

いるところでございます。

沼谷純委員（分科員）

これは、できるかどうかという話もあるのですが、

振興局とセンターをオンラインでつなぐよりは、む

しろそういった町村、専門の方がいないところこそ、

オンラインでリアルタイムにセンターとつなぐほう

が効果的ではないかという気がするのですが、そこ

はいかがでしょうか。

県民生活課長

委員おっしゃるとおり、今後の消費生活相談に関

しましては、当然ＤＸの技術を使った相談対応も全

県の中で検討の一つに考えているところであります。

そこは今後、希望する町村等が出てくる可能性もあ

りますので、全県の消費生活相談窓口のＤＸ化の中

で検討していく事項かと考えております。

沼谷純委員（分科員）

あまり長々やってもあれですが、ＤＸ化というと

非常に何か難しいことのようについ捉えられてしま

いますが、端的に言いますと、今ズームであれ何で

あれ、オンラインで誰でも、パソコンが向こうとこ

ちらに１台ずつあればつながるわけですので、ＤＸ

という言葉を用いずとも、各町村の職員とセンター

でパソコンをつないで会議をやったりオンラインで

面談をすることは、すぐにでもできると思うのです

が、それはいかがですか。

県民生活課長

センターに限らず、今後の市町村相談窓口の在り

方を随時検討しているところでありますので、その

流れの中でそういったことも検討事項の一つになる

のだろうと考えております。

沼谷純委員（分科員）

こういった相談は、世代、年代を問わないかもし

れませんが、どちらかというと、やはり高齢者の方

が多いだろうと思いますし、そうなると今度は交通

という意味でも、交通弱者というところも重なって

くる場合もあります。市はむしろしっかりと自分た

ちでノウハウをためて、きちんと自己完結的にやっ

てもらうセンターになってもらいたいと思いますが、

町村はそれはなかなかできない規模もあるでしょう

し、そういうところをこのセンターがきちんとバッ

クアップしていくことを、長い検討の時間を掛けず

に、今、言ったような簡便な形ですぐできますので、

それを是非お願いしたいと思います。

もう一つ確認ですが、集約されたセンターの、開

いている時間は平日の日中だけですか、土日はどう

ですか。

県民生活課長

センターの開設時間につきましては、従来どおり

でございます。

沼谷純委員（分科員）

従来どおりというと。

県民生活課長

少々お待ちください。

委員長（会長）

暫時休憩します。

午前１１時１７分 休憩

午前１１時１８分 再開

委員長（会長）

再開します。

県民生活課長

土日祝日を除く平日の９時から５時が受付時間で

ございます。

沼谷純委員（分科員）

各市町村は当然、平日の日中しか対応しないと思

いますので、せっかくセンターに１０名の体制をと

られるのであれば、３６５日とは言いませんが、土

日の対応ということもお考えにならないですか。

県民生活課長

全国的なＤＸの流れを今、国で検討していること

もございまして、そこで土日もやっている市町村に

相談を回せるのではないかという国の検討事項もあ

るようですので、そういった国の流れを見ながら、

県の相談窓口の開設の在り方を考えていく必要があ

るのだろうと考えております。

沼谷純委員（分科員）

また、ＤＸという話が出ました。秋田県内で土日

に開いている市町村の窓口が、もしないのだとすれ

ば 今、現行であれば別ですが そこに期待を

するのではなくて、市町村では恐らく１人いるとか

いないとか、そういうところがほとんどだと思いま
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すから、実施するとすれば、恐らく１０名の体制と

した県のセンターでしか土日の対応はできないと思

います。国の動向もあるかもしれませんが、先ほど

のオンラインでつなぐこともそうですし、センター

の土日開設もそうですし、そこはあまりＤＸとか国

の動向と言わずに、必要性があるか、効果があるか

というところを県としてきちんと判断をしていただ

きたいと思います。これは、部長から御答弁をお願

いしていいですか。

生活環境部長

県民の方々の利便性を図るために、先ほど言われ

た土日の相談体制というのも今後、検討していくべ

きだと思います。

加藤麻里委員（分科員）

私からも少しお伺いしたいと思います。

相談活動はこれからいろんな場面で重要視されて

くると実感しているわけですが、生活センターの消

費生活相談員は専門の相談員ということで、いろい

ろスキルや研修を積みながら頑張っていらっしゃる

方だと思います。変な話ですが、お分かりでしたら、

この１０名の方はどういった雇用形態なのかという

ことと、できれば性別はどのようになっているのか

教えていただけますか。

県民生活課長

現在、配置しています消費生活相談員につきまし

ては、会計年度任用職員でございます。性別は、全

員女性でございます。

加藤麻里委員（分科員）

全員女性で、会計年度任用職員ということでよろ

しいですか。

県民生活課長

はい、そうです。

加藤麻里委員（分科員）

様々な研修も行われ、スキルも積んで、相談員と

してのノウハウ、またその中で改善に向けていろん

なことを考えた場合に、会計年度任用職員となれば、

正職員と違って、３年でという繰り返しの中で、で

きるだけ長く働いていただければ、それにこしたこ

とはないのですが、そこの部分が個人的には非常に

……。土曜、日曜の相談活動もするとなった場合な

ども考えたときに、しかも全員女性だと……。県と

してもいろんな場面で、きちんと専門の相談員とし

て、こういった方の雇用についても考えていただき

たいなと私自身は思っています。全国的にそういっ

た相談員は会計年度任用職員というのが、現実的に

はそうかもしれませんが、なお一層、この事業がう

まくいくためにも、この先のことを考えるとそう思

いますので、要望としてお伝えしたいと思います。

委員長（会長）

ほかに。いいですか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で県民生活課関係の質疑を終了します。

次に、環境管理課関係の質疑を行います。

加藤麻里委員（分科員）

放射能の測定事業についてお伺いします。

ウェブサイト等で情報提供を行っているとありま

す。野生鳥獣のイノシシ、クマ、鹿とかありますが、

こういったものの検体はどういった形で調べられる

ことになるのでしょうか。

委員長（会長）

暫時休憩します。

午前１１時２４分 休憩

午前１１時２４分 再開

委員長（会長）

再開します。

環境管理課長

地元の方々が捕った肉を調べているということで

あります。

加藤麻里委員（分科員）

よく農林水産委員会では、ジビエといった料理と

かをもっとやったほうがいいのではないかという話

が出るのですが、実際、現実的にこういったジビエ

の対象となるものが、どういった形で放射能濃度の

測定の場に検体として持ち込まれるのかなと思いま

した。つまり、捕獲というのですか、その方が依頼

すると常にこういった形で検査を、測定していただ

けるということでよろしいのですか。流通している

山菜等もありますが、そういったものもこちら側で

お願いすると測定していただけるということでいい

のでしょうか。

環境管理課長

捕られた方が希望した場合に調べるということで

あります。

加藤麻里委員（分科員）

すると、山菜等もその都度、例えば平鹿地域振興

局とかでしょうか、保健所でしょうか、そういった

場所に持ち込んでお願いするということでよろしい

のですね。

環境管理課長

山菜等の場合は、道の駅で売られているようなも

のを保健所で買ってきて調べることもあります。

生活衛生課長

食品の放射性物質の検査ですので、私が代わって

お答えします。

２７件の予定の検体は、全て保健所が抜き打ちで、

流通している食品、特に山菜、キノコとか出やすい
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ものを中心に検査し、野生鳥獣肉は自然保護課のラ

インで検体を採取すると聞いております。

ジビエに関しましては、現状、福島の事故が起き

たときに、秋田県はイノシシがいませんでしたので、

秋田県ではイノシシは流通していない状態で、規制

は実際にかかっていないのですが、最近出てきまし

たので検査したところ、基準を超えるようなイノシ

シがいるということです。もし流通するとなった場

合は、確実に基準を超えていないことを確認できる

体制がとれてからでないと流通する仕組みを構築で

きないと。イノシシの場合ですが、そういう管理が

できたら、解禁と言えば変ですが、流通可能だと整

理をしています。

クマについては、福島で事故が起きたときにはい

ましたが、検査しても基準を超えそうもないので、

クマは放射性物質の検査なしで流通できるという整

理になっています。

加藤麻里委員（分科員）

すると、今のお話だとクマは検査しているという

ことですか。クマと鹿については、今、検査対象に

なっているということでいいのですか。ちょっと最

後の話が聞き取りにくかったので。

生活衛生課長

クマ、鹿は、狩猟で捕れたものについては、自然

保護課で計画を立てて検査をしています。それは、

流通することが前提ではなく、いわゆる自分で食べ

ることも含めて、実際どうなのかというモニタリン

グと言えばいいのですか、どれぐらい放射性物質に

汚染されているというか、そういうのが検出される

かを見るために自然保護課が実施しているというこ

とです。そういう中では継続してクマも鹿も同じよ

うに検査対象として検査していますが、イノシシに

関しましては一回基準を超えていますので、本当に

全頭検査でないと流通が可能にならないというのが

現状でございます。

加藤麻里委員（分科員）

今、クマと鹿に関しては自然保護課でということ

でしたが、流通はさておいても、実際の数値として

はどうでしょうか。

生活環境部参事（兼）自然保護課長

放射能物質の検査につきましては、行政検査と自

主検査の２つありまして、環境管理課で実施してい

るのは行政検査のことだと思っております。行政検

査につきましては、先ほどから名前が出ている、狩

猟したイノシシ、鹿、クマなどについては、年度、

年度でどの獣種を検査するかという計画を立てて、

その計画にのっとって地元のハンターから買い上げ

て、それを材料として検査をしているところであり

ます。令和５年度につきましては、イノシシだけが

行政検査をしております。クマにつきましては、こ

こ最近しておらず、令和元年度が最後と記録がござ

います。

このほかに、自主検査ということで、先ほど生活

衛生課長からも説明があったとおり、県南でイノシ

シから基準を超える放射能が検出されたことがござ

いますので、流通はしていないところですが、自家

消費する場合に不安があるということで、平鹿地域

振興局に計測器を移設しまして、不安がある方は調

べていただいて、自家消費に向かってもらっている

ところです。実際は、平成３０年度に３個体から基

準値を超える放射性物質が検出されましたが、それ

以降は基準値を超えた例はございません。

加藤麻里委員（分科員）

イノシシは基準を超えていたというお話ですが、

クマに関しても結構、自家消費されている方が多い

です。鹿はなかなか食べている人の話は聞かないの

ですが、クマ肉は食べたという話がよくあります。

今回はイノシシだけだったようですけれども、是非

そこら辺のところも行政検査の対象にしていただい

たほうがいいのではないかと思うのですが、どうで

すか。

生活環境部参事（兼）自然保護課長

これまでもクマについては検査をしてきたところ

ですが、基準値を超えている例がないということ、

多分、食性 食べる餌とかから起因する場合があ

ると思うのですが、そういったことを考えると、こ

れまでも基準値を超えた例があるイノシシを中心に

検査をしていく計画を今、立てているところです。

加藤麻里委員（分科員）

やはり心配な場合は自主検査ということですが、

例えばクマとか、そういったものについては、平鹿

地域振興局とかに持ち込んで検査もしてもらえると

捉えていいですよね。

生活環境部参事（兼）自然保護課長

平鹿地域振興局に検査機器をセットしております

ので、それを活用して自主検査は可能であります。

加藤麻里委員（分科員）

そういったことも是非、何かの折に広報などで伝

えていただければと思います。

生活環境部参事（兼）自然保護課長

狩猟者に対しましては、そういったことも周知を

しておりますので、ハンターの方は御理解している

と考えております。

委員長（会長）

ほかに。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

なければ、以上で環境管理課関係の質疑を終了し

ます。

次に、八郎湖環境対策室関係の質疑を行います。
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北林丈正委員（分科員）

説明資料１３ページ（４）で調査研究等推進事業

の新しい事業で「湖底耕うん」という言葉が出てい

るのですが、これは今までやったことがなくて、今

回これを新たに実験的にやってみるということでし

ょうか。

八郎湖環境対策室長

これまで行ったことがございませんので、初めて

行う取組でございます。

北林丈正委員（分科員）

どの場所で、どのぐらいの面積でやるのか。あと

は、耕うんの仕方も簡単に説明していただければと

思います。

八郎湖環境対策室長

湖底耕うんは、湖内の底質を改善する取組の一つ

で、例えば抜本的な対策とすれば、しゅんせつとか

もあるのですが、お金が掛かりますので、今回は湖

底耕うんを用いるということです。来年度につきま

しては、いきなり湖の中というよりは、湖岸の消波

工の中にたまったヘドロが堆積している場所につき

まして、人力で、草などをかくレーキで、湖底を

１０センチ程度、耕うんします。狙いとしては、耕

うんしたことで日光が湖底に入って、ヘドロを分解

して底質の改善につなげたいと。いきなり対策を実

施しますと成果が分かりませんので、そういった底

質がどのように改善されるかというデータをとるた

めの調査を行います。具体的な場所としては、先ほ

ど申したとおり、八郎潟に消波工がございますが、

そこでミニ八郎湖に見立てまして、まずはデータを

とる取組を来年度、予定してございます。

【「何事か呼ぶ者あり】

八郎湖環境対策室長

先ほど１２ページの湖内浄化対策事業で、消波工

への水生植物の移植等による植生回復の促進という

ことで御説明しましたが、これまでも整備しており

ます消波工において、人力で湖底耕うんを行った前

後の水質あるいは底質の状況がどうなるかというと

ころを、まずは調査しようということで行うもので

ございます。

狙いとしては、耕うんを行うことでヘドロの分解、

底質の改善が図られる効果とともに、底質の環境を

良くするということで、生態系の回復が見込まれる

のではないかといったところもございます。

あと、八郎湖はアオコが発生しています。ここの

調査の狙いとしては、アオコは水温が２０度くらい

を超えてきますと群体化して発生してくるのですが、

水温が低い時期にこういった耕うんを行うと、どう

いった植物プランクトンの種類が優先化してくるか

ですとか、アオコが発生するようなラン藻類以外の

藻類が増えてきて、アオコが発生する状況を防止で

きないかという狙いもありまして、まずはそういっ

たところとつながるかどうか、データをとるのが来

年度の調査内容でございます。

北林丈正委員（分科員）

すごく原始的な方法というか、なぜ今これをやる

ことになったのか。こういうのであれば、もっと前

にやっていてもいいような気がするのですが、なぜ

今なのですか。

八郎湖環境対策室長

先ほども言いました八郎湖の底質改善については、

流域の市町村長等が委員となっている協議会でも、

また議会でも、毎回のようにアオコ対策、底質のし

ゅんせつ等とかの抜本的な対策を考えるべきではな

いかという意見等がございました。そういった中で、

しゅんせつについては、一過性の効果ですとか、費

用対効果の面で課題が多いということで、対策はと

っていないのですが、いずれ耕うんによる底質の改

善を科学的な知見に基づきながら、学識経験者とも

一緒に進めたいということであります。いきなり多

額の事業費を投入して行うというよりは、まずは季

節的にどういう種類の植物プランクトンが優先する

かというようなことを、県立大でもこれまで調査し

ております。そういった知見を基に、実際に八郎湖

を耕うんした場合にどうなるかということで、人力

の耕うんをずっと続けていくというよりは、そこで

どういった変化、効果が見られるかというところを

確認していった中で、次に、例えば湖内で船舶によ

る耕うんですとか、そういったことにつなげて、段

階的にできないか、初めの調査を行うということで、

今回要求したところでございます。

北林丈正委員（分科員）

ちなみに、これの予算は、この６５６万円のうち

幾らぐらいですか。

八郎湖環境対策室長

今回の湖底耕うんの基礎調査に関しましては、

１７０万円ほどを予定してございます。

鈴木真実委員（分科員）

北林委員に引き続いて質問します。湖底耕うんに

ついて、ちょっと驚きました。干拓されてから６０

年になっていて、この６０年間に残存湖の環境も昔

とは違ってさま変わりしていて、川から流れてくる

伐木というのですか、木だとか下に埋まっているで

しょうし、それから汚泥もすごいというのは、誰も

が分かっていることです。周辺市町村の首長だけで

はなくて、住民の方々も大変な思いをしているし、

災害に当たっても、あそこの湖底をきちっと整備す

ることによって、集中豪雨による災害も防止できる

のではないかという話までしている中で、原始的方

法でこの１７０万円という金額、根本的に、本当に

県は取り組んでいこうとしているのかどうかと、今、



- 77 -

私は「おおっ」と思ってしまいました。

国要望も毎年されていますが、国からの回答につ

いて、県はどのように受け止めているのでしょうか。

八郎湖環境対策室長

先ほど申したとおり、今回１７０万円ほどの調査

費を上げております。いずれこういったデータを確

認しながら、第４期計画の策定にも入っていくので

すが、そういった中で考えていけないかというとこ

ろの、まずはデータをとることが目的でございます

ので、これで終わりということではなくて、次につ

なげられるかという最初のところで、令和６年度は

調査して、結果が出てくれば、また広げてつなげて

いきたいと考えております。まずは１点その部分で

ございます。

あと、国要望に関しては、なかなか直接的に支援

を受けるような制度はございませんので、八郎湖の

指定湖沼で、計画に基づいて対策をとっているよう

なところでも ２級河川の八郎湖でございますが

そういった支援制度の拡充についても、毎年要

望はしているのですが、なかなか環境省で使えるよ

うな予算が組まれていないのが実情でございます。

いずれ全部でなくても、モデル的に合致するような

取組があれば、活用できるような形で要望はしてい

るところでございます。

鈴木真実委員（分科員）

そもそも八郎湖が出来たときは、農林水産省がメ

インになってやっていたわけです。環境省の予算が

少ないためというお話が今ありましたが、農林水産

省の八郎湖とか環境に対する考え方も是非、入れて

いかないとならないと思います。その辺については、

秋田県のレベルにおいても生活環境部と農林水産部

との間で、いろんな話合い等は持たれているもので

しょうか。

八郎湖環境対策室長

農林水産省の予算に関しては、御承知のとおり、

対策としてはないですが、例えば大潟村の多面的機

能直接支払でも、これまでも取組を行っております

し、排水の面での整備といったところでも、農林水

産省の予算が入っているところでございます。

あと、直接この事業で農林水産部と、というより

は、例えば農地排水負荷削減対策事業の中での無落

水移植栽培を拡大していくといったところでは情報

共有をしております。事業費の面でといったところ

でのやり取りはないですが、八郎湖に対しての農林

水産省サイドの予算も入ってといいますか、そうい

ったものも使いながらの取組も行われてはいます。

鈴木真実委員（分科員）

昨年この委員会で、琵琶湖の視察をしてきました。

琵琶湖もやはり大変なときがあって、アオコが出て

くるとか、臭いも非常に大変だとか、水も汚れてい

る中で、あそこは何万世帯でしたっけ、一千何百万

世帯に水を供給しているということで、バックにあ

る背景は違うのですが、１兆円掛けて美化したとい

う話があります。秋田県においても、大潟村、八郎

湖については国策で取り組んだはずですよね。これ

について、八郎湖環境対策室に全部を求めるのは酷

かもしれませんが、ただ環境対策のためにずっと室

が設けられて取り組んでいることを考えると……。

今まで我々県議会としても、ずっと要望してきてい

るのです。毎年何回もみんな質問したり。住民の感

情は、本当に何とかしてほしいということ。

それから、去年の終わり頃、周辺市町村と関係機

関との協議会があったときにも、神部副知事も出て

いらっしゃって、調査については踏み込んだ対策を

するというような発言があったように聞き及んでお

りますが、それがこれなのかということで、もうち

ょっと踏み込んだ対策はできなかったものかと申し

上げたいと思いますが、いかがでしょうか。

八郎湖環境対策室長

まず、御承知のとおり、琵琶湖は国直轄であり、

八郎湖は２級河川ということで、琵琶湖と八郎湖の

対策も予算規模も全然違いますが、そこはお金とい

うよりは、取組としてやっていくということはある

と思います。

あと、さっき申しましたとおり、神部副知事が会

長の八郎湖水質対策連絡協議会がございますが、そ

の中でも抜本的な対策を次の計画の前でもちゃんと

考えていくようにとお話がありました。先ほどの繰

り返しになりますが、いきなり対策というよりは、

やっぱりバックとしてデータというか、そこら辺を

確認しないとなかなか、これをやっていきますとい

うようなこともございませんので、そこは科学的根

拠を持ちながら、学識経験者や県立大で取り組んで

いる成果等もありますので、そこら辺も交えて、実

際に本当にやれるのかというようなところも見極め

た上で進めていきたい。額的な調査費はこの程度の

予算ですが、次を見据えてやっていきたいという思

いでおります。

鈴木真実委員（分科員）

美しい八郎湖をつくるということで、「わがみず

うみ」創生事業という名前が付いておりますし、そ

れに合ったような対策を県としても一歩踏み込んで

取り組んでほしいと思いますが、部長、いかがです

か。

生活環境部長

八郎湖の対策につきましては、これまでもいろい

ろな事業を行い、学識経験者等も交えた上で検討し

てきております。ただ、いろいろと費用対効果等を

考えて、できることをできる限りやるということで、

現在の計画では、農地排水からの負荷をできるだけ
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減らすというところに一番重点を置いて取り組んで

いるところですが、今後、第４期の計画を作るに当

たり、これまでいろいろと上がってきた対策につい

ても再度検討して、できるだけ八郎湖がきれいにな

るような対策を、計画には盛り込みたいと思ってご

ざいます。

鈴木真実委員（分科員）

第４期湖沼水質保全計画ですよね。単純な質問で

すが、第３期は令和元年度から令和６年度の計画で

あるのに、４期計画を立てるのに来年度検討して、

令和７年度もまた検討して、令和７年度の末に計画

が出来上がるという。そうすれば、令和７年度はど

のように捉えたらいいものですか。１４ページの解

説です。

八郎湖環境対策室長

最終年度と次の年度と２か年で計画策定していく

のですが、１年目は、先ほども申したとおり、シミ

ュレーションの精度を上げるために、水質予測モデ

ルの構築など、各データの整理を行ってまいります。

令和７年度になるのですが、２年目に、令和６年度

までの計画の評価、総括ですとか、前年度期間の実

績を用いたシミュレーションを行うこととしており

ます。そういったことも含めて、実施する対策の検

討も行っていくのですが、そういった対策を講じた

中で、水質の目標値ですとかも設定していくという

ような、シミュレーションを行ってまいりますので、

なかなか単年度ではできないということで、最終年

度の令和６年度で得たデータを含めながら、令和７

年度に目標設定するというような流れでございます。

鈴木真実委員（分科員）

普通の計画やプランは、前の年度の最後に発表し

て、令和７年度から取り組むのが普通だと思うので

すが、それができないということになりますか。

八郎湖環境対策室長

指定湖沼の指定を受けて、湖沼水質保全計画を策

定しているのですが、環境省の定める基本指針がご

ざいまして、これにのっとって作っております。そ

の中で、可能な限り的確に水質を把握して、予測し

て、計画を作りなさいということになっており、あ

る程度データに基づいたシミュレーションになりま

すので、単年度で計画の最終年度に立てるというよ

うな形ではなく、こういった対応も必要ということ

で、２か年にわたって策定しているところでござい

ます。

鈴木真実委員（分科員）

終わります。まず、考えていただきたいと思いま

す。

委員長（会長）

ほかに。いいですか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で八郎湖環境対策室関係の質疑を終了します。

ここで、昼食のため暫時休憩します。再開は午後

１時１５分とします。

午前１１時５５分 休憩

午後 １時１２分 再開

出席委員（分科員）

休憩前に同じ

説 明 者

休憩前に同じ

委員長（会長）

委員会及び分科会を再開します。

休憩前に引き続き、生活環境部の議案に関する審

査を行います。

初めに、温暖化対策課関係の質疑を行います。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

次に、環境整備課、生活衛生課、自然保護課関係

についての説明を求めます。

環境整備課長

【当初予算内容説明書及び提出資料により説明】

生活衛生課長

【当初予算内容説明書及び提出資料により説明】

生活環境部参事（兼）自然保護課長

【議案〔７〕、当初予算内容説明書及び提出資料

により説明】

委員長（会長）

以上で説明は終了しました。

ただいまの環境整備課、生活衛生課、自然保護課

関係の説明及び議案に関する質疑を行います。質疑

は課ごとに行います。

まず、環境整備課関係の質疑を行います。

今川雄策委員（分科員）

２点ほどお伺いしたいと思います。

初めに、委員会資料１８ページ、能代産廃の件で

すが、次の１９ページには特措法が終わり、新たな

国の支援を得るという記載があります。いろいろと

国の協力も得ながら進められると思いますが、今の

状況といいますか、現状をどのように捉えています

か。

環境整備課長

能代産業廃棄物処理センターの現状については、

これまで処分場の遮蔽壁の外の影響につきましては、

３つの沢があるうち、１つの沢においてのみ、まだ

環境基準をクリアできていない状況です。ただ、低

減は図られておりますので、まず、今回の国から補
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助を頂ける間で、何とか環境基準の達成に向けて取

り組んでいるところでございます。

ただ、処分場の中には、依然として埋められたも

のがございますので、それは今後、維持管理等をし

ていかなければならないと考えております。

今川雄策委員（分科員）

今、現状をお聞きしたのですが、長い時間を掛け

て原状の回復に近づけていく事業だと思います。今

後、なかなかはっきりしたことは分かりにくい話だ

と思いますが、めどといいますか、始まりがあれば

終わりがあるということで、どういうところまでの

原状回復を目指して、どのくらいまでを想定しなが

ら進めていくのか。ちょっと難しい話かもしれない

けれども、今後、これからを、どのように考えるの

か。

環境整備課長

処理センターの外に対する影響につきまして、国

からの支援は特措法が終わってから５年間、長くて

５年間やっていただける可能性が出ておりますので、

その間に何とか外への影響は低減させて、環境基準

をクリアさせたいと考えて、日々対策に取り組んで

いるところでございます。ですが、先ほども説明し

ましたように、場内には依然として、これまで埋め

られた廃棄物がございます。そちらについては、外

界も影響がなくなって初めて、一般的にある産業廃

棄物最終処分場の元の姿に戻る状況です。今後その

中のものの安定化を図っていかなければなりません

ので、いずれ維持管理はしばらく続けなければなら

ないと考えております。

今川雄策委員（分科員）

委員会資料の２１ページ、８番の新規事業、災害

廃棄物処理計画の改定についてです。いろんな自然

災害が増えたので改定するということですが、具体

的に今までとこれからと、どういう方向を目指して

改定をしていくのか、若干中身の部分について教え

てもらえればありがたいのですが。これからだと思

いますけれども。

環境整備課長

災害廃棄物の処理計画の改定については、昨年の

７月豪雨を受けまして、それに伴った課題等も見え

てきた状況でございます。やはり災害廃棄物処理は

主体的に市町村で担うことになっておりますが、市

町村職員の人員の関係、専門的な人員がなかなかい

ないというところがあるので、スキルアップとか、

初動体制の構築の仕方とか、あと今回の秋田市豪雨

を経た戸別回収という、これまで計画に盛り込んで

こなかった部分の検討をしながら、改定をしていき

たいと考えております。

今川雄策委員（分科員）

いろいろな災害が増えているという状況で、人手、

人材の育成という大きな観点があると思います。そ

れぞれの市町村の部分ですけれども、各市町村のい

ろいろな決まりがあると思いますが、統一した方向

で、例えば県が主導し、市町村を巻き込んで、同じ

方向を向いてこれからも変わりなく行っていくとい

う認識でよろしいですか。

環境整備課長

委員おっしゃるとおりですが、今回の計画改定の

内容は、市町村における個別の処理計画にしっかり

と反映できるような中身にしていきたいと考えてお

ります。

加藤鉱一委員（分科員）

海岸の漂着物は、昨年は幾らでしたか。

環境整備課長

昨年度、令和４年度となりますが……

【「５年度でなく」と呼ぶ者あり】

環境整備課長

今年度……

【「今年は５年度、昨年は令和４年度」と呼ぶ者

あり】

環境整備課長

令和４年度、昨年度の実績となりますが、海岸

２０区域におきまして５５３.９１トンの回収とな

っています。

【何事か呼ぶ者あり】

環境整備課長

予算ですか。

【「金額のほうね。今、量で言ったからね」

と呼ぶ者あり】

環境整備課長

国の令和４年度２月の補正等も含めまして、令和

５年度が総事業費、当初予算で８,４４０万

７,０００円で、令和６年度は８,０６４万

４,０００円となっております。

加藤鉱一委員（分科員）

分かりました。去年とほとんど変わっていないと

いうことですね。

それで、重点地域の海岸漂着物回収事業は、どの

ように決めているのですか。海岸ですから、海岸エ

リアの市町村になるのでしょうけれども、手挙げで

すか。

環境整備課長

県内の沿岸部を２２の区域に分けていますが、

１４の県管理の海岸となります。それと県管理の３

つの港、あと５つの漁港を重点区域として設定し、

回収事業をやっています。主に県の河川砂防課、水

産漁港課で事業を組んで行ってもらっているほか、

市町村単独でもエリアなりで海岸の漂着物の回収等

を行っていまして、そちらに対しても県で予算を見

ている状況でございます。
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加藤鉱一委員（分科員）

やっぱり県と市町村が一体的に、県民を巻き込ん

で事業や催しを行っているところもあるのですけれ

ども、市は市、県は県でなくて、ボランティアを含

めて、市町村と一体的に、連携して行うという方向

が大事だと私は思うのですが、その辺りはどのよう

に考えてますか。

環境整備課長

こちらの海岸漂着物の事業を行うに当たっては、

市町村、県の関係各課、あと今年度から、国の能代

と秋田の河川国道事務所に委員として出てもらって、

協議会形式で事業報告や毎年の方針等を決めて、活

動を行うこととしております。連携はさせていただ

いているところです。

加藤鉱一委員（分科員）

それで、ごみ自体は海外から来るもの、あるいは

災害等で一気に海に流れるとかいろいろとあります。

最近は全体的に少し少なくなっているのかなと思う

のですが、その辺りはどのように把握していますか。

環境整備課長

明らかに少なくなっているという傾向はなかなか

見受けにくいのですが、かといって極端に増えてい

るという状況でもなく、どちらかというと横ばいと

いう状況です。国の調査によれば、海外から来るも

のも確かにあるのですが、やはりその地域の内陸部、

河川等を通じて漂着、流れ着いてくるものが８割ぐ

らいあると言われております。そういう中で、協議

会でも県内の全市町村に参画していただいて、その

事業についていろいろ取り組んできているところで

ございます。

鈴木真実委員（分科員）

資料の２１ページで、（９）番に浄化槽台帳シス

テム化事業があります。この新規事業は何のために

設けられたのか、教えてください。

環境整備課長

浄化槽を所管する法律、浄化槽法という法律がご

ざいますが、その令和２年度の改正におきまして、

浄化槽台帳の整備が義務化となりました。これまで

の県の状況からいきますと、平成元年度の頃から県

の職員、保健所職員向けの指導要領の中に浄化槽台

帳の規定も盛り込んで、浄化槽の届出が来れば、浄

化槽台帳を付けるようにと行ってきておりました。

市町村の権限移譲等もありまして、今１７市町村に

権限移譲で浄化槽事務が下りているわけですが、保

健所ベースの台帳を市町村等に下ろして、今のとこ

ろ運営しております。

ただ今回、令和２年度の改正で義務化になり、し

っかりやりなさいということと、今のＤＸの流れで

はございませんが、デジタル化して、しかも浄化槽

につきましては届出があって、その後の維持管理情

報 浄化槽の中の清掃はいつ行ったかとか、車で

言えば定期点検に当たる保守点検がいつ行われたか

とか、車検に当たる法定検査をいつ行ったかという

ようなものをデジタル化によって一元管理していこ

うとするものでございます。

鈴木真実委員（分科員）

合併浄化槽など、いろいろと浄化槽はありますが、

例えば地震だとか集中豪雨のときには、浄化槽が下

水道よりもいい働きをするというような情報がある

のですが、それについて教えていただけますでしょ

うか。

環境整備課長

浄化槽につきましては、各家々の近くの敷地内に

設置しておりますので、各家々の生活排水、トイレ

から流れる配管の距離が処理施設まで短いというこ

とで、地震による影響が少ない。

一方、下水道になりますと、終末処理施設まで汚

水を運ばなければいけない。そちらについて導水の

管がかなり長くなると地震の影響を大きく受けてし

まうということで、浄化槽が震災等に強いというい

われとなっております。

鈴木真実委員（分科員）

県内には、この浄化槽はどのくらいあるものです

か。パーセンテージ的には。

環境整備課長

現在、県内に７万基ほどございます。

鈴木真実委員（分科員）

７万基といいますと、イメージ的には全体でどの

くらいカバーされているものですか。

委員長（会長）

暫時休憩します。

午後２時００分 休憩

午後２時０１分 再開

委員長（会長）

再開します。

環境整備課長

浄化槽だけでのデータはないのですが、全県にお

きまして下水道や農業集落排水、その他集合施設に

おける排水処理、水処理施設を含めまして、水洗化

率、要はトイレが水洗化になっているかどうかの率

ですが、令和３年度のデータで恐縮ですが、秋田県

が８２.６％をカバーできている状況になっており

ます。

鈴木真実委員（分科員）

災害に強い浄化槽だということでの私の質問でし

た。それも含めて、台帳をシステム化するという、

ＤＸ化するということでありましたので、理解しま
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した。

沼谷純委員（分科員）

私も今川委員と同じところですが、もうちょっと

詳しく教えていただきたいなと思いまして。

先ほどの能代産廃の御説明の中で、２つのお話が

あったと思っています。１つは、外側の３つの沢の

うち、まだ１つが環境基準をクリアできていないの

で、そこをクリアしていくことが必要だということ

と、もう一つは中のところの無害化と言うのか、安

定化と言うのか分かりませんが、そこまでは管理し

ていかなければいけないと、２つのお話があったと

思います。まず１つ目の３つの沢のうちの１つの環

境基準を下げる、クリアしていくためには、何をや

っていくことになるのですか。

環境整備課長

これまで３つの沢に、処分場からの影響と思われ

る水がしみ出しております。「にじむ水」と書きま

すが、浸出水と呼ばれるものがございます。集水ピ

ットを造りまして、そちらに集めるようにしており

ます。そこをくみ上げて、場内にある浄化施設、オ

ゾンで処理します。補足ですが、環境基準を超えて

いるのは１,４－ジオキサンという物質だけで、ほ

かの環境基準項目はクリアしているのですが、その

クリアできていない１,４－ジオキサンの処理施設、

対策として、オゾン分解、オゾンで処理するものを

設置しております。それで処理をして、しみ出たも

のを回収して処理をして、繰り返ししていくことで、

今、処理水については、能代市の御協力を得ながら、

下水道に放流させていただいているところでござい

ます。

沼谷純委員（分科員）

今クリアできていないものも含めて、３つの沢と

も同じ形で今やっていらっしゃるのだと思うのです

が、そのうち１つが今の方法でやっていても、まだ

クリアできていないということでしょうか。それと

も、今の御説明のとおりのやり方が、これから何か

追加するとか、そういうことですか。やっているけ

れども、まだクリアできていないということですか。

環境整備課長

３つの沢ににじみ出るもともとの濃度が違ってお

ります。今一番影響あるところは、やっぱり高かっ

たと考えられます。その中で、今１,４－ジオキサ

ンを処理できる最有力の装置がオゾンの処理でござ

います。それ以上のものが今のところ出ていない状

況で、オゾンの処理施設を使って低減を図ろうとし

ております。くみ上げる量とかを調整しながら、確

実に低減はしてきているのですが、環境基準すれす

れのところを落とす、ごく微量のところを落とすの

がなかなかちょっと……。これは、どの水質項目に

も同じことが言えるのですが、なかなか難しいとこ

ろがあるので、地道に時間と労力を掛けて、くみ上

げて、オゾンで処理していきたいと考えております。

沼谷純委員（分科員）

素人的ですが、つまり今やっていることを継続し

て、時間をさらに掛けていくことでクリアするとい

うか、ある一定の基準値をクリアできるようにしよ

うと。新しい対策とか追加の設備を入れるというこ

とではなくて、何年掛かるか分かりませんが、今の

ことを時間を掛けてやっていけば、いずれクリアす

るというお話でいいですか。今そう受け止めたので

すが。

環境整備課長

その方法でクリアできる見込みでやっております。

沼谷純委員（分科員）

そうなれば、今この汚水処理の維持管理で大体１

億５,０００万円の費用を見ているのですが、何年

間か分かりませんが、先ほどの御説明のとおり、そ

この沢が３つともクリアし、外側の問題が解決する

と、維持管理費用は年間でどのぐらい下がるのでし

ょうか。

環境整備課長

場外と場内と一緒に計算しておりますので、明確

に分けていないのですが、場外分が少なくなれば、

当然予算的には減るものと思われます。逆にといい

ますか、場外の影響がないことで、普通の処分場に

戻るので、国の支援もなくなるという見込みであり

まして、５年間に受ける支援の中で何とか低減を図

って、クリアに向けて今、進んでいるところでござ

います。

沼谷純委員（分科員）

今、私がそれをお伺いしたのは、まさに、まだ国

の支援が３分の１あるとして、５年あるいは７年が

たったときには、もうこの３分の１がなくなると。

なくなったときに、まだこの維持管理費１億

５,０００万円が変わらないのであれば、単純に県

の持ち出しでずっと１億５,０００万円あるわけで

すよね。ですので、そこの見立てをちょっと伺いた

かったのです。回りくどくてすみません。要は、国

の補助があるうちに外側の問題をクリアしたとして、

その後の予算的な経費とかがどうなっていくのかと

いうことです。

環境整備課長

今、明らかに国で支援していただいている５年の

期間で、何とか低減に向けていきたいと考えており

ますが、それと並行いたしまして、県の財源を持ち

出しするのは、ちょっとどうかなというところもあ

りますので、まず国には５年以上支援していただけ

ないかということで、引き続き要望等はしていきた

いと考えております。

沼谷純委員（分科員）
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そうすると、お願いなわけですね。ずっと経年で

見ていませんが、私は毎年１億円とか１億何千万円

という経費がずっと掛かってきたような記憶がある

のです。突発的なメンテナンスとか追加の調査とい

うことを別にすれば。通常の維持管理で毎年、１億

何千万円とか掛かってきている。そんな気が私はし

ています。今のお話のとおりだと、外側の対策が終

わっても、中の対策が、対策というか安定化。ずっ

と国の補助金があればいいのですが、なくなったと

きには持ち出しが増えると。よって、維持管理費の

コストが下がらない限りは、どこかの時点で持ち出

しが増えることになるのではないかと思っての質問

だったのですが、そこの見通しをもう一回教えてく

ださい。

環境整備課長

ちょっと今、明確な数字がないのですが、先ほど

場外分を分けて積算というか、その分で減る分と全

体に係る費用を比較してみて、委員おっしゃるとお

り、持ち出しが今以上に増える可能性があるのかな

と考えております。その辺も踏まえて、今後その方

向性なり、対応を決めていかなければならないと考

えております。

沼谷純委員（分科員）

中の安定化という説明が先ほどありました。中に

はいまだドラム缶というか、そういうものが埋まっ

ているわけですが、このままずっと１０年、２０年

と安定化、あるいは害がないものになっていくのを

待つというか、維持管理という言い方でやっていく

と。そうすると、何年掛かるか分かりませんが、安

定化にはどのぐらい掛かる見通しですか。

環境整備課長

いつ頃ということでしょうか。

沼谷純委員（分科員）

はい、そうです。

環境整備課長

今、正直、何年までという形でお答えできるよう

な状況ではないのですが、いずれ今ある処理施設を

使いながら、場内についても現在、浄化を図ってお

りますし、今後、場外の影響がなくなったとしても、

当面の間は場内の浄化処理を続けていかなければな

らないことになります。施設等も整備して、修繕な

り更新なりの問題も出てくることと思いますので、

その辺も踏まえまして、今後の対応を検討していき

たいと考えております。

沼谷純委員（分科員）

すぐにはできないことだと思うのですが、県とし

て億単位の一般財源が毎年使われていくのに、安定

化はいつになるか分からない、あるいはこの先財源

的にどうなるか分からないと。そのような見通しが

分からないままに、まず取りあえず処理はしていか

なければいけない状況がずっと続くのは、私自身は

あまり良いことだとは思っていません。見通しを持

つのは難しいかもしれませんが、何らかの中長期の

プラン、施設の維持修繕ということも必要でしょう

し、大規模修繕も必要になるでしょうし、ロングス

パンになりますが、そういった見通しをどこかで持

っておかないといけないのではないかということで

すが、部長、そこを最後、御答弁頂けますか。

生活環境部長

この件につきましては、私も担当してきましたが、

なかなかいつまでというお話はできないと、ずっと

言っております。それができないとすれば、いずれ

コストをできるだけ下げていく必要があるのだろう

と。いつまでも同じコストを掛けて処理しなければ

ならない 処理はしなければならないのですが、

コストはやはり減らす努力をする必要があると考え

ています。実際、処理する水量が減れば、処理施設

の稼働率等ももちますので、現在、使っております

施設を、例えば２つ使っているものを１つにすると

かといった工夫をしながら、原因者がもういない処

分場ですから、県がどうしても管理しなければいけ

ないのですが、コストを下げる努力は、今後も引き

続きしていきたいと考えております。

沼谷純委員（分科員）

あともう一つ、別の項目になります。

先ほど、災害廃棄物処理計画の改定で、戸別回収

という新しい要素があったという話がありました。

この計画そのものの話になるかどうか分からないで

すが、去年７月のときに、秋田市であれば、いわゆ

る廃棄物を回収することに、やむを得ないのですが、

非常に時間が掛かったという状況がありました。市

町村を越えた広域処理もできたと思うのですが、あ

のとき秋田市あるいは五城目町では、そういった広

域処理をしたのでしたか。

環境整備課長

秋田県産業資源循環協会の協力も仰ぎながら、五

城目の廃棄物等を広域的な処理をしていると。広域

処理というか、失礼いたしました。今回の災害廃棄

物につきましては……。

委員長（会長）

暫時休憩します。

午後２時１６分 休憩

午後２時１６分 再開

委員長（会長）

再開します。

環境整備課長

産業資源循環協会の協力の下、例えば五城目町の
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災害廃棄物につきましては、秋田市のユナイテッド

計画の焼却施設に持ってきて、処理をしております。

男鹿市につきましても、ユナイテッド計画に一部持

ってきているということで、一定の広域処理はとっ

てきたところでございます。

（※８３ページで発言を訂正）

沼谷純委員（分科員）

受入れ可能だった企業が非常に思いを持ってやっ

てくださったことは私も承知しているのですが、こ

こであんまり詳しいことは言えないですけれども、

要は、県とすれば市町村からの要請があれば、広域

処理という調整をして、秋田市のものをほかの市町

村でとか、あるいは五城目町のものをほかの市町村

でとか、そういう行政的な調整をかけられたタイミ

ングもあったと思うのです。僕の記憶では、秋田市

側からの要請がなくて、そういう広域調整には至ら

なかったと記憶しているのですが、それは認識が違

いますか。違えば教えてください。

環境整備課長

県としましては、７月の豪雨災害のときに、秋田

市からの要請なり連絡なり、もう少し早くしていた

だければ、産業資源循環協会への手配等ももっと早

くできたのではないかと、後の反省ではございます

が、そういう思いはございます。

それとあと、すみません、先ほどユナイテッドの

お話を……

委員長（会長）

ちょっと中を詰めて。

生活環境部次長（古井正隆）

災害廃棄物の処理につきましては、秋田市であれ

ば、秋田市が処理の実施計画を策定して処理するこ

とになりますので、市の判断で実施計画を作る段階

で、市の処理能力、民間の処理能力を含めて、それ

でもほかの市町村などにお願いしなければいけない

という判断であれば、当然県にも要請があって、調

整することになるかと思います。昨年の豪雨の際に

は秋田市で、自分のところの処理施設、それから域

内、市内に災害廃棄物を処理できる業者がいるとい

うことで、その中で処理できるという判断の下に実

行されたと理解しております。

沼谷純委員（分科員）

もう一つ別の話です。あのときは自衛隊も最初の

頃に入ったと記憶していますが、あれは県からの要

請、あるいは秋田市から県が要請を受けて、県が自

衛隊に要請したということでしたか。そこももし分

かれば。分からなければ後でもいいです。

環境整備課長

自衛隊を呼んでほしいと言ったのは、秋田市長と

聞いております。市から県に要請があって、自衛隊

の直接の依頼は県がしています。

沼谷純委員（分科員）

何でこれを話したかというと、この計画改定は是

非、行っていただきたいのですが、今のように、役

割としては、市町村が主になってやらなければなら

ない部分が多いわけです。ただ、こういった広域調

整とか自衛隊ですとか、どうしても県がそういった

役割を担わなければならない部分もあるでしょうし、

私の個人的な思いとしては、別に秋田市に限らず、

災害時、その市町村が全ていろんな動きを適時適切

にやれればいいのですが、やれなかったりして、後

から反省という話が出てきます。そういった際には、

県側がこれはどうなのだということで、むしろ広域

調整をやるべきではないかとか、やりましょうとか、

そういう部分で、県が市町村の要請を待つだけでは

なくて、そこは県が主導するような役割が、この計

画の中にあってもいいのかなと思ったものですから

伺ったのですが、そこはどうでしょうか。

環境整備課長

今後の計画策定作業において、その点も踏まえま

して検討させていただきたいと思います。

それと、すみません。先ほど広域処理の関係で、

五城目町の災害廃棄物をユナイテッドに持ってきた

件でございますが、ユナイテッドでは中間処理、焼

却なりの処理をしたその残渣は、最終的には当該区

域の五城目町の最終処分場に行って、埋立てをして

いるということで、最終的には五城目町で処理をし

たという形になっております。失礼いたしました。

（※８２ページの発言を訂正）

委員長（会長）

いいですか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で環境整備課関係の質疑を終了します。

次に、生活衛生課関係の質疑を行います。

北林丈正委員（分科員）

阿仁熊牧場利活用推進事業についてお聞きします。

まず昨年、あのとおりクマの被害がたくさん出た

こともあって、くまくま園の入園者も減ったという

話を新聞で読んだような気がするのですが、クマ被

害とくまくま園の入場者の関係とか、もし分かった

らその辺を教えてもらえますか。

生活衛生課長

今年度の入場者数が１万１,０００人と、リニュ

ーアル後、一番少なかったです。クマの出没が多い

せいではないかという方もおりましたが その前

に死亡事故があった年もあったのですが 実際は

そういう影響より、５月のゴールデンウイークの入

場者が、今年度、すごく少なかったということ。園

長いわく、子グマが生まれないと、どうしてもゴー

ルデンウイークにお客さんが来てくれないという事
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情がありました。その後、９月、１０月の紅葉シー

ズンに、紅葉のパターンがずれたのか、例年、秋田

市からの来園者が多いのですが、秋田市の大雨災害

でレジャーに行く方が減ったのか、そういう影響の

ほうが大きく、秋に回復できずに、リニューアル後、

一番少ない入場者数になったのかなと。ニュースで

毎日クマを見ているから、わざわざクマを見に行か

なくてもいいのではないかという人は、実際はそん

なにいなかったのではないかなと思っています。

北林丈正委員（分科員）

いずれ、くまくま園で鹿角のヒグマを引き受けた

のですが、１０年たってヒグマはそこでの繁殖はな

くて、死ぬまでそこで面倒を見るという形だと思う

のですけれども、最初に何頭入って、今は何頭いる

か分かりますか。

生活衛生課長

八幡平からヒグマを１９頭移送しました。現在は

１５頭おります。

【「そんなにいるのか」と呼ぶ者あり】

生活衛生課長

環境がいいせいか。

北林丈正委員（分科員）

そうすると、みんな１０年以上はたっているわけ

ですから、あと長くても５年、いくら長くても１０

年以内にはヒグマはいなくなるということですよね。

生活衛生課長

２０歳ぐらいをめどにと思いつつも、予想以上に

かなり高齢のクマもいます。ただ、移送された時点

で一、二歳の若いヒグマもいましたので、１０年た

っても十何歳ですので、まだ１０年以上は。簡単に

言えば平均寿命というか、寿命がありますので、す

ぐにはゼロ頭になるような状況ではないと考えてい

ます。

北林丈正委員（分科員）

クマを殺すことに批判がいろいろとあったり、あ

とどうしても親を捕まえて、子グマだけ残されると

か、いろいろある中で、こういう施設があって、多

少利用できるときもあると思うのです。そういう利

用については、地元の北秋田市との話にもなるので

しょうけれども、県としてはいずれ空いてくるヒグ

マがいたところを、今後、どう利活用していくか、

その辺についてはどのようにお考えですか。

生活衛生課長

ヒグマを引き受けてもらうことから、県で利活用

を一緒に行っていく事業に取り組んでいるところで

すが、ヒグマがいなくなった時点で、取りあえずい

ったん、県の責任と言えばいいのですか、引き取っ

てもらった責任は終了するのかなと考えていますが、

その後も北秋田市はツキノワグマを中心として、熊

牧場の運営をしていくことになるかと思います。

もともとこの阿仁熊牧場が出来た経緯は、やはり

はぐれた子グマを収容するとか、そういった気持ち

が集まって出来たとも聞いておりますので、そうい

った活用は全くないわけではないのですが、引き取

った後もずっと何十年も面倒を見なければいけない。

今、子グマを殺したらかわいそうだからと全部引き

受けた場合、北秋田市として費用的な問題もあるの

で、結局全部は引き受けられないという状況が現実

でございます。

そういったこともあり、引き続き、ひぐま舎は残

るわけですので、その活用の仕方も含めて、これか

ら頭数が減ってきたところから、北秋田市と一緒に

考えていければと考えています。

北林丈正委員（分科員）

前にも話ししましたが、今度、環境省でも予算を

付けて、クマの生態調査をやりますし、冬眠の仕組

みについてもよく分からない部分があったりとかい

ろいろとあるし、せっかくの施設なので、是非、県

としても前向きにこの施設を活用して、様々なクマ

の問題について役に立てるように利用したらいいの

ではないかと思いますが、最後にもしあったら。

生活環境部長

今後の活用につきましては、研究等も含めて、北

秋田市と相談しながら検討していきたいと思います。

佐藤正一郎委員（分科員）

２３ページに小規模分散型給水設備導入可能性調

査がありますが、県内でも実際、上水道が引かれて

いないところが結構あります。へき地なんかは特に

そうですけれども。そういった中で、水道管を引っ

張っていかなくても、その地域の中で小規模でもこ

ういう導入ができないかということで、大変良かっ

たと思うのですが、この調査は具体的に、どういっ

たところで、どういうことをまずはやることにして

いますか。

生活衛生課長

水道の管路の更新がこれから迫ってきます。２キ

ロ離れた先に２軒しかないとすれば、キロ１億円と

言われる更新費用を２軒のために２億円となり、こ

れはちょっとあんまりだろうということで、代替方

法はないかということの一つの考え方として、水道

の事業に、この調査事業を組み込ませてもらいまし

たが、おっしゃるとおり、水道未普及の方も当然の

ことながら扱える仕組みでございます。

今回想定しているものは、水源、いわゆる原水と

言えばいいですか、もととなる水がなくても、１軒

１軒で自立して安全な水を使うことができないかと。

これがうまくいけば、極端に言えば雨水を種水に、

仮に１か月雨が降らなくても水を繰り返し使い続け

ることができるという仕組みを想定しておりまして、

これがうまくいけば、当然災害にも対応できますし、
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水源にもよらないと。

ただ、この仕組みは、まだ実際に商品が売られて

いるわけではないですので、繰り返し使うことに対

する利用者の抵抗感だとか、寒冷地だとか、そうい

ったところも含めて、来年度、実証を実際の場面で

してもらって、実験がうまくいったら、市町村にこ

ういうものを水道代替もしくは未普及のところに導

入したらどうでしょうかという提案をしていきたい

と考えています。

佐藤正一郎委員（分科員）

私の住んでいるところもへき地で、上水道が来て

いなかったので、集落のみんなで協議をして、簡易

水道を造って、今、実際にやっていますけれども。

今どこの世帯も水はあるわけです。だから、そこに

うちがあって生活ができてます。でも、やっぱり水

質とか、安定した水量を供給していくには、何らか

のこういう仕組みがあればいいと思うので、循環も

一つの方法ですが、実際は井戸だとか沢水だとか、

何らかのいろんな形で皆さん、特にへき地は水を活

用していますので、今回の可能性調査も……。確か

に水道管が老朽化して替えていくときに、離れたと

ころに持っていくのに、市町村も更新にお金が掛か

って今、悩んでいるところですから、非常にタイミ

ング的にもいいと思うので、是非ともそういったこ

とと、実際に水道がまだ普及していないところでの

利活用についても、幅広く調査していただきたいと、

期待しておきます。

委員長（会長）

いいですね。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で生活衛生課関係の質疑を終了します。

次に、自然保護課関係の質疑を行います。

加藤鉱一委員（分科員）

ツキノワグマ被害防止総合対策事業についてです。

マップシステム開発事業もありますが、まずはモニ

タリング調査についてです。

令和元年にもやっていますよね。３年間にわたっ

てモニタリングしています。その後、令和２年に

２,８００頭から６,０００頭の推定がされるという

ことで、４,４００頭という数が出てきているわけ

です。令和２年に発表してから、その後はモニタリ

ング調査はしておらず、目視ではやっていると。そ

の辺りはどうでしたか。

生活環境部参事（兼）自然保護課長

カメラトラップ調査は、平成２９年度から令和元

年度までの３か年で調査をしまして、令和２年４月

時点で推定生息頭数２,８００頭から６,０００頭、

中間値で４,４００頭と公表しております。

その後、カメラトラップ調査は実施しておりませ

んが、従来からやっておりました目視によるクマの

生息調査を継続して行いまして、増加傾向にあるの

か、減少傾向にあるのかという傾向を把握しており

ました。その結果でいくと、ほぼ横ばいという調査

結果でありました。

加藤鉱一委員（分科員）

ですから、今データを見ていますが、平成２９年

で２,３００頭と推定しているわけです。平成３０

年で３,７００頭で増えているのです。次が４,４０

０頭となっています。その後３年ぐらい目視でやっ

ているけれども、今、課長がおっしゃったのは、全

く変化ないのではないかと推測しているわけです。

ところが、実態は増えているから、去年のようなこ

とが出てきていると。３年間のブランク。カメラト

ラップの予算が今、またやるということで提案され

ています。まず、このカメラトラップで、もう一回

調査するのは、生息数がどのくらいいるかを把握し

なければいけないということが原点にあるわけです

が、エリアとしても同じ、それから個数も同じと、

前と同じ形でやるのですか。どのようにしてやるの

か。

生活環境部参事（兼）自然保護課長

前回は、３か年で７地区で実施をいたしました。

当時、調査といっても、全県で網羅的にできること

ではないので、どこを調査すれば代表性があるかと

いうことも兼ねて調査をしたところでした。今回、

来年度は３地区を調査するということで、調査する

地区数は少し縮小して行うという考え方であります。

ただ、同じ地区で行う場合につきましては、前回カ

メラを設置したところとなるべく変えないで調査を

行いまして、前回との比較ができるように進めてい

きたいと考えております。

加藤鉱一委員（分科員）

今、課長が言ったように、同じところでやったほ

うがいいのです。書いているとおり、３地域に調査

カメラ１２０基、前回もこのくらいで。やっぱり同

じ地点で行ったほうが推測がつきやすい。いつも言

うけれども、自然保護課だから保護ということでま

だ弁明が立つが、今年度のようなことがほかの地域

でも、全国的に起きてきている中で、やっぱりこれ

はしっかり精度が高くなるように調査をやってもら

わなければいけない。全く同じような形で、何だっ

け……

【「ツキノワ」と呼ぶ者あり】

加藤鉱一委員（分科員）

ツキノワをまた同じようにやるのでしょう。学者

にもいろいろ聞くんでしょうけれども、同じような

形で行うのですか。

生活環境部参事（兼）自然保護課長

前回監修をしていただきました県立大学の先生か



- 86 -

らも、カメラを設置する場所につきましては同じよ

うなところで行って、対比ができるようにしたほう

がいいと。ただ、調査を実施する地区については、

前回、どこで行うと県の代表性があるのかというと

ころが分からなかったので、少し網羅的に行ったた

め、地区は絞ってもいいだろうという御意見を頂戴

しております。そういったことで、来年度は３地区

で、カメラにつきましては１地区で平均すると大体

４０台平均にはなりますが、３地区で１２０台設置

をして、調査をしていきたいと考えております。

加藤鉱一委員（分科員）

令和６年度はいつ頃やるのか。前にもカメラトラ

ップをやっているわけです。大体、９月頃とかです

か。同じようなやり方でやって、その結果が出るの

はいつですか。

生活環境部参事（兼）自然保護課長

現地の調査は、６月から８月を予定しております。

秋になりますと、どうしても秋の実なりによってク

マがいる場所が変わってきますので、あまり影響が

ない時期ということで６月から８月を予定しており

ます。

前回、平成２９年度から令和元年度まで３か年、

調査をして、その年度、年度で中間点的な数字を公

表しておりましたが、これは科学的に考えるとあま

りいい方法ではないと思っております。７つの地区

を調査する予定であれば、きちんと７つの地区を調

査した上で推定して、数値を公表するべきと考えて

おります。

今回につきましては、令和６年と令和７年の２か

年掛けて調査をしたいと思っております。推定値は、

令和７年度調査が終わって、数値の整理が終わった

後に公表したいと考えております。

加藤鉱一委員（分科員）

令和７年と２年間、２回やるということですか。

２年間にわたってやるということでいいわけですね。

生活環境部参事（兼）自然保護課長

はい。

加藤鉱一委員（分科員）

では、これは令和６年度だけの予算で、令和７年

度はまた別に計上するという考え方でいいのですね。

生活環境部参事（兼）自然保護課長

令和７年度も調査を実施することで予算を計上し

ていきたいと考えています。

加藤鉱一委員（分科員）

さっきも言ったように、課長は令和元年度の

４,４００頭は、２,８００頭から６,０００頭の間

をとった４,４００頭だから、その後３年間、ずっ

と横ばいだとおっしゃっているが、私はどう考えて

も里山にクマは着実に増えていると思います。だか

ら今年度のような動きが出てきている。ですから、

やっぱり調査をきちんと行って、絶滅する可能性の

ある種ですから、保護は大変大事だけれども、ほか

の県と比べて生息数が４,４００頭と多いのです。

各県でも同じ調査で参考の生息頭数を出しているで

はないですか。青森県は千二百何十頭、多いところ

では岩手県で３,４００頭です。あと２,５００頭と

か１,６００頭。それで秋田県が４,４００頭と出て

いるのです、同じ時期に。ということは、絶対数が

間違いなく 私は、保護という視点で考えても

４,４００頭ぐらいが多いと捉えるべきではないか

と思うのです。出てきた数値は適正だと言うかもし

れませんが、ほかの県、例えば岩手県はエリアがも

っと広いではないですか。山形県も秋田県と同じく

らいだけれども、秋田の４割、５割しかいない。秋

田だけ突出して多いから適正だというのは、幾ら自

然保護だとしても、根拠が薄過ぎるのではないかと

考えるわけです。やっぱり課長、県民の皆さんも今

年、大変大きな事故に遭ったりしていますから、保

護は保護としても、きちんと上限数の県の考え方を

整理すべきではないかと思うのです。２,８００頭、

６,０００頭の間が４,４００頭だと単純にするので

はなくて。保護の視点であっても、秋田県が余計で

いいのかということです。調査をやる以上は、その

辺りもう一遍考えてほしいのだ。

生活環境部参事（兼）自然保護課長

今年度の状況につきましては、科学的なデータで

はないですが、山に入る方からは、山の奥のほうに

はクマがあまりいなかったというような話も聞きま

す。山の実のなり方が大分、ブナだけではなくて、

いろんな種でなりが悪かった関係で、餌を求めて行

動範囲が広くなり、里にも出てきたということが今

年度の状況だったと考えております。

個体数だけの問題ではなくて、生息する場所がや

はり問題だと思っています。人の生活圏、人里周辺

でクマが定着してきた、増えてきたのが実態として

あろうかと思いますので、そういったところを改善

して、クマと人のすみ分けをしていきたいと考えて

おります。

加藤鉱一委員（分科員）

ですから、そういう関係の予算もいっぱい出てい

ますよね。

それで、もう一つ、マップシステムを新しくする

ということで、もう債務負担でもやっているのでし

ょうけれども、実際、部長は前に、市町村はこれに

一本化するよう要望したいという話をしていました。

その辺りは了解というか、それを踏まえてのことで

すか。

生活環境部参事（兼）自然保護課長

システムの開発に当たりまして、市町村に個別に

職員が訪問して、現状のシステムの概要であるとか、
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協力してもらいたいことをお願いしてまいりました。

その後、文書でも協力要請をお願いしまして、今ま

だ回答がないところが２つ、あと職員の体制もあっ

て、すぐには対応できないところが２つあって、ま

ずは２１市町村からは協力できるという回答を頂い

ております。

今後システムがさらに具体的に出来てまいります

ので、その都度、情報を説明し、また協力要請をし

ながら、全ての市町村に参加いただけるようにシス

テム構築をしていきたいと考えております。

加藤鉱一委員（分科員）

昨年の１２月議会から今議会にかけて、様々クマ

の問題について、総括審査や一般質問でも出ていま

したが、知事が答弁で、クマが出たとき、その市町

村エリアの防災無線でやるのが一番いいと言ってい

ましたよね、当面の話で。私も正直なところ、「危

険だよ」「出ました」「大変危険」「可能性があ

る」と防災無線が一番いいと。ただ、それは県のシ

ステムではないわけです。けれども、そういう防災

システムがあるエリアであれば、情報としては一番

早いですよね。県が一義的にやるのはいいのです。

いいですが、そういうエリアでできることはエリア

でもやるべきだと。強制的に市町村は全部一本化で

なくて、全てがんじがらめではなくて、エリアで

例えば私の地域なんかは防災無線があるのです。

大分ありますよね。そこで流すのも一つの方法だし、

危険回避のためにそういうことを併用するという、

ちょっと懐の大きいところがあってもいいのではな

いかと思うのです。何でもかんでも県に従って一本

化しなければ駄目だと、それはそれでいいですよ、

いいけれども、情報の速さとか、市民、県民にそう

いう情報に触れさせるという面では、ある程度、い

ろいろな方法があってもいいと思う。こういうシス

テムの絵を描いていますが、どうですか。

生活環境部長

これは、あくまでも今、市町村単独でこういうマ

ップシステムを使われているところも、一緒に使い

ませんかというお誘いといいますか、お願いをして

いるところでございまして、速報性からいうと、近

くの人に知らせるためには、先ほどの防災行政無線

が一番速いだろうということで、それをやめてこち

らに入ってくださいということではございません。

それはそれで、市町村の情報伝達手段として、しっ

かりやっていただくとともに、これは例えばふだん

働きに出ている人に対して情報を出すとか、あるい

は家族がその地区にいる人に対してメールで、こう

いう出没情報がありましたとお知らせするために、

できるだけ早い段階で情報を収集して伝達しようと

いうシステムですので、もともとある防災行政無線

等をやめてくださいということではありません。当

然、併用していただくのが一番よろしいかと思いま

す。

加藤鉱一委員（分科員）

分かりました。それは前向きに、部長がおっしゃ

るわけですから、多分それでいいと思います。

それで、この前も議会で話がありましたが、警察

に連絡すると、警察が現場に行って確認をすると。

それで市町村が確認をして、それから今度、警察署

から警察本部に情報を集約して、本部から自然保護

課に情報が来て……。そのタイムロスといいますか

……。あるいはもう一つの線は、通報から市町村が

すぐに確認するシステム。これも一元的に一つにす

るというマップシステムですが、例えば、住民から

市町村の役場や市役所に通報が行くこと自体が私は

非常に これも何か質問があったような気がする

けれども、支所や役所の電話番号が分かるのかとか、

どこにかけるのか分からないから１１０番にかける

人が多いのではないかという話も、この前の総括審

査で出ていましたが、私も何となく、一本化なら一

本化で、どこかに簡単に一本化するシステムを考え

るべきではないかと思うのです。そうしないと、タ

イムロスが非常に大きいのではないかなと思って、

私は何となく果たしてこれでうまくいくのかなと考

えるのですが、そういうことは心配しなくていいか

な。

生活環境部参事（兼）自然保護課長

この図にも市町村、それから警察署のところに情

報共有ということで矢印を書かせていただいており

ます。警察に入った連絡につきましては、市町村に

情報提供され、市町村に入った情報につきましては

警察署に連絡をして、情報共有をした上で現場に集

まり、必要な、例えば立て看板を設置したり、パト

ロールカーでアナウンスをしたりといったことを現

場で行っていると伺っております。どちらか一方に

だけ情報提供する、通報していただくということで

はなくて、その場その場で最適な場所に通報しても

らうということで、この情報が一元管理されていか

れると思いますので、市町村には少し負担がかかる

かもしれませんが、協力をお願いして、このシステ

ムを導入していきたいと考えております。

北林丈正委員（分科員）

関連して、生息数の調査を行うということで、そ

れはそれでいいですが、やっぱりアーバンベアと言

われるように、クマの生息地域が変化しているとこ

ろが非常に大きいと思うので、数も大事ですが、ク

マがどういう移動をしているのか、どういう生態な

のか、その辺はこの調査で分かるのですか。

生活環境部参事（兼）自然保護課長

カメラトラップ法による生息数調査につきまして

は、その調査をやった場所での生息密度が分かるこ
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とになります。調査につきましては、住宅のすぐそ

ばではできないということもありますので、先ほど

委員がおっしゃられた移動であったり、住宅周辺で

の生息状況というところまでは分かりかねるところ

です。

ただ、数だけではなくて、生息する場所もやはり

大きな問題になっておりますので、呼び寄せないよ

う、誘引物の管理であったり、やぶ払いであったり、

また今年度から人里周辺への対策について、有識者

も交えて検討しているところで、環境省の対策事業

にも採択していただいて、人里周辺での冬眠穴の調

査を開始しております。早春期、冬眠明け早々と思

われるクマが目撃されるときがございますので、そ

ういった個体については人里の周辺で冬眠している

可能性が高いということで、人里の周辺で冬眠をし

ているということであれば、それを捕殺する、また

は追い上げるといった対策が講じられないかという

調査を始めたところでございますし、来年度の予算

でも計上しております。

北林丈正委員（分科員）

冬眠穴の調査は、どのぐらいの範囲で行うのです

か。

生活環境部参事（兼）自然保護課長

そういった手法は、まだ決まっているわけではご

ざいませんので、これまで早春期に目撃されたとか、

捕獲があったということで場所を絞り込み、地元の

方々と協議をして、実施できるかどうかを話し合っ

て、今年度につきましては花輪地区で調査をやって

おります。実際、車で入っていけるようなところの

左右２００メートルぐらいなどについて、調査を今、

進めているところでございます。

北林丈正委員（分科員）

餌になるものを置かないということで、柿の木を

切ったりなど、いろんなことが当然、必要ですが、

ただ、一度味を覚えてしまうと必ず来るという。ク

マはすごく執着が強くて、一度そこにおいしいもの

があると分かれば必ず来るという話を聞くのですが、

やっぱり餌を置かなくても、農作物はやめるわけに

いかないし、電気柵で全部を囲うのも無理なので、

その辺、生態調査というか、それはやっぱり行って

ほしいです。また、私が前に、発信機を付けて行っ

たらどうかと言ったら、秋田県では一回捕まえたも

のを機械を付けてまた放すことは絶対にできないと

いう答弁だったのですが、他県ではやっているので

す。一回捕まえたものを放せないことはないと思う

のです。住宅地のすぐ近くに放すことはできないか

もしれないのですが、やっぱり発信機を付けて、行

動のパターンを調べることは是非やってもらいたい

と思うのですけれども、やっぱり無理ですか。

生活環境部参事（兼）自然保護課長

先ほどの誘引物管理の話を先にさせていただきた

いと思います。委員おっしゃるとおり、一度、里の

ものの味を覚えた個体は、やっぱり執着をいたしま

す。それは、問題個体ということで、やっぱり個体

としては駆除していかなければいけないですし、問

題個体にならないように誘引物をきちんと管理して、

里に呼び寄せない対策が必要だと思っております。

また、農作物につきましても、できるだけ電気柵

で囲うなどして寄せつけない対策が必要だと考えて

おります。

もう一点、発信機につきましては、クマを放す場

所、むしろ放獣する場所の地権者の同意が得られな

くて、現在は実施できておりません。クマの行動範

囲から見ても、ある程度、広い場所で放獣しても構

わないという地権者が現れれば、こちら側の麻酔を

する、運搬する体制といったものも構築しなければ

いけませんが、今一番問題になっているのは、放獣

先の地権者の同意がなかなか得られないため、放獣

することができていない状況にあります。

北林丈正委員（分科員）

あと１つ、鹿やイノシシとかが今すごく増えてい

て、増えているのは確実だと思うのですが、鹿とか

イノシシがどんどん餌を食べてしまうので、クマは

そういったのに負けて、追い出されているというか、

そういう話も聞くのです。ですから、やっぱり鹿や

イノシシとか、そういった ニホンジカですね

調査も必要だと思うのですが、これについては生

息数調査は全く行われていないですか。

生活環境部参事（兼）自然保護課長

秋田県の場合、非常にまだ低密度で、調査をやっ

てもなかなか信頼性の高い数字が得られないという

状況にあって、鹿、イノシシの生息数調査は実施し

たことがございません。

クマとイノシシで餌が競合するのではないかとお

話しする方はいらっしゃるのですが、実際それが本

当かということにつきましては、まだ分かっていな

いところがございます。そういった辺りも調査が進

むことを期待していきたいとは思っておりますが、

現状、秋田県の場合は、鹿、イノシシも数が多くな

い状況ですので、まだクマが本来の生息場所から出

ていかなければならないほどの状況ではないと考え

ております。

北林丈正委員（分科員）

私も詳しくは分からないですが、私の地元でもイ

ノシシを実際に見たこともありますし、被害の状況

も見ましたけれども、相当なものです。ただ、移動

していくので、いつもずっとそこにいるわけではな

いです。低密度とはいえ、相当増えているという話

も聞きますし、是非しっかり専門家も含めてこの辺

は調べてもらいたいと思います。
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生活環境部参事（兼）自然保護課長

参考までに、イノシシにつきましては、令和５年

度の目撃数が１９８頭、令和４年度は４４頭と非常

に少なかったのですが、令和３年度は１２８頭と、

少しずつやっぱり増えているという状況にはござい

ます。捕獲も少しずつ伸びている状況にあります。

一方、ニホンジカにつきましては、令和５年度の

２月１５日現在で、目撃頭数が８４頭、令和４年度

は１７０頭、令和３年度は１０６頭でございました。

一方、捕獲につきましては、今年度２月１５日の時

点で４９頭で、令和４年度は４７頭、令和３年度は

５７頭と、ニホンジカはあまり増えている状況には

ないところですが、イノシシについては増えている

という状況がございます。

こちらにつきましても、野生鳥獣の検討委員会で

御指摘を頂いたところでございますので、委員の御

意見を踏まえて、対策などについて取り組んでいき

たいと考えております。

北林丈正委員（分科員）

今の数字は、恐らく目撃情報ですよね。

生活環境部参事（兼）自然保護課長

目撃と捕獲とそれぞれでございます。

北林丈正委員（分科員）

見ても何も言わないのがほとんどだと思うのです。

だから、客観的なデータを是非とってもらいたいと

思います。お願いします。

加藤麻里委員（分科員）

この件で１件質問いたします。

対策ということでいろいろとお話がありましたが、

先ほどのお話で、山の奥にはクマがいなかったと、

そしてまた食べ物もほとんどと言っていいくらいな

かったということでした。食べ物がない状況が続く

のであれば、やはりクマは里に下りてこざるを得な

いということです。やはりそこの部分をきちんとし

ないと、改善されないと思います。その山の食べ物

がない部分というか、そういう森の状況といいます

か、そういった部分については、どのようなことを

お考えでしょうか。

生活環境部参事（兼）自然保護課長

ごく一部の方からそういったお話を伺っていると

いう状況でございます。ただ、狩猟者の方々には、

狩猟に行ったときに、クマの目撃情報を収集して報

告するようお願いをしておりますし、猟友会に委託

をして実施しているクマの目視調査も、例年どおり

実施させていただくこととしておりますので、こう

いった情報を含めて、山の状況について考察してい

きたいと考えております。

加藤麻里委員（分科員）

山に食べ物がないといいますか、温暖化のせいも

あろうかとは思いますが、もしかしたら、また、山

の状況も含めて、逆にドングリの木をもっと植えた

ほうがいいのではないかとか、何かしら山に対する

対策といいますか、そういったものについては何か

お考えありますか。

生活環境部参事（兼）自然保護課長

どうしても山の実なりにつきましては波がありま

す。庭に柿の木とかブドウの木を植えていても、そ

の年によってなりが違うように、山でも同じような

状況が出ます。今年はブナの実が大凶作ということ

がありました。これに加えてミズナラやコナラとか、

その前に実のなるサルナシであったり、そういった

軟らかい実なども一斉にならなかったと伺っており

ますので、山にほとんど食べるものがなかったとい

うことは間違いないと思っております。こういった

状況は、他県でも同じように聞いておりますので、

東北地方が全体的にそういう傾向にあったのだろう

と考えております。

では、そういった実がなるドングリの木とかを植

えればいいのかということになっていくのですが、

針広混交林化につきましては今、進めているところ

でありますし、先ほど申し上げたとおり、どうして

も波がありますので、環境収容力、山の状況で何頭

のクマを養えるかということによって、どうしても

限界があります。山のなりが悪くなったときには、

どうしても食べられない個体が出てくることになり

ますので、一概にドングリをまけばいいとか、植え

ればいいということは、なかなか難しいところだと

思っております。やはり自然のものにつきましては、

自然の状況ということになろうかと思います。

加藤麻里委員（分科員）

いろいろとこの先も検討が必要かと思いますが、

その波が異常な波ということも考えられなくはない

と思いますので、全てを波のせいにすることではな

くて、また何かしらこの先、全国的なことになろう

かと思いますが、是非、検討されながら、なるべく

本来のいい形になるように、今後とも研究を進めて、

検討していただきたいと思います。

沼谷純委員（分科員）

クマの話ばかりですが、今年、御存じのとおり暖

冬で、都市部というか、市街地でも雪が少ないので

すが、当然、平均的に山でも、例年よりは雪が少な

い状況なのかなと。間もなく春が来ますが、見立て

としては、例えば例年よりも暖冬で雪が少ないとい

うこともあって、クマが早めに冬眠から目覚めて、

動き出してくるのではないかとか、この春以降につ

いては、どういう見立てを持っておられますか。

生活環境部参事（兼）自然保護課長

大変難しい質問だと考えております。気温が低い

ことは冬眠に入るきっかけにはなるのですが、食べ

るものがあるかどうかで冬眠に入ります。食べ物が



- 90 -

少ないときにどのぐらいエネルギーを使わずに冬を

乗り切れるかというのが冬眠ですので、春になって

雪も少ないとなったときに、食べ物があれば出てく

る可能性があると思います。山の状況はまだ分から

ないのですが、軟らかい葉っぱとか、昨年に実を付

けたものが落下して地面に落ちているとかがあれば、

割と早めにクマが行動を開始することは十分に考え

られると思います。ただ、春になれば、どうしても

クマは遅かれ早かれ行動してまいりますので、十分

注意をして行動していく必要があると思います。

沼谷純委員（分科員）

その上で、先ほどのマップシステムは、めどとし

ては７月というお話でしたが、７月から運用できる

のか、市町村への説明やいろんな体制を システ

ムは出来たけれども、運用の仕方の部分もあります

から、実際の運用開始は８月になるのか、その辺の

見立てはどうですか。今お話しいただいたクマの出

没は春から始まっていくと、そこには多少時間差が

あるわけですが、なるべく早めに運用できればいい

ですけれども。その辺はどうですか。

生活環境部参事（兼）自然保護課長

６月中にシステム開発を終えて、市町村の説明会

も行いながら、７月には運用をスタートしたいと考

えております。もちろんこれは、システム構築が順

調に進めばということになるかと思っております。

４月から６月の間は、まだシステムが開発されて

おりませんので、県としては従来どおり、現状のマ

ップシステムを更新して情報提供する、また必要に

応じて市町村に連絡を取ったり、市町村との連絡会

議などを開きながら情報提供して、クマ対策を進め

てもらうことを考えております。

沼谷純委員（分科員）

今年度と違う状況になればいいのですが、高止ま

りする可能性を前提に考えたときに、マップシステ

ムが稼働することはプラス材料だと思います。

もう一つ、資料に市街地出没時の体制強化とあり

ますが、これは今までとこれからで何か体制を変え

ていくのか、強化とは具体的にどこら辺が変わるの

でしょうか。

生活環境部参事（兼）自然保護課長

経費的には、市町村の出没対応訓練を想定してお

ります。それに加えて、１２月補正予算で認めてい

ただきましたが、住宅地周辺では銃を使った捕獲が

できないということもありますので、麻酔銃の配備

も今、進めているところでございます。そういった

ことを実際に今度、使えるようにするための訓練も

必要となってまいりますので、市町村に対する訓練

や、我々の麻酔銃を使えるかどうかの状況把握であ

ったり、実際に捕獲するまでの手順であったりとい

ったところをきちんと体に覚えさせながら、市街地

の体制を整備していきたいと考えております。

沼谷純委員（分科員）

今の御説明は大変ありがたいですが、そうすると、

今こういう形での予算や１２月補正もありましたが、

４月、５月と春が来て、クマが出没するような時期

になってくると、実際に今お話しいただいたような

麻酔銃ですとか、そういった対応が可能になってい

る状態、状況だと思っていいのでしょうか。

生活環境部参事（兼）自然保護課長

麻酔銃は、単純に動物に注射筒を当てればいいと

いうものではなくて、その従事者またはその周辺に

住んでいる方に危険が及ばないように麻酔銃が使え

る状況かどうかを判断する必要があって、これが一

番難しい問題だと思っております。当初、地域振興

局の職員にそういったことを覚えていただきながら

体制を強化していこうと考えておりましたが、今回、

専門的な知識を持つ職員を２名配置できることにな

りました。そういった方々にきちんと覚えていただ

いて、将来的に県北、県南の地域振興局に配置して、

全県での体制を強化していきたいと考えております。

沼谷純委員（分科員）

次にもう一つ、その下にありますが、拡充という

ことで、市町村主体によりクマを寄せつけない取組

を行うとあります。ぱっとイメージがつかないので

すが、具体的に市町村はどういうことを行うと想定

されていますか。

生活環境部参事（兼）自然保護課長

今年度から市町村向けの研修を始めているところ

でございます。先ほど申し上げたとおり、どうして

もクマとのすみ分け、人里にクマを寄せつけない対

策を捕獲と併せて行っていかないと、クマの対策は

なかなか進んでいかないと考えております。

そういったところで、寄せつけない対策につきま

して、地域の住民の方々が日常生活の中で取り組ん

でいく体制を構築していかなければいけないと考え

ております。では、自分たちはどういったことを行

っていいのかというのが分からない方も多いかと思

っておりますので、そうしたときに、最も地元に近

い職員である市町村の方々が非常に頼りになると考

えております。

今年度から基礎研修と応用研修を受講していただ

きました。来年度も引き続き基礎研修、応用研修を

開催しますし、最終的な目的としている、地域の方

々が主役になって自ら活動するという部分について、

市町村の方にサポートしていただきたいと思ってお

ります。具体的には、誘引物の管理であったり、例

えば柿の木とか栗の木だけではなくて、廃野菜やコ

ンポストであったり、犬の餌の出しっ放しなど、意

図しないで誘引していることが間々あると思います

ので、そういった辺りを地元の方々と一緒に市町村
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の職員にサポートしていただきながら進めていきた

いと考えています。

沼谷純委員（分科員）

地域の住民の感覚とすれば、誘引しないというこ

とで、庭の木であれ、何かの餌であれ、人間が食べ

るものであれ、そういうものを気を付けて管理する

ことぐらいはできると思うのですが、それ以上はな

かなか……。地域が主体になって、クマと戦えとい

っても無理ですし、主体になるには限界があるのか

なと。市町村主体あるいは地域住民主体でクマを寄

せつけないと、言葉としては美しいのですが、地域

住民ができることはかなり限られてくると思います

から、限られてくることをしっかりやるのだという

ことを含めて、もう少し具体の分かりやすいもので、

こういう取組を普及啓発といいますか、住民の皆さ

んに啓発していくような形をとっていかないと、ち

ょっとぼんやりしているなと思ったものですから伺

いました。ですので、そういう具体の取組に是非、

つなげていただきたいとお願いだけしておきます。

最後に、３３ページの全体概要ですが、対策５の

ところで、捕獲上限等について検討するとありまし

た。一般質問でも取り上げて、御答弁頂いたのです

が、捕獲上限を設定するかどうかを含めて検討する

という理解でよろしいのでしょうか。

生活環境部参事（兼）自然保護課長

委員の中にはそういった考えをお持ちの方もいら

っしゃいます。ただ、全体的な考え方につきまして

は、個体群への影響を何らかの形でモニタリングす

る必要があると思っております。それが一般的には

個体群から、捕殺されたり何らかの形で死んだりと

いった、抜かれる個体を数えて、個体群として管理

していくというものになります。ですので、何らか

のモニタリングをする必要はあると考えております。

あわせて、今回クマ類が、本県の場合はツキノワ

グマですが、指定管理鳥獣に指定される方向で行政

手続が進められております。ただ、検討委員会で、

クマ類による被害防止に向けた対策方針がまとめら

れましたが、その中でも今まで指定されていた鹿、

イノシシとは繁殖力や個体数の水準であったり、被

害の対応が異なるので、クマに合った支援制度を作

ってほしいと提案されております。そういった中で、

モニタリングをしっかりと実施し、モニタリングを

前提としながら、捕獲の目的を明確に定めて、そう

いった目的に合致するように、捕獲数であったり時

期や場所であったり、そういったものを決めて、確

実に進めてほしいと提案されておりますので、そう

いった検討委員会で示された対策方針を踏まえて、

環境省で、クマ類の管理計画のガイドラインが策定

されるまたは見直しされると考えております。そう

したことを参考にしながら、今回のクマの管理計画

の改定、それから議論を進めていきたいと思ってお

ります。

沼谷純委員（分科員）

十分に理解できていなかった部分もあるかもしれ

ませんが、いずれ先ほど来からモニタリングですと

か、この後、調査を令和６年度、令和７年度と行っ

ていくということですが、仮に来年度なり再来年度

なり調査をして、横ばいで四千数百頭、５,０００

頭ぐらいではないかという推計が立ったとしても、

それは今年度２,０００頭以上捕獲した上での横ば

いということは、加藤委員がおっしゃったように、

実質、このブランクの３年間で、実は６,０００頭、

７,０００頭になっていて、今年度２,０００頭以上

捕ったので、結果４,０００頭、５,０００頭のとこ

ろに来ているという足し算、引き算になりますから、

そういう意味では、結果横ばいの数字であっても、

増加しているということになるだろうと思います。

本当に課長がおっしゃる横ばいであれば、来年度、

再来年度に調査をしてみて、２,０００頭とか

３,０００頭という数字にならなければ、本来横ば

いではないと思いますので、それを踏まえた捕獲上

限の検討を是非していただきたいと思いますし、今

年度も捕獲頭数の上限を引き上げるとか上限いっぱ

いまでとか、いろんなタイミングでありましたが、

一般の県民の皆さんからすると、この捕獲上限が意

味するものが非常に分かりづらかったと思います。

上限があることで、これ以上捕獲できないのかなと

思われた県民もいらっしゃいますし、そうではなく

て、いわゆる害獣というか、害をなすものに関して

は、上限なく捕獲するということをきちんと県民の

皆さんに理解していただくことのほうが大事だと思

いますので、その理解を妨げてしまう、あるいは誤

解を招くような捕獲上限という設定は、私はあまり

好ましくないと思います。それとモニタリングの話

は別の話ではないかなと思っていますので、この辺、

捕獲上限を設定しないことも含めて、検討していた

だきたいということを、私からも最後にお願いして

終わります。

鈴木真実委員（分科員）

３３ページにありますように、概要としてツキノ

ワグマの被害防止対策の全体像が示されたので、前

よりも何をするのか、令和６年度にツキノワグマの

被害防止対策として、来年度はきちっと取り組んで

いくということが見えたので、私は非常にいい取り

組みに進んでいくのではないかなと期待しておりま

す。

１つ、細かいことになりますが、３０ページのと

ころで、猟友会の高齢化とか、ハンターが不足して

いると盛んに言われて、駆除する人たちがいないと

いうことが去年、非常に問題になっておりましたが、
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その解決に向けての（３）の担い手確保・育成事業

だと思っております。６５０万円余り計上されてお

りますが、インセンティブとして、この事業等が挙

げられていると思います。具体的に、免許取得のた

めにはどのくらいの助成があるのか、それから散弾

とかライフル銃等の銃器の購入に対しても、どのく

らいの助成があるのかというのは、もう決まってい

るものでしょうか。

生活環境部参事（兼）自然保護課長

狩猟免許の取得……。

委員長（会長）

暫時休憩します。

午後３時２１分 休憩

午後３時２２分 再開

委員長（会長）

再開します。

生活環境部参事（兼）自然保護課長

狩猟免許の取得支援につきましては、上限が５万

円でございます。散弾銃の購入支援につきましても、

上限が５万円、ライフル銃の購入の支援につきまし

ては、上限が７万円としております。

鈴木真実委員（分科員）

このように予算化しているということは、各市町

村においての猟友会の拡充とか、クマ対策に関わる

人を増やすというのもあると思うのですが、そうい

う事前の調査とかはしているものでしょうか。

生活環境部参事（兼）自然保護課長

市町村においても、このような狩猟免許の取得や、

銃の取得支援をしている市町村が最近増えてきてお

ります。今年度につきましては、２つの市と村を除

きまして、２３の市町村でこういった支援制度を構

築しております。

鈴木真実委員（分科員）

では、県の補助に対しての上乗せと考えてよろし

いのでしょうか。

生活環境部参事（兼）自然保護課長

申し訳ございません。市町村が補助したものの差

分に対して県の補助をするという形で、それが上限

に達する場合は、そこで打ち止めという形になりま

す。

鈴木真実委員（分科員）

債務負担で示された額がたしかあの当時、

１,３４２万円という例のマップシステムで、今回

また８００万円ぐらい上乗せになっておりますが、

これについてはどういう数字になっているのでしょ

うか。

生活環境部参事（兼）自然保護課長

八十数万円だと思います。この差額につきまして

は、現行のマップシステムを運用するためのライセ

ンスの使用料になります。

鈴木真実委員（分科員）

分かりました。６月に開発、それから７月に運用

と定めておりますが、またいつ起こるか分からない

災害ですので、それに向かって県を挙げて頑張って

いただきたいと思います。よろしくお願いします。

委員長（会長）

いいですね。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で生活環境部の当初予算関係の議案の質疑を

終了します。

ここで暫時休憩します。

再開は、午後３時３５分とします。

午後３時２５分 休憩

午後３時３３分 再開

出席委員（分科員）

休憩前に同じ

説 明 者

休憩前に同じ

委員長（会長）

委員会及び分科会を再開します。

次に、生活環境部関係の請願の審査を行います。

しおりの１９番、請願一覧表の７ページをお開きく

ださい。

請願第８号「カドミウム汚染地域関係者の健康影

響調査を求める請願について」を議題とします。

執行部の現況説明を求めます。

生活衛生課長

【請願一覧表により説明】

委員長（会長）

以上で説明は終了しました。

請願第８号について、御質問等ございませんか。

加藤麻里委員（分科員）

現況で、「イタイイタイ病と判定された方はおら

ず」とありますが、例えばその手前、カドミ腎症と

いいますか、そういった兆候が見られた方はいたの

ではないでしょうか。どうでしょうか。

生活衛生課長

当時の昭和４５年から昭和５１年にかけての手前

の状況だとか、その病気に対してどうしたかという

データは残っておりません。カドミウムは体内蓄積

が高いので、当時摂取した影響がいまだに残ってい

ると言われるような化学物質ですが、その残ってい

る方、血中のカドミウム濃度が高い方に一番起きや
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すいのは、近位尿細管腎症と言われる腎臓の病気と

言われています。実際に高齢者で現在もカドミウム

の濃度が高い方 ７５歳の女性で、それを発症し

ている方が見つかってはいますが、今回の文献の研

究者が入っている研究チームにおいて、厚生労働省

の健康影響調査では、最終的に年齢が上がったこと

による発症と区別がつかないので、年齢の補正を行

えば、実際はカドミウム血中濃度はこの程度、いわ

ゆる基準を超えるか超えないかぐらいのことを、ず

っと何十年も摂取してきた方と疫学的な差はないと

評価しておりますので、昭和の時代の対応について

は詳細は分かりませんが、現時点では、秋田県でも

比較的高い濃度をとっている方を含めて、問題がな

いと考えています。

委員長（会長）

ほかに。

【「なし」と呼ぶ者あり】

以上で、生活環境部関係の請願に関する審査を終

了します。

次に、生活環境部関係の所管事項に関する審査を

行います。生活環境部関係の所管事項についての御

質問等ございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で、生活環境部関係の所管事項に関する質疑

を終了します。

本日はこれをもって散会し、３月７日木曜日、予

算特別委員会終了後に委員会及び分科会を開き、同

日に追加提案される議案に関する審査を行います。

午後３時３８分 散会
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令和６年３月７日（木曜日）

本日の会議案件

１ 議案第１１８号

秋田県児童福祉施設の設備及び運営に関する基

準を定める条例案 （趣旨説明・質疑）

２ 議案第１１９号

秋田県軽費老人ホームの設備及び運営に関する

基準を定める条例案 （趣旨説明・質疑）

３ 議案第１２０号

秋田県養護老人ホームの設備及び運営に関する

基準を定める条例案 （趣旨説明・質疑）

４ 議案第１２１号

秋田県特別養護老人ホームの設備及び運営に関

する基準を定める条例案 （趣旨説明・質疑）

５ 議案第１２２号

秋田県指定居宅サービス等の事業の人員、設備

及び運営に関する基準を定める条例案

（趣旨説明・質疑）

６ 議案第１２３号

秋田県指定介護予防サービス等の事業の人員、

設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準を定める条例案 （趣旨説明・質疑）

７ 議案第１２４号

秋田県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び

運営に関する基準を定める条例案

（趣旨説明・質疑）

８ 議案第１２５号

秋田県介護老人保健施設の人員、施設及び設備

並びに運営に関する基準を定める条例案

（趣旨説明・質疑）

９ 議案第１２６号

秋田県介護医療院の人員、施設及び設備並びに

運営に関する基準を定める条例案

（趣旨説明・質疑）

10 議案第１２７号

秋田県指定障害児通所支援事業者及び指定障害

児入所施設の指定等の申請者に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例案

（趣旨説明・質疑）

11 議案第１２８号

秋田県指定通所支援の事業等の人員、設備及び

運営に関する基準を定める条例案

（趣旨説明・質疑）

12 議案第１２９号

秋田県指定障害児入所施設等の人員、設備及び

運営に関する基準を定める条例案

（趣旨説明・質疑）

13 議案第１３０号

秋田県指定障害福祉サービスの事業等の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例案

（趣旨説明・質疑）

14 議案第１３１号

秋田県指定障害者支援施設の人員、設備及び運

営に関する基準を定める条例案

（趣旨説明・質疑）

15 議案第１３２号

秋田県障害福祉サービス事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例案 （趣旨説明・質疑）

16 議案第１３３号

秋田県障害者支援施設の設備及び運営に関する

基準を定める条例案 （趣旨説明・質疑）

17 健康福祉部関係の付託案件以外の所管事項

（趣旨説明・質疑）

本日の出席状況

出席委員

委 員 長 佐 藤 正一郎

副委員長 鈴 木 真 実

委 員 加 藤 鉱 一

委 員 北 林 丈 正

委 員 今 川 雄 策

委 員 加 藤 麻 里

委 員 沼 谷 純

書 記

議会事務局議事課 加 藤 祐 也

議会事務局政務調査課 村 上 忍

健康福祉部福祉政策課 小 玉 遼 平

生活環境部県民生活課 平 柳 悠

会 議 の 概 要

午後１時７分 開議

出席委員

委 員 長 佐 藤 正一郎

副委員長 鈴 木 真 実

委 員 加 藤 鉱 一

委 員 北 林 丈 正

委 員 今 川 雄 策

委 員 加 藤 麻 里

委 員 沼 谷 純

説 明 者

健康福祉部長 高 橋 一 也

健康福祉部次長 片 村 有 希

健康福祉部次長 石 井 正 人
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福祉政策課長 元 野 隆 史

感染症特別対策室長 野 村 桃 子

地域・家庭福祉課長 内 田 鉄 嗣

長寿社会課長 伊 藤 幸 喜

障害福祉課長 樋 口 和 彦

健康づくり推進課長 辻 田 博 史

国保医療室長 加賀谷 修

保健・疾病対策課長 渋 谷 清 美

医務薬事課長 石 川 亨

医療人材対策室長 柳 谷 由 己

委員長

ただいまから、本日の委員会を開きます。

初めに、本日追加提案された健康福祉部の議案に

関する審査を行います。

議案第１１８号から議案第１３３号まで、以上

１６件を一括議題とします。

健康福祉部長の説明を求めます。

健康福祉部長

【部局関係説明書により説明】

委員長

以上で健康福祉部長の説明は終了しました。

次に、関係課長の説明を求めます。

地域・家庭福祉課長

【議案〔１０〕及び提出資料により説明】

長寿社会課長

【議案〔１０〕及び提出資料により説明】

障害福祉課長

【議案〔１０〕及び提出資料により説明】

委員長

以上で説明は終了しました。

ただいまの説明及び議案に関する質疑を行います。

質疑は各課一括して行います。

佐藤正一郎委員（分科員）

今回、非常に多くの条例が改正されます。対象と

なる施設はいっぱいありますが、こういった改正し

た中身をどのようにして周知して、この後どのよう

に手続されますか。

長寿社会課長

長寿社会課が一番多いので、私が答えさせていた

だきます。

こちらの改正内容につきましては、官報に全て掲

載され、国で定めた内容が周知されております。あ

わせて、改正した後の内容につきましては、条例と

してウェブサイトに掲載いたしますので、そちらで

確認できるようにしております。

佐藤正一郎委員（分科員）

例えば、努力義務を課すものとか、様々な施設に

対して改正されること、ありますよね。そういう官

報やホームページといったものに掲載されるだけで、

直接そういう施設の関係者を集めてしっかり周知す

るような会議などは、こういう場合は持たれるもの

ですか。

長寿社会課長

特別に集めて会議はしませんが、改正内容の概要

については、各介護サービス事業所に周知はしてお

ります。

委員長（会長）

ほかにないですね。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長

以上で本日追加提案された健康福祉部の議案の質

疑を終了します。

次に、健康福祉部関係の所管事項に関する審査を

行います。

執行部から発言を求められておりますので、これ

を許可します。

長寿社会課長

【提出資料により説明】

委員長

以上で説明は終了しました。

ただいまの説明に関する質疑を行います。

北林丈正委員（分科員）

これは、出来て何年になりますか。

長寿社会課長

完成は平成９年ですので、２７年ほどになります。

北林丈正委員（分科員）

２７年ということですが、恐らく設計の段階で腐

朽菌に冒されることは予想していなかったと思うの

です。その辺について、設計者の見解も分かります

か。

長寿社会課長

設計というのは、今回の設計でしょうか。

北林丈正委員（分科員）

いや、当初の。

長寿社会課長

造った当時の設計ということでしょうか。

北林丈正委員（分科員）

ええ。

長寿社会課長

腐朽菌の関係については考慮されていないものと

思います。要は腐るという前提はなかったものと思

います。

北林丈正委員（分科員）

こういうふうに、プールとか腐朽菌に冒されてい

る例は、ほかに県の建物ではないものですか。

長寿社会課長

木造の構築物は、例えば中央公園のスカイドーム

がありますが、そちらは水分を使っているところは

ありませんので、腐朽菌に冒されていることはない
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と思います。

また、中央エリアのプールのように、プール自体

に木材を使っているというケースは、県の建物とし

てはほかにありません。

北林丈正委員（分科員）

温泉だとほとんど木造ですが、あまりこういう腐

朽菌にやられているというのは聞いたことがないの

ですけれども。ミスと言えばミスですよね。材料の

選定ミスというか。そうすると、改修工事はまた木

造でやるということですか。

長寿社会課長

今回の改修に当たって、構造は検討いたしました。

例えば、鉄骨に替えられないかとかも検討したわけ

ですが、そもそもが大断面集成材を使うという前提

で構造計算がされており、鉄骨あるいは鉄筋になり

ますと、重量が非常に重くなりまして、基礎あるい

はそういったところがもたないということでござい

ますので、木造でかけ替えるということになりまし

た。

北林丈正委員（分科員）

いずれ腐朽菌に冒されないような木材の防腐処理

はあるのですか。そういうものがあればいいけれど

も、なくてやれば、また同じことの繰り返しだと思

うので、その辺は専門的なことを相当よく考えてや

らなければいけないと思うのですが、いかがでしょ

うか。

長寿社会課長

今、まさに委員がおっしゃられたとおりだと思い

ます。今回、木造による改修に当たっては、当初か

ら防腐処理をした上で、換気を適切に行って、湿気

を取り除くというところで、また今回のようなこと

が起こらないような対策をした上で、工事を行うこ

とで考えております。

加藤鉱一委員（分科員）

このことについて、前にもこの予算が出たとき話

ししていましたが、まず３年間も投げて、投げてと

言うと失礼だけれども、何にも措置もしないで、そ

のまま置いて、どんどんカビを繁殖させておいた自

体が私からすればちょっと……。予算の関係もあっ

たでしょうけれども。

それで、これは木造を使って、アール型になって

いるでしょう。造りがすごく高いのだよね。県立プ

ールとかアスレのプールとか、どこを見たって、あ

んなに金掛けた無駄な プールの健康づくりで泳

ぐとか歩くとか、そういう目的からしたら、ああい

うドームの上に必要のないものを造って、当時は必

要だということで造ったのでしょうし、それはそれ

でしょうがないけれども、構造計算上できないとい

っても、また同じことになるのではないかと思うの

です。今、北林委員から、また腐食するのではない

か、大丈夫かという話が出ましたが、どうしようも

ないのだったら、木造だとしてもきちんと湿気を防

ぐような手だてをしないと、また同じようなことが

起きるのではないかと思って、私はちょっと心配す

るのだけれども。３年休んだほかに、さらに４年も

掛けて、本当に必要なのかと私は逆にそう思うけれ

ども、ここまで来てしまったとすれば、直す予算を

考えているのだろう。大体、予算も全部持ち出しで

しょう。

長寿社会課長

予算のことだけお答えすればよろしいでしょうか。

予算につきましては、長寿命化債というものを使い

まして、充当率は９０％となります。

加藤鉱一委員（分科員）

９０％の充当率。

長寿社会課長

はい。

加藤鉱一委員（分科員）

起債で。

長寿社会課長

はい。

加藤鉱一委員（分科員）

そんないいのがあるの。

長寿社会課長

今現在、それを使って実施しております。

今おっしゃられた換気等の腐食防止については、

平成９年当時は、あまりそこまで考えてはいなかっ

たのだろうと思います。今回につきましては、例え

ば北海道で木造のプールが結構ありまして、技術資

料とかもあります。換気であるとか、あるいは木材

に対する防腐処理、木材の上に水がたまらない処理

が絶対に必要だというような技術資料が出ておりま

す。そういったものも参考にしながら、今後、同じ

ように腐ることがないよう設計しておりますので、

そこは心配なくやられると思っております。

加藤鉱一委員（分科員）

今、９割充当する長寿命債を使うと言いましたが、

これは上限があるでしょう。このまま起債を８億い

くらに全部充当するわけではないでしょう。このう

ちの何％を充当できるの。

長寿社会課長

地方自治体の財政規模にもよりますが、４０％か

ら５０％ということになっているようです。

加藤鉱一委員（分科員）

そうすれば、４０％、５０％を総額で充当した場

合、半分以上は一般財源から持ち出すということに

なるね。

長寿社会課長

そういうことになります。

委員長（会長）
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ほかにございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で、健康福祉部関係の所管事項に関する質疑

を終了します。

本日はこれをもって散会し、３月１８日月曜日、

予算特別委員会終了後に委員会を開き、当初予算関

係及び追加提案分の付託議案についての討論・採決

を行います。

散会します。

午後１時３６分 散会
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令和６年３月１８日（月曜日）

本日の会議案件

１ 議案第７５号

秋田県子ども・女性・障害者相談センター条例

の一部を改正する条例案

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

２ 議案第７６号

秋田県社会福祉施設職員福利基金条例を廃止す

る条例案

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

３ 議案第７７号

秋田県女性自立支援施設の設備及び運営に関す

る基準を定める条例案

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

４ 議案第７８号

秋田県南部老人福祉総合エリア条例の一部を改

正する条例案

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

５ 議案第７９号

職員の特殊勤務手当に関する条例及び秋田県精

神科病院の任意入院者に係る症状等の報告の徴収

に関する条例の一部を改正する条例案

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

６ 議案第８０号

秋田県国民健康保険財政安定化基金条例の一部

を改正する条例案

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

７ 議案第８１号

秋田県国民健康保険条例の一部を改正する条例

案 （討論・採決）（原案を可とすべきもの）

８ 議案第８２号

医療法施行条例の一部を改正する条例案

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

９ 議案第８３号

秋田県看護職員修学資金貸与条例の一部を改正

する条例案

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

10 議案第８４号

秋田県総合生活文化会館条例の一部を改正する

条例案（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

11 議案第９６号

地方独立行政法人秋田県立病院機構の中期計画

に関する認可について

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

12 議案第９７号

令和６年度自然公園事業に要する経費の一部負

担について

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

13 議案第１１８号

秋田県児童福祉施設の設備及び運営に関する基

準を定める条例案

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

14 議案第１１９号

秋田県軽費老人ホームの設備及び運営に関する

基準を定める条例案

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

15 議案第１２０号

秋田県養護老人ホームの設備及び運営に関する

基準を定める条例案

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

16 議案第１２１号

秋田県特別養護老人ホームの設備及び運営に関

する基準を定める条例案

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

17 議案第１２２号

秋田県指定居宅サービス等の事業の人員、設備

及び運営に関する基準を定める条例案

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

18 議案第１２３号

秋田県指定介護予防サービス等の事業の人員、

設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準を定める条例案

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

19 議案第１２４号

秋田県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び

運営に関する基準を定める条例案

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

20 議案第１２５号

秋田県介護老人保健施設の人員、施設及び設備

並びに運営に関する基準を定める条例案

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

21 議案第１２６号

秋田県介護医療院の人員、施設及び設備並びに

運営に関する基準を定める条例案

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

22 議案第１２７号

秋田県指定障害児通所支援事業者及び指定障害

児入所施設の指定等の申請者に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例案

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

23 議案第１２８号

秋田県指定通所支援の事業等の人員、設備及び

運営に関する基準を定める条例案

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

24 議案第１２９号

秋田県指定障害児入所施設等の人員、設備及び
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運営に関する基準を定める条例案

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

25 議案第１３０号

秋田県指定障害福祉サービスの事業等の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例案

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

26 議案第１３１号

秋田県指定障害者支援施設の人員、設備及び運

営に関する基準を定める条例案

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

27 議案第１３２号

秋田県障害福祉サービス事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例案

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

28 議案第１３３号

秋田県障害者支援施設の設備及び運営に関する

基準を定める条例案

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

29 請願第７号

国立病院の機能強化を求める意見書採択にかか

わる請願について

（討論・採決）（採択すべきもの）

30 請願第８号

カドミウム汚染地域関係者の健康影響調査を求

める請願について

（討論・採決）（不採択とすべきもの）

31 意見書案（請願第７号の採択に伴うもの）

国立病院の機能強化を求める意見書 （検討）

（意見一致）（提出決定）

本日の出席状況

出席委員

委 員 長 佐 藤 正一郎

副委員長 鈴 木 真 実

委 員 加 藤 鉱 一

委 員 北 林 丈 正

委 員 今 川 雄 策

委 員 加 藤 麻 里

委 員 沼 谷 純

書 記

議会事務局議事課 加 藤 祐 也

議会事務局政務調査課 村 上 忍

健康福祉部福祉政策課 小 玉 遼 平

生活環境部県民生活課 平 柳 悠

会 議 の 概 要

午後１時３５分 開議

出席委員

委 員 長 佐 藤 正一郎

副委員長 鈴 木 真 実

委 員 加 藤 鉱 一

委 員 北 林 丈 正

委 員 今 川 雄 策

委 員 加 藤 麻 里

委 員 沼 谷 純

説 明 者

健康福祉部長 高 橋 一 也

健康福祉部次長 片 村 有 希

健康福祉部次長 石 井 正 人

福祉政策課長 元 野 隆 史

生活環境部長 川 村 之 聡

生活環境部次長 古 井 正 隆

生活環境部次長 信 田 真 弓

生活環境部参事 渡 部 仁

生活環境部参事（兼）自然保護課課長

齋 藤 寿 幸

県民生活課長 石 川 由美子

委員長

ただいまから、本日の委員会を開きます。

初めに、各委員からの発言通告がありませんので、

当初予算関係及び追加提案分の付託議案に関する質

疑は終局したものと認めます。

それでは、付託議案について討論・採決を行いま

す。議案第７５号から議案第８４号まで、議案第

９６号、議案第９７号、議案第１１８号から議案第

１３３号まで、以上２８件を一括議題とします。

討論を行います。

【「討論」と呼ぶ者あり】

鈴木真実委員

議案第９６号、地方独立行政法人秋田県立病院機

構の中期計画に関する認可について、賛成の立場か

ら討論します。

令和６年度から令和１０年度までの５か年にわた

る第４期中期計画（案）が当福祉環境委員会及び予

算特別委員会の総括審査で審議されました。

予算については賛成するものでありますが、次の

点から議案第９６号に意見を付すものであります。

総括審査において、知事から説明のあったとおり、

独立法人として健全な経営改善の下、目標を達成す

るには、医師の確保がなければ到底困難であること

は明白であり、中期計画の目標達成は医師の確保に

尽きます。医師の確保があって初めて入院患者を増

やし、病床の稼働率の向上につながることになるの

です。しかし、この医師の確保は、県内全域でも最

重要課題となっている現状では、不安が払拭されて

いるとは言い難い状況にあります。
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知事答弁では、知事自ら医師確保に努めると答弁

してくださいましたが、それで課題が払拭されると

は思われません。どうか健康福祉部を挙げ、県を挙

げて、病院機構と早急に詰めて、手を打っていただ

くことを希望します。

医師確保は、手術の回数を増やし、病床稼働率を

上げることに直結しますが、県が設備導入した高額

な医療機器が現状では十分に活用されていないこと

も極めて遺憾であります。

とにかく早急に改善すべきところは早急に着手し

ていただき、今後その状況や経緯につきましては当

委員会に対して、閉会中であっても適宜報告するこ

とをお願いします。

まずは、第４期計画の最初の１年、令和６年度の

取組と成果が極めて重要でありますので、早急に課

題解決に向けた取組を進め、目標が達成されること

を強く強く要望します。

以上、意見を付して賛成討論といたします。

以上です。

委員長

ほかにございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長

討論は終局したものと認めます。

採決します。議案第７５号ほか２７件は、原案の

とおり可決すべきものと決定して御異議ありません

か。

【「異議なし」と呼ぶ者あり】

委員長

御異議ないものと認めます。議案第７５号ほか

２７件は、原案のとおり可決すべきものと決定され

ました。

次に、請願の取扱いについて決定します。

請願 第７号「国立病院の機能強化を求める意見

書採択にかかわる請願について」を議題とします。

本請願の取扱いは、どのようにしますか。

【「採択」と呼ぶ者あり】

委員長

請願第７号は、採択すべきものと決定して御異議

ありませんか。

【「異議なし」と呼ぶ者あり】

委員長

御異議ないものと認めます。

請願第７号は、採択すべきものと決定されました。

次に、採択すべきものと決定した請願第７号に伴

う意見書案についてお諮りします。

【書記、意見書案を配付】

委員長

「国立病院の機能強化を求める意見書」案につい

て、御意見等ありませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長

お諮りします。

本意見書案を原案のとおり福祉環境委員会提出の

意見書案とすることに御異議ありませんか。

【「異議なし」と呼ぶ者あり】

委員長

御異議ないものと認めます。

よって、本意見書案は、原案のとおり福祉環境委

員会提出の意見書案とすることに決定されました。

なお、本意見書案の提出手続等については、委員

長に一任願いたいと思いますが、御異議ありません

か。

【「異議なし」と呼ぶ者あり】

委員長

御異議ないものと認めます。

よって、本意見書案の提出手続等については、委

員長に一任いただくことに決定されました。

次に、請願第８号「カドミウム汚染地域関係者の

健康影響調査を求める請願について」を議題としま

す。

本請願の取扱いは、どのようにしますか。

【「継続審査」と呼ぶ者あり】

【「不採択」と呼ぶ者あり】

委員長

継続審査とする意見と採決すべきとの意見があり

ますので、まず継続審査とすることについて、討論

を行います。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長

討論は、ないものと認めます。

挙手により採決します。

請願第８号は、継続審査とすることに賛成の方は、

挙手願います。

【賛成者挙手】

委員長

賛成少数であります。

よって、請願第８号は、採決することに決定され

ました。

それでは、討論を行います。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長

討論は、ないものと認めます。

挙手により 採決します。

請願第８号は、採択すべきものと決定することに

賛成の方は、挙手願います。

【賛成者挙手】

委員長

賛成少数であります。

よって、請願第８号は不採択とすべきものと決定
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されました。

以上をもちまして、本委員会に付託されました案

件の審査は、全て終了しました。

本日の委員会を終了します。

散会します。

午後１時４２分 散会


